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Ⅰ ■査の概書   

1．11査目的   

本調査は、医療機関における終末期の診嫁方針等に関する話し合いの実施状況ゝこ儲」  

合いの結果をとりまとめた文案の應供状況、後期高齢者終末期相談支援料の萌せ状況を  

把握するとともに、終末期の診療方針苓に関する話し合いの実施、話し合いの紅－4をと  

りまとめた文事の提供、後期高齢占▲終Jこ期相談支援料等に関する・般国民の．昏瓢（丁）調査  

を行うことを目的とした。  

2．tl董対義   

本調査は、全回の保険医蝶機関を対象とした r施設渦動及び「事例調査1 一般  

国民を対象とした「常識調査】から構成される。   

施設調査及び事例調査は、全国の病院から無作為に袖骨した1．700施設と、仝！司の在  

宅療養支援診療所から無作為に抽出した850施設、その他に内科系の診棟科目（パ困・  

呼吸器科・消化器科・循環器科・気管食道科）を標傍する一般診療所R50施設サ浮上＝0（l  

施設を対象とした。   

意醜調査は、ほ間調査会社に登録するバネ′レ2，000名（年齢による層化無作剃軸冊）  

を対象としたて  

3．■査方法  

（1）施設■暮   

・自記式調査票の郵送発送、郵送「司収   

・調査薬施時期はIIIT  

（2）事1【■査   

・施設調査の対象施設に対して、平成20年4月1甘から9月封）「に終末期の詔頒方  

針等の許し合いを実施した事例それぞれについて、相当職稲に［叶答を求めた   

・湘奄実施時期はIl月（施設調査と同時）  

（3）暮■■l暮   

・自記式調査票の郵送発送、郵送回収   

・調査実施時期はIIJ】  

4．■査礪月   

本調査では、施設調査で医療機関における終末期の診療方針等に関する話し合いの実  

施状況や、その話し合いの結果をとりまとめた文書の提供状況、後期高齢者終束糊相談  

支援料の算定状況に関連する項目を、事例調査で医療機関における終末期の診療方針笥  

に関する話し合いの具体的な実施状況に関連する項目を、意識調査において終末期の診  

療方針等に関する話し合いの′実施、話し合いの鮨果をとりまとめた＿史書の提供、後期高  

齢者終末期相談支援料等に関する意識に関連する項目を調査した。   

詳細は以F■の通りである。  

（1）施股■壬  

内    ●  

▲毅舶、■床■、■投書、■■榊月  
在宅■t文壇■■ホ（■ll）の■出状況  
♯兼斯E■の■1研●の輪状況  

九投■性礪日  

♯末期の■■方針書に■する鈷し合いの★暮状況  
萄し合いを霊鳥していない儀烏  
鷺し合いを薫轟した▲書書（7引■以上・75▲乗斗）  

正し食いを稟▲ナるうえでの声■  
癒し合いの絶景をとりまとめた文暮の提供状況  
文書を提供していない理由  
文■を1欄した■讐数（75■以上・75■棄1）  

文書を提供するうえでの困■  
■期嘉Il書■末期相■支攫爛の暮走状況  

■期書II著牡末期相1支脾の暮支点層■  
賭し合いの也t、■療方針■が「不明」一乗走」であった▲著■  
ユー鴫に嘉走した▲書の撼先  
初回の瞥し合い■から死亡■までの期和  
文書のt王国払  

t期嘉■書書末期相■支繍れに■する奪え方  
「義兼期t靡の決支プロセスに■するガイドライン」の■知状況  
■期111書特末期欄■文壇れの点■・暮走事件の改●ナべ曹点  

■ 暮 礪 日  

■  分   内   暮  ’′   

・正人曽の■t  

事例1性1日     ・■書の攣廿、性月、圭●■  
・鈷し食い■の■暮状況  
・t納轟■書■未納相賊攫鶉の暮是状況   

・髄し合い替爽薫した日付  
・摩し食いに●加した■書書  

■ 量≡ 疇l目        ・蝕し合いの内■  

・髄し食いtの▲書、書■の繍子  

・持し合いが■書、■■にもたらした杉■  



（3）暮■■暮  Ⅱ ■董鏑1の義手   

1．蝿敗■暮  

（1）回収の状況  

事ガ   内    ●   

・年Il、性月  

・E■、介1■≠の仕事への紋義柳の■書  
■ 性1 胃        ・■鷺やけがによる入汝細の書■  

・大切な人を亡くした良書の書■  
・♯兼期の翳し食いへの●加鐘■の礪t   

・氏■従事書と♯末期の■■方針蠣に■する瞥し合い引田日用  
・嘉し合い壬行いたい内●  

・瞥し合いの緒井壬とりまとめた文暮の欄償膚欄  
・鮭し食いを行いたくない覆由  
・文暮の撫慎を●iする■由  

・文書の扶慎を寸土しない1由  

■霊11日                    ・鰭し合いの★▲、文暮の提供蠣に対して、公的■■鍵■から■■が責■  

われることへの奪え  
・t■lが支払われることが好ましいと■えるt由  
・■財支払われることが好雷しいと■えないt由  
・t期嘉■■★末期相■責撫れlこおける75▲以上という年●区分に肘  
ナる■え  

・t期嘉■暮■末期椙■文壇蠣lこ封ナる■1   

貞義ト1町収状況  

■■■■  ■■蠣／  ′ ェ、  ’■■′事 

■  ll  l．丁（泊件   178件   28．1l   

－■■■断  l．丁00件   171♯   2丁．Tl   

（2）回答旛劇の1性  

①■統  

病院の開設者は「医療法人」57．9％が最も多く、次いで「公的医療機関j20．3％と  

なっていた。病床数は1施設当たり平均18l．7床であった。病床規模の構成をみると  

「Ⅰ（町～199床」36．4％が最も多く、次いで「50～99床J25．7％であった。   

終末期に関する研修の実施状況をみると、「実施していないj卯㌧0％であった。   

なお、在宅療養支援病院は7施設（病院の1．5％）であった。  

罰轟ト2 ■投書   

合椚  
（N＝■Tl〉   

口d ■公的■■■■ ■杜■鴨■H傷田体 ■■■法人 0■人 ■その他□不■  

閂轟ト3 ■床撫■  

合 計  
（N＝4丁8）   

ロ2H唯  ■瑚  ■l∝ト1的床  ロ2α＝ll床  山馳l）庄一  8不■  

阿轟ト4 姓末期に■する研傷の縞状況  

合 計  
（N三；170）  

8舞▲している  ■責九していない  ■不覇  

・3・  ＿4．  

②一般鯵■断  

一般診療所の開設者は「個人」42．5％が最も多く、次いで「医療法人」4l．4％とな  

っていた。施設種別をみると、「無床診療所」86．0％、「有床診療所」13．4％であった。  

有床診療所の病床数は1施設当たり平均13．3床であった。   

主たる診療科目は「内科」57．7％が最も多く、次いで「消化器科」3，0％、「外科】「整  

形外科J2．1％であった。   

また、在宅療養支援腐院は2】4施設（→般診療所の45．4％）であった。   

終末期に関する研修の実施状況をみると、在宅療養支援診療所、その他の診撰所で  

「実施していない】がそれぞれSS，3％、95．7％であった。  

声ホト5 ■投書   

（3）繊末期の鯵■方針専の転し合いの実施状況  

終末期の診廃方針笥の話し合いの実施状況をみると、r実施している」が病院、在  

宅療養支援診療所、その他の診疾所でそれぞれ4）．7％、52．3％、2l．g％であった。な  

お、「実施していない」施設の実施していない理由についてみると、「対象患者がいな  

い」との回芥が病院、在宅媛美文援診療所、その他の診療所でそれぞれ62．7％、乃．5％、  

＄5．5％であった。  

田薇ト8 鴨末期の■■方針■の翳し合いの九▲状況  

8吐 ■公的E■■開 t社会鴨牡帥儀随体 むE■法人 ロ■人 ○その他 D不■  

同義1づ 暮投t朋  
日興絶している   d実施していない   ■不明  

合 廿  
（N＝1‖）  

F轟1づ ■末期の暮徽方針書の摩し合いを集1しない1由く義♯四書＞  

【■  れ】  【在宅■t文壇■■所】 【モのtの■■断】  

0ヽ  25～ m T5ヽ t001 0ヽ 25ヽ 50ヽ 7511001 01 25ヽ 5肌 751100l  
ロー床幹■ホ  ○■床■■斯  ■不明  

亡＝コ  E＝コ ［＝    ［コ    ロ    ロ    ［ト    ロ・・・、  l     日    日    日  
圃暮1・丁 ■末期に1する柵の舞h状況  

くその触＞  

・技末期には櫨へ印してもらっている（10件）  
・ケース／くイケースで対応している（8件）  

・■蠣の▲中に鈷しており、あえて鈷す■を敗走していない（4件）  
・E■♯■としての方針が既にある／♯村中（3件）  
・詳し食いを行う体胡がとれない（3件）  

・匿■が多忙のため叶¶■暮がでさない（1件） ■  

8実施している   血実施していない   ■不明  

－5－  －6－   



終末期の言多揃方針等の話し合いを「実施しているl施設が、1′成ニ0隼4ノ】～9‖ま  

での6ナり＝町に訂し介いを実施した1施設当たり平均患者数（75歳末湖・75歳以卜）  

をみると、病院（Rl人・】52人）、在宅療養支援診療所（12人・40人）、そ〝一触の  

診棟所（02人・19人）であ／ノた  

国賓ト10 平成20年4月－9月までに話し合いを真施した■薯数  

【75t未濃】  

（4）線素期の鯵■方針事のI差し合い編兼をとり手とめた文書の提供状況  

終ノ来期の診礫わ■針肇の諦【飢、を「一美施している一 施設に上る話し合い結果をとー）  

吏とめた文案の軽快状況をみると、「提供LていないL との【し】】答が病院、在′乞療養支  

援診療所、そび）他の診療所でそれぞれ656％、804％、82】％であった。   

また、提供していない理由としては、「ニれ主で患者・家族から文詰提供の要望が  

なかったからJが最も多く、病院、在宅療養支援診療所、その他の診療所でそれぞれ  

606％，、61．1％、50，0％であった。  

回♯1－11話し合いl義稟をとりまとめた文暮の提供状況  

■■■■  ▲投■  平均   
■  ■  170件  8．1   

在宅■暮支援鯵■断  1㈹件  1．2   

その他の鯵■断  52件  0．2   

t  t大▲  ■小■  ■■t暮   

人  180人   0人   21．8   

人  54人   0人   5．3   

人   1人   0人   0．l   

蝿股t■  竃投t  平均t  ■大■  t小t  ■●■■   
■  ■  1TO件  15．2人  16ヰ人   0人   20．5   

在宅■義支擾鯵■断  109件  4．0人  52人   0人   7．5   

その他の■■断  52件  1．9人  12人   0人   2．5  

なお、許し合いをするうえで閑離に感じていることとしては「家族の息見にばトつ  

きがあるj「本人の意思確認ができないケースが多いJ「本人や家族に医嫌側の意見が  

理解されているか不明な場合がある】などであった。  
ロ捷供していない 山一創擾供している■全て提供している 0不明  

同義ト12 鯨し合い鏑集をとりまとめた文書を撫供しない書由＜複数回書＞  ・徽撫の暮1にばらつきがある（46件）  

・本人の暮息碑鷺ができないケースが多い（25件）  

・本人や書■に匪■■の義兄が糧蠣されているか不明な場合がある（24件）  

・暮▲の肴iと本人の状膿●にギャップがある1合の対応（10件）  

・匿■■と▲肴の豪儀との間がヰ遺な1食の対応（6件）  

・磋lすの1込みがないことを〟l持してもらうこと（6件）  

・蒙ょが告知を姫香する叫合の対応H件）  

・どの疇期を牡末期とするかは匿拝によって井なること（4件）  

・■書によっては欄け日和なタメージが大きいこと（3件） ■  

■   ■  在毛■書   モのtの  
支■■徽断   ■■腰  

（Hご柑7）  （H＝gO）  （Hd嶋）   
これまで▲肴・豪族から文書捜供の■i がか 

なったから   61．川   50．皿   

悔し合いの腎の曹集のニュアンスを文暮 こ  43．1l   
で伝えるとは■しいから  47．8l   43．5l   

文暮化を竃■することで勤井的な騙し合  丁＋jl   

いができなくなるから  2l．1l   8．7l   

その他   16．8l   16．7l   30．硝   

－’7－   －8＿  

終末期の診療〟針等の話し介い結果をとりまとめた文杏を「提供しているト施設が  
ヤ成20年4月～9月までの6カ〃閥に丈再を提供した1施設当たり平均息打数（75  

歳末浦・75歳以1二）をみると、病院（6．1人・‖j人）、在宅殊凍支援診療所（OR人・  

4S人）、その他の診探所（02人・34人：・であった。  

阿轟1－13 平成20年4月－9月までに文暮を壇供した▲看数  

【75■未1】  

（5）後期高齢者繊末期相談支攫料の嘉定状儀  

！‡え成20年4月～9月までの6カ月間に75歳以上の患者l名以上二に文番を提供した  

施設は、病院44施設（病院の9．ヱ9も）、在宅療養支援診療所10施設（在宅探美文援診  

撹所の47％）、その他の診療所7施設（その他の診療所の27％）であった。   

二れらの施設のうち、平成20iト4月～9月までに後期高齢者終末期相談支援料を  

算定した施設は病院9施設、在宅療養支援診療所1施設、その他の診煉所0施設であ  

′〉た（、  

同義ト14 平成20年4月～9月までの♯期書♯書♯末期相■支機料の暮走状況書  

▲甘■■  轟＝R■  平均■  t大■  t小■  徽■t集   

■  ■  53件  t＝人  50人   0人   10．8   

在宅■暮支援鯵■断  21件  0．8人   9人   0人   2，0   

その他の書■所  9件  0．2人   2人   0人   0．7   

▲鵬■  鶴牧■  平均■  t大t  ■小■  ■■t暮   
■  鏡  53件  11．8人  8丁人   0人   16．8   

在宅■t文壇■■所  21件  4．8人  52人   0人   12．0   

その他の書■所  9件  3．4人  12人   0人   tl  

また、文苔を提供するうえで閃難に感じていることとしては「患者や家族が医糠川  

語を稚解することが㈱難であ町、典右できていない「′家族の意見に1こ ▲放がある場  

合の対応j などであった。  

・1春や蒙ょが匿■用語を■＃することが困■であり、共書できていない（†0件）  

・蒙▲の暮先に不一致がある■合の対応（6件）  

・全て■肴に伝えるべきか迷う（5件）  

・文暮を作成する疇間的余裕がないり件）  

・臆し合いのI一に同書した内書と、文事提供時の希望が■なる場合があり、■回の責王が  

必暮になること（3件）  

・全ての内書を文霊化するのは暮しい／どこまで鮮■に妃述するべさか迷う（3件） 書  

【在宅■t支欄■■断】  

－tO－   



（6）徽期轟■書繊末期相麒支攫斜について  

後期高齢者終末期相談支援料についての意見としては、話し合いを実施している病  

院では「75歳以上に限定せず実施すべきであるj55．5％が最も多く、次いで「終末期  

に限らす病状の急変や診療方針の変更等の話し合いを評価すべき」49．3％であった。  

また、話し合いを実施している在宅療養支援診療所では「75歳以上に限定せず実施す  

べきである」402％が最も多く、次いで「もともと診療報酬によって評価する性質の  

ものではない」38．4％であった。話し合いを実施しているその他の診療所では「もと  

もと診療報酬によって評価する性質のものではない」39．）％が最も多く、次いでr75  

歳以上に限定せす実施すべきである」2S．6％であった。   

四轟ト1T t期嘉廿義書末期相■支汝♯に■する■えく★書四書＞；虚し食いの責▲の書書鋼  

なお、死亡時に算定した患者について初回推し合いから死亡までの期間をみると  

rlカ月以上3カ月未満」50．8％が最も多く、次いで「1週間以上1カ月未満」237％  

であった。  

わ轟ト15 死亡特に暮正した▲著の初個妊し合いから死亡までの期間  

暮定■書  
（N＝51）   

01日乗1  ■1日以上3日集賞  ■8日以上1遍Ⅶ乗1  
01■†明以上1カ月★5｛    81九月以上3ケ月末…■    ■3カ月以上  

●  ■   ■■■■    モのtの  
文書■■靡    ■ ■ 靡  

■ 暮  暮★暮  ★ ■  ■集■  ■ ■  ■★暮  

…ll  l巾218  Iト112  lトI12  沖；帥  けil02   

■■棚で■■ナることは賓■であも   40．2％  ⊇5．7％  Z】．Z％  Z7．Sサb  21．4％  31．5％   

■★欄の点し合い書■轟■■lで■■ナることは翼■だが、 書し食いの♯tの文書郡艦暮正真件とナベ書でない  29．7％  17．S％  3】．0％  ヱ5．5ウb  1ヰ．コ％  1る．5t嶋   

丁5▲以上にt土せす責▲ナぺ曾であも   55．5％  37．3％  40．2勺b  36．3％  Z8．6勺も  3S．5％   

■責欄に■らす■状の暮竃や■■珊の雷王専の鈷し合い ぺ  49．3％  26．1，も  ユ1．3％  ヱ5．5th  17．9％  Z2．0（絡   書■■ナ倉  

t期嘉Il暮■末期相■責糾の▲■（200■）が■すぎも  0．0％  0．0％  1．8％  0，0ウも  0．0ぅーl  0．5t粘   

t期嘉II暮暮★榊■支糾の▲暮（200▲）がtナざも  23．4％  16．4％  1S．2％  26．5サー  7．1％  14．0％   

5．】％  7．1％  6．）％  8．8％  10．7％  8．0％   

もともと■■■■によって■■ナも性tのものではない  Z2．0≠  21．6％  ユ8．4％  33．】％  39．3，も  21．5％   

t期嘉■■■★納■文雄♯t知らない   1．9サー  10．8ぅも  8．0％  14．7％  25．0％  il．Sサー   

11．0％  S．2％  8．0％  3．9％  12．5％  5．Ol輪   
■■t■で■■ナるのlよ■爛｛●である                                          モの鴨  

※田暮のあった算走▲■5g人（■ll・一般■■断l▲鮫）についての集計  

また、算定した患者に提供した文書等の変更回数をみると「0回」85．4％が最も多  

くなっていた。  

四▲l－16 暮壬■書の文暮■の土t眉暮  

嘉定■肴  
（Nヨ■●り  

00匝】  01圃   ●2厨   n｝圃以上  

贅■暮のあった算定■■11人（■■・一枚■■断○暮緻）についての鼻肘  

－＝．   ＿12＿   

さらに、r終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」（平成19年5月21日  

医政局発第05ユ1011号）の認知度についてみると、「内容を知っている」との回答は、  

病院、在宅療養支援診療所、その他の診療所でそれぞれ21．5％、15．4％、9．丁％であっ  

た。また、話し合いを実施している施設のみでみると、「内容を知っているlとの回  

答は、それぞれ32．5％、柑．S％、14．3％であった。  

■轟卜柑 r鱒末期匹■の決定プロセスに■するガイドライン」のt知慮  

後期高齢者終末期相談支援料の点数・算定要件に関して改善すべきところとしては、  

「あえて報酬化する必要はないのではないか」「国民のコンセンサスを十分得る必要  
があるJ「帝し合いは何回も行うのに、1回のみの点数算定しかできないのはおかし  

い」「退院時、死亡時の算定ではなく、話し合いを実施した時に算定すべき」「点数設  

定が低すぎる」などであった。  

・あえて●t耶ヒする必丁はないのではないか（2一件）  

・八景のコンセンサス毛十分●る仏事がある（12件）  

・鈷し合いは何鳩も行うのに、1圃のみの点■暮走しかでさないのはおかしい（10件）  

・立■■、死亡ヰの書走ではなく、鈷し合いを稟施した■に■玉すべ曹（10停〉  

・A拙走が艦すぎる（8件）  

・文■化することで集約のようになってしまう（6件）  

・責王が多いため、－●に文書化する曲事はないのではないか（6件）  

・t期嘉II書に■丈ナるあtはない（5件）  

・1書の蜘虚の程度によっては、闘暮書書ることが困■である（5件）  

・遺書の■雷の霹に鈷し合いを行っており、「■■1●間以上」のT件は不Tではないか  
（3件）  

・★兼職の走■■体が不十分である（2♯）  

・書暮の九■を明儀にすべ書（1韓） ■  ○祥在は知っているが内書は知らない  
口内書を知っている         ■存在を知らない  ロ不明  

正義卜柑 r■末期■■の決壬プロセスに爛すもガイドライン」のt知慮  

；瞥し合いを稟1している▲鮫の′■  

■存在は知っているが内奪は知らない  
○内8細っている         ■＃在細らない  ロ不明  

．13－  ー14＿   



2．事例tl暮  

（1）回収の状況  

許し合い時の療養状†兄についてみると、病院では「一般病棟」71名％が最も多く、  

次いで「珠美病棟」24）％であった。一般診療所では「訪問診療」（i2．3％が最も多く、  

トー般病棟J116％であった。   

なお、後期高齢者終末期相談支援料の算定患者57人は75歳以上の患者全体の‖％  

であ／つた。  

拓轟2－4 癒し合いヰの■暮状況＜♯■回書＞  

【全  体】  【■  統】  【一浪■■断】   
○ヽ  25ヽ  50ヽ  75ち 100ヽ 0ヽ  25ヽ  SOヽ  75ヽ 1∝Iヽ 0ヽ  25ヽ  501 75ヽ †Oqヽ   

闊ホ2－1回収の状況  

（2）回書事例の■世  

事例調査の回答者は、看護師糾8刊，、医師9．3％、その他255％であった（、   

話し合いを行った患者の平均年齢は7S．9歳であり、「S5歳以卜jが357％と最も多  

くなっていた。また、75歳以上は70．7％であ′）た。   

また、性別については「男性」49．0％、「女作」494％，であった。  

飼養2－2 年廿  

合l十  

（N＝2．420）   

0～  l仇  2肌  30ヽ 10ヽ  5肌  80ヽ  70～  8仇  90ヽ  ‖）0ヽ  患者の主傷病をみると、「その他の悪惟新生物」112％が最も多く、次いで「肺炎j  

9，5％、「気管、気管支及び肺の悪性新生物」7．9％であった。  

町義2－5 圭書■  

□川－39▲■10一日▲■85－89■■70一丁●■□75－79■由釦一別■1れ粗■以上●不明  

よ ■ 名   ■●l暮  ■  ●  ▲糠月食   

その他の■性書生鞠   272件  11．2l  11．2l   

■炎   230件  9十5l  20．7l   

気t、嵐t支及び♯の暮性♯生■   190件  丁．鍋  28．6l   

ヰl捜暮   168件  6．9l  35．5l   

■の書性新生■   155件  6．4l  41．硝   

肝及び肝内貞一の暮性書生牡   †31件  5．4l  ヰ丁．4l   

その他の心痍上   10ヰ件  4．3l  51．Tl   

▼不全   72件  3．Ol  54．鍋   

山内出血   65件  2．7l  57．3l   

MS状砧■移行飾及びⅡ■の1性新生牡   椚件  2．6l  59．9l   

その他   丁97件  32．9l  92．9l   

■巨1書   lT3件   7．1l  1（氾．Ol   

合    I†   2．420件  100．Ol  

声♯2－3 性別  

合l十  
（N三三2．●20）  

0ヽ   tOヽ  20ヽ  30ヽ  ■0ヽ  501  …  m  80ヽ  別）ヽ l00ヽ  

■女性 ■糊 

＿15－  －16－   

（3）臆し合いの状況  

平成20年4Jlから9月までのかカり間の訂し合し、の巨叶汝をみると、「1い＝▲㍑1％  

が最も多く、次いで「2阿」251【シ乙であった。  

霹靂2－6 平成20年4月～9月の話し合いの国数   

許し斜、に参力l＝／た職種をみると、「親族j946％が最も多く、次いで「自院の医師」  

鞘．3％、「自院の看護職貝174．0％、「患者本人」177％であった 

声喪2－8 鈷し合いに●加した■甘く複義個償＞  

（鵬  25ゝ  50ヽ  751    100ヽ  

合 計  
（N＝2．ヰ20）  

01■  10ヽ  20ヽ  3011 ■0ヽ  50ヽ  60ヽ  70ヽ  80ヽ  90ヽ †00ヽ  

【】1【包    82【司    ■3r司   I14同    □】■同亡■   

許L合い1【L一丁当たりの、揮ノ時間をみる±、1「可百三針6分、2い－！臼22，7分、ニ＝司巨  

211分、4L・！柑2l．8分であった。また、後期高齢者終末期相談詔擬料の算定患省一ハキ  

でみると、1回目536分、2回目プ廿5分、3巨－】臼10R分、4巨一】目1R〕分で．ケ．ノノた  

圃義2一T l回当たりの騙し合いの畔M  

事Il■  平均■   

全    体  11印 目   2，052件   28．6分  

2 回 目   †．1か＝件   22．7分  

3 四 F   643件   21．1分  

4 月 目   347件   2】．8分   

嘉定一層のみ  1 回 F   57件   53．6分  

2 回 目   10件   31．5分  

3 恒I目   も件   30．8分  

4 同 日   3件   18．3分   

－】7＿  －18一   



（4）肯し合い牡の上肴・♯簾の状況   

推し合い彼の患者・家族の状況をみると、患者本人は「本人は話し合いに同席しな  

かった」7l．〕％と最も多かった。また、家族は「許し合ってよかった15l．7％が最も  

多く、次いで「どららかといえば、話し合ってよかった」28．6％であった。   

また、許し合いが患者・家族に与えた影響は、「不安が軽減されたようだったj46・3％  

が最も多く、次いで「患者にとってよりよい（自分らしい）決ス引こ生かされたようだ  

ったり09％、「医療提供者への信頼が深まったようだった】245％であった。  

餞♯2－10†蓋し合い牡の▲春本人の樽子   

許し合いの内容についてみると、患者本人が参加した事例では「予測される病状の  

変化19ヨ．2％が最も多く、次いで「病状変化に対応した医療上の対処方法の説明jR62％、  

「延命に関する相談・希望1561％であった。   

患者本人が参加しなかった事例でも同様の傾向にあり、「予測される病状の変化」  

921％が最も多く、次いで「病状変化に対応した医療上の対処方法の説明」§5，9％、「延  

命に関する相談・希望」6S．0％であった。  

『轟2－g良し合いの内■く徽■回答＞；■肴本人の●加の雷義朗  

【▲著書人が●加した事Il】  【■肴本人は●如しなかった事例】  

01   ～さヽ   ～○ヽ  】Sヽ  100ヽ  ○ヽ   I～ヽ   50ヽ   丁51 100ヽ  

合I†  

（N＝2．120）   
事濃される■状の霊化  

■彼の土叱に対応した  
■■上の対＃方法のh■  

t禽に■する相Il・檜t  

■■の■の迎え方の暢■・書1  

■暮■所についての相称・鴨1  

書■にかかる■体的■担の捜明  

介■や生活支離について  
の相■・●暮  

t用についての相義・●t  

その■  

○ヽ  lOヽ i仇  ユ○ヽ  ●○ヽ  冥Iヽ lOヽ  TOヽ  80ヽ  90ヽ lO（h  

○どちらかといえば、滅し合ってよかった  

●どちらかといえば、臆し合わなければよかったl一艇し合わなければよかった  

ロわからない  P本人は臨し合いに同膚しなかった  ロ鰭し合ってよかった                           ロ不明  
四轟2－11馨し食い▲の蒙義の樺子  

合 計  
（N＝2．420）  

0ヽ  10ヽ  2【h  】0ヽ 18ヽ  SOヽ 10ヽ †0ヽ  10ヽ lOヽ l仙  

○どちらかといえIf、鈷し合ってよかった  

■どちらかといえば．鈷し合わなければよかった け臆し合わなければよかった  

8わからない  ■雷義は結し合いに闘ヰしなかった  口出し合ってよかった                             ロ不欄  
申さ2－12 肯し合いが▲肴・書換へもたらした影■く複数国書＞  

不安が七漉されたようだった  
▲劃ことってよりよい（自分らしい〉決定に生かされたようだった  
匿■1供暑への償■が∬まったようだった  
▲書と徽■の間で思いが共書されたようだった  
雷よの慈しみが深まったようだった  
迷いや混乱が生じたようだった  
置■揖供専への不疇■をもったようだった  
▲書の元気がなくなったようだった  
モの脆  
♯になし   

－19－  

医療関係の仕事の就業経験については「あるJ8．9％、介言隻関係の仕事の就業経軌こ  

ついては「ある」7．5％であった。  

四♯3－5 匿書及び介■■偶の仕事の紋■縫♯  

3．霊▲■暮  

（1）回収の状況   

内轟ユー1回収の状況  

【介ホ騨儀の仕事】   【毘■■係の仕事】  

（2）回答書の1性  

回答者の平均年齢は52．9歳であり、「65歳以上」が29．1％であった。   

また、性別については「男性」45．2％、「女性」54．R％であった。  

瓜轟3－2 年■   

合計  
（N＝l，209）   

過去5年間の本人又は家族の入院経験については、「家族が入院した」45．8％が最も  

多く、次いで「入院したものはいない」306％であった。  

声曇3－6 過去5年間での本人又は雷■の入植」■  
ロ2（l－20▲ 血30－3，■ ■40－4，▲ ■弘一59■ 880一日■ ○措⊥川■ □用■以上  

寧土3・3 性別  （N＝t．200）  

自分が人幌した  

豪族が入供した   

自分、鷺纂ともに入銑した  

その他  

わからない  

入幌したものはいない  

■回答  

合針  
（N＝＝1，209）  

0ヽ  10ヽ  iOヽ  】○ヽ   ●○ヽ   50ヽ  00ヽ   TOヽ  lOヽ  ●○ヽ l00ヽ  

○男性     山女性  

闘義3・4 ■欄傭¶凱こみた性劇の状況  

20－29■  

（N＝ll，）  

38一叩▲  

（N声＝‖H）  

●か」柑■  

（N＝＝197）  

50－59▲  

（N＝＝210）  

00－04▲  

（N＝1柑）  

15一丁4▲  

（N＝243）  

75■以上  

（N＝1㈹）  

○ヽ  101  2仇  30ヽ  10ヽ  試鵬  80ヽ  70ヽ  80t  90ヽ  t00ヽ  

D男性    ○女性  

＿21＿  －22－   

‾，  
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（3）♯末期の治■方針蠣についての話し合いに関するt■   

終末期の治療ノノ針等についての話し令いの実施者一己】については、「話し合いを行い  

たいト銅．71滝とな／〕ていた、、   

隼齢階層別に実施点向をみると、「許し合いを持し、たいトヒのL叶答が、20～29歳  

蠣07％，、〕0～う9歳9＝％、40～49歳g5寓りも、50～59歳g46ワも、60～64歳847％、65  

、74眉＝沌牒％、75歳以上二716％であった．  

電轟3－g ■末期の治■方針書の臆し合いの★轟鷹個   

過上5年間で身近な大切な人を亡くし／た経験にノついてほ、「親戚をLくLた邦噂－‰  

が最も多く、次いで「家族を亡くした」29（，％であ′）た 

さじ」に、「家族を亡くした】「粗戚を亡くLたj†友人を亡くL「∵のいrれかl■l  

芥した者に終末期の託し合い〝）参加状況をヰわたところ、「参加し／よカレ）たb17～払、  

「参加した一 三14ワもであ／）た  

阿鼻3－7 遇去5年Ⅷでの身近な大切な人を亡くした繰膿  

8ヽ    10ヽ    20ヽ    30ヽ    40ヽ    50ヽ  

（N＝1，209）  

＃簾を亡くした  

覿戚を亡くした  

友人を亡くした  

繚♯をしていない  

合計  
（N＝三l，20g）  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30ヽ  4011 50ヽ  8肌  70†i 8肌  9肌 l（氾ヽ  

臼鰯し合いを行いたい  d賦し合し、を行いたくなし、 ■わからない  ■一回嘗  

国表3－8 繊末期の鯨し合いの●加状況   声量3－10 年廿什■！削こみた■末期の治■方針書の鯵し合いの実施t向  

0．81  

tlヽ  

2．S1  

08ヽ  

0．8ヽ  

08ゝ  

llヽ  

合I十  

（N＝851）  

0ヽ  10ヽ  20ヽ  30ヽ  ●0ヽ  50ヽ  80ヽ  70ヽ  801  90ヽ 100ヽ  

再●加した。事加訴福音 

肌  10ヽ  20ヽ  3肌  40ヽ  501 80ヽ  701  801  9肌 10仇  

白話し合し、を行いたい  ○鰭し合し、を行いたくない  ●わからない  ■■回答  

一24一   
2ニト   

終末期の治煉方針等について「許し合いを行いたいJと回答した者に、話し合いの  

内容をとりまとめた文書等の提供の希望を尋ねたところ、「希望する」723％、「希望  

しない」12．2％であった。   

希望する理由については、「説明を受けたことについて、後で確認したいから】6R9％  

が最も多く、次いで「参加できない家族も含めて、家族全員で、話し合いの内容を共  

有したいから1662％であった。   

圭た、希望しない剰t】については、「文書等の作成を前提とすると、ト分な話し合  

いが行われなくなる恐れがあるからり6．0％が最も多く、次いで「文書等に残すと、  

気持ちや状況がかわった場合に、変更できないような気がするから」「文書等には、  

通り・ぷのことが善かれるばかりではないかと考えるから」28，R％であった。  

瓢轟3－13 鈷し合いの内書をとりまとめた文暮書の提供の鶉董   

さらに、許し合いたい内容をみると、「㌣刺される病状の変化の説明89．6‘‰が娘も  

多く、次いで「病状の変化に対応した医探上の対処ノノ法」宗66％、「家族にかかる具体  

的負担の説明j746く沌であ一）た。年齢階層別にみると、「r・測される病状の変化の説明l  

との回答が65歳末溝ではR9．7‘冥，～95日％であるのに対Lて、65、74歳82－9％、75歳  

以17呂．2｛沌となっていた。  

国士3－11臆し合いたい内奪＜徽■回書＞  

（卜占l．024）  

予測される■状の変化の説明  
ホ状の変化に対応した医療上の対処方法  

書換にかかる1体的負担の説明  

土用についての相談・＊望   

介護や生活支檀についての相談・希望  
■t場所についての相談・希望  

1期の時の迎え方の相談・希望  

延命に聞する相談・希望  
その他  

合 計  
（N＝l．024）  

肌  10ヽ  2肌  3肌  401 5肌  8肌  7仇  80ヽ  90ヽ 100ヽ  

8希望する   8希望しない   ■どちらともいえない   ロ徽回書  

声量3－14 文書■の攫供を檜iする書由く離散血書＞  

四♯3－12年■■■5捌こみた癒し合いたい内書く♯■回讐＞  

20一班■  3ト39■  lかJ柑■  50j9■  ∝ト64▲  6シ74■  7S▲－  

（H＝g6〉  （H＝167）  （H＝1＄9）  （H＝203）  （N＝1（旧）  （H＝211）  （N＝78〉   

予測される■状の彙化の説明   95、8l  95＋8l  92．91  89．7l  90．Ol  82．9l  丁8．2l   

■状のt化に対応した匪■上の対処方法  86．5l  87．4l  87．餓  89．7l  88．Ol  83．4l  82．1l   

竃洪にかかる人体的1担の説明   77．1l  丁9．飢  79．3l  75．9l  68．Ol  72．0ヽ  62．8l   

十用についての相放・鴨1   7g．2l  77．鍋  75．7l  71．4l  68．01  58．8l  51．鍋   

介≠や生活支攫についての相放・希量  ヰ5．8l  49．Tl  50．3l  55．7I  63．Ol  56．9l  56．硝   

■義壇斬についての相鹸・希1   4l．8l  49．祁  52．川  5】．Tl  56．Ol  5l．2l  69．2l   

■期の■の迎え方の相■・希望   55．21  49．Tl  51，5l  49．8l  46．Ol  35．51  ヰ2．3l   

■●に関する相麟・●j   52．1l  44．3l  ヰ5．餓  42．9l  36．Ol  i51＼  34．鍋   

その他   3．1l  3．6l  3．01  4．4l  1．Ol  6．6l  2．6l   

観明を受けたことについて、tでヰ匪したいから  

●加できない蒙簑も含めて、雷よ全■で、話し飢、の内奪を共■したいから  

臆し合った方針を、tで舵したいから  

匿■tにも、合一した内書を共書してほしいから  

モの他  
鶴    ■  

闊曇3－15 二丈暮書の攫供を鶉1しない壌由く社数回書＞   

－：5－  



また、終末期の治療方針等について「話し合いを行いたくない」と回答した着に、  
その理由を尋ねたところ、「病状や今後のことを知るのがこわいから」「家族に心配を  

かけるから」392％が最も多く、次いで「話し合う必要性を感じないから」29．4％で  

あった。  

圃轟＝－18 翳し合い書書iしないt由＜★■内書＞  

（4）鴨兼期の治女方針書についての精し合い書に対する★用の支払いに関する鷺■   

終末期の治掠方針等についての話し合い等に対する公鱒医探保険から医療職瀾へ  
の費用の支払についての意識をみると、「どちらともいえない仁沌．2％、「好ましいJ  

34．1％、「好ましくない」27．5％であった。  

霹■3－17 公的F■優■から匿■★■に対して相紳が支払われることへの暮汁   
♯ ■    ■●  

■状や◆tのことを知るのがこわいから   39．2l  

雷義に心】巳をかけるから   39．2l  

督し合うあT性を■じないから   29．4l  

暮∬や肴1書¶かれても、自分では決められないと息うから   2丁．5l  

鈷し合しlの鴨井、自分が上まない方針lこ決まってしまうかもしれないから   23．5l  

一分の暮1がうまく伝えられないと息うから   17．6l  

邑■や■止■、モの他の臣★従事書の戊明を十分に聯で曹ないと且うから   11．8l  

封粗．  

モの飴   ・・  
‾‾i‾’－■’■’‾…▼■‾繭‾‾‾‾‾’■‾’‖  ‖▼▼‾ざi    ‾‾‾▼‾舌香二蕗   

合 計  
（N三1．200）  

仇  101 2仇  301 101 501 1仇  701  8仇  00ヽ 1∝Il  

臼杵ましい   ■好ましくない   ●どちらともいえない   口■回書  

同義3・用 事♯■■痍†こみた公的匿■優■からF■≠開に対して相■蝉が支払われることへの暮撫  

20－20■  

（N＝111）  

30－30■  

（N…柑ユ）  

●○－11■  

（N＝tOり  

50－51▲  

（N＝；210）  

10－01■  

（N土亡l柑）  

15－7●▲  

（N＝2■3）  

75▲以上  

（N＝100）  

●．8ヽ  

2．11  

01ヽ  

】】ヽ  

10ヽ  

2．2～  

0．8ヽ  

くモの他＞  

・■農に任甘食いから（2件）  

・轟分のことは■分で決めたいから（2件） ■  

○ヽ  10ヽ  m  ユ○ヽ  ▲○ヽ  ～○ヽ  耶n  70ヽ  lOヽ  叩ヽ  tOOヽ  

0好ましい   ○好ましくない   ■どちらともいえない   Ot回書  

－27．  一28－   

「好ましい」と回答した者について、後期高齢者終末期相妖支援料の年齢区分につ  
いての意級を尋ねたところ、「年齢区分は必要ない」69．2％が最も多く、次いで「75  

歳以上という年齢区分が妥当」17．2％であった。  

曲13－19 t期書か書♯来期欄■文壇料lこおける年■区分に■ナる暮暮  

また、後期高齢者終末期相談支援料に関する考えとしては、肯定的意見として「終  
末期の相談支援料は良い制度だから、普及させていくべきだ」、「納得できる結果が出  
るなら良い制度である」、「十分な相談ができる体制を笈えてほしい（医療従事者の育  

成など）」などが挙げられた。また、否定的な意見としては「終末期の相談支援料は  

不要な制度だ」、「相談は通常の診療に含まれているはずだ」、「今以上に医療費の支出  
を増やしたくない」などが挙げられた。  

●区分はあ暮ない  9．2l  丁8．5l  79．2l  85．仇  Tl．6l  70．Ol  丁2．1l  48．仇   2か29■  別H柑■  lト伯■  SO・鍋■  …▲  6ト71■  乃■－   くH  小2）  く拒31）  （N＝18）  （N＝80）  （H三81）  （H＝10）  （H＝86）  （H三伯）                      5■以上という攣■区分が嘗欄     2．9l  12．5l  21．3l  13．梢  15．Ol  18．軌  32．6l  の事■区分を貯けるべき  3，9l   8．鍋  4．2l  8．3l  2．5l  5．Ol  1．孤  2．諷  カヽらない  5．1l   8．8l  2．1l  2．5l  丁．1l  丁．5l  3，5l  7．Ol   く書是内薫九＞  

・♯末期の相■支濃紺土良い■よだから、暮及させていくべきだ（153件）  

・｛●でさも儀tが出るなら良い■虞である（3丁件）  

一十分な相■ができる体■看■えてほしい（E轟徒事書のt成など）（1丁件）  

・匿■蜘や王■で養がないようにしてほしい（1丁♯）  

■■書■が安心鴨憲檜って1ごすために必事である（8件）■  

く寄主的暮1＞  

・線兼期の椙■文壇蝉l士不Tな■虞だ（83件〉  

・相■はi★の■■に含蒙れているはずだ（83件）  

・◆以上に亀■責の支出を■やしたくない川5件）  

・鑑徽蜘のt鞘F的に義用される（16件）  

・F■蜘へのt遇檜tとしか思えない（5件） ■  

＜その他霊t＞  

・事■区分は不事である（25g件）  

・1用の■によって■雪が分かれる（52件）  

・E■不足や憂■従事書の忙しさのため十分な相■がで替るのか♯何だ（22♯）  

・■■に相故にょってもらえるのか不安がある（22件）  

・数式的な相♯に♯わらないか心E（22件〉  

・お義のある人とない人とのMに蓋が生まれモうだ（14件）  

イt期嘉■書」という名捧lこ不濃だ（丁件）  

・■畏への税明が不十分であj（5件） 蠣  

「好ましい」と考える理由については、「医療行為（医師の仕事）であり当然のこ  

とだと思うから」、「医療機関に時間や労力の負担がかかるため、報酬がなければ成り  
立たないからj、「医撰機関が責任をもって仕事をしてくれると思うから」などが挙げ  

られた。  

・■■行▲（E■の仕事）であり■触のことだと■うから（165停）  

・F■牡■に叶憫や労力の■担がかかるため、t■がなけれIf■り立たないから（丁5件）  

・■■t■が★任をもって仕事をしてくれると息うから（70件）  

・▲書■が1■せすに十分なt間や正し飢、ができると息うから（16件） ■   

一方で「好ましくない」と考える理由については、「相談は診療に含まれていると  

思うから」、「高齢者の経済的負担を軽くしたい」、「相談で費用が発生することが納得  
できない」などが挙げられた。  

・椙■仕■■に倉蒙れていると上うから（ほ9件）  

・書■●の鮒的■抱壬■くしたい（50件）  

・相■で霊用が鶉生することが｛●で亡ない（21件）  

■相■は萬■行▲ではないと息うから（21鴨） ■  

ー29－  一30－   



方浸H「家族にかかる具体的魚津の説明】などが多かった（図表3－11）。また、文書等の  

提供を希望する理由としては、「説明を受けたことについて、後で確認したいからl「参  

加できない家族も含めて、家族全員で、話し合いの内容を共有したいから」などが多く  

みられた（図表1－14）。   

終末期の診掠方針等の話し合い1引こ対する公的医療保険から医療機関への晋用の支  

払いについての唐詫としては、「女ほしい」「好ましくない「どちらともし、えない】と  

の個1答がそれぞわ）41％、275％、沌．2％と桔抗していた（図表5－17）。なお、「好まし  

い】と［珂答した首のる92％は後期高齢者終末期相談支援料の年齢区分について「と・要な  

い」との意向を′下していた（図表3－19）。  

4．まとめ   

本調査では、施設調奄及び事例調査において、【矢療機関における終末期の診療方針等  

に関する押し合いの実施状況や訝しか、の結果をとりまとめた史番の提供状況、後期高  
齢者終末期相談支援料の算定状況を把握した。吏た、青嵐調虎において、終末期の診味  
方針等に関する話し合し、の実施、許し飢、の結果をとりまとめた文書の提供、後期高齢  

者終末期相談支援料等に関する一般国民の意識を調査したし  

病院の4）7％、在宅棺養支援診療所の523％、その他の診旅所の2＝憫が終末期しr・諮  

療方針等に関する患者／家族との話し合いを行っていた値懐l－R）。諾し合いを実施す  

るうえで網難なこととしては、一家族の音見にばらつきがあるl「本人の意思確認‥がてき  

ないケースが多い」などが挙げられた∴指し合いには、家族94．6％、自院の慣師削り≠  

自院の看護職貝740％などが参加していたが、本人の参加は17．7％であった欄表2－8き 

許し付一、の内容は、「㌣測される病状の変化l「病状の変化に対応した医療卜の対吏Lわ  

法の説明」「延鋸こ関する希乳などが多かった。話し斜、後の患者・家族の様子く一つ  
いては、患者本人は話し合いに参加していない場合が多いものの、家族は「話し合／、て  

よかった」との回答が51．7％であった（図表2－10、ユー11）。話し合いが患者・家族ヘトた  

らした影響についても「不安が軽減されたようだった「患者にと／）てよりよい（H分  

らしい）決定に生かされたようだった」「医撰提供者への信頼が深まったようだっナ  

といった肯定的な内容が多くみられた。   
話し斜、を行っている施設のうち、全ての話し合いについてその結果をとり吏とガ）た  

文案等を提供している施設は、病院＝0％、在宅療養支援診探所45％、その他の訟樟  
所71％にすぎなかった（図表ト‖）。文書等を提供しない理由としては、rニれまで患  

者・家族から文書提供の要望がなかったから】r言れ斜、の際の言葉のニュアンスを文  

書で伝えることは難しいから」というものが多く挙げられた掴表ト12）り また、丈索  

等を提供するうえで㈲難なこととしては、「患者や家族が医採用栢を理解することが困  
難であり、共有できていない」「家族の意見に不一致がある場合の対蘭「全て患者に伝  
えるべきか迷う」などが挙げられた。   

なお、後期高齢者終末期相談支援料を算定していた施設は、病院9施設、在宅廃案支  

援診療所1施設のみであった。また、後期高齢者終末期相談支援料については、「75歳  

以上に限定せず実施すべきである】「終末期に限らず病状の急変や診療方針の変更等の  
言古し合いを評価すべき」「もともと診礫報酬によって評価する性質のものではないな  

どの回答が多かった個表1－17）。また、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドラ  

インl（平成19年5r】ヱ1別室政局発第0521011号）の認知度は低く、許し斜、を美施  

している施設で「内容を知っている」との回答は、病院、在宅療養支援診棟所、その他  
の診掠所でそれぞれ325％、日日％、14．う％であった（図威＝」9J。  

一般国民の意識では、終末期の診凍方針等の話し合いの実施前望は高く（図表＝）、  

話し合いの内容をとりまとめた文書等の＃引共希馴，高かった胴衣5－13）。話し合し、た  

い内容としては．「予測される病状の変化の説明j「病状の変化に対応した医礫上の対処  

－1ト  ■3ユー  

間9 牡末期の書■方針書に関する畦し合いを稟蝿する上で困暮とヰじていること   

ニご  しいてあげれば時間のi河整。   

23  家族の来院が開銀の場合、延命の有一無常の確認が難しい   

t家族の中で意見が違う堤合（ペインコントロールや、最後の看取り方など）。  
2ヰ  ・定期的にメン′く－がまとまって時間をとるのが難しい（特に庭師）r 

精神的に弱い患者さんに説明すると体調が悪くなることが多いので、隠者さんに上ってある僅  
25  

度わけて行っている。   

終畑執刀吉相作け本人〟）意向上り軍旗の撃偶にキ右されることが多く、両者の意見を合わせる  
26  

のが困難であるr   

当院は本人の．那！、確認が困難な卓，のが人、ト‘J蔵準では家族の意思での代用は不可と解釈され  

ヱ7  ろ・   

28  家族全員の音見の統J   

ヰ，し急変した場合に、どのよう／仁処置をどこまで子7うのかということが患者さんの家族今貝に  
29  

伝えるのが経い、（家族によ／）て意見が適う場合があるため）．J   

仏者の賓f王者條族、親族）内で音見がくい違う辛があり、対応が悶那上場錮；あろ〉延命桔  
3（1  置を覇牒し．ないとい一）たり、転院を希望したりで、意見が統■されていない辛がある。   

患者本人の意見をし′）かり把握する諷  

終末期であることを本人に話すの托、本人の精神的ダメ・－ジが大きい〝）でtとして豪族との・左  

話し合いをしている。   

挺師・看護師間での感覚のギヤソプを充征しながら連携につなげるのに労力を費ゃすことがあ  
13  

・病状に対する理解が維lノい場合において今後の生活ノ）場所を検ぎ、＝ノていくにあたって、繰り  

返しの説明が必要てある点J  

jJl  ・本人の意向ほF】宅退院であるが、者詔卜介護の問腰で病院で最後を迎えられることとなる状  

況。   

当院では終束期に限らず入院時に、当院で対応できない場合の緊急搬送先の賠望の名■無や、急  

変時の和己この確認、終末期にな／）た場合、当院でどの程度王で対応できるかの話を全ての入院  

愚者に対して実施していますが、たいていの場合、終末期の治嫁法等の話をすると、怒り目す  

ことがほとんどです、我々、医療従事者が、一般的に認められている医学的知見に基づき阿複  

を見込むことが僻しいと判断したとしてヰ）、患者様や家族等が、そのことに対して、心の準備  

というか現業を受け止められないケースがほとんどです。終末期の診療方針の話し合いを実施  
35  するうえで、終末期という現実を受り入れる心、の準備が、本人や家族にできていない場合が一  

番榊経であり、話しノ斜、にならないケーースが多いことです－▲また、キーパーノンになる家族と  

話し合う機会は多いのですが、‖ごろ病院に訪れない、身内・艶族が多く、死期が切迫してい  

る状態になって、研めて病院を訪れ、ニれまでの話L合いの経過を無視し、含意内容を から  

構築L底サニとが多く、そういノ〕たりj迫した状況でほ、時間が足りないのが現実で、媚♯を縮  

めています 

資料1施設調査における主なF＝l州答意見  

間9特末期の書■方針■に節する話し合し、を集札する上で困■と古じていること   

た時間几かかる  
本人の意思確款ができないケースがほとんどであろ限り、椎刺すもしかデfいこと1家族がい  

いう横沢肢があるかわからず、説明するのが大変‾Pあること   

3  24時間体制で対兎：などができない   

恩名■の惜し、、家族の考えなどの調整 

5  家族の意見がパラバラ 

・在宅での看取りが、家庭の都合で腑粗  

・理解が食†粧二伝わらない． 

「  

急変時の対策が掴粗   
冒  理解力の不足♪   

・家族間での統見解が得られない場合 
9   

・医療†餌場針軋がト分こ押解されているか不明であることか多い   

！0   

口  家族が㌣知を頗く拒吾する場合、ネ＝人がイこ倍感を侍ら、「斯いりが㈹難に′与るケス   

介推古の理解峨が貧しく、くり通し説明が必密（‡三な介護古以外の）家族仝酎聴頼ん鉦が  

】3  回復の組込みがないことを納洞し．ていただく∴と 

11  家人（患者げ））の考えが 致し／亡い時 

15   

√                l   ・棚1この酎ヒヤ経済r〆Jに家族の対人乙こが射ヒする、       応齢者の場合、臨死状態とト1言いがたい噂（ゆ／ノくり終末期をむかえう1時に必暫し／ょい こく、   （針錠ヰ，ありうるので）認知庄一，あうことも多い理解力も伍い．  
1．尉本的なり廿とでけ不明な為、経過をみていろうナ．に楽聖になることがあること。ご身i号／ご  

解をノJてしている（教I土合く少／ハ、が）   

12     統してi；仁，ず、状態紫化する動こ家族会議がひ・－〉かオ1ろなど、治療が小断してし£う    ．     、、       粗放と話し合し、ができてtJ、遠い親族がきて、話L合いの内容が変更となることがあ乙  1ト  本人（患者1の理解を得「，れることが難しい．、謎知症、難聴などげ）斜首をイける人が多r∴ て   がん来期の場合、本人に聖知することしありませんレ   
17   

1I  家族の理解ノりが乏しい穏介（今h＝人け問辟ない   

19  本人が謎如釦）ため、昔思確認が困難   

疾乱ヤ状態に対する増加が家族、本人で」i困難／よ牽か多い 何時閲、付回慨明して‡J困難／〔ん  
20  

≠▲非常に多い   

21   

るべきか 本人い彦根の確認はほとんとの例・でイ川一能であり、豪族ヰ，、r］居lノrいろ人セ、遠万；二†i存、   終末期のみ嫡トさてくる人でけ昏鼠か許なろ寧か牒し＼こ；．－＝合いむ誰±考・、推し「牒汀りを′鳴L机   ノ  



間9 繊兼¶の■■方什疇に■する鯨し合い雲集施する上で困■と■じていること   

36   入院のとき、当院の医療の程度（治療可能な範周）を説明しているが、家族の理解要求の変化  
や、家族間での対立などにより、転院となる時、困難な事がある。   

37  家族の希望する治療と患者の状態との落嵐   

38  家族の統・一した意見が得られない。   

39  終末期の定義が不明確。特に癌再発患者に関しては常時終末期をも想定して診療を行っている．   

40   

本人、配偶者、家族との終末期に対する考えが異なることが多い。訪問着護しと医師との死生  

観の相違も、多々存在することもあり、方針決定が定まらないことがある。   

41   

本人の死後のす（遺言、肘産分与）まで持ち込まれた場合、話し合いがスムーズに行かず進行  

に困った。   

・愚者に告知を希望しない家族が多いため、対応に苦慮する。  

42     ・終末期を在宅で迎えることが、まだ少ないために、患者本人との思いのくい違いが見られる  

ことがある（外泊的場含も同じような状況がある）。   

・家族の閉で意見がわかれる。  

43  ・家族、医療者間で日時の設定。  
・理解力が不充分な場合のフォロー。  

・希望にあった治療が、自病院でできないとき¢   

44  10月以降現在まで患者横木人の同席は2例あったが、なかなか同席がヰしい。   

・入院時に終末期を迎えることになった場合を想定し、お話をしているが、突然なことでご家  

45     族様はキョトーンとされ、考えが伴わないことがある。  

・度々の話し合いで家族間で考えがくい違う場合は困ります。   

46  ・化学療法の効果が期待できない場合、治療中止等、家族の納得が得られない。   

・愚者の意志が十分わからない場合（せん妄等）に本当は何を望んでいるのかわからない。  

・患者本人と家族の意向がくい違っている  

47  

・患者・家族・医療スタッフとも死生観をきちんと持っていない。  

・医療スタッフと患者・家族との状態把握について認瓢こ差がある。  

・本人や家族がまだ決意できない時は何度も話し合いを行わなければならない。動揺も大きく  

不安を助長させてしまう可能性も大きいことから早い時期からの説明が必要。   

当院は高齢者の認知症噂門病院であり、入院時に家族と終末期の対応や診療lこついて説明し、  

48     ¶応力針を話し合っている。この時はまだ終末期ではないので具体的な方針は決めかねないと  

いう間朋がある。もちろん、終末期になった場合には改めて話し合い方針を決定している。   

・掛1摂取ができなくなり、栄養補給の方法として、胃♯増設をした場合の療養の揚が制服さ  

49     れ、選択肢が限定される（家庭でも特集でも受け入れなくなる傾向）。  

・核家族・家長制の崩壊で、在宅で療養できない。   

50   重度の意線障害等の症状により、患者本人が終末期の話し合いに参加が困縫な場合がほとんど  
であり、家族の意向を反映せざるをえない状況である。   

冊g 牡末斯の●■方針書に■する翳し合いを★tする上で甲■と■じていること   

ターミナル期として他院より紹介転入の場合に病状理解の相違があり、紹介状との速い、患者  
5t  

様・御家族それぞれに精神的面を考慮しつつ受け止めカを知る時。   

患者本人に延命等に関する意志がある場合には、家族、本人との言占し合いは容易に行うことが  

52     できるが、本人に意志がない場合には（不明、またはまだ考えていない場合）、本人を外して  

家族とだけの話し合いになること。   

5：l   常段から患者と家族の関係が疎遠の場合、全く身寄りがいない患者の揚合に話し合いの場を設  

けることすら困難を感じることがある。   

54   最後の時、どこで病院又は自宅で迎えるのか、親族も大変迷う場合がある。状態急変暗も、自  

宅で処置を行うと決定していても、いぎその場合、病院へ搬送を希望する。   

55   延命処置を施行するかどうか等。家人（本人）に、どこまでの医療を希望されるかどうかなど  

です。   

56  時間が足りない。   

57  家族間の意見の統がむすかしい。   

58  ろくにつきあいのない遠い親戚が、病状や治療経過もしらないくせに口をはさむこと。   

59   その保険点数まで言い出しにくい。今までどおり、ふつうに「こうしましょうか」と提案して  

いるだけ。r承は得ながら。カルテには記入する。   

60   家族との話し合いができているのにたまに来る遠方の親戚が騒ぎ出すこと（この様な状況で何  

放病院に入院させないのか？）凸   

61  安楽死、尊厳死、自然死の区別がついていない家族に対し説明が必要な時。   

62  家人、親類で各々意見が異なる．   

63  文書に表現することは難しい面がある。   

64  芭々介護や家族の介護が乏しい場合では終末期を自宅では困難なことが多い。   

65  本人と家族の意見、居い、考え方が違う時。   

患者は在宅を希望するが、家族の受入れが困嵐  

66  ・老々介護  
・医療的処置がある（気管内吸引・1Vltポート管理等）  

・夜間の負担増   

67   急変時に家族が動揺されるのは当然である。診礫（往診）≠引こ治療力針を説明し、信頼感を築  

くことが大事。   

68  家族全員の意見が、同ではない。   

69  患者の家族間の意見の相違や、終末期医頓に対する認敵のズレなど調整や説明の困難な場合。   

70   在宅で行うか、病院に入院するかについて、家族の介雑力のある高齢者では在宅を望まれるが、  

老々介護の場合など在宅で終末期医礫を行うことが難しい⊂   
l．終末期とする判断基準が明欄でない♯  

l．医療者側を法律的に守る確かな物がない。   

憫9 書末期の■■方針書に■する賭し食いを集▲する上で困tと■じていること   

入院時、家族は最後の迎えカを畳の上でと希望する場合が多いが、入院が長くなるにつれ、自  

72     宅での最後が不安になって、帰ることを思いとどまってしまう 伯宅でのサービス等の説明を  

しても）。   

73   家族が死に対して慣れていないので、最後の終末時にパニックになることがあり、そのあたり  
を前もって話し合っても理解することが開削こ思えます。   

往診にての終末期医療（いわゆる看取り）は、本人にも家族にしt治医にも、又、私の診療所  

74     に通院されている他の患者様にも大きく影響し、負担が大き過ぎるように思います（家族や我々  

が体をこわしたり、他の患者様をお待たせしたりと）。   

75  家族の理解が得られない場合がある。特に家族内で意見の一致が削、時は難しい。   

76   家族の患いが十分引き出せない様な医師のインフカ・－ムドコンセントのしかた（患者や家族が  

應択出来る選択時間が少なすぎる。結局、先生にお任せします、の言葉になってしまう）。   

77   抽級的な表現で希望を伝えてこられるケースが多い。①先生に判断をお任せする。②何も  
しないで苦しまないようにして欲しい。   

78  家族に偏った考えの人が居ると説明に困難を感じる事がある（医療者、宗教など）。   

79  家族間の意見の一致をみない時、理解を得られない吼   

80  本人へ告知されていない。 身寄りがない、家族が非協力的である。 独居である乳   

家族に連絡すると仕事中や多忙であり、連紹がとりにくい辛が多い。 親族が遠縁であったり  

81      して、決定権が乏しく、最終的には色々な思いがある様子でした（キーパーソンが決定してい  

ない場合）。   

82  ご家族が認知症で、ご理解が難しい場合。家族が多く、家族間で意見の相連がある場合など。   

83   身体的状況から、余命を日単位と判断するケースにおいて、ご家族が気管内挿管、人口呼吸装  
着を希望された場合に、医学的視点・00L・倫理的に困難と感じる。   

84   ①家族によって考え方が異なるため、それをまとめていく事が難しい場合がある。②急激な  
病変の悪化の場合、意見の統一が難しい。   

85  入所施設により、終末期に対する対応が異なり、家族の希望通りにいかない場合がある。   

86   家族にいろいろと今後の治療方針を相談しても、どうしてほしいとも意見も無く、感心がない  
場合。   

87  家庭内で意見がまとまらないこと。 患者家族の医横行攻や環境、病気に対する無札   

88  診療時間内に実施困難。 施設基準施設でない場合、保険点数算定できない。   

医療を提供する側と息着京族の開で終末期医療に対する考え方にギャップを感じる。そして、  

89     理解してもらうことが困難な場合が多い。 在宅へと促しても、患者家族の状況、例えば、年  

齢・仕事等が障害となり、スムーズにいかない場合が多い。   

90   直接一緒に住んで生活している身内の方と遠方の親戚のカ■とで考えが見なり、診療方針がまと  
まらないことがある。  

向g ■末期の暮■方針■に隅する正し合いを舞蔦する上で困■と■じていること   

終末期ケアに対して十分な対応が出来ていないr Dr、Nsのみの対応で病院として組織的に  

出来ているとはいえない。 そんな中で、このような話し合いをするのは 気がひける、申し  

訳ないと思っているので、積極的に話をもっていけない。 まずは、終末期ケアが十分出来る  

体制を作らなければならない（対応出来る職員の確保システム化等）く，   

92  人が死ぬということのイメージをご家族と共有できないことが時々あること。   

93  本人同意を得ることとなっているが、病状や蕗知症などの理由で困難となる事例が多い。   

94  1）家族の介護力が乏しい。 2）住魔境不良   

95  川般的病状説明の中で、終末期の説明を同時に行っている。   

高齢者で自分の終末期を冷静に見つめ、方針をあらかじめ定められる人は少ない。当院では、  

96     独自にアドバンス・ディレクティプを作成し、適当な患者さんに勧めてみるが、実際にそれを  

作成する人は殆どいない。   

97  個別にそれぞれ方針が異なるので、事前の話し合いはその都度必要n   

当院は医師の－人のみで経営している僻地診療所である。看護師etcはいません。ニの地区  

98     で看取るPtは非常に多いのが現実ですが、井定又は、24hr体制にも関わらず、国の定めた  

人数とも足りないため、請求できていない。   

99   入院先の閉居、医療崩崩、DPCのため病院への入院は困難。介護力不足の家族（核家族化、  
仕事の関野など）と話し合いをしても困りはてることも多い。   

100   治療が奏功しない旨を伝えることが、治療放棄ととられる可能性があり、話し合いに非常に気  
をつかいます。   

101  話を出来る方がいない場合がある（身内がいない、老々介護時）。   

患者・家族への告知が行われていなく、更に生活の妨げとなる症状が既に出現している場合。  

102     患者・家族が症状・病気に対する訝織が甘い場合∩  家族が患者の望まない延命を希望する  

場合。 家族が患者の介雅を放棄している場合山   

103   

家族間での意見の相違がある。 家族のキーパ・－ソンの方が高齢のため、理解しにくい。 家  

族がいないため、後見人の場合困粗 現在元気な方に話し合し、をする事に難しさを感じた。   

t（14  地方には低所得者が多く、払えない人も多い⊂   

105   自己決定不能例の家族間意志統、代表医師表ホ昔選定に関しては、死後相続など民事上の間  
牒もあり、気を使う。   

1（施   現在は、ご家族・‡ト治医・看吉事師で話し合う事が多いです。今後は多職種にて話し合う方向に、  
ルー／レ化を推進していきたいと取っています。多機種の時間調整が難しいと感じています。   

相手に話してt．、寝たきりに近い状況の場合、（見た臼）重症でないとやはり「全て（気管挿  

IO7  

管、人‖呼吸、心臓マッサージ）してください」「病院に運んでください」と言われる。その  

後で胃ろう、気切、人rl呼吸器（常識が戻らない時）にう～んということになってしまう→後  

方病院（老人柄院）に3ケ月以内に転院。  



間9 ♯末期の■鴨方●†■に叩する一区し合いを暮九する上で甲■と■じていること   

家族〆りパこ患者が終末期に斤－る事を理解してもらうのが、困難である勺 いノつまでも元気だと思  
127  

′）ている‖ ～台碩をすれJf必日勤かる、と死を受け人れられない家族がいらっしやること   

1ZH  話し合い時．ビュと実際の終末期時点で意見（豪族〝り が変わろ時へ   

本人′、のi†言知に一）いて．芭／、ホームにある為、認知症のんへどう伝えるかが思旗1突く、棉討し  

／〔くてけなら互いと思いモ寸， 孟払知症にJうける治療の拒否電Jあるので、ご家族への同点・承  
129  

．浩；上船射的／亡効力があるヰイブとして対応してヰJ、木人の意志（認知克三患者の尊厳）Iよどうした  

F）いい〃〕でしノこうか（   

】3ひ  意志煉嫡のできろ愚者が少／～いた机、本人からの意ぶを聴取することがほとんど不可である、．   

本人に1ま言責L合いが出束ない（認知描を伴うため）L、理解してもらえない。   

132  患者・家族、又、愚者家族共に諾知症である腐合、また、年齢による謎漁力の低下がある場合。   

133  吾加に牒して本人と家族間で昔見が適う頃合に対応に困ることがある（，   

（：t）患者（i木1は在宅でと俄／〕てし、ても、、介護が家族に負担がかかるのでと本昏を言わないn②  

「‖     患者・家族の一眼いに rずれ」がある時∪ ③’人専らしである時、家族も無関心な暗があり、  

話し介い実施が困難。   

医師・看護師の話し合いにおりるコミュニケーション能力に上り、患者・家族の説明内容の環  

t35     解、受け入れなどに違いがあること、．また、在宅モ）しくはホスピス、その他施設に転院する時  

斯を考え、適切なタイミングで話し合いを実施することが難しいこと．】   

136  医師の説明を患者と家族が良く理解できない場合が多い 

lニ17  家族間で意見が合わない。   

138  24時間の医療行為を希望された時には、管理が出来ないため、困穫と患う。   

1こ！9  患者自身に正直にどこまで話をするか、医療サイドと家族サイドでの隔たりがある。   

140  時間的な余㈲がない‖ 家族の返答がなかなか得られない（方針が決定できない）。   

‖1   
心家族内での診療方針に対する意見の相違があり、個々に話し合いを要求されること．，②終  

来期にあることを1曜賭できず、治惰継続を希望するとき．時間を要する。   

142  人さまざま、 考え方は時に上り変化する。 黒革済的問感が閑適してくるなど。   

い13   

医掠者に対する家族のストレスや不満（説明が不十分だったり、対応への不湖）、誤解（治療  

に対しての理解不足）等、適切に対応しなければならない点。   

後期烏齢苗の家族において沃」斬射加納机・望む人；ミ′ド／ごく、妄r】禦〝）E‡で鋸－とい巨れろと  

10H     権に 時間に渡る話Lノ合い享▲頼りろことは非常」＝村離と〔頗L√′‾まト、本人を交えて／〕話L  

合いは、高齢者の堀fHl僻しし 

阻古の同居を得ることほ喋しし、‖ 偲占及び家族・紆譜師が終来期にナいそ牒減り針を光′）に話  
‖）り  

L合う∴とか牒しい 連綿して1時間以仁に確り、話し今い≒′†J ‾．Lナ・li嬢Lい（   

≠院に入院してくる時に【i、患者本人の膏憎け〕確認がとれ／仁いヰ，の1i殆どである吏た．唐志  

衣′ホができるとLてtゝ、終末≠抑東棟げ）内容を押角ギでき／亡いと寧り〉れろヰ，州f丈、りであり，終．k  

期医碩（香取り）【P殆ど〝）場て千、ご豪放と話す¢）のが殆どで慶一る、′套た、盲ざ族肝でん，1押Iiり〔ハ  

JJ法にん凍りの羞があり、楼「川部断となることら多し、 

家族の介諸に対する脇ノ」の宥無   

】12   

す廃院でり）看取りを希望される恐身の」霧で「、転送（人院IJ〕兄悔めが困傑（リダノゾつウイ ∴／ケで  

ないといけない）   

L架橋に対する知泳が少ないたれ理解できているか迷・‾）ニとがある（本人、家族を含〆い  圭  

期状態の時（帰省者に上り、治頗押）変更を求められ、ノ家族間J）コミュニケーーションがり一りにく  

く／亡る）17針のぶれ‖   

r■司居している親族との訝し介いで在宅でこのまま脛化しr‡）看取ると決弟ていてt，、いざ状鴨  

114     が悪くなり い／〕か分からな〈なってから、他に住んでいる親族から入院させてほと〝〉ツレh  

ムが／〕き、「「司屠の親族に迷いが1一じる場合が多々ある 

1L5  家族との話し合いがスムーズ（理解）にできない場合が多い 

11ト  ご■家族間の意志の統がはかられていないので、ニケJ・、ル）考えが押し＝けにとられる事ヰ，ある。   

」17  患者さん本人、家族が高齢でなかなか理解を得にくいケースがあろ   

1＝i  24時間（休‖・夜澗・探佼・Ⅳ胤打続中）対応が憮側   

119  遠くに住む縁者を杓する人だが、緩から現れ、話がひ／一くり返る事が．ぁる 

12（1   

突然に見舞いに来るお客の観と話し合いの意見が適／ノてしまい、家族が困′JてLまう嚇．／「t，あ  

るい   
高齢石であり、ご家族は出来るだけ萬＝し主ないで最後を迎えてほしいとの．配い－ハ万が多、、特  

1．■     に閑経と感t二るケーースはありません∴’家族ヰ▲Jう：たかせし：三す、というノノが多いです、ヾ▲／ノと  

㌧tい時期に本人の借．1〃イ確認が必要と県い去す   

終末期においては、愚者の意思というよりほ家族の介諸に叶て「る取組んんとそ♂）姿勢・貯し下にそ  
】22  

の協力体制を構築することができるかという点に抜1離さを感じていろ   

他者本人と哀憐での希望の相息また、家族間でく一倍望がtと主・〕ないい 頭でレ）1曙解に用神血  

がついていか／亡い州こ∴病態が握りすてというケMスあり 

125  

126   1ココ  治療力針に対する仏者及び家族間♂）相違‖  12・1      、         医師会病院等と遁挑で実施してjJります‖ 時間の都合がつきにくい′   
ー39－  ー40－  

間12 終末期の診療方針等に関する指し合いに関する文書零礫供を行う上で   

【何もしない」場含の【1明こにズレが生じる場合があり、二二⊥アンスを欄  

いない人に伝えろのほ難しい、丈商にt／ても、受け取り方ゾ）差が′t三じる   

2  患者さんとの話し合いが冷たい人間関係こなるから 

3  内容の説明に充分時間をかけているが、理解が：ド充分とJl．畑hれる塙行目   

tてを完セに証す時間的余裕がない 

文書まで倍供してヰ▲、理解してい／fい家族がほとんどであり、説明けネ   

話し合いの時間を作るげ）が、や／）とで文麿を渡した時には家族等が内儀  

スヰ）ある   

7  患者本人に病頂け）ことが言え／亡い場含がぁるJ   

†  医礫に／）いての情報の炎有化‘   

リ  丈爵提供はDr．により違いがある‖ 倫理委民会等での榔主にそ′＝て今緩   

こfJらが伝え⊥うとする内容を基礎知識（ハないち‘々に文顔†としノて伝える  

】0     いの叫で倍楯関係を欄博することの〃が在宅者散りに托有虻で、交付rl  

としている、そろそろ文縞に点数を1iえ5上う／ご手法カー仁，脱却Lてほt   

家族間の意刷廟 が崩れたりした場合   
本人への精神的負揮を考牒し、なるべく詣の中で伝えているり 丈願でj：  

り、かえ／〕て見放していると捉えられかね／山、り   

患者の急変時やl束師が忙Lい場合ii、凝血で渡す余裕がなくl】亘葺だけに  

を後から記入することほ閑稚である 
14  結果について、訂正も」～められる事 

15  患者に死期をあえて恩織させる必要が、［真横者の側にありうるグ〕か疑問   

具体的内容を全て記載することが難Lい，要点のみに′こる傾向」医穣用  

ヰ】できないと感じる。 

話し合いのときには、家族も納潤され、同意をいただいているが、カ針  

】7     タイミングが凶難なこともある、，又、そ（J）後にr■i」意された内容と毘な／ 

方針を変更し．たり、病状説明をし′たりしている 

度説明か済んだ内容について、御家族様がト分確解でき／亡いとき、又  

ない部分は霹けない。   

本人、家人を含め、コンセンサスが弓えられなかったり、家人の仲でソ）  
19  

か、その時での考え方、昏見が奪わることです   

20  余りこまごま善くと混乱する∪ どこまで番いたらいい♂）か迷う【   

2l  時間の制約、   

rj5金をいただきますよ」という意思表示になるのが、大病院でほ納周  
22  

田舎の個人診療所でほ、企もうけしているように誤解されるのが嫌で寸   

2：】  九呈状の急激な変化がbった時、そノ）家族や周辺でソ）意与J′の不致がカ〕る   

24  やてに／）いて御本人に伝えるの／∴良いいかが判断が喋しノい． 

25  終末期〔ノ）区域ニーズが話し合い〃）扁告諭とて努樫供畔〝）さ約1に和す乙反応   

間12 終末期の診療方針事に関する話し合いに関する文暮零擾供を行う上で困難と感じていること   

2f）  本人へ告知されていない掛合。 身寄りがない、家族が非協力的である等ひ   

27   
話L合いに参加していない家族が文書を見て、その内容を詣し合いに参加した力と同じょうに  

理解するは困難と思う（全ての内容を文書化するのは難しい）   

28  筈知等で、患者本人とご家族の間で意見の相違がある嬉合   

29   話し合いの内容を記載して才j漬ししているが、内容の全てを記載できているわけではない為、  

詳細が伝わっているかが心配である。   

：！0  プライバシー   

時間的に説明ある1二で、診療時間内は無私，時間をと／）て説明するも、家族の都合もあり、俺  

＝     めて収入ヰJなく、慮り巨刃されることがある（家族が忙しいので、∩曜日にしてくれと要求する  

ことヰ））   

こ12  患者桜宮倭に理解して頂りる言葉使い、説明の詳細を理解頂いているか「   

33  変化ある柄状に家族が理解できない場合L，   

3ノt  本人の語意と家族の者一志の尊重の兼ね合いが難しい。   

35  患者・家族、又、患者家族j引こ認知症である場合、また、年齢による組織力の低ドがある場合、，   

3（i   

病状についての説明が逢う場合、家族が柄状を「本人に言わないで下一さい」と言われる時、  

家族に再度説明されることがある。   

37  全ての話し合いについての記入は尉艶  主要な方針のみ記入。   

困難と感じていること  
差し合いの現に参加して  
Jことヰ，ある 

奉を把握していないケ・－  

′裏梅する必要があう 
J）Jt囚徒。長い．‖弓L合  

ろ史書け確渚メ十相場   
こ、  

．た三わりiこくい部分が複  

なる∴とがある（それ  

語の用削ができJ■、妹  

を決定Lていく時押い  

た希望があり、鵬「司に  

、斉面では本人にし、え  

昏見が壬ナまらなし、と  

してヰ）らえるだ7－うが、  

が異／£ろ場合4くあう 

「4ヱ．   



問22 後期高♯書終末期相娩支檀科の点数・暮定要件零について改善すべき点   

必軌こ応じて対応したこと全てに対してそれ相応の対価があってしかるべきと考える（それは  

家族に対しても同様と考える）。   

2  特に後期高齢層に限って算定する必要はないと思う。   

3  診療報酬算定の凍結は無くすべき。   

4  広く国民の理解を得る事が大切であると考える。   

終末期相談は臨床医にとって当然の業務行為であり、手法は医師患者関係それぞれにおいて  

様々であるので、これを文書化することで報酬を与えるという発想自体がいやしいと思う。5分  

5        ／レールといい、ゲーム感覚のるルールはもうやめましょう。なんだか悲しいです。当院は文書  
交付なくても在宅死100％です。   

誰であろうと終末期にあたり今後をどう考えるか家族と医療スタッフが真剣に話し合いをする  
事は当然で、それに点数を付ける事も間慮ないでしょう。但し、75歳以上に限定する事は国民  

6        に誤解を招くことになっていますので、改善が必要であり、園としてももっと丁寧な説明が求  
められます。   

間22 後期書齢書♯末期相駄文檀料の点数・算定事件事について改賛すべき点  

当院は柵神締で、施設では対応できなくなった重度の拷知症息着の入院が多いのですが、患者の音素の確  

柊が不可能な状況で、意志表示も無く、患者様の意志が推定出来ないケースがほとんどですレそこで、家  

族等の判断が必要となってきますが、横家族化し、親子・兄弟でも、日頃の付き合いが＃くなりがちな社  

会では、家族間で「患者牒の意志」についての判断がバラ′くラであり、綱整の作業が困難を極めます。ま  

た、r終末期医射こ関するガイドライン」によると、「家族等」とは、放的な意味での捜族ではなく、息  

春機が信頼を寄せている人も含まれておりますが、単身ホ鮒で認知機能が低下した方に、そういう存在の  

方を継級十る方法が間欄となっています。仮に自己申告してきた方が本当に当人にとって、そういう存在  

だったのかを繍劇する方法がないのが実際のところです。日頃より、親族・身内で、紹し合っておいて頂  

ければ、と思いますが、現実には「死」についての組ま、「縁起でも無い・まだ元気なのに不沌慣」等、  

タブー視きれる傾向が醜いのが実情で、苦慮するところです。社会全体で終末期lこついて、当たり前のよ  

うに辞ができるように、啓鞄を行っていく必零を感じます。  

また、r終末軌 と官う言葉のとらえ方が、患者＃や家族等に′ミラツキがあるのも間はです。ガイドライ  

ンによる「広■の終末軌と病院側が判断し括を始めると、ほとんどの家族が「狭義の終末期」と受け取  

り、閏月が発生してしまいます。高齢化が急速に進んでいるわが国において、終末期医＃に関する間慮は、  

回避することの出来ない豪蓼な閉場であり、我々、医療従事者が、学生時代から考痍を深めることも大事  

ですが、国民全体が、誰にでも我が身lこ降りかかる事実として、日常的に話し合えるようになるべきだと  

思われます。  

今回の「後期高齢者終末期相談支債料」では75慮以上の患者糠が対象ですが、穐かに高齢者はr終末期」  

と呼ばれる状僧になる繍率がホく、その事実を現実のものとして受け入れ、糟傭をしておくペきなのでし  

ょうが、牛幹で区分するには陶人羞がありすぎると思われます。年齢に関係なく、否応なしに、その時は、  

誰にでも平利こ訪れることですから、線引きせすに、国民全Åが、どのような疾患であれ、安心した■♯  

生活を送ることができるように、医師・医＃関係■穫から適切な情報の提供とm明がなされ、それに基づ  

いて指し合いを行い、十分に理♯するための相族・支せを絆価する方が、よりよいものになると思われま  

十。  

我々医ホ従事者が、回復の見込みがなく、死期が迫っており r延命治＃が目立つ・そのような過＃な医療  

は無意味・患者の叩Lをより重視し、埴禽治療の差し控えや中止を考慮するべき」と感じたとしても、人  

の価傭牡は千差朋り・十人十色であり、患者欄や家族等がそう感じるとほ限り主せん。たしかに．それら  

の治療の中止は患者機の死につながるものであるだけに、当然、≠重に対応するペきですが、その折に患  

者様や家族等が「死期が迫っている・回復の見込みが蜘、Jと音う事実を受け入れるための心のケアも重  

要視してほしいところです。準儀のできていない状簡で、終末期の治療法の話など、できないのではない  

かと思われますし、いくら指し合っても合意事項も見えてこないと思われます。そういった事実を受け入  

れるには、時間も必看ですし、サポートが必要です。終末期にさしかかり．「死」が身近になってくると、  

本人もそうですが、家族も不安や焦燥感といった精神的に不安定な状態となり、心のケアJが必饗とな  

ってきま十。そうした精神科鎖域で日常的に行われている取り組みも含めた総合的な評価にして頂きたい  

と思います、  

＿44．  ．4ユー  

冊22 後期高齢者繊末期格執支援網の点数・■定畢特筆について改善すべさ点   

200点は低すぎると思います。その行為にはDr．、Ns．、S一等、相当な時間と労力を使うことか  

22     ら、その点を考慮して頂きたい（連撹して1時間以上は無理）。ただでさえ医師は不足してい  

て時間がとれない。   

Z3  もともと診横報酬によるものでもなく、支援料として算定するのであれば、点数は低すぎる。   

24  算定等に当たり、一定の共通書式等を配布してほしいですひ   

25  余りに現場を知らない人の教えることに思われる。   

身寄りがなく、特集に入所中の方、特に、認知症が進んでいで自分で意思表示ができない方へ  
26  

の対応が難しい。   

27  本質的に後期高齢者という呼称に疑問を感じています。後期とは何ぞや。   

医師を中心とした複数の専門職稚から構成され医療ケアチームによって行うこととしては、あ  

28     まりにも点数が任すぎる。又同じ時間を要して対応しているのに年齢（75歳）で制限するのは  

おかしい。   

29  算定しようとは思わない。   

l，終末期相鉄について正しく伝え社会的に理解してもらう活動が必要（医療井削減と誤解され  
30  

たままである）。   

後期の制度自体無理があります。とりあえず以前の保険に戻して再度10年ほどかけて考え直す  
1  

ペき。   

32  支援料の点数算定などは必要なし。相談支援は医師として当然の事だと思う。   

高齢化社会における医療費の増大を避けるためにも、後期高齢者終末期の不必要な延命治療行  

為は避けるペきであると思います。このことにおいて事前の家族との話し合いは不可欠であり、  

33        支援料として評価されることは納得できるが、話し合いの事実がなかったり、家族が湘足する  

内容ではないのに全て支援料として請求されることがあってほいけないと思います。よって必  

ず話し合い結果の文書提出は今後も算定要件として扱うべきだと思います。   

封  現状では算定しないので、特になし。   

35   
医業をサービス業とするのなら、その評価の判断の元になる点数がその内容からみて低すぎる  

（全ての医療行為において）。 医標スタッフの＃意に頼りすぎている。   

算定が退院時、死亡時というのは納得ができない。相談支棲相談を行う度に算定できるべきセ  

36     ある。患者の自発的な意思の尊重をし理解が得られない場合、意凪が確診できない場合は、算  

定対象とならないとあるが、その判断は非常に困難である。   

カルテヘの記入方法、書類等の書き方（どこまで書けば良いのか）等をもっと具体的にして欲  
37  

しい。   

後期高齢者に限定する理由が分かりません。終末期相談は、若い人ほど回数を重ね、医師も看  
38  

獲師ヰ）時間をかけ、手をかけて行っていますから‥・   

39  文書での交付が必要であれば、規格用紙があると良い。   

終末期の診様方針についての話し合い（ご本人・ご家族・医療者）は、当然なされるべきだが、  
40  

それ自体が点数化される事にはなじまないと考えます。   

4l  この点数はいらない。 その分、初診料、再診料にまわすべきだ．  

間22 後期ホ♯書終末期相談支援料の点牡・賞定事件等lこついて改善すべき点   

家族とのカンファレンスや、ケアマネとの調整会縫等、エネルギーを使う事になるので、点数  
8  

での評価は必熟   
9  国民的・臨床的合意が十分に形成されているとはいい＃い現状での実施はすべきでない。   

10  定型的な文面を強制すべきでない。   

後期高齢者というよりは、癌の末期の方々について、どこで、どのように最後をむかえるかと  

いうことには、なじむ方法だと思いますが、後期高齢者をひとくくりにしてしまうと、それぞ  

ロ        れ人によって死生観が違いますし、世代よっても、その人の生まれ育った環境によ／）ても死生  
覿が多種多様であるので、難しいのではないかと思います。   

12  日本においては、診標報酬の算定に不遜と考えます。   

点数化されることにより更なる体制の充実が必要となったり、′医師が看護師と共同して連続l  

時間以上の話し合いをする－という算定の原則を考えると、200点という診療報酬ま低すぎます。  

13        せめて1000点の点数設定をしていただきたいところです。また、算定日についても、話し合い  
をもった病院以外で死亡するケースも考えられる為、実施日の算定が望ましいと考えます。   

・終末期を含めムンテラにて緊急時の対応を話し合う為、l人に1回となんてことは出来ないと  

思います。  

14        ・連続して1時間以上話し合うより、必軌こ応じ日々時間を取り内容や受入れなど家族への理  
解と同意をしていただくことが大切と考えます。   

評価があるなしにかかわらず、常に家族との話し合いが行われてコミュニケーションがとれて  

15     いることが大切だと思うので点数化には反対です。むしろ包括病棟での看取り加算のようなも  

のは考えられないでし上うか．   

16  医師の裁量内の事であるので、点数化するのはおかしい。   

重度の意識障害等の病状により、患者本人が話し合いに参加できない場合t）ある。その場合に  

17     おいても、本人の病前の意志を十分に尊重できる親族との話し合いでも算定を可能にしてはど  

うか。   

病状説明については見★いに果たついでのように話を聞きたいとナース垂に申し出る家族、そ  

れぞれ個別に別の方が来る、又は2～3日して様子はどうかと頻繁に対応を申し出る等あり、看  

護師の方である程度爛整しないと、医師は病状税周、同じ内容を何度も話すことになってしま  

18           う。患者、家族の権利が大きくなりすぎる傾向がみられる。又、病気を知らない人に理解する  
まで説明することは、とても大変。いろいろな労力を考慮し、入院中、何回かの算定はみとめ  

19  より濃絵を澤めて、世間から受け入れられることが重要である。   

末期ではどのような形でも、家族との話し合いは必ず存在する。あたりまえのことでもつと全  

体の点数で評価すべきこと。   

特に連続して、1時間以上に渡り、話し合いを行ったうえで息者の十分な理解を得て文書提供し  

た場合、患者1人につき1回算定となっていますが、日常の診療において話し合いを行って終  

末期医療及びケアの方針決定がなされ、文書の提督を行った場合も相談支援料を算定可とすべ  て頂きたいと考える。      20       21           きである。   
‾  ‾‘T       bl  



42  文書提供をしない（算定要†牛としない〉  話し合いの時間制限を受けない（＝時間）   

終末期の定義自体が不1分であり、それを評価すること11イこ適臥 しかり顔寸々ほ射llするも  

13      のであり、＝空たけの相談というの圧実際閤辟とLてあり得ない′、患者の鼠腎と家族しり希執土  

致しない∴とが多いため、文書化詔体無意味のよう／〔気がする．、   

44   元釘行われていた半を規制（属机等を要す）すべきではない。 壬た、かレテ記載こゝ小ごいう  

tJのはコビ・－で寸）よく、丈削ヒすべき必要はない。   

45  国民のコンセンサスをト分得る必要があります 

間22 後期高齢者終末期相談支檀料の点数・暮定要件等について改善すべき点  

、。  4f】  ニのような話し介いほ、柄状の席化に托こじて何度L繰り返す卓ゝげ）で寸 魔の点数評価で∴と   りました」という●●●的文露をつく5ことは、感情の血で勅咽できません′ 診横軸酬の細  
47   D－■サイドが、診礫報酬を得るためだけの行為にならないように、患者にとって無駄な征命備憎  

が子盲われないことが、救いとなるようにお願いします。   

48  今まで背一遇に医者と患者との信頼関係がこの肯定にて崩壊さ才lる如、する．今後も算定■しない 

49  甲・急に廃止すべし！！   

50  地方の開業医も疲弊している。こんな点数なら、終末享剛転軌こ関わりたくない。   

Sl  終末期支軌こ関する議論が不卜分と感じますn   

52  相鼓支援料、廃止すべしt 

53   何を根拠に点数を決めたかを明示す▼ぺき。内容か、時間か、思いつきのみで決めたとしか思え  
ない。どれだけ時間がかかるのか、全く理解されていないのでは   

54  やめるべきである。   

55   当方は、養護老人ホーム内に設置している医務室であるが、後期高齢者医擬制度に係†）る説明  

5（1  患者の人間性を否定している。しないノ柚；良い。   

かくした項目ではなく、全体の値上げで評価す／くきです⊂           ＝                、                  会が実施されておらず、詳細が不明である。  
終末期に限らす、医師又は、スタッ7と患者・家族との面談に／〕いては、茸一当に評価すべきて  

57     あるD休日や時間外も含めて、入れ替わり立ち替わり家族が病状説明を求めてきて、何度も間  

じことのために時間をとられることも稀ではない。   

58  特にない。よく、考えられた制度とは思うが、実胤こそぐわない点が多々ある．   

59   話し合いとい・う時間や手・間を考えると診瑞相酬で評価するのは！当然と見えるが、その分を患者  

にも請求することを考えると、他の診療行為とfi違う違和感を覚える 

ますは軌トナペき。ドクターフィーー卓ノ含めて、医師に対しての楓酬を増やすべき‖時間要件／r  

60  どの現場の状況をク）からずに決定すろことや、診療報酬に訴増して、ほL、－一をl土ずす、二れま  

でのやり加1いい加減にしてほしいい7ンケトトにかかる疇瀾往きt）んと評価しノてほ∃い．ノ恕  

嬬は謝礼ぐらいあるべきと考える   
6l  育湘‡体で、者配鋸鮒ウ■る乳姫絹柵では粧し考え 

互二二＝＝二二ニコ   

間22 後期高齢者終末期柏餅支檀料の点数・薫定要件等について改善すべき点   

ニげ）点数は、後期高齢者の加）みに必智なものでほなく、むしろ般のノ‖こ対してもあるべき  

62  点数です1また、退院時・死亡時の算定ではなく、相談・支援をした時に算定すべきであるし、  
また、何回モノ支援する必要があるにも関わらず、1回のみ200点はとても低すぎる点数だと思い  

ますレ   

63   単なる文書化より、患者おょび家族とのコミュニケーションをとる方が、治療1二有益で医事紛  
争など書）避けられると思いますが・   

64   結構手間がかかるうえ点数が低く にの支援料に限らず全般的に）、意思に余計な負担がかか  
るだけでメリットほ少ないLJ   

終末期におりる話し合いは、後期高齢者に限らず、全ての患者（特に入院患者）を対象にして  

行うペきだと鰐1う〉そLて終来期に限定せず、どの様な治療、どの様な医療を受けたいかを考  

え・話し含う連の流れのけりこ終末期を取り入れるべきだと思う。また、算定する時期も、死  

亡時、退院時回のみでなく、数抑二分けて話し合いをした時点で、それぞれ算定できるよう  

石5              にして欲しい。その為、周の算定点数を低くしても良いと思う。私達の病院では、終末期  

相絞支援料について真剣に取り組み話し合い、考え・意見をぷつけあって一つのマニュアルを  

作り上げました。夜間の緊急時や家族がすぐに駆けつけられない時等に、家族が終末をどのよ  

うに受け止めているかが、よく分かり、迷うことなく対処が出果るようになったと好評で算定  

出来なくなった今でも、続けて満しております。   

fifi ①意識障害・認知病等の患者が多いと思われるので、ご豪族の方針、r解でも良いかと思いま  
ナシ ②l時間以上の設定は、内容や疾病の有無によるt）のと思います。又は、理解九   

本人の確認をとれない場合にどうするか。 家族の範囲をどこまでとするか（キー／く－ノンや  

67  息子さんに話してもその要札内容が他の家族によって変更されることも多い）。 終末期医  
療についての相談は、家族の看取りの気持ちの変化により、要求t，変わってくるので、一律文  

畜にして確認することに無理はないか。   

68   現在の混乱、間層点は卜記の間辟ではなく、制度の決定過程の不始末、社会的・国民的な議論  
の不昼、何よりも丁寧な広報活動の不牒にあると思います。   

全般的にですが、医療裁判では、「説明不勘の罪となります。報酬＝こおいてヰ，理解がえられ  

69     ない説明であれば「説明不足」であり、そういう意味では、後期高齢者医療制度全体を説明す  

ベき窪場の人は「有罪」と思います。したがって、支援料ら算定困難です。   

医療は患者・家族との信頼の卓）とに行われるペきであり、点数で算定すべきでないと考えてい  

70     ますしまLて200点は任すぎであり、無い方が治療している側からすれば、測足感が得られま  

す 
死亡時以外でも算定すべき 
後期高齢者のみに条件設定する事なく、小児または・般lこも算定要件を拡大すべきであり、ま  

72     た、＝㈲間以上軋偏し含の条件は、チ・－・ム医療のゅで各種スタッフの人件費を考慮すると、点数  

とし／て評価が低すぎる。   

73  当甚女援料を知らないので、よくわかりません。   

＿4只＿  

間之2 後期ホ齢舌終末期相談支援料の点数・算定！   

終ご来期でlま、必ず話し合が持たれるペきであり、づ  

い 
終末期において、心音及び家族に対し、その方■針ろ  

75     すぃ 文遥として倍供すると契約のようになり、人上  

の死に方を・丈罫にして庁供され、納得できる地番巨   

’’相談支ほ料”なるものほ、鞄定酎牛が閉経であ〔  

のではないでしょうか。   

77  尖軌こ点数の算定ほ難しい．   

細政友援料として特別に設ける必要があるJrごしエ  

7月     うか（治療を行うLで、税別するの‡i当然の∴と上  

り入れてほしいと思います。   

79  掛定暫件が患者の同音及び看護師同席てある点 

80   終末期に／ニル、ての言占し斜、－i必弊であるが、凶民〝  

と悪く放られた‖   
塵1卜でもいいので＝ノH、か（∴れに⊥って、病院側  

百家旅に思オ〉れかねないから）   

十／   患者が認知症や脳血管障害の場合」．硝を得られて  

定がLにくいのてほないかt   

H3   算定酎牛に／凡、て時間頼失まりについて、様々なケ  

くてゎいいのではないでしょうか   

目4   丈さは直接血敢している場合、丁こ要であるニん／〔  

るい馬鹿にされているょうな架がする〔   
・棚族時間や参仙人数、又隼齢宣しr′fられう≠．ので  

記載があれlfそり）都度評価してはLいり  

R5        ・状態によ′－ては何いlも話し合いをし．ている′）で、  

・話し合いの娼を設定するプ；力し人きい〝1で、そ・1  

3（旧（）点なら、   

バー；  後期席齢者に限定Lない 

ー引環から退院されるtのし月l王死亡退院ですい【緊師  

87     大概良好とみております）終末期と限らず、柄斬儲  

ります。相談支援料けイニ針Pすので、入院料をLげ   

月バ   終末期相談員励ま毎【極量】が該〉雪弓「る訳で、特7ビの  

脅か高額となる駅‾ご請求しがたい   

要件零について改善すべき点  資料2 意漁網奄におけるー‾な自由回答意見  

間8 医師等との終末期の治■方針についての十分な肯し合いと文雷零の提供に対して、   

診療井が支払われることが好ましいと考える理由   
相談■文書†乍成け巨分であり、去た、ニれまであまり行われていないこと、普及のためには必  

蓉では。   

2  本人が費用がかからないから。   

医療介護等に／〕いて、高度な知識、医療行為等について報酬を支払う事は必舛の書と思うから  

（但し、あまり高額な範押でないように）。   

降嫁に（心的庚棟）対して費用が発生するのけ当然と思し、ます．、また、費用の発生により、息  

4     者の強い要望をかなえることができると思いますりボランティアの仕事でけないので、正当と  

考えます。   

5  保険料を支払っているから。   

阻療のlつとLて、全ての人（患者）に行うペきだから。また，その行為に対してほ、診療費  

が支払われるぺきだから。  

相談に費やした時間に対して当然です．，   

1然の報酬と思われ、よた金銭を得ている以上責任を持って仕事をしてくれると信ずるからで  

す。逆に何もしないのに費用が発′kしたとする医療機関がないことを祈ります【，   

9  個人的に治撰方針を受りるのだから．当然だと．呪う。   

10  普段、内科などで医者にかかって薬が加、時でIJ、料金が発生するので同じ考え方だと思う。   

n  患者側から遠慮なく十分な質問、話し合いができると．取うから。   

12  話L合いに応几てくれたかJJ   

医療機関側は、その患者に対して費やした時間、労働九提供した腹学的見解などに対して、  

13     診療報酬とみなして受り取る権利があると．阻うためr▲ また、そうしたシステムにすることによ  

／ノて、医横機関側のモチベーションも変わると思うため小   

今の病院の経営状況は熟化の途をたどっているため。医療はボランティ7ではないし、診療  

哲が支払われたカが医穣従事者側も責任を持って取り組むと．思う。   

医者によって需用されるかヰ，しれない点については不安ですが、今まで頑張ってきた方々に充  

分な最碓を迎えてもらうのほ、今までお世話になってきた私たt，にとってあたり前だと思いま  

す。私たちFl身、義母の最後を知らされず、章，／）と色々したかった心残りがあり、もっと前に  

経過説明されていれば良かったと思うから。   

1（1  労力に対する対価は当然。   

ロ  診療費カく支払われか、場合、時間的な負担もあり、病院の経営は大丈夫？と思ってしまいます。   

18  相談の内容、親身になってくれるか、事務的すぎないかにもよるが、責任が明確になるのでは。   

患者甘メンタ′レケアを行／）ていると照わ直るし、それに対する費用が支払われることは当然だ  

と思われるから〔，   

2n   それなりの時間と′芳力が張′〔すると思うのP、相談料の支払いがないと手を抜かれそうだからb  

昂剣に取組んでいただきたいです 

して診嫁報酬が植生するの‖  

／ごい医師王まjじ存在」ないと鮮  

としての関わりが薄くなると感じま〉メ  
土少ないと思い七う  

卓．ともと管理料に再三れていて」1供げ）も∫  

ムうかく 診増報酬に含むらのではないフしょ  
し駅い吏1が）∪ 肴・介護のケアノ）さ川桁を取  

）理解が低い今卜巾「）点数化托、医療抒削減  

好＝こけ’都合の良い患薗追い出」’’と㌧て患  

ているのか理解J）程度が確認LずL■」い為、算  

ケースがあり【√るたぜ）、もう少L【■けい立が菌  

亡ことは′・1】、敷かあっ㌻モ▲′亡くてヰ，l⊥う然lてし－  

煉帥と・家旅〔J）二者であ′．てわ内省  

」回に睨㍉ず一 箪景てきる上うに  
考えると、簡恕．甘牧ほ伏すぎる。た－えば  

をはじめ医塘徒歩占と惣石・′家族の関係は  
明び）時ほ難しJlと苔で確認し、常態化lてお  

て卜さし、－  

時に限／）て設柱－するJ〕で㍑、回上り汁磯  

－49＿  －50－   



問8 医師讐との終末期の泊■方針こついての＋分な拝し合いと文■導の縫附こ対して・   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   
今の掛の中、無料で／）てことはありません。そうすると他に負担がかかりますから、有料化す  

43  

ることけ仕方ありません。   

44  健康管理の（本人）アドバイス料として。   

外（その他）の医礫機関に紹介状をさいてもらっても有料の時代です。隠者のために時間を割  

45     き、相談したり、色々な方法を考えたり大変だと思います0報酬があった舟がお互いいいと恩  

いますしサmビスでやってしまうとおろそかになってしまいそうです。   

診横費が支払われていると、相談するのもしやすいと思うし、支払いがなければ相続しようと  
46  

思′）ても、わざわざ時間を作ってもらいにくいから。   

紛蝶弁が支払われれば、それなりにより良い相扱が受りられると思うから。十分な話し合いと  
47  

文書等の提供を受けたいため♭   
自分の病状を性格に説明を受けることにより、自分で納得し判断できれば、それは診療の▲‾環  

48  

と考えてよいのではないかと思う。   

自分のためにどうしたら一番いいのか、と話し合ってくださることはありがたいです。時間も  
49  

かかることです。支払われてありがたいと思います。   

話し合いをすることによって、医師や看護師、その他の医療従事者のそれに関わる時間や文事  
50  

作成等の費用が大きいと思うので。   

5l  報酬として。   

診療費が支払われないよりは、診療費が支払われた方がいいと思います。このアンケートで知  
52  

りましたが、少しでも救われた感があると思うので・・。   

S3  医療活動の部と思う。対価は必乳   

54  相談をしたのですから、その分の診療費は払うべき仕事としてきちんとやって欲しい。   

55  終末期の治療方針を決めた以上、診療費を支払うことは当然である。   

終末期の認定看護師や医師と十分に話し合い、文事作成があれば相談料が支払われてもおかし  
56  

くないと思います。診察してお金を支払うのと同じだと思います。   

57  話をして診療時間を使っていないので、あたり前だと思う。   

58  治療の一環で診療費を支払うのは当然と思う。   

59  診療と、費やされる時間の当然の報酬と思うから。   

60  治す治療と同じレペ′レと考えているから。   

6l  その方が責任を持って親身でしっかりした相毅とか得ることができるから。   

一席負担金がどの程度になるかにもよるが、「十分な話し合い」と「借腫できる文書の作成J  
62  を行った医療機関がそれに対する報酬を受け取ることは当然だと思うので白   

話し合いの時の時臥及び知識、助副こ対する対価として診療費が払われている方が遠慮せず  

息者が色々な不安や相談ができると思うからと、医師、看護師の方連もこの話し合いはボラン  
63  ティアではなく、きちんと診療費を頂いている仕事なのだと位置付けできた力■が★任が生まれ  

て、より仕事がしやすいからです。   

糾  少しでも金銭面が楽になるのがいいと思う。   

間8 匿師事との♯末期の治ホ方針についての十分な話し合いと文暮専の提供に対して、   

診■★が支払われることが好ましいと考える理由   
医師や看護師は専門職であり、患者が相談する時は相手がプロであるという沌識のもとに行っ  

2】     ている。それに対して報酬があるのは当然だと考え圭す。   
医療＋ボランティア的に行うことも否定はしないが、診療の一部としてきちんと話し合いが合  

22  った方が良く、遠慮がなく明胤こした方が後々後悔がないと思うから。   

23  きちんと相談に応じていただければ、支払われるのは当然と思いますrJ   

24  医療機関でもそれだけ時間がかかっているから、やむを絡ない。   

医療機関にも経費がかかることと、相談には患者の立毒削こ立って考えて、共に良き人生を過ご  
25  

すためへの費用（頼扱料）です。   

26  全責任を持って最後まで見届けてもらいたいからじ   

27  医師、看護師等、大人数の医療従事者の意見を知りたい。   

専門の知絶や多くの患者と接した貴重な体験にもとづいての治療方針ですので、当然診療費は  

28     支払うペきだと思いますし、患者としても信頼し、心おだやかに過ごせた感謝の気持ちも含め、  

支払いは当然だと思いますレ   
29  終末期の医療行為として、国に援助があってもいいと思うから。   

30  診療費の金毛掛こもよるが、その時点での十任がお互い明確になるから。   

31  相談することが義務になるので、医者に遠慮しないですむ。   

32  患者にとってそれが有意義なものなら、診療★を払わない理由はないと思う。   

療養型病床削減、理由に収入減あります。現状として行き場のない末期癌患者・家應は大変な  

33     心労を余儀なくされています8最後まで本人、家族が「生命の自立jするには、医療者側へ相  

応の報酬がなければ、安心、安全のセレモニーはないと思います。   

34  重要なことを相鉄するのに対価が支払われるのは当然。   

治る見込みがない状況になった患者自身も、その家族もパニックに陥り、その後の対応など全  

てにおいてどうして良いかわからないと思います。その相談に応じてくださる医師や看護師の  
35  

万が忙しいなか、許を聞いてくださりアド／くイスを下さるのはありがたいことだと思うからで  

す。   

36  相談も診療の一環だと思うからハ   

37  貴重な時間を使って話し合いをするのですから、時給のつもりで支払うべきだと思う。   

医療行為上当然の情報開示であり、顧客である患者とのサービスの提供、ニーズのヒアリング  
38  

は医療行為のうちに含まれるべき。   

39  医師も仕事だからしょうがないと思います。   

40  相談料が支払われることによって、納得いく話し合いがしやすくなると思うから。   

治療方針等、文書で提供することは治療の一環だと思うので、診療費を支払うことは当然では  
41  

ないかと思う。   

患者の今後について説明することや、治療方針について話し合うことも、治療を行う医師に必  
42  

督だと思うし、それも仕事の一部だと思う。   

－51－  

間8 医師等との終末期の治ホ方針についての十分な話し合いと文書零の提供に対して、   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   
診断書でしお金がかかるし、医師ら仕事のつとして費用がかかるのは致し方ないかと思いま  

9l  

す。   

92  なんとなく   

介護保険は生きているみんなが必要なのであったほうが良いと思う。私は自分の体に気をつけ  

93     ていますが、今のところ人の迷惑をかけていません。診療費は支払われて当然。でもあまり高  

かったら国から面倒見てもらうかもしれないと考えています。   

94  費用＝★任と思うから。   

95  人様に迷惑をかけたらお金を払うのは当然。   

96  余命（病態生理的に限界）を自覚したいから。   

97  相談に要する時間に対して、それなりの報酬が支払われるのか当然であると思う．   

98  家族の負担を少しでも減らせるのなら、診療費を少しでも支払ってもらえるのは好ましいです0   

99  大事な医療行為だから。   

100  話し合いも文書提供も診療の一環と考えるから．   

個々に異なった病状に熱心に対応してくださることに対して、相応の診療費を支払うのIま当然  
101  

と考えます。   

文書作成、相談等に費やす時間も当然労働時間にあたると思うし、報酬がなければ内容も親身  
102  になった答えが出てこないのではないでしょうか。   

十分に時をかけて病人のためにしっかり何度も説明相談していただくのだから、支払するのは  
103  

当たり前。   

この話し合いに医療職閑の方々が真剣に向かい合っていただけることを強く希望します。その  

104     ためにも医療職間がこの話し合いに割かれる時間、エネルギーに対し相当の相談料を支払われ  

ることは当然のことと患う。   

105  診断書の一部と考えられるので、診療費として支払うのは当然。   

106  診療の一部と考えられるから。   

107  治療費用の一部として。   

話し合いも大事な診療だと思います。大切な時間を使ってきちんと話しをするために費用はか  
108  

かると思う。患者も自分の意志を言うことができる。ただし年収の少ない人は？   

家族の負担を減らしたいので、ぜひ公的医療保険より支払うようにしていただきたい。年齢を  
109  

限定しないで欲しい。   

1IO  文書という書類を必要とするから。   

相談料を支払うのは仕方がないと思う。治療♯のw部と思う。   

112  医療行為の一環として当然。   

診療費（相談料）がどれだけの金額になるかわからないが、公的医療保険での補助があれば個  
】13  

人負担が軽減されるため。   

問8 医師礪との終末期の治♯方抑こついての十分な話し合いと文書専の提供に対して、   

鯵■貴が支払われることが好ましいと考える理由   
65  1人でも多くの人が医療に関心を持つようになるから…．】   

6（i  こちらが負担しないですむから。   

67  無料でと言うわけにはいかないから。   

68  ないがしろにされないと思うから。   

6g  働いたことの、働いていただいた結果のものと患います。   

70  時間を使って親身に説明、話し合い等をしてもらったことに対しての診媛費は当然と思われる。   

71  文書を作成する費用。医師等に文書内容に記された制限を捜すから。   

72  あまりにし高額は困るが、ある程度貞則な取り組みを期待するので．   

終末期という動、ときを冷訊こ考えるのには相当エネルギーを使わなりればならないから、そ  
7：l  

の謝礼。   

74  それが♯摘の一都であれば、当然のことと思います。   

75  支払われれば、医療者もナ任を持ってくれるから。   

無料での相談は時間む掛けての話し合いをもちにくいのでは。また、医師や看護師の精神的等  
76  

の負担は多大なものだと思うので、そのことに対等な相談料が発生するのは当然だと考える。   

77  時間をきにすることなく、十分な相紋が気兼ねなくできる。   

相談料がいくらかかるのかわからないので何ともいえないが、医療機関にとって「利益になら  

78     ない」相扶より、実際lこ料金が支払われた方が相銀に対する受け入れ体制がしっかりすると恩  

うから。   

79  患者自身のための話し合いなので、受ける者負相でやるのが妥当だと思います。   

80  当人が特別なことをしてもらったわけだから。   

相談する時間をひとりじめするのだから、他の患者さんを持たせることになり、この時間は診  

81     断と同じだと思う。   
患者、並びにその家族と許し合い合意を得るということは、医療従事者にとって大変精神的負  

82  担が大きいと思う。その苦労に報いるのは当然と思っています。   

83  相談したのだから支払は当然だと思う…が所得の低い人には大変かもしれない。   

私の両親を二人入院させた時にいろいろと相続したので、それなりの料金は支払いたいと思っ  
84  

たからです。   

85  医療職閑に対して時間と労力をかけるたれ   

医療従事者が女王な時間を井やす場合は、金銭的な報酬を支払うのは当然のことと思う。そし  
86  て受け取る側はそれに対応した十分な時間（患者や家族が望む話し合い）を持つペきだと思う。   

87  必要である。   

88  話し合いも相談料も本人にとっては治療と同【と考えられる。   

社会人として当たり前だと思うから。相談料が無料になるのはうれしいが、支払える間はでき  
89  

るだけのことはしたいです。   

90  相談も医療の内に含まれると考えるから。   

－54・   ．5】－  



間8 医師事との終末期の治■方暮‖二ついての＋分な結し合いと文書等の提供に対して・   

診■♯が支払われることが好ましいと考える理由   
直接的医舶ー為でなくて一腰療関係者√一時間を拘束することや、将来山方針決定の打と考え  

137  Jtlf語J附）支払い11手ナ用軋 ただし，だらだらと毎「＝ハ上うにわ・‾）なら支払は好ましくない   

に頼  医碩わ為の▲環であるから，でt，そんなに多くの金せ払うほどではないとノ【吾、う。   

惣首の病状の説軋医療1二の対処法ノナ法に／）いて話し合ったり、その結果をまとめて愚者およ  

】3リ  び家族に酬姓することI日射痩（医痍）の 郡として考えれるから。   

なぜ支払が登サ三されるのか理Ftけ車か（」ない。あくまでも旗択舷の1一〕であるのにそれがなぜ  
140  

有料となるのか‘′   
‖1  拍礫万針に関わろ話し合いであれ、企観相けしても治槻費を支払うことは、！i然と剛、ますし   

無料というのが愚者にと′．て番いいと一瞥うが、具体的な説明や文書にすることは時間もかか  

112  ると聞いま十ので、支払われて当然だと思し、ますり金額は多層だと困りますが。   

14：l  併＝横磯閥も，化撃としての義軌感を待った方が、貪件卓、は′）きりすると思われるから。   

説明にかける時間・人員を病院側かきちんと確保するようになると思うから。混む病院では診  

舞さえ5～）相席で終わ′〕てしまうことが多いのに、無報酬となればきらんとした説明を受けら  

トH  れるかどうかわからない。ただし般にあまり周知されていないので愚者の当然の権利である  

ニとをきらんと知らしめて欲しい。   

医療の信頼を取り戻すためにら、正しい丈さを残すことは将来の医碩の進¢に人きく貢献する。  
115  

丈育の作成には労力と日数が必曹であり相談料は必乳   
146  話し合いの時間・労力など使用させてもらっているから。   

147  終よ期の話し合いも治療の▲貫であると′呪うから。   

和談（詣」合い）にかかる呵牒に対する報酬i、1然のこと∩治療と同じ扱いで良いい相談料な  

＝は     Lにすると真剣に話し合いに臨んでもらえない気がするし、医師・看護師にも専門知識を教え  

て電、らうためにIi、ただ働きでI机、けないと思．うり   

149  医横行為の ノ剖；である⊃   

重大な内容を相一に伝える場合、裔任を持って方向性、具体作をしっかり伝えるための準備を  
150  

要するから。   

現在も電岩利こて病院などに相談すると保険点数として加替されているので、同じく加許して卓J  

15l  良しけ）でけないでし上っか（牒圧ことだと惜．／〕ていました）   

152  F‘り）の負粋が鞍減されるのて‘ 

】5こ！  いろいろ相談にの′）てi，「Jえると増．うからっ   

医療従事者の爵誼な時間を費やすのだから当然支払うべきとⅧ巨L   

話し合いに托そオt細則）スキルを持′ノた人が、それ相当の時間を使うのだから費用が発≠する  
l：〉5  

の1主当然‾P、それに対する支払い当然て丁われるべき。   

相談料という形で報酬があ′jた万が、姐療機関側も辛が抜け／亡いという意識が働くと思うから．）  

15G     病気を知らされた人の立ち削こなり、その人のためにどうしてあげるのが満足できるのか、緒  

に考えるということ【i想像以上に大変だと思われるから 

・＃札的／亡兄地から、医療従事者にと／〕て正、当な医療にあたる報酬であるからて   

間8 医師専との終末期の治療方象Hこついての十分な話t   

診憬貴が支払われることが好ましいと考える理由   
終末期執着と医牒冊圧≠凋で卜′かな話L合いをうて∴「と  

」‖     がかかる∴とに反叶ごあろが、そ／りノが双ん〈二と′ノ∴L  

あれば琶わ贅である 
そJ）．話し合し、、丈詩作成に11憫僻・時間かかかる重要／亡†  

1t5  

ヰ．ゾ）だから   

皿  和裁料をもら・1ことからプt－とLて（／）∩寛が必要と考え   

唐息や肴講師等にと／）てI川二撃の 環′上げ〕P． 

卜分／〔話しノ合い等して補習できたなら、していただしイニ  
11十  

るノ）は1黙だと′lきさ、う   

11り  家族にかかる終済的負押を押隠ノ   

加萌が取れない業務に関してLリかりや／ノてもらえると  
120  

いと聞い吏す。   

10隼前に夫をガンで亡くした時に受けた説l帖i滴りi崩  

12l     は本人にして阜）家族にしてもとて¢，大l才」なことで1‖ 諮  

得のできう言差し合いができるのなら、是非そうlノたいと   

122  医樵の環なのだから公的医療保険から支払オ）れるのl！   

12こl  粗身の相談を期服するから   

1Z／l  医療機関が薙剣に取り組むと．甲、うか〔ノl   

125  報酬が瑞生するのであれば医療行為と同様に保険が通用   

126  lEづな医療わ為の つだと思うかrJ   

医師や吾講師り）ノ万力に対Lて支払1ノれるのlま1然だと。■．1チ 

】27   から 部負担ほやむを得ないことだと恩ニ）   

12H  業績の ／Jとして意乱してヰ）〔．ウルが良い   

129  何でしわ金がいるからし   

l：iO  診療と†■司じ上√lに時間h必要です〝）で   

131  診廃村け、当然かかるのですか仁J女払1■ろのIt、う然で▼j   

↑現在その上うな制度になノ）ているなら′貰l仁＼れるとい  

132     城脅を支払うことで上り積極的にⅨ師・香推師宣周冊で  

るかヰLれないと考え王す1   

相談をするということ【t、医碩増作】にと／jて∴」ネルキ  

133     猫舌が負担すべき作格である相談料を、公の機関か支払   

L3ごl  詳し′．合い、丈斉提供に報酬が支払われるべきてぁる   

135  必・許な行為に必要な狩川が支払書けtるから   

】3（i  保険が効くのでかまわない 

し合いと文暮響の提供に対して、  

tlたり前J〕二とで払り、木ヰ，Ⅰ骨相  

rノ詳し－いI分／亡占．弓L合いを持rちのて  

上街であり、そ山科金力－1然惜‘i．1る  

ニとに射し／r内ほた料を支払う‾とに／了  

に購えない直で、費用甘い几イーんが良  

Pし＿たn†1ナな訂し合いが持てる▼と  

塘費が支払ナ）れることに上り  

されろべきたと望1からハ  

う（他者卓）丈露等ゾ）脛供を／代机るのだ  

）∴とと「【‘け）がj t」考えr一畳含、診  

きろ、文書い手馴！Lを来れる∴しが亡き  

を要するこ上てリhるげ）で、本来な「）－う  

／）てくれるJし、1爪ほありが／′し、と思  

間8 医師等との終末期の治療方針についての十分な指し合いと文書等の提供に対して、   

診療tが支払われることが好ましいと考える理由   

医師や宥話術ヰ）決められた範囲で行動Lています。患者との会話卓，相Fが納得するように話を  

ほ5     すればそれなりの時間を費やします∩ また会話も医療行為の環と考えていますのでそれに対  

する支払いt，1然だと思い圭す、．   

】RG  医療機関への／〕の報酬と思うから。ただし文書などの賃と報酬のレベルは考慮軋   

187  専門的な相談だから。   

1日8  家族などに金の負担が少なくなるからr   

189  医療の部と考えている。   

終来期の治療カ■針についての文苔などは医師や着発師さんとの連絡で続くのですから凝頓だと  
190  

配し、ます。相談料は当然だと思います 

時間をかけて責任を持って話し合いに参加して欲しいと思うそのた〆）には相談料が支払われ  
】91  

ても良いのではないかと思ご）。   

l‡）2  言を断畜などと同様の畜類だと思うからく，相談や書掛乍成の時間給として必要たと県うから。   

193  業務と責任と考えるとこの方法しかないかなあと思うので。   

医師、看護師の多忙の叫に掛ナる相談であるが故に愚者あるいは家族との話し合いには相当な  
194  

時間が必要と思う   
195  【束療者側に時間的な負担をかけるのですから相応する診療費が支払われるのは当然だと思うt．   

196  プロとしての相談なので報酬ま当然あるべき。   

197  相談を丈杏に残すことほとても良いことだと思うから。   

医者の化事は大変だからそれぐらいあっても良いと思う。そんな間願より政治家の無駄遣いを  
【98  

何とかするべきだと思うく〉   
lg9  相談にけ時間がかかります、また丈苔作成にも人件費がかかりますから。   

説明、話し合い勘こ時間を要する．ニれ行治療の部であると思います。ニれを自費ですると  

2【）0     なると相談できないノノが増すのではないかと。そのようなことにな／〕て直、けないので公的保  

険で支払うペき。   

本心で托す／くてがお金という事附こなるようで好まLくはないのですが、医師がそのことで時  
201  

間を取るし診療費なしでは親身になって相談に乗らないのでは…との懸念があるため。   

医師や看護師さんが相談料を支払うことに上って良いアドバイスがもらえる。支払わないと流  

202  れ作業的に終わ′つてしまうのでほないかなと思います∪   

ZO3  手間がかかるか仁ノ（J   

20‘l  お礼として。   

時間を費やしているので支払われるペきであると思う（忙しいのに時間を費やしてくれている  
205  

から）   

そうした話し飢、、丈萌の作成は時間もかかるし負担しかかる。診療費が支払われるのは当然  

206     と．聖う‖ そのことでこうLた相応ほ十分に慎重に患者に理解できる什り「が丁／〕て欲しい。カウ  

ンセリング同様技術を磨いて欲しい   

間8 医師等との終末期の治療方針についての十分な結し合いと文暮等の撞供に対して、   

診療費が支払われることが好ましいと考える理由   
】58  支払いがある以l二薫任を感じらjtる 

相談料、文酎tはl当然診頼賛の 部とし支払て－／くきと考えます．医婿槻閥車ノ仲互の時間と徴用  

159  がかか／）ているからt 

160  終よ期の治硬は、当然医療子丁為と考えしhるので報酬が支払われるのほFl然だと県う 

161  医標わ為の環であると思う   

相談料が払えない人l，いると思うまたいくら治らないからといってもそれ後の話L合いに上  

162     り家族を含め本人の気締らが遁うと思う．，また支払＝1ないことで慄機構ノ誓が起二ると・軋う  

そもそヰ」支払われないのだ／）たら線研から導入すべきでない． 

163  診療として医轢従事者が受再1仁めて欲しいから 

‖分宣と′Jて人切なテーマを資托ある医療者に（申立、日掛〃ん）「＝恒け配 －（栢望）を■和談で  

1〔）4      きありがたいです小お掛、するのです小ら当然け）二とと．幣／】ています（1「L咽りの制限け少ない  

＝司憎か2000トl】は安くて申L訳ない）   

1（i5  医師、看護師は患者のために時間を使っているか－－J‖   

16f】  時間報酬烏当たり舶です．   

1t17  終末期、死をトiの前にしてお金のことを考えたくない。医軌二格差を付りて欲しくなし、し   

書小I  相談に時間などもかかるたれ 文書作成も人変だと′やヲ，う   

】69  保険から支払われるとなればおr】二いにゆっくり話し合えるから。   

170  医蝶わ為の・部と考えるから。   

171  金紘を支払うことによりよりきらんとLた対応をしてt，い、たいから 

172  多数の人に筆数をかけているかLIJ；支払いするのが】‘与然です 

17：l  治療の環だから支払うJ）iナサたり師   

174  相互援助（助け合い）   

金額にモ）よりますが百分が納肝Pきミ瀾明にli時間が必要かと．早lい左す，そ〝）ためにri無裾主  
175  

いけません。   

17（；  当然総菜頂払うぺき。   

177  少」でヰ，診療費げ）負担を家族に負わとたくないため【   

17日  それ何にの相談と丈畜の剰接があれば支払われてi、情オ）ないと県います。仕事で十カ＝－）。   

17g  費用が鞄ノとするのは当然だ   

1日O  当然のことで増拍】など必蓉ないと思います 

什軒こlよ！当然相酬があるヰ）のです。ましてこ〝）ような噴し、愚昧のあることが禦料でし こ1〉〔）え  
1Rl  

るとは思えませんレ   
182  相談した場合の報酬としてづ然だと。I．！ヲ，う   

183  今現在介確保険料などの税金を支払／）ているので 

lH4  診療費の偽印がPきない左てり∴．舌L合いができるLうi二し てあげたし、たy〕  

一5S一   



間8 医師讐との終末期の治■方針lこついての十分な精し合いと文暮専の提供に対して、   

鯵■義が支払われることが好ましいとキえる理由   

207   何回も繰り返し相談した結果の文章、意思が変化した時などの放りやめなど時間をかけた柏餅  

ならそれだけの報酬は支払うべきだと思う。   

208  相談に応じることや臨終に関することは医師の本分に当たると思う。当然支払われるペき。   

209  健康診断などをした場合の診断書の代金と同じなのではないかと考えるので。   

210  医療行為の範囲内と考える。   

2‖  内容がその支払いに対価価値があればいいと思う。バラツキほダメ！   

212   
よりよい治療方針を相談するのが好ましいと思し、ます。時間がかかると思いますので支払いは  

当然です。   

213   
自分の考え方や治療方針の方法、♯厳死などについて話し合いができるのであれば、診療★が  

支払われることと患者も一郎負揮も妥当と思うが相談料があまり削、設定にしないで欲しい。   

214  適切な診断とし患者、医師双方の了知した内容があることを期待する。   

215  患者の経済の負担が少しでも軽くなればと思うから・・・。   

216  作成するために費用がかかるから。   

217  診療費の支払いが助かります。   

218  そのような行為は当然だと患っていたから。   

219  ★任とプライドを持って援して頂きたいためです。また患者として当然のマナーだと考えます。   

220   病院の経♯資金不足と言われている中、親身になって治療方法などの給し合いが行われること  

は病院㈹の時間と手数がかなり負担になると思われる。よって患者の負担も当然と思われる。   

221   診療としての話し合いは大切であると思うので、それに対応した相談料としての支出は当然だ  

と考える。   

222  医療佃‖こ相当の対価を支払うことは蚤当と考える。   

223  そのために教育を受けてきた専門家でありⅦ番いい道を作ってくれると思うので。   

224  生きている間は患者であるから相談すれば一部負担金を支払うのは当然だと思う。   

225  時間を使って諮をするのだから。   

226   
医療者のボランティア的精神に任せて医療機関によって差があってはいけないからきちんと仕  
事の【環として定め、十分な時間を費やして欲しい。   

227  今後医療機関の発展のため協力します。   

228   相談も医療行為のlつだと思うから。特に終末期の場合は十分な時間をかけてじつくり話し合  

いたいと思うので。   

229  意思の専門的な説明、解明などに経♯として支払われることは当然と考える。   

医療機関が話し合い、文書などの提供を行うことに対価が発生することほ通常の考えだと思い  

230     ます。その時患者が支払うことは可能だとも思いますが、公的医療から支払うことの方がなせ  

好ましいと考えます。   

2：ll  医師側も診療費をもらった方が真剣に取りj阻める。   

232   話し合う時間は仕事中とはいってもその時間を作るために他の仕事を調整して（嫌業したりし  

て）いると思われるから。   

間8 臣節事との♯末期の治■方一日こついての十分な精し合いと文書事の提供に対して、   

鯵■ナが支払われることが好ましいと考える理由   

233   現在は高齢者時代と言われ医礫充実のために医療スタッフ確保のために支払われることはやむ  
を得ないと思います。   

234   
プロからの適切なアド′くイスに対してそれに見合った報酬は支払われるペきだと思います。弁  

護土も相続料をむらい受けるのと同じかと思います。   

235  医療行為の範囲内で両方に★任感を持たせるため。   

236   そこまでが治療だと思うので相談料を払うのは妥当である。高額なら支払うのはどうかと思う  
が…。   

237  支払われることによって医師側は丁寧な対応をしてくれそうだから。   

238  治る希望のある患者よりも気遣いや精神的負担がありそうなので。   

23！）  医療の一環とみて相談料は支払われるのが妥当と思う¢   

240  診療♯を支払ったことのお互いの★任を果たすため。   

241  総合治療の一環であると考えられる。   

242  終末期医療に貢献すると思います。   

243   タグ（無料）というわけにはいかないだろう。仕事なのだから仕方がない。金額が間崩。安い  

にこしたことないが。   

244   軽い病気ならともかく、重病の場合は、患者自身の負担も相当な儒が必賓と予想されるので、  

相談料がいくらか支払われることは好ましいことである－   

医療を受ける患者やその家族にとって心理的、社会的支援を診療費の中でみることは本来の医  

245     療にもともと含まれているものと考えるから。生物学的、医学的な診断・治療だけでは、治る  

見込みのない患者、終末期を迎える患者とその家族については何の助けにもならないから。   

きちんと報酬が支払われることで、いくら治らなくても自分の最期に★任を持って対処しても  

246     らえるから。十分な話し合い等には医師にとっても仕事として鱒間を多く費やすからそれに見  

合った報酬はもらえないといけない。   

247  自分ではどうしようもないので、相談が必要と思います。家族の為にも・・・。   

248  診療相談も医療費の一郭である。医師・看護師にも真剣に考えてもらいたいから。   

24g   ★任を持って話し合い、治療を受けられる為には、相鋏料を支払うべきであると思います。十  

分納得のいく話し合いであれば当然支払っていかなければならないと患います．   

250   
時間をかけて話し合いをし、文書等を作成して頂くのに、時間と労力が必要です。それに対す  

る診療費は支払いたい。   

251  治嫁の一都と考えています。   

252  医療順の仕事だから、説明に時間かかるし、仕訊こ対する（報酬？）請求は当然だと思う。   

カウンセリングであり、仕事の一環である以上報酬は支払われるべき。報酬がないと、相談を  

25こl     する医師の方がぞんざいになる可能性もあるから。無料で行うのは多忙な医師の更なる負担に  

なってしまう（   

254  病気によっては費用がかかると思いますので、必要だと思います。   

255  ボランティアではできることではないと思います。   

問8 医師零との終末期の治ホ方抑こついての＋分な臆し合いと文書蠣の提供に対して、   

書■tが支払われることが好手しいと考える理由   

重い病気には皆めったにかからないとほ思うが、かかる可能性は附こでもあるので、支払われ  

256     る金はもらい、安心したい（重い病気は費用が高いので、出費が多くなるので）。経でもまい  

病気になりたくてなるのではないから。   

257  医療関係者の鵬であり、充実した保障された内容を受ける為にも当然です。   

患者が診斬書を求める時、経費を負担する。患者が病状の変化等を医師等と話し合い、その後  

258     にその内容等を取りまとめ、文書等の提供を受ける場一合は、経費を負担するのはやむを得ない  

と思う。但し、文書等の提供を受けない話し合いの場合は、経書の負担を求めるべきではない。   

259  請求される金額を払えるか不安。また、家族の負担を考えるとお磨いしたい。   

260  受け取ることによって★任を任せられる。   

261  仕事としてキチンとした対応なり、システムを作って欲しいから。   

262  文章に残すことは時間と労力を要するから対価を得るのは当然だと思う。   

263  医療行為の一∫として当然医療書は発生すると考える。   

264  その時間を診療に当てられるので、経費とみなしても良いのでは？   

265  それも医療従事者の仕事の一つであり、それに対しての報酬は当然であるべき。   

医覇削こ携わる方々に受ける側が赤ひげ先生的なことばかりを望むのは良くないと思います。衣  

266     料は高度な専門披です．死を安らかに迎えさせる為の相談に対しては支払われるのが好ましい  

と思います。   

267  診療の一部であると考える。   

268   治療方針について話し合い、更に文書等の提供を希望するということは、診察内容というか、  
意志や看護師達の内容に入るから、治療書の一郭に入るように思えます。   

269  有料の方がより★任感のある具体的な相鉄ができると思われるから。   

270   相掛こ対して、時間を取られる。相談料を支払うことによってきちんと医療者側にも統一した  
★任、義精、配慮を望むから。   

27l  相談も治療の一つだから当然だと恩う。   

現在の医療機関は、人手不足等で、無償で話し合いや相紋をするのは困難と思われる。また、  

272     医療関係者により、内容にも大きな違いがありそうなので、医療機関側に報酬があることによ  

り患者自身が納得できる話し合い等ができるのであれぼ相談料が発生しても仕方ないと思う。   

273  医師や看護師事に★任を感じてないから。   

274  自己負担の金額を萌えられる。   

275   

・先生から記載していただくから。  

・真剣に病気に取組んでいただけることと信じられるから。   

271S  治療方針の相談も治療の…環と考えられるから。   

277  支払われないとちゃんと話し合いをしてくれないと思う。   

278  相談も診療の一部として考えられるので．   

279  診療♯は医師に対する正当な報酬だと考えますむ   

280  生活が苦しい。   

間8 匿摩事との♯末期の漁♯万一‖＝ついての十分な結し合いと文霊讐の撞供に対して、   

鯵■貴が支払われることが好ましいと考える理由   

281   専門家（医師・看護郎）より十任を持った納得いく回答に受けることに対して、当然それなり  

の診療費の支払いは好ましいと思う。   

282  話し合い、文書等の提供で仕事金を支払うのは当然です。   

283  今はよくわかりませんが、何となく必要と感じる。   

284  治療力針を検討し、患者に示すことも医師の業務の一・つではないかと思われる。   

285   臼分のことで一生懸命にして頂いた方には、その費用は支払うペきです。きっと死を前にして  

医者は最善を尽くすと思われるので（と信じて）。   

286   終末期はその人の最期の生きざまで、もっとも大切な時であり、それを処方される医療関係も  

真剣そのものですので、相談料の支払いは当然と思います。   

287  労力が発生しているので、当然と思います。   

2程8  診療費を支払った方が医師も時間を取りやすく親身になって話を聞いてくれそうだから。   

289  医療側も患者側も話し合いを行うことが当たり前のこととして実施されるようになる。   

290  終わりが見えてるとはいえ、動こ関わってくることなので、仕方ないと思います。   

医師と看護師、医療従事者が、患者との間で、十分な話し合いと文事等の提供を行った為、次  

291     官と労力、病院内の業務効率上、負担になっている為、診療費の（採算上は）支払いは必要だ  

ろうと思います。   

292  医稼機関と患者双方にそれぞれ★任を感じることができる。   

293  見込みがないからと見捨てていいとは思えないから。   

294   自身の為の支援であり、一部負担は当然と考える（現行保険制度の一都負担と同じ…と考えて  

いる）。   

295   
支払うのは当然だと思う。文書笥の提供をお願いしたのだから仁相談料として一都支払うのは  

当然だと思う。   

296  話し合いをすることも大切な診療だから。   

297  時間と労力がかかると思われるので。   

298   ♯用を気にせず十分な相談を受けることができると知っていると、少しでも安心し、気持ちの  

負担も少なくなる。何度でも納得のいくまで利用することができるこ   

299   親身になって考えて頂き、より良い方法が発見できることはありがたいことで、それに対する  

診療凱王当然だと思います。   

最近横家族化が進み、夫婦二人の生活が増えている。頻れるのは治療してくれる医師や看講師  

300  だけとなると、その方達との“絆Hを侶頼関係をペストのものにしていきたいと思う。その為  

には、潤滑油としての診療費は必要だと思う。子供がいても、迷惑をかけず生をまっとうし  

たいと考えるのは親の切ない願望だと思う。   

301   医師や看護師、医揆従事者も相談を受ければそれなりに時間を費やして資料を探したりするで  

しょうから、それなりの相談料は支払うべきだと剛、ます‘   

302  自分は低い年金なので家族に負担をかけたくない。   

303  労働時間内の報酬と果うから。  

丁ヾ  ▼l  



間8 医師等との終末期の治■方針についての十分な宿し合いと文雷零の礫供に対して、   

鯵ホ責が支払われることが好ましいと考える理由   
患者本人も大変だけど、医療従事者凄も働し、てもらわないといけないのだから支払いは当然だ  

335  

と開います∪   
3：！6  臼分い、つ電い㈲こなるかわからない為、家族に負担をかけたくない、〉   

：i37  り分が納得できる説明を受けられるのであれば、支払いに値すると思う。   

割負担くらいならそんなに金額も高くないと取うし、卜分な相談・話し合いができれば良い  
コニほ  

と．苧了、うr   

3：拍  相談自体が医療〔】体と考えろ為、診療費は支払われるのが当軋   

340  愚者に対しての医療の 部だと思うので、診療費が支払われるのは当たり前のことである）   

3d】  診療費を支払うのは義務だと一捏うか木   

342   医療機関の担当者に多忙の中、時間を割いて専門的知識から患者の立場にたって相談してヰ，ら  

′Jた∴とに対して、当然ではないかと．轡．います。   

343  専門れ立場からの試であり、それは、1然費用がかかるから⊂   

344  商い保険料を・支払っているのだから、1■弓たり前のことだと一幣う。   

診断り）場合け、問診と同じだと思いますい 患者が紳聞いく話を聞ければ、医師を信頼Lて病気  

巨i・15      に対しての不安感が薄れるように一敷いますひ   

：14バ  

医師と人事な言古、納得できるまで説明Lていただくのに時間を作ってもらうので、診療骨を支  

払小瑚は当たり前だと思います。   

347  医瞭機関にも負担をかける。支払われた方がより相談にのってむらえそう）   

般の診療に比べ、文書のLpl答の方が、医師こ負担がかかると思いますし、患者b文書け）内容  
こl・18  

を大切に考えられると思います．   

が支払われることは、終よ期医療にかかわる医療従事者の斉ftある什事として当然であ  349  医師・看護師のわ々M寺間を作り、什奉で話し合っていることだからn    診積数  
ると凪います（   

田  治る見込みがないのに家族に角栂をかりる「その上にまた費用がかかるのけ辛いですい   
352  無料サービス」ではなく、♯用負担Ⅰ士必要で阜〉納得できる話し合いをしたいから。   

353  什事の対価として、当然だから（、   

35∫l  医頗一書幾関にとって¢）メリットと／ごり 十・分なケアを受けられることになるから 

355  診療費が支払われることに⊥って、倍几できると程、うから   

356  診療の部とし．て十分な詣L合いと文鵡等の提供を受けたいから 

157  診燐費により、より内容キ充実し十≠，ノ）にできろ乳  

観1荘料を文払ノノニとP、（しrJ良い【与棟行為が電車ぺす’くなるので、高齢化小進11リ1本で1t⊥さ√〆J  
持直  

円  
「て∴q   

い狛）  

脱肛中計t愈古に藩建一jる説坤1がP；り二J）ならそれに！lニー当な代価が払われろノてきだと〔丁∫∴   【‾ 
E   

問8 医師零との終末期の治療方針についての十分な拝し合いと文書零の捷供に対して、   

鯵■貴が支払われることが好ましいと考える理由   
304  本人の希望通りの．昏ぶを汲めてヰ，らった感謝〝〕印としていいと隼！うい   

今後のこのょうなことを国全体とLて進めていく為に、こげ）上ニ）な行為を医療機関げ）打点に柿  
305  

るのではなく業務の一部とする為、化動こ対して報酬が支払われぅの；ま、lう然だノ′ゝl：ノ   

301ミ  相鉄書）診擢の・部と考えられるか11L－   

307  患者と医者、当然だと．甲、う 

3（）H  最良の方法での治塘を・應択できろ為には、診機動ま、当然だと．担いtう 

309  精神的にも金銭的にモノ大変な峠だと甲、て｝ので、負押してくれたら，助かると。≒†ト   

考えて、坂入な決定を正しくやれない場合ヰ」あるのでは、と、心配すろ 

リ    、  
310   

31l  医横様事者に対する当然の報酬たと思J一から 

312  患者電J部負担するリノも当然だと思うかヰ   

保険から机るのであれば、そんなに高くはないだろうL、何⊥りレ粧瓢ボレぐれパ）で∴土ない  
3】コ  

でしょうか 
31ノl  費用なしで柵談が子iわオ1ることは考えられない   

3】5  のらに伐る家秩に少しでも負押を堆くしたい   

：11（）  専門家のお話は床橋と同じと考えるから 

317  診横軸酬、仕事としてゝ当然のことと．軋㍉   

318  手をわずらわせるので、、当然と′望、・1   

319  治療方針に・′ついて1分な話し合いが必要だと⊥リ、うから 

320  和利こ気兼わなく話ができるく 例えば時間を気にせず等 

：122  隼企′ト活動こと／）て人糞ありがたし 

：！24  少しは自分で払′）てt，いいと一県う（別 f）   

325  適9Jな相談に対L、報酬けある′∴き   

．            、     √  32l  病中この変化に伴う【東棟ヒの処置法の確、二仁と＃托をと／〕てヰ」らう為。治憺JJ環とする、㌢  
32G  診療の つと考える 

327  一′r】としての唐乱キ持′）て鉄い、   

328  対等でありたし   、  323  間2で答えた事相を心ゴ；きなく詳細に詞L合いたいので、相談料を負担して¢，良い              √、          329  医療のサービスが卜分に守丁うこそ：ができるとヤヲ、う√、親身∴／ご／ノニ速答〃座∴てくて  ：l二】0  ［タご嬉子†為♂つ ノ）であると里うか「ノ   
33l  醐咽掛。桝る…′朗、い∫i必酎ノとL・－け∵て  ‾‾1   

3コ2  医者に上土一王族ー占」様鋪碓まで見ていて欲しし、1、L  ーーーー 
3：！1  部負押を1沌∵ ∴とによ′ノ‾こむ■心し∵用談ニーき1L   

通乱 文霹等山楔供ii診僚祈曳1外J〕モ，〝′て．ケノー したカ∴．て帖萩勘1して事前に取り戸い′）：jニ  
：13′l  

く必要があな   

－61－  

問10 医師事との終末期の治■方針についての十分な話し合いと文雷等の提供に対して   

診療欄が支払われることが好ましくないと考える理由   
保険料に含まれているのてはないか「   

2  あらゆる診療費が高すぎる。   

相談はお金の支払いの右■無て行われるむのではないと思うので、相Ti二の心と心の通い合いがあ  

挙3     ′〕て行われるものと希望したいか〔J 

4  相談料まで支払いすることほないと思うからです。   

医療従二番者が相談を受け、患者や家族に安心を与えるの㍑当然と考える∩ 匪標費の守牒に繋が  

！5 円      る相談料は認めたくない，   
ホ  商い治療費t．払うのに相談料ヰ払うなんて、2東独りのような気がする 

汁‡療の 環と考える。   

病気や怪我で入院した際に，説明を受けるのは当然だと県う。いく〔J後期高齢者終末期相談だ  

ヽ     としてぃ司じだと思う 何で卓．診療録がかかるのけおかしいと一階う「 
説鱒】を受けたり、話L合うことはあたり前のことであるし、それと文苔に現したことについて  

ド     支援料が支払われるという∴とは、どのように表現してよいかわからないが、感覚的に不可思  

請としか思．え／山、．J   

10  支払い能力がない1   

あくまでも相談であって、診療では／亡いし、自分の身体が話し合いの通りに変化するとは限ら  

ないか〔）。   

医者が恩苗に病状等を伝えるのii当然のことで義務であり、特別なことでほないノ それに対し  
12  

ての支払い【i不当であるっ   

l13  患者と医療従事者が色々と話L舎・√）のけ当然のことだからです。   

文さの提供を受け、相談料として負担金をとられるのは少しおかしい気がします。相談のみは  

無料で良いと凧う。文書の提供ほ今でも有料なので仕方ないが、もう少し安くても良いのでは？   

全て〟）治療にi＝；いて、患者が熱望しない治療ほするべきではない√．医師はみ針を患者とするの  

1∴     ‘土あたり鯨】終末期の相談だけ相談料が支払われるのはおかしい〔日本の医師は患者の希望を  

聞か府すぎ。   

16  医療機関が患者の相談に応l∴ 話L合うのは当然だと思う。   

医師と患者の間の相談や話し合いに対してお金が支払われることは、お互いイ言相関係等の上不  

】7     倭と思われる。かつ必要以1二の医療保倹命の支I冊く必要となり、医療今般に影響を与えると思  

われるr 

18  診療行為の 一部だと思うから（J   

19  桁穣の 都として、相抜粋を改めて支払いたくないり   

20  患者の角担が多くなると、医者としては相疏されてあたり前だと思う。   

病気で入院しr退院する時、治療費の明細さを見たとき、これは何にかかった費用？と思われ  
l  

る才；企がついているい これ以ト負担できない．   

22  治轢＝相談だと一撃ノう（柵談なLで【主指頼子Jできないと．【書う）   

し合いと文雷等の提供に対し  
鯵■♯が支払われることが好ましいと考える理由   

3（ミ？  色々／i専門家のん■々の意見等を聞く為に（土、言を察費が支払才   

363  納得した説明をしてくれれば良いと配・）   

36′】   

付利こついてヰ、時間対費用という≠Jのがあると呪うタグ  

あれば、どこかにそのしわ‘＃せがi†くと配う。   

3（i5  時間を割く以ト、青桐が発生㌻るノ）は、与然だと思う   

366  手間卓〕ヒマヰJかかることに対Lて支払いが発牛するのり、1舞   

こl（i7  治棟・診療と同様たと，配うのでり   

36H  治る見込みが力いとして電，終末期をど〃）ように過ごすげ）かポ   

：i（；9  医師の＝二寧であるか仁） 

370  何事iこゴjいて行無料ということ】ヱ、削［が薄かると思う   

371  当然のことだと一瞥うから。   

37：三  良くも繁くt，‘▲必普（fニとだかL’）’－ で往ないかと肥・■ノ   

37ニ！  相当な時間を臆するから。   

374  支払われることけ 当り前です 

375  明確に拾綬方針等納得するまで聞くのヰ）医礫のq】の診標にf   

：！7〔】  診療してく，ら′〕たら払うのが当然だと凪います 

医療機関にとって柏餅や文書作成に時間を費やす＝他の㊥j  

377  
るので、相鉄料をヰ、らえないと時間をかけてモノ「ノえなくなぞ  

イ‾7でほなく、経常していかなりればいけません1過人な芋  

れなりの金額でしたら、妥uけ〔ヰjげ）だと思います   

現在の医焼けフィーーがないと個脚車）サ一－ビスとなり羞が拡ノ  
378  

業務として規定して廠低捕仮して必要を考えるから   
379  細故にかかる時間を拘束■ナるのだかrノ支払うの【王、1弓然㌣仁   

380  相談料ほただ慣サービスでけない（J   

二i豆1  診襟昭部だと考えられる為、山∃然ノ）医塘千丁為と且巨   

3日2  相談料が支払われることで安心し∵て話し合いに望めるか－1．   

）11んリーカニいいと惜  

↑いが子Jわれる上う／こことか  

然である±考えろ為  

指針になろとノ阜ヲうか1、ノ  

苗〝）古今糠かでき′亡いといニ■  

病院ヰ，71ニシン了  るかヰ，Lれません  

ノ十金を取〔）れるノ〕は園りま‾‡1；  

て，．拝積トtヤーヒスP万一らが、  

一66－   －65－  



印10 医師零との終末期の治■方針についての十分な指し合いと文●讐の攫供に対して   

診♯禦が支払われることが好ましくないと舞える理由   
本人の終末期を決めるのは本人であると思う。そのために必要な医療的な情報等提供すべきこ  

45     とほ当然のことだと思うので、そのために診療録を支払うのはおかしいと肥う。また、情報を  

提示しなか′）た場斜こ支払われないのもおかしいと思う。   

46  実際治療をしない者が、書顎を書いていただくだけで料金を取られるのはおかしいからh   

47  なんで相談で金を支払わなきやいけないのか理解できない。   

48  医師が説明や相談をすることは当然なことだと思います。   

‘19  支払われることを事前に知らせてから進めて欲しい。   

う小  患者とLて知る権利があると思うと共に、農本業務として説明があるべきと思う。   

相談料として特別に支払われることは好ましくない。こういったこと全て含めて終末期医療と  
1  

すべきだと思う。   

52  患者が医師に相談するのは当然。   

53  医撰機関として当たり前だと思うから（相談が）。   

54  経済的負担が増すのは好ましくないと思う。   

55  入院の中のことなので診療の一部だと思うので。   

ニれまで支払われた診療費の組まとめの段階にきていることであり、家族にもポチポチ負担を  
5（；  

かけたくない時期だから。   

お年寄りが多くなるのだから診梗費が増え、行き詰るように思う。病院や医師がもうけすぎで  
57  

はないかと．呪う。   

58   

話し合いなどはどのような場合でもきっちりするペきことなので、病気の度合いに限らず無償  

でするペき。   

59  相談内容を書面にしただけで、診療費がかかる根拠がまったくわからない（．   

60   

治療方針等についての話し合いは、診療・指頭の・一一環であって別途支払われるべきものでない  

と思う。   

6l  人生最後の過ごし方を決定するのにお金がいるのは嫌な気がするから山   

62  病気に対しての「医療費」の中に今匝jの診療費は含めるペき。   

63   

医療機関としては医療内容等記録として文書化することが当然であり、医礫の一部である。し  

たがって相淡料が加算されることが納得できない。   

64   

説明することに診療費が別に発生するのでは相談することもままならない。医師との信頼も揺  

らぐと思う。   

65  普通のことに報酬が生まれるのは不思議。   

66  診梶賛の負担を軽くしたいので。   

67  治療そのものとは関係ないと思うから。   

68  相談は医療行為でないため。   

69  支払う保険料が上がりそう（現役世†tの負担が増えそう）。   

70  仕事のつとしてとらえたいから。   

現在診療費が三割負担で、病院に行く今もlケ月3力■位かかる。   

間10 医師書との♯末期の治よ方針についての十分な話し合いと文暮零の提供に対して   

鯵■霊が支払われることが好ましくないと考える理由   
医師と患者本人が話し合いを持つことは大変重要であるとは思います。しかしながら、その行  

Z3     為に対し、診療費を支払えと言うことについては疑問を感じますし、人間の生死の最後まで金で  

済ませるということに対し、私は納得できません。   

封  医は仁術、人助けの分野だから、俗物にならないで欲しい。   

医師によっては必要以上にその処置をすることで、費用請求しかねないのでほないか不安であ  
25  

る。   

26  相談であり、診橋ではないから。   

27  治る見込みのないことでの話し合いで、診療費が発生することが納得いかない 

28   
医療費、入院に伴う家族的負杓は人きい。医探従事者が患者、家族から相淡を受け、解決して  

いくことは「医療の本質」でもあるから、部負担をすることは好ましくない。   

治療費だけでも家計に大きな負担を与えるのに加え、この不景気の時期にはなおさらのことで  

29     ある。治る見込みのない桶気ならば、尚一層治療費がかさむのだから、少しで電，負担を軽減し  

たいと思うのは当然である。   

相談と言うか、治療を行う上でのステップなので、治療ではないという考えで診校費は発生し  
30  

ない。   

31  お金が全て絡むのは、好ましくない（それまでに治療費をとっているから）。   

32   
患者のた捌こはならない医療関係者の金偏けだけ。全て現在は病院など金儲け主義ばかりと思  

います。   

33  相談ぐらいで診療費を支払うの‡ま好ましくないと思う。診療しながらの相談ならBりだが。   

34  診礫の環なので、無料（サービス）とすべき。元々が高額なお金を払っているから。   

35  通院に交通費等が必要な為、タクシー。   

36  生きる見込みのないのに、必要はない。   

37  払いたくない。   

人の病気を発見し、それに伴った判断をし治頑するのが医師の務めであり、診寵キが払われる  

38     のはおかしいと思う。また、支払いするとなれは、患者の負担も多少なりとも変わってくると  

思う。   

医標機関は当然のこととして文書を提出していると思うので、相談料の負担とか支払いたくな  
39  

い。   

40   
治療方針について話し合ったり、家族と話し合う為に文書の提供をお幣いして、どうして診療  

費が必要か、その制度は廃止して欲しい。   

41  相掛こ費用が発生するのに理解できない。   

12  相談料とlま医療費とは違う項目だと思うから。「診断書」などと同じ扱いになると思う。   

4：l  相談料は診療費には含まれないと思うから。   

′14  仕事だから。   

ー67－  

問10 医師等との終末期の治■方針についての十分な惜し合いと文暮等の捜供に対して   

鯵♯貴が支払われることが好ましくないと考える理由   
94  相談料がかかってしまったら、相談しようという気持ちが薄れそうなので。   

今の時代、生活が苦しい老人がたくさんいる中で、相鉄するのにお金がかかると、したくても  
95  

できない人も出てくる気がします。   

96  ただでさえ点滴・注射・おむつ・検査・差額ベッド・回診等に経費がかかるのにかなわんです小   

97  負担を少しでも少なくしたいから。   

98  家族に負担をかけたくないから。   

治横の経過やその後のことの話し合いは医療の1部であるが、そのことと書面にしたからとし  
9（I  

ても相談支援料を支払うのはいかがなものか。   

診療費も高くその他の費用もかかる中、それ以上の出費ほしたくない。一般診轢費の中で補わ  

100     れるべきと考えます。・経つらい時期にお金のかかることに反対です。もっと安心できる医療  

になって欲しいと常に思っています。   

10l  医療側の当然の義務であり、患者側の当然の権利と考えます〔   

】02  相談料だけ取られるのはちょっとおかしいかなと思う。   

103  ケースbyケースと考えますが‥・治る見込みがないとなると・＝   

10ノl  収入の少ない年齢者がこのようなことに診療費を支払うの甘粗乳   

105  相談に料金が発生するのがわからない。   

】Of】  患者の負担が増え、保険料の値上げになると思う。   

107  公費が使えるのでしたらサービスしたらいいんじやないかと思い志す。   

108  通常の医療・業務の一端として施されるペきことだから。   

今までの利用の続きであって、改めて後期高齢者終末期相談支援料を科すのはおかしいと考え  
109  

る。   

110  話し合い、文書提供で但姐を取られることも知らなかった。   

今年の4月に母が亡くなりましたが、2年に渡っての入院でたまたま自営業の母だったので金銭  

的なものには苦労しませんでしたが、自分にせき換えた時、医療費・生活費・その他に・‥など  

と考えると相談したくてl）我慢するようなことになるだろうなと思います。   

112  何でも金しだい。相談するのし金で解決。金がすべての世の【P。   

医療樽関に支払われることは好ましくない。高い医療費を支払った上にまた支払う。経済的に  

113     楽な人ばかりではないと偲う。若い時一生懸命に働いてきて牛を取ってからは凹ももう少し考  

えて欲しい。高齢者のために。   

毎回の治煉代や診療代はもちろん仕方ないと思うし本来は文章の提供代なども仕方ないのかも  
l＝  

しれないが、気持ち的にはあまりいい気はしないです。   

115  病気になった時にそのような相談は医療機関の義務であるふ   

治療の見通しや死ぬ場所の選択についての相談は医師の当然の仕事であり、診療報酬がなくと  
116  

もなされることだと考えるから。   

117  そこまで通常の医師として（医療行為）説明なのでは。   

11吊  医療費がまたかかるから‘  

間10 匿師事との終末期の治■方針についての十分な指し合いと文暮書の提供に対して   

診療tが支払われることが好ましくないと考える理由   

72  後期高齢者保険、介護保険料、月2回の通院費用、薬代等で高額になるf 

73  医療行為とは考えられないから。   

私は高校教師、後に大学数見であったが、教月は間解ある生徒やその保護者といくら時間外に  

相談、面談しても何も支払われない。そのくらいのサービスは給料のうらである。医探聞係だ  

／）て同じことではないか。   

75   
医療に関しての相鉄や話し合いなのだから診療後の相談であるがゆえに、診療の時の支払で十  

分だと思われるから。   

76  重い病気の時は治凍費がかかるのに、その上にまた負担が大変だと思う。   

77   
話し合い後に文書等の提供を受けることは医療行為の一一つなので、別に相談料として診療費と  

支払う必要はない。   

78   
相談料として別に診療費が発生するものか疑問です。今までは含まれていませんでしたか？治  

療費とは別と考えられるのですか？   

79  終末期の病状の人に対して負担を課すのはどうかと‥・。   

80   
医療相談も医療行為と同じであると考えれるので、特別に費用が発生するのはおかしいように  

思い立す（医療行為に伴うもので、何かの診療項目に含まれるもの）。   

81  診療費を支払うことで、医療機関及び関係者に正常な医横行為が失われるような気がします。   

医療欄の支出で大変なのに、数えていただくことくらい国が支払って下さってい、いのではな  

82     いか。親切という気持はないのでしょうか。何でも金で支払えというのでしょうかu 国はもっ  

と真剣に底辺まで考えるべきだ。   

83   
相談料はおかしい。治頑方針や今後の生活の話し合いで料金を請求するのはおかしくはないだ  

ろうか。   

84   自分の終末期の医療方き十について話し合いし、文書に提供を行うことは当然のことと考え、そ  

の分として診撰費が支払われるのはおかしい。   

85  診療の一部で区別する必要はないと思います。   

86   
治療欄と相談料は別もの！！医師の義務（相談）そこに診療費がかかるのは営利旧的の他なら  

ない。   

87  医師はきちんと説明する義務があると思う。   

88   
診療費がかかるのでは、やめようかと思ったりするかもしれない。死と直面しなければならな  

いのに、相談するためにお金がかかるのかと思うと悲しい。   

89  自分のことは最後まで自分で決めたいため小 家族に負担をかけたくない。   

9q   
医者の義務として、診療費の払えない方にでも相談にのることが望ましいと考える。産額保険  

は相談以外の治療に使って欲しい。   

91   
病気で一一番大変な時に相談するだけで診療費なんて。そうでなくてもいろいろと費用が大変な  

ので無料にすべきと思います。   

92  治る見込みがないのだから国が負担すべき。   

93  経済的負担が大きい。   

ー
 
 



間10 医師等との終末期の治■方針についての十分な宿し合いと文暮事の捷供に対して   

診療tが支払われることが好ましくないと考える理由   

lLり）川根に／小て医師などと相談またそれを形に嬢すことは患者として当無け）権利たと思う   

ト12   ク．）でそ∴に相談料が発生することは好ましく†亡いと思う，   

柄人が自分の状況腐罰しく知りたい細t）当然のことで、担当医が病人に押しく説明をLたか王  

＝＝     といイて別途料金を触ろこと′こどけ墾一つての他である。終末期の病人からそうまでして金を胞  

そ－⊥う／〔ことを考えているのか・，   

14ノ1  削‖などが覗なるため。   

l▲霊5  相談料としての診療費は必要がない。医機構関の説明、相談は義務と思うー）   

146  別に支払いでなし治婿軌こ入れると良いr 

診塘し先が見えるように／上／ぺきたら今後のことを家族に説明する♂）ほゝ▲与たり前でお金を取る  
147  

のはおかしいと思います、－   

148  燦，括費などがいるのであっていlトないです。   

119  診察での相談と思うので特別に名flを作って出す必要はか、と思う。   

n身のことで後々確認したいことなど出て来るので大半の人間は同じだと思うので、それにつ  
150  いて相談料を取るというの卜i良心的ではないと一瞥うから。   

15l  言争機軸酬に含まれていると果う。余分な支払いになる。   

医栂従事者に相談し文書を提供してもらうことは患者に対しての義務であると思うD当たり前  
152  のことなので診療費を支払うということほ好ましくないと思う！   

王53  別枠でいくら支払われるのか知りませんが、それも治穣費の内だと盟うのですが 

商品を賢一〕たり何かのサービスを受ける時説明を聞くのは当然のことで、医療に関してのみ話  
151  し合いが相談料としてお金に結び付くのは好ましくないと思うから。   

155  単純に支払いたくない。お食がない。   

15f）  何校をしたことが丈軋こな／）て相談料を取るのは変（】サービスで良いのではないかリ   

患者が部を負担一寸－るのがおかしいt、医療浄だけでt，お金がかかるのに、そこにまた上乗せす  

157  るのが嫌ですれ愚者に負担がなければ診療費が支払われることは好ましいu   

15H  l吏師、看護師ユ懲者〝｝相談を聞くことは当然である，   

なぜ謀明をしただけでお金が払われるのか意味がわからない。医師には説明義務があると思う  
159  から義楕を果たしただけで支払うのitおかしいのでi士り   

川0  仝観公的医療保険カけヒlるとい・＝）げ）‡t公的費用を使いすぎるのではないかとガユわれます乃   

病気に間1－る相射t診療という中〝）流れの 周であると考えるので、柑淡料としての診療費が  
＝‖  支払われるのはどうかと′禦・ニノ   

治蠣費、その他の費を考え呈すと隠緩までお金というのけL、がむなしくなります先生方のが  

時間をすべてお金を冊さないと温かい最後が迎えられない時代はあまりにも切ないですり心温  
1r12  かい万i室にという．粗し、の申に反対にお金のない人はどうなのかという感情もまた嫌に思い立  

すr   

163  ただでさえ負和こなる医硬軌こ加えてさらに重い負拙こなると思うから∫ 

16月  公的という税金というイメージがある 税金なら他に必琶なことで使用して欲しい 

間】0 医師事との終末期の治ホ方針についての＋分な桔   

診オナが支払われることが好ましくないと考える至   
命再一相談か料金に、上ってそょオ）れることに鵬杭が－hる f＝  

l19  良し、J）でしょうか∩ 医苗の人】紆汁巨itビう／こる♂）でし；う／   

診療内で畑▼．となしりで甘け車扱与・友払うげり二土∫jかしい j  

120  て欲しノいか〔   

なぜ今になって診糠脊として女払わ／ごりれげな王ノ（ごい♂り  

；土患者の病冤に対しての説明、汗？堆などげ〕鋭l州主ゝうたり戸  

費を支払1∴とで今以1・」こ上：い慨繋をし亡くれる√りト‘Jノ   

卜う）な理解をえるために必要な話L合し、が督州別途に／fノ  

122  持てないケースh冊てくそ〟1て（iリ   

勤務LIり）ft撃と月山、よす人華な杵儲け）ため個人の間辟  

123  るげ）で一屯の支払いげ）ような気持ナノにブこると肥います   

124  治塘の′）でほないかと思うから   

125  医橋機関として丈斉作成及び相談け、■用材〕ニとだと．幣う   

126  そんなことで支払われるのは‡jかしいり 医療機関として   

】27  入院時には毎イ 席はt治医と話Lて］三十（私の撞酸か   

L2日  高齢者からの医療費の負帆i切ないで卓‾り   

その後のことについて言占し合う∴とは大事だと．むうし、  

間が作られると脛，うのですが、今現舶来苗が診察の最後  

129  取っていろ∴とを考えると（ヰ，らろんそうでない万ヰ〉し、  

最後の時を迎えるまで柄院へ通院するとなると医標替な  
130  硬骨で十分だしただでさえ高い医校費だと．【きぃ）ているか   

H‖  あくまで紬談であり治轢ではないから 

132  病状の確：㌧だか「，別に支払われろ必暫ノヱどいl、〕ない   

1：lこう  相談卓ノ洋一憤のl′）だと．【Jヲ、っか〔）   

134  榔談に乗るの吏潮境〝1うf〉たか〔ノ   

l：15  診積数け払′〕ているのてまた別に和暦牒豆して払1ゼ牒   

136  詑城の つに考え特に諮穣欝が別に支払√jg・嬰仁けこいと   

137  診療針こiま1たらないと′l書、うたオ），   

l：lR  治嫁の 部として考えていろかし■ノ 

和談を▲すもことに常用がかかること、琴血に与錮ことに  

139  てL．ノ三うL、1べてに‡｝魚が組む∴と（エ終失職を迎えナ：   

相厳科として支払われるこLには違和感がある本来医  
ト10  

卓、び）と配1   

＝l  保険料を払／）ている山で支払うど、要なし   

し合いと文暮事の提供に対して  

支払いかごき左い／、Jlと、1  

Jすへて¶上り前≠ニ！ニヒし  

L舞帥、有言削トリりJ々  か細1得かいか左い  

そオlとト誇碩   前いニケて㍉hると凧う  

く細い こくオ1る爪か′  

と支社いノ）了とを考えて音．し今いを  

とせ了いょすか 心配すうことヰ，わIJえ  

二の件は公に‖「でき吏せんが  

、▲1然と一l．1J、うので  

ら）しそれで射、ので仁王ないか  

支払料が支払われればきらんとその時  
にどうでい、いことを云′Jて指導料を  

るんですが）形式だけになりそ1だ甘  

ども，葛篭削こ支払1ことになる．、その医   

LJ  

＝㌢甘かか乙∴とけノ、と叫言椒が．諷れ  

八一l与！ぴ）尊厳ろ失う（  

碩†J為そり）モ川こ話し合いも含まれる  

－7ト  

間101云節電との終末期の治療方針についての十分な話し合いと文暮等の提供に対して   

診療費が支払われることが好ましくないと考える理由   
診察の結果、拝しく説明をしてFさい。それに対して料金を払わなければとし、うのはどうかと  

1H9  

tたし、ます。   

190  診嫁もしていないのに説明を問いただけなのにお金を払うのはおかしいL   

19l  出費があるからい   

幾ら支払するかわからないりれど、柄気の延長だと思います‖その都度支払が大変です‖年金  
192  

ノト活首にけ■   
193  何故医療費力鳩首に支払われるのか‘鳩師としての仕事と果し、ますので、支払いは女ほしくない。   

L94  相談、話し合し、、が難しくなる。   

】g5  入院その他でお金がかかるのに相談しただけでまたJj金が必要なのは困ります。   

19f）  治る見込みがないのに相鉄料を取るのはおかしいっ   

197  そのよう≠ごことIil当然なことであり、「診療費が支払われる」のは必要だと凧います。   

】98  柵挟料をとることほ、医師として才ユかしい。   

199  診塘費は、治療全てについて支払われるペきである。※どちらとも言えない。   

塵い病気になりしかも泊る見込みがないとなると本人はとてt）不安になり圭す。色々相談Lて  

200     アドバイスを受けたいと思うのはみんな同じだと思いますr′医療従事者はそこまでい上事かと  

配し、ます。診療費が支払われるのはいかがなものでしょうe   

治惰ん針の話し斜、11通常の診療の中でおこなわれることであって、別に相談料を支払う必窄  
201  

はない。   

2（）Z  相談ほ医礫行為の 部であり、医療保険に含まれている。   

203  業務の■環であり、相談料が特別に払われるのほおかしいr   

とにかく、診療費を取ることばかり考えています。私達後期高齢者はr・供の扶業者であるにも  

20・1     かかわらず、医療保険を支払うようになり圭したハニのような診療費を取ることばかり考えて  

いることに稚が立ちます。   

2（）5  相談料として診療費の・部負和まおかしい。   
医療機関（医師、医療従事者）i土、患者の終末治療について本人J主よび家族等と相談すること  

206  は義持だと聖、いますこそのことに′ついて、医療費が払われることは言語道断だと思うn   

207  費用が払え加、（高額の場合）堤合があると困るから、，   

木判＝分に話し合し、をしたいと思っていてもこの先のことを考えると、やめておこうと思う  
20日  人も居ると」瞥う。みんな平等に最期の過ごし方を考えることができたらいいと思う。   

209  相談だけでほ支払いたくないと思う。   

210  相談の内容や、結果により、診療費に貢が出るか卓Jしれないし 

終末期に於いて何故話し合し、、文書作成にて金額が必酎、わからない。終末期に於いて、話し  

含いするのは好適では！医療費は別の部分に使用した方が良い。   

212  何故お金がいるのですか‘〉相談が診療費必要‘7   

病気になれげ治瞭方法ヤその後のこと；土底首の、㍍）前の章i為であると椚うし、文辞の提供を受  

：13     りた時、何故診頑費がいろノ）かわカーらないヾ 

間10 医師等との終末期の治■方針についての十分な話し合いと文暮等の提供に対して   

鯵■書が支払われることが好ましくないと考える理由   
r・相鉄料」と別にとるのてト土なく、その時の診碩発として、椚憤と三とめて欲しい′和談料」  

165  をとられるなら相談しない人い、る′）でほ？   

相談をしたことでどうLて診療費を払わないといけない…、、相談せしただけで払わ／ごいとい  

1（補     りないのてすかり相眉するだけな町こ医者は愚者り）∴とを考えてくれるな「J払う必軌こ／fいで  

し土う   
】h7  l終末指導相談を求めるかどうか〉Li人げ）意思次乳2耳齢差別は妥、L∃てけない   

l十十十  直感で崩′Jた 

l（うり  医古の什事に含まオ1ノると。甲，うか〔） 

・・話し合い、，だけで何も治療を愛車たわけでIiない 医糾ド．の“時間‖を拘束したとい■‾＝ハで  

は、今くの時間給で、医師〝）威厳がないように感じる“先乍様1’だか「」、信頼し、和裁する  

170  んじやないんですか†！そオ1．に壬j金をと〔，れたら、叶だかありがたノーが減り、和談のl勺容に／）  

いて信仰上的に進めたんじや加、かと疑′）てしまう   

171  観身にな／）て患者のことを考えるのではなく、ただ、金イ釦ナの為にりう1Lうな如、すノユので   

l：J  イこ適切な処理が多くわわれそうだから∪ 架空の書類が多く作成されそう   

173  医療費に含まれるペきである 

重い病気にかか／jている、それだけで心の重荷であろけ）に、そこにプラス診療費とJl、更に心  

174  の東荷になる‖ も′と思いやりといたオ〉りを｝   

全て保険料の範囲以内での支払いにして欲Lい，高齢者がお金の心配をしなくてt〉⊥し、制度で  
175  

あって欲しい。   

1丁小  診棟の範囲だと侶う」   

177  ニれ以1■出費は‖したくない 

1丁＼  1然の義腐だと思うから（支払がないから、その⊥う行打払こ／〕いて話せなし、とい‘1叫t変！！   

終末期であ／〕て阜，常に医師と相談しノ‘：がら7台糖をt／ていくべきで、丈昏にまとめたに∴てヰ）、  
179  

相談料を支払う必軌1加、と一県います」   

私は文軋tJg應としないので、料金を・払∴）ことIi嫌ですれ生井が必要であるならげ、千牒け  

＝‖  診埼露を支払うということト細魚1l丸首にとってとて寸）負押だと′軋、ます   

1月2  相談け般的治城の内のはず〔午紺Jに杵を設けるぴ）l土‡；かい、 

1R3  師横言会稽げト貫だと．1だ，うかlこ」   

医糠費を支払／）ているげ）だか〔J、それとIt別に沌兼されるのltと／〕てヰ一事務帆で変ですrl愚者  

の気持ちを考えていないむ何で札込みがないのにゴ】金を払う〟）かリ   

1R5  医療関係に診療費を支払うげ）揖、いが、軋占〝）部負抑′iやめて欲しノい   

患者との話し．斜、というのit、診標費が支払われるかrJ†Jうヰ〉のでiiナごく、わ才）かて〉りが1り  1RO     かかろわりですから丈話軌；－りり前ですれ        、      184           い‡6     前のことだと思うからです。  1汚7  筒先吋．）：：聴取りに／亡る  1ヽ十  ナチ？瑚費ゃそ〟）他いろいノ，と費＝＝1九イ、ろ仇▼ ∴＝－＝り－汀打点須1しいとH■－ブヨえた、tんし  



闘10 医師事との♯末期の用膚方針についての十分な持し合いと文●専の提供に対して   

鯵血暮が支払われることが好末しくないと考える窄由   
214  それも含め、治療（医療）だと思うから。   

215  診療を受けた以上は説明と文書は付き物ですから。   

218   必馨ない人（患者）も居るのに、医者はオ真似になると思ってどうでも良いことを文書にする。  
全く税金のムダ。   

217  診療治療の範囲と考えます。   

確かに話し合いにも時間が必要ですが、これも治療の一環であってそもそも詔し合わなければ  

218     治療の方針t立てられないし、方法も選択できないはず。相談だけに項目を立てるのは理解で  

きない凸   
21g  負担が多くなるのは不安。   

220  そこまでするのが医師や看護師の役割と考えるから。   

22l  話し合いや文書等の提供等ほ、治療、医療の一環だと考えます。   

222  年金暮らしでいて、少しでもお金の負担は大変だから。   

223  こういう相談は無料で、ボランティア精神で行うペきだと思います。   

Z24  アド′くイスは診療の範囲ではないと考えられる。   

225  病院等の治療費に含まれているのではないかと患う。   

相鉄も患者にとっては自分の病状を把握するのにとても重乳診察の一部ともかんがえている  
226     から∴診察代と別に徴収するのは好ましくない。医師ものる義務があると思う（相銀内容によ  

るが・‥）。   

227  病気の治療の上での相較とか話し合いだと思うので、診療費として支払うのはどうかと思います。   

228  お金がないから。   

229   十分な挽明や理解を得ることは重要で、その為には文書にすることもわかりやすく良いことと  
考えます。   

2：10  このようなことは無料で処理されるべき。   

2ニ11   金額はどのくらいかかるのかわかりませんが、皆平等に経でも相談した方が良いと思います。  
それには支払われることは好ましくない。   

232  相萩も含め、診療★に含めて良いと思うので、わぎわざ相談料は取る必要はない。   

233  それも仕事の一つなのに、別途相談料が放られるのはおかしい。   

2：I4   内容やボリュームなどがわからないと判断できない。ただし医横磯関の“なすペき一作「と考  
えたい。   

2：I5  それも治療の一環と考えます。あえて費用がかかるのはおかしいのでほ。   

Z：16   診横費等の報酬がなくても、医師や看護師伽は患者の為に親身に相核をし、結果文章が必要な  
ら作成してくれても良いことだと思う。医師や医僚機関の当然あるべき姿だと．甲う。   

237   結局死んでしまうのに、お金を払う意味がわからない。治標でお金を払うのはわかるが．相談  
でお金を払う必要があるのか。   

238   今後の治療方針など話し合うことは当たり前のことで、それも含めて診撰書を支払っていると  
思っているから。   

間10 医師■との♯末期の治ホ方針についての十分な話し合いと文雷尊の捷供に対して   

鯵■責が支払われることが好ましくないと考える理由   
239  書面にするだけで診療費を払う必要はないと思う。病気治療でないから。   

240  そこまでが治療の椚環だと言えるから。   

24l  相談なんだからお金は取らないで欲しい。   

242  相談料としてとらなくても良いと思う。   

243  診療★が支払われると、人員等の増し方が多くなると思われるかF）。   

244   
国民年金しかなく、ほとんど収入ない家庭で治る見込みもない着にとって、治療♯が支払えな  

い、そして相談もしたくないです。   

245   
病状説明や治横方針は話し合って当然のこと。文書作成などの必要経費は仕方がないが、相談  

料を別にとられるのは疑問です。   

246  相談で診療費がとられるのはおかしいのでは。   

247  医師の説明の格差がある為。   

248  従事者の負担が多く、相談で金額を取られるのは少し変。思いやりの医療を。   

249   
ムンテラの一種じやないんですか？いちいちお金をとられていたら、おちおち相附こい、けな  

くなりそうです。   

250  家族と話し合うだけで十分だと考えています。   

25l   鋭明・話し合いは医師と患者が人として向き合い、その記録が渡される。これを診療費とする  

のは、医師は患者を病気をかかえる物体とみているかのように思われる。   

252  末期の患者に何から何まで金次第との思いを持たれるから。   

253   すでに高額な診療費を使っているので、相談料がどれくらいの値段によるがあまり高いのはど  

うかと思う。   

254  人生の終わりに相談料まで支払うことはない。   

255  医療保険は患者に使用されるべき。   

256  なるべく負担のかからない制度にされないか、住みやすい社会に【   

257  相談料を支払う事態への具体的な理由がわからないから。   

258  利用しない人もいるので使いたい人が負担するべき。   

259   
医師・看護師として相談にのることは当たり前だと思う。お金がかかるから相枚にのるという  

のは人間としてどうかと思う。   

260   相談して文書にしてもらうということが余計なことのように感じてしまう。治様♯や医療費を  

払っているので、話し合いにお金を払うとなると医療機関の冷たさを感じ、悲しくなってしまう。   

261  診横費請求に重心がかかりそう。   

262  ①話し合い自体が医旅行為ではないのか特に終末として区別する理由がわからない。   

263  ②文書料は納得できる。   

264  重い病気で診標キを払っているのでその一書ついて扱うペきだと錮、ます。   

265   末期の患者さんへの負担がこれ以上重くなるのは好せしくないと尉う。高齢者に自分を置き換  

えると悲しいですゎ   

間10 五節讐との縛末期の治療方針についての十分な指し合いと文書讐の提供に対して   

鯵■tが支払われることが好ましくないと考える理由   

266   診察費が発生することで相談を必要と思ってない人まで終末期へ向けての話し合いを行う医療  
機関も出てくるのではないかと思われる。   

267  患者の相‡削このるのは医師の義務だから。それに対しての報酬を支払うのはおかしい。   

268  診察料の中に含まれていると思うから。   

269  高齢者のため。   

270  医師として括を説明するのは当然のことだと思います。   

271  サービスとしてやって欲しいから。   

272  患者の負担が大きくなるから。   

273  相談で金銭が発生することに納得がいかない。   

274  相扶料は医療機関の診察費に含和しているのではないですか…ゥ税金の無駄使いだと思います。   

275  少ない国民年金の中で医療費や相談料を支払うことに？   

276  医療行為のみに支払うべき。   

医療従事者がそういった相儲にのることは立場として当然だと思うし、どこまでが診療費を支  

277     払うべきなのか、という範囲が決めにくい。個人レベルで異なるように思う巾たいした相談に  

のっていない人が支払いを受けるケースが多そう。   

278   医師等の時間を割いてもらうことに対しては、ありがたいと思うが、命の間樹等に関して、説  
明でお金が絡むことはやや不饅憤のように感じるから。   

279  話し合いをするのに、お金を取られるのはおかしいと思ったから。   

280  税金の負担が増える。   

281  相談料は患者の負担が大きいと思うから。   

282   終末期治療の耗し合いは当り前のことだと考えていたので、それに対して相談料が医療機関に  
支払われるというのは、違うような気がしました。   

283  別で相談料がかかるより、治療♯の中に含む方がいいと思います。   

284   治る人にもっと負担してあげたい。治らない人には「心の安らぎと痛みの和らぐ治療を」←そ  
ういう施設を作るのにお金を使って欲しい。   

285   意志や看護師が患者と許し合うことは当り前で、それに対して診療費を支払う必熟まないと思  
います。   

286   終末期を安心して迎える為には年齢は闇係なく無料で相談できることは当然だと思います。誰  
でも体験することです。優しさが必璽だと患います。   

287   医師は大変な仕事ですが、診療費をもらいすぎている感じがします。話し合いは0円、文章の  
作成には支払っても良いと思います。   

288   説明（口頭）内容せ文書にするのも、仕事の－一部であり、別途診緩着がかかるのは納得がいか  
ない。文書が手間ならば文書でなくテープなど工夫する方法もある。  

間11後期ホ00書♯末期相談支檀I引こついての意見   

ロ  賛成です。末期の相談をしっかりと普及させていくために、支援料は必要と思います。   

2  ♯成します。   

医礫介護等について、高度な知織、医療行為等について報酬を支払う事は必然の事と思うから  

（但し、あまり高額な範閉でないように）。   

4  高齢者相談は、安心という意味から必要あると思います。   

・全ての人への（年齢区分なく）相談費用をもらうペきだと思し、ます。・相談が幸せに時をす  

ごすため、最も重要な医療だと思えるからです。   

6  たしかに存続意義はある。   

7  後期高桝者保険を75才以上に限定すること自体に反対。   

8  75才以上の区分は不必要。すべての重病、泊る見込みのない患者に適応すべき。   

9  医師や看護師、医療従事者、患者、息者家族に話し合うだけの時間があるとは思えない。   

10  相談支援料は支払うべきです。   

必要経費と思います。   

その時の状況にならなければなんとも言えないが、少ない金額なら仕方ないと思う（1方円以  

内）。但しできることなら、それぞれの状況に応じて支援料を支払うのも方法かも？   

健康保険、医療費の負担は年金生活者にとっては大変なbのだと思うので、75才以上の方の重  

荷にならなければと願う。   

75才以上でも不幸にも動、病気や治る見込みがない状況におちいる場合があるので、あえて75  

才以上と年齢制限をつける意味がわからない。   

15  相談支援料（200点）は妥当な線であると思う。   

相級はお金の支払いの有無で行われるものではないと思うので、相互の心と心の通い合いがあ  

16     って行われるものと希望したいから‥・。心の通いあった診梗は、お金で行われるものではない  

と思う。   

高齢者末期相紋支援料について読ませていただいたのですが、多額の医積書がかかった場合、  

相談料まで支払うことができるでし上うか。   

来期となった患者本人が、その後の治療や過ごし方について自分の意思で選択すべきであるが、  

18     それについて相談料は必要でないと思う。医療従事者が柏餅を受け、患者や家族に安心を与え  

るのは当然と考える小医療費の上昇に繋がる相続料は認めたくない】   
19  75歳以上を限定にしているのは良くないと思う。やるなら全員を対象とすべきだと思う。   

20  考えたことがないから、本当のところよくわからない。難しい。   

後期高齢者終末期相鉄支援料、この相談支援料については知らなかった。この紙面で知って良  

2l     かったと思います。終末期医療であれば、年齢区分をする必要はないと思うし、200点の報酬も  

穿当と思う。ただ、高齢者が多くなる現未来に保険制度の運営が成り克つのかとも思います。   

医療従事者が患者や家族に対し、話し合いを行い治探していくことIt当然の仕事だと思います．  

22     その内容を文書等に記録していくことも当然であると考えます。従って、相談料を徴収するの  

は疑問が残ります。  
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間1】後期古齢寺格末期相l爽支援料についての意見   

20（）点がどの程度の金額になるのかわからないですが、病齢者の方にと／Jrわずかの金軌Pあ／）  

23     ても大変と思う人もいるだろう「ノ金のある人とない人での差が生じる匿吊、考慮する必要があ  

る 

禅定されろべきだと思う（．愚者t）医礁機関側車上史書にすることによって、誤解を後々ノトL．させ  

24     ることも最少にできるL、算定するこ之：によ′〕てよりiヒ当な話し／合い、耳姦作成をけ・■J とい  

う愚鈍を高めることに繋がると一甲、う。   

！1分や家族が終末期と診断されたなら、捜された時間を有音義に使うたす右耳川して才一ノ′二いと  

25     は思うu しかL、75歳以上と限定するのほどうかと思う：、l司L終末期坑75歳と74歳㌣受け三  

対応が違うのは遺憾である。ヰ）つと柔軟作が欲しい。   

医者に上／）て庸用されるかもLれない点についてほイこ安です尤二、十まで成瀬ってきたノブウに九  

2f）  分な最後を迎えてもらうのIi、今までij世話にな／）てきた私たちにとってあたり前だと黒い妄  

す私たち自身、掛珪の最後を知らされず、もっと色々したか′Jた心ア覚りがあり．もっと前∵  

鍾過説明されていれば良か／）たと一県うから   

どのように生活、すごすのかを犀角約ることにより、家族ヰノ本人も】安心すろところがある♂）で、  
27  

有料で‡，みんなにとって必要かとも思います。医帆 看護師の方ヰ，やりやすく／ごると配うし   

重い病等で終末をむかえることにあるのは高齢は多いと托思うが、若し、人に卓）あると別‾′J）で  

28     特に年齢で決めるべきではないと．記う‖ 托闇にほそれなり♂）手間暇が要るだろうと恩・jし′〕で 

支援料を導入するの（tやぶさかでほないが、200点は多すぎると考えろ 

29   ・真面目な話し合い（ト旨通りの）に対価必要。・ただし、200点とはいくら（￥）。・T5才  

以F■でも必華ではないか 

診療報酬の点数2（抑点けいくらに／fるかわかりませんが、病人に魯神になりすぎない、1、■Jに、  

30     よた、医療機関の経営が苦しくならないようにお幣いします′．また、年齢は75才以l二こ－なべ∴  

若くとも必要だと思います、 

31  何らかの区別は必軋 同民への説明に気をつけるべきでLた   

32   

何も後期高齢者に限定することほないよ：問う【また、いまだに「磯潤ぃ」とい1ダ．称i川いる  

のヰ．壁間に思う。   

病気の内容等は専門知識が必蓉Fすか、 般的に私たちは解り壬せん 知る権利かあろ上聞い  

ます‖ そのことに支援料が支払われるのほ納得いかないり高い保険料等を支払／）ているに1J・  

かわらず、更に請兼されるのHやけり納得いかないIl   

34  75歳以上（7）理由が晩汗たいっ 終末期について、相談【Pきる刷上⊥い制度だと思う   

35  「欠席費の負担があるため、無料（個人負押）でやるペきです．，諺】齢百三ま叶金以外の収ん土iiと  

んどない 
隼令で終末期を扶ぜ）ろ〝＝ユJJかしいと購う帥歳でヰりL宣乙イ工人；王いてし．5り歳で〔：く′∴5人さ  

3h   いろ翻りでilr亡いだ7）J〕か  【   

間】1後期高lも青線末期相は支檀料についての意見   

人間は年々とっていても，いなくても、必ず死にl丘面する暗がきます。それが突然の場合は、本  

37  人む周囲も冷静になることが難しくどうしたいのか、どうすれば一番本人の生き方に沿ったや  
り万なのか決定するのが難い、と思います。終末期を迎える前に話し合いを充分に行い、それ  

に対してiEしい評価がされることを望みます。   

3S   

医師が判断した場合、医師や看護十、その他の医襟従事者が共同し、患者とその家族と鋸こ診  

察内容を含む終末期におけろ偉業について、十分な理解を得る為十分に話し合いたい。   

終末期に75歳以上という年齢が切られていることに疑問を感じます。若くてもきらんと相淡で  

39     きるのであれば、支援料が発生しても良いと思うし、またそうあるべきなのではないでしょう  

かr7   

4n   支援料の金額ヤ、椰絞内容等、当♯者となってみないとわからないことが多すぎて、アンケー  
卜に答えようがない。   

相談支援料が 回限りで200点と言うことほ、どのくらいの金額かもわからないし．治る見込  

みのない患者ほ見放されている感じもします。   

42   

すべての年令において、終末期相談ということが診察、治療の部分という佗置づけに′1ヱ′Jて  

（当然となること）、特別に相談料を支払わなくても良い形になればいいと思い圭す 

43  全く吾味のないものである 

私i13年二前に母を87才で、そLて′今年2月に父を92才で亡くしました。2人姑延命治療をしま  

せんでした。弟と相談してそう決めたのですが、あれで良かったのだろうかと長い間悩みまし  

44        た∩ 私自身は自分の延命治橋を望みませんが、75才以上の人の延命治療を国が望んでいないよ  

うに受け取れるので心が寒くなりました、，高齢者の扱が多くなったとはいえ、今さら何で…と  

いう感じです。   

45   200点がいくらになるか知らないりれど、何故したい人がいれば、ある程度‡；金は払うのし仕方  
が／亡いと一巴うl，   

16  ある程度の支援料を支払／）てでも、専門の医療従事者と十分に話し合いを行いたいと．幣うっ   

47   

病気についてやほり医師や看謙師に相談するからには、装療費の 一部と考えて支払われなけれ  

ば医者なんかやってられない∴とに繋がりかねないと一里います。   

18  75歳以トとした理由がわからない。また結局医師に決定を迫られるのではないか予   

ニの8力に母が末期ガンで亡くなりました。ド】宅で最後を迎え、静かに息を引き取りました。  

19  

最後まで本人（ま癌と知らせザ逝きまLた。本人を交えてというのは、その人その人によると思  

います。難しいことはわかりませんが、お金をもらうというのも何かよくわからないですが、 

治軌こ上って（絹聯な‡j飢iかかか乃PトスbYケースだと．堅います i  

50  年齢区分け必要たいと思います 

′ノ  
本・lせこご′叫二向りた拙筆で11′こいか糟ダJたほ，：′がいい説附こ建一ローj l  

そ〔／州巨牒け∵い〕て逢うカ・♀ノLれないのP確実（ごことは云えまサんが、その木上であった城 

合、肝きたくないことモノあると．児い．tす   
㈹’’‾’‾‾‾■‾－1 l  

▼80＿  

佃＝後榊齢棚糊相談支檀斜についての意見  「   

53   

て欲しい‖   

54   終末期ではないが、配い病気の人にも適用さjlたら良いと駅うリ 75歳以上■に限ら守、終末期♂J  

柄気の人にヰ）適用される制度ヰ）必要だと一円う  
l一）の医療機関だけでほなく．セカンド：1ビニオンの様に別〃）酢紺矧閑も史跡跡）帝互、木可∵し  
終末期相談に関してグ）i＝旨に／Jいては全面的に賢成である話し合十ヰ持つこと、自）ナノ）病気  
や桔梗法を理解すること、家族もそれを■知ることし それをて禽にまとめること行必要1‾とた  

と．思うし、し′）かり自ク）グ）わく末を札／〉めるごとができる入朝履ことだとほ尉うが、耳れにた  

れる 
5（）  全く木野な制度だと思う、そこまで含腑ての医糠だと増・1   

57   

自i）がそういう状況になったJノ、ヤJょり全て〃）ことを知りたいと配し、t寸（亡（／rr、仁t痘畑土  

必要なのかヰ、しれない。   

58  隼齢は75才以上二と限らなくてb良いと果シ   

5り   

ぜ公的支援料が払われるかわからないく とてもあたり前膏∵と／ごので支援半射王子ご曹だし．早ヨわ   ．  
治る見込みが巧くな√）た暗け豪で静かにすごしノたい．全て本、1〝ケニとを言′Jて≠，rJい7二い、J 

1iO  わかり王せん0  少   しでヰ▲子供達に負担をかけたくないので、相談料とか取らないで欲しいと思い壬寸′                            臣   
末期患者と医師や看擢師との鰍i最後まで切かる卓，のでなし＼と．l．りいますので、丈碁笥り亜件カゝ  

ある、ないにかかわらザ、丈援料け支払われるペきだと思います 

ニのような支援があることを知らなかった〝）て、高齢者がいる′家庭と、ノてlユ参考にさ†Jて1（）rノ】  
62  

いたいと思う。   

63   収入は年金だけで、年令を医ねていくはど生瀬にかかる費用【．i増えてこモ．宣す、行命が1′ハ■れげ  

支援料ヰ）お支払いできるので托ないでし－上うか   

相談そのものは、医礫行為の1つだから料金がかかるり）こ1、1然たと′早！う、しかし、、lモだ」ガ命ア  

（り  ソプ〃1ため（？）と思われてい仁万がない今の延命措軌iかえ′1て開牌だと．隼ナつ 本人「ノ，）農政  

がなくゎった状態の時にど・‾）するかを前車，つて決めてi；くことが人事ごは／ハ、∴ゝ ニゾ〉∴との  

アンケート調査をしてはどうか 
65  支援料はIl」Jの九と如、てあるか、転院した場合Jiどうなノ）か 

66   

J）治増－を願いますr   

67   

説蝉はを読み理解できましたが、何故凍結された〃〕でし こ㍉卜∴H互いに負頼けあ／′てヰ、そ  

れは什方がないことだと駅うし．それによって救才）れる人（，多いと据え㌔J）で寸hが 

医師と患者本人が話し合いを持′）ニとけ人変貌穿であるご二Jt思いま－j しかしノながら、÷の木  

68  

為に対しノ、古今棟数を支払えと言1ニとについては蛭間を感∴ま1人甘け－1死（ハ最後‡‾1金で  

済まサるということに和し、も㌧ほ拙作ぐきヱせん 回限l㌧ヒHし、え、．裁1ビについて【l†王わし  

よ‘寸   
どうして対象者を決めてするのでしこうか（、あまりに‡J塞L一寸ぎ圭す 年・合間係なく、梢杯           ノ  

69   

りがたいと照∴  どのく上しLげ）金額か掛エゝるげ）かわカIJノない「／）てすか、高額／ご村右決草＋に㌻工ろ、L′り亡レ∴立板Jま磨  

間＝】後期ホ齢手絡末期相談支援料についての意見   

相談支援を家族・スタッフと共にけ′〕たから「次へ進んでください」という公的証明霹のよう  
70     な内容と思います。【次」が整備されてないのに、報酬、支払いをあらわにするのは∫jかしい  

と倍．います 

高齢者でたい者の場合け相談できないのか…む相淡料としてお金のl制謝が≠じるのはどうなの  

71  

†、安を感じる気がする∪  

75才以上といナ隼令に限定すること【iJ；かしいと思うい 高齢積でも元気な万卑）いれは、苦年令  

リ）万でモユ病弱なノバハ、ます♂〕で、後期高齢者だけが全て終末期をむかえるとも思えません。ケ  

ー【スパイケー十スで患者が希望した腸合には、医師や有識師は親身に相談にのってくれる即がネ  

当の医療でほないのでしょうか   
73  この程度の金額ならどちらで†ノ 

71   澗Inで理想を書いたが（医は仁術、人助けの分野だから、俗物にならないで欲しい）、相談支  

遁世はやむを得ないでしょう【   

75   相鉄、話し合し、1L あくまでも治療の延長上にあるべきものだと．呪うので、改めてそのための  

費用が生じるのけ納得できない 
どうして胤齢苗だけなのか？終末期の愚者にとっては必要なことだと思うリ 2批点こ20qOlり？  

76  
要すぎでは？   

77  和談支援世の支払いはやむを得ないと思うが、なぜ75才以上を対象とするのか不明p   

78   来期を迎えるにあたり、医療関係者と印淡をし、苦痛を軽減し、自己を受け入れられる覚悟を  

できるのl、tとても良いことだと思う（，   

79   まだ実際のところ難しく、そうすぐ結論が川る閉脚ではない気がいたします。本人がノレしPIJ  

ためになる様なことであればいいと．問、いますJ   

HO  よくわかりません‘   

2来者として相談されたことに対して1i、答えるのは†当然だと思う。何でも料金を払わなけれげ  

ならない社会にイこ満を感じます 
ボ2  お年二者りからお金取りすぎでほ 

机   
隼齢的にヰJ妥当だし、診察をうける際モJ先生等に病状を説明するのも、言葉をかえして話すの  

ら初診料として支払っている状態なので、問越も音義もありません。   

1十  高齢者の金銭負担を増やすべきでほないと思う。   

金額が負柑こならなそうなので仕方力いのでけ・・。ただ、他の医療費子）かか／jたLなので、な  

S5  るぺく少額！！   

8月   治る見込みのない状況バ、今まで医師から家族またけ本人に伝えていた⊥うに思います。それ  

でいいと射います】了5才以卜の〃から何故料金などとるのでしょう・■・り   

十丁  地力■F‘】治体が支払うぷんには特に閤辟ないが、個人的負掛i好ましくないむ   

RR   病状の変化∴過ごしん等についての話し斜、は、重要なことだと思う（生きている限り）。相  

談支援担t．必要な償であオ1圭‖L万なし、と用う 

ー82－   



間t一 機期高♯書終末期相談支檀斜についての鷺見   

後期高齢者になって死を持っている人には必要がない上に、同じく関係者の食掛ナのみと剛、  
104  

ます∴矧軋   
相談支援料が必要なのは仕方ないと思います。もっと元気な診礫に掛からなくてい、い老人を   

】05  

上06  健康管理するのに良いと思うく．   

子供と後期高齢者にはどんな時でも医療費負掛土ない方向で対策してほしいので、望ましくな  
川7  

いです。   

108  よくわかりません（充分に理解できません）む   

支援するのはいいと′甲．うが、年齢を75歳以上と決めず、定年をむかえこれから仕事がない方も  

10g  いつ病気になるかわからないので、末期の方で家族も収入がない方には支援するべきだと思う。   

終末期相顔とは、後期高齢者だけのことではないと思います。年齢が若くても病によっては当  

110     然終末期をむかえることだってありえる訳ですから、年齢にこだわらなかった方が良かったよ  

うに思いますり   
高齢者の負掛こなるのはどうかと思う。   

後期高齢者終末期という呼び方に納得がいかない。相談支援料支払いをするのはいいが、75才  
112  

になっていなくても終末期の人はたくさんいるはずで、年齢を決め付けるのはどうかと思う。   

こういう制度が新設されたことをしりませんでした．でし治療の希望などを話し合いで決定し  

113     て文書にしたら、支援料が発生するというのはどうかと思います。あと、とるにしても点数200  

点の設定は高いような気もします。   

“後期高齢者－■と言う名称はず成しかねるが、病鮒こなり医療を受ける場合ほ国民すべて平等  

114     でいいと患う。老人になったからといって、医療費を下げる必酎tないと思う。相談を受けた  

場合、その間は治療時間と同じだから支払われてい、いのではないだろうか。   

自分のことで、この先のことをなかなか考えられません。医師や看護臥その他の医療従事者  

115     の方が自分の意思や家族と共に話し合いがなされ、急変した場合の希望等、大切なことだと思  

います。私は75歳は妥当だと思っています。   

116  愚者にとっても家族にとっても、これからの対処カを知っておくべきだと思う。   

117   

病院存続の為には相談料を支払うのも仕方ないと思う反面、末期の患者に十分な理解を得られ  
るのかという疑問も残り、ケース′くイケースだと思う。   

75才以上が対饅とあるが、年齢区分は不要で、75歳以下にもこの制度はあるのか不軌全年齢  
118  

に終末期がある。   

患者が病旬で死亡するのは、これまでにもあったことで、そのことについては医師から説明が  

119  

あった。何も文書にして残す必要があるのかは疑問だ。難しいことを書かれても、言われても、  

素人牒者と家族）には理解できないだろう．息者は医師に全てを重ねているペきで、委ねら  

れないなら信じられる医師を選べば良いっ結果に対して苦情を持ち出すのは無責任すぎる。   

75才というとピンときませんが、おばあちゃんや、おじいちやんのことを考えてみたら、ニの  

120     牛くらいなので相談できることはとてもいいと思っています。とても不安が多くあると思うの  

で、相談ができるという、1つの言葉でもあると適うと思います。   

間11後期高齢書終末期相談支檀料についての豪農   

医師が患者に対し、治療力針を説明するのはあたり前のことなのだから、わざわざ「後期高齢  

者終末期相談支援料」を設ける必要がないと偲う。そんなことを設けなくても治療方針や見込  

まれる変化、過ごし方等の相故には病院が対応すべき。年齢も決めるペきではないと思う。支  
89  

援料を負担しなけれほならないとするならば、公的保険の適用をさせるペきで、患者負担額服  

できるだけ安くすべき。「そんなに高い負担額なら、文事は結構です」と愚者がいうことのな  

いような負担額にしてください。   

後期高齢者だけを対乳こするのは、おかしいと思う。文書にしてあれば話し合いに参加できな  
90  

かった家族も理解できていいと思う。   

91  私は年齢はあまり関係ないと思う。健康管理をよく考えて実行している高齢者は元気だから。   

家族との打合せであって、息着との希望になければ支払いは必要はないと思います。医者の強  
92  

い希望が患者を支援してくならば良いと思う．   

93  支援料について、支払うことについて反対です凸   

94   

医療行為上当然の情報開示であり、顧客である患者とのサービスの提供、ニーズのヒアリング  

は医療行為のうちに含まれるペき。   

たとえ重い病気、治る見込みがないとしても、死に至る王での間どのようにすごし、少しでt）  

長い時間家僕と勘こいたいと思うは自然です。私も病気の経験者ですので、文書にしておかな  
95  いと本人も体調がよくないので忘れたり、記憶違いが生じてくることを知っています。なるべ  

く痛みの少ない治療法など、手をつくしてあたってほしいと思います。   

より良い治療を…とも思ったけど、上記と同じ理由で制度自体いらないと思う。料金が発生す  
96  

ると、そこからまた差別とか出てくると思うし、また新しい間錮がでてくると思うから¢   

支援料が一回限りであれば、話し合いは何度行っても良いとのことなので、よろしいのではな  
97  

い‾Pしょうか．   

2年前に父を亡くし、先生に絆しい祝明を受けて死に対する覚悟ができました。目前にそのよう  

98     な話があるということは良いことだと思います。相談支援料を払っても良いと思うし、払わな  

くても良いと思うとこもあり、ハツキリいってわかりません。   

年寄りを抱えていたから、日に見えないお金が出ました（中元、歳暮、看護婦への差し入れな  
99  

ど）。大半の人がそうだと思います。もういい加減にしてくれという気がする。   

後期高齢者医療保険料を日々支払っているので、できればそこから患者側から支払う診療科を  

100     まかなってほしいです、といいながらレ隋院で診察や治療を受けた鴇含、すべて請求されるま  

まに全額払ってきているので、そういう取り決めになれば払わぎるを待ない。   

患者と家族が医師のアドバイスを受け、納得のいく治療が受けやすくなると思う。医師に遠慮  
101  

なく言いたいこと、聞きたいことが話し合えると思う。   

102  大変良いことと思う。   

患者に対して、医師は数も少なく忙しい為、話し合うのは大変だと思う。なので、基本はアン  

103     ケートや文通のような物でやり取りした方がいいと思う。もし話し合いの必要がある患者があ  

れば、行うといった形がいいと思う。   

＿Sユー  

間11後期古齢手絡末期相談支檀料についての走見   

医療機関が提供したことに対する報酬を受け取れることも、後期高齢者が過度な金践的負担を  

ト12     負わないようにすることも大事だと患うので、双方が満たされる支援料が支払われるべきであ  

る。   

後期高齢者の部分にのみ反対ですn後期でなくても、前期でも良いと思います。さらに年齢に  

14：‡     よる区分は必要ないと思います。病に対する専門家の医師や看護師から情報が欲しいと思う．  

今私は88歳で、夫や子供達のことを考えると、この制度はあっても良いと思います。   

t4／l  若い世代にも電病な人はいるのに、年齢制限をかけてしまうのはどうなのか？と思います。   

75才以上に区切るのは好ましくない（なぜ75才以上を後期高齢者としたのか、理解できない、  

145     高齢者といっても個人差がおおきい）。医師不駐の現状では、無風何度でも内容を変更した  

りすることは無理。   

高齢になると体の痛いところが増えて、幾人bの医者にかかります。医療費が払っていけない  
146  

からです。   

よくわからないです‾が、支援するだけでなぜお金が発生するのか・・・．助かる見込みがないのに、  
147  

お金を支払うなんて馬鹿馬鹿しい。   

148  凍結措置のままで良いと思います。   

75才以上になった高齢者が、自分で判断できる状態だといいのですが、認知症等の疾患のある  

l／19     方だと自分の判断しにくい状態の方は家族や親族がするのでしょうか？相談支援料の負担がど  

のくらいなのか、年金′E活着にとっては負担が大きいのは厳しいと思われます。   

老人の行き場がない状乱入院しても状態が良い方向になっていなくて、入院期間が長くなれ  

150     ば退院しなくてはならない。国の方針。家では介護無理な場合多く、話し合ってもなかなか難  

しい。これからの高齢社会が続くと患うので心配です。   

十分な話し合いを行い、それを文章で提供することで、より日常の生活を少しでも過ごしやす  

151     くできることがあると思うので、良いと思います。ただ、支援料が発生することで、患者の負  

担も増えるので、全て良いとは言い切れないと患います。   

相談料を払った彼の相談を親身になってくれるか心軋回数を龍ねる度に嫌がられたり、面倒  
152  

くさいと対1㌫されるかなと思う。   

153  不勉強にて、しらなかった。   

終末期であっても診療内容を家族、及び介護者がよく理解し、少しでも安らかに過ごすことが  
154  できるためにも必要なこと、医師看謙師とのコミコ∴＝ケーションが大切だと思う。   

155   

今まで特に考えたことがなかったし、内容l，よく知らなかった。参考の部分を読んだだけです  

が、あってい、いと思います。   

私の時代にもこの制度があるとしたら、話し合いや文事にして欲しい気持ちはあるものの、相  
156  

淡料の負担が大きいと考えるかもしれません。   

文章は美しく感じられますが、その中にあるもの、奥深いものが感じられます。生を受けて生  

157     きてきた方々は皆美しく、楽しく生きぬき、旅立ちたいと思います。この制度はなにか不安を  

感じますし   
158  年齢区分は必要ないと思うし、低所得の方を優先する形が好ましい。  

問11後期高齢者終兼期相談支援料についての意見   

121  しっかりした制度をつくり、確実に実行された方が周臥本人にとってもよいと思う。   

後期高齢者（75才以上）に限定するペきではないと思います。年齢に関係なく、いつそのよう  

122     な状況になるかわからないのに・・▲。そのような状況になった場合、みんなが制度を利用できる  

と良いと思います。   

123  相談は何度でもしたいが、支援料が必要である理由が納得できない。   

75才以上という年齢に限定されることに違和感を持った。年齢区分にこだわることなく、末期  
124  

患者のケアを十分行って欲しい。その結果の支援料は良いと思う．   

12S  後期高齢者に限る必要はないと思います。なぜ後期高齢者だけなのか疑問です。   

126  何のためかわからない。   

127  後期高齢者75才以上の方を区分するのはおかしいと患う。年齢に関係ないと患う。   

悪用されることはないか。経済的に苦しい人に影響が出ないか少し心配です。費用は必要だと  
128  

思いますが・・・。   

129  相談支援料が支払われなければいけないこと自体がわからない。   

相談料は医療費の一部だと一削、ます。特別に支払うのはどうかな？75才以上という区切りも必  
130  

要ないと思います。   

1Jl  収入があまりない方には支援してあげた方がいいと思います。   

132  いらないと思う。   

このような制度を初めて知りました白文書等に記録してもらうことは良いことだと思う。200点  
133  

くらいでしたら良いと思います。   

134   

とても良い制度だと患います。話し合うことにより理解もできるし、それを文事に残しておく  

ことは重要で、保障をしてくれるのは望ましいからです。   

人の病気を発見し、それに伴った判断をし治模するのが医師の傍めであり、診療費が払われる  

135  
のはおかしいと思う。また、支払いするとなれば、患者の負担も多少なりとも変わってくると  

思う。そんな支払いがなければ、医師は適切な指導ができないのかと逆に何のために支払われ  

ているのか曝間です。   

136  厚生省の説明が不充分、国民に不安を与えることは避けて欲しい。   

後期高齢者だけに、なぜこの様な制度ができたのか私には理解できません。75才以上、以下と  
137  

区分すること自体おかしいのではないでしょうか。   

1：雷8  支援料の200点がいくらの料金になるのかわからない？年齢区分は必要ないと思う。   

実附こ相談したことがなく、その時にならないとわからないのですが、高齢になった親の介護  

139     のことを考えると諦し合うのはいいことだと思います。どんだけ金額がかかるかわからないの  

は不安ですが、無理な延命はさけたいと思うので。   

140   

文理科の支払い有無とかよりも、本人に対して正しい相談をきちんと受けることができるよう  

にして欲しい。75歳以上とか後期高齢者とか区分はしない方が良いと思う。   

医師の患者や家族に対する態度や対応によって違ってくると思う。説明を払机、て腹が立ったり  
14l  

悔しい思いをしたことが多々あったので。   

－＄5－  

▼∴「て下  



間11後期高齢者終末期相級支檀矧こついての意見   

【丁バ  病㌔t′J治穣とLi」じと考えてLろLいのでは′言い「さしょうか？   

177  後期高齢者の廃合り、支援料はとる必要托ないと聞います。無料でいいです。   

医帥等グ）匪頼経♯着か、終t期診療カ針等に′）いて患者本人や家族等に説明し、とり壬とめの  
17わ  

文吉を増す♂汀1あたり酎け∴二と．診療報酬ltlこ必曹と．幣う。   

179  ややこしくてさ一jぱりわか〔ノ仁い，   

老後に関してl′t、様々なイこ安がつきまとうものであり∴長け）ある相談が必要である。それに対  

180     し／て麿糠機関が允分に対一己こできるょうにするためにil、必要な制度だと思う。ただ料金を具体  

的にホせると良い   
1日1  わからない 

匪サ的根拠に農一丸、ているから、l何でも充分だと思うハ常々家族と話し合っていれば患者さん  

1R2     も納得のとだと．思う．，延命治療のみのやり方は良くないと思う。人間である以上、植物人間に  

はなりたくないと思います． 

相談料として特別に支払われることは好ましくないっ こういったこと全て含めて終末期医療と  
183      すべきだと屠．う 相談支援はすべきだが、それに料金がかかってくるのは反対。なぜ特別にこ  

ういう項目を設けるのかわか〔，ない。   

1銅  75才以Lでなくても良いと．扱う。   

1肖5  当然支払われるペきぐ．   

後期高齢者終末期相談が実施されること自体は良いことだとおもいますが、現在でb高齢者医  

】R6     標の負料士人きくなるはかりです．ノ ここで新たに支援料という名目で医楕費が使われることに  

け反対てす。そ鹿央の医標行為吼ト環として相談は実施されるべきだと思います。   

運に支援料を決定することにい」て高齢者の牛活を圧迫することにならないか心配です。何と  
1R7  

か70歳以仁からお金を取っていこうとしているように思えてならないのですが・・・む   

相談し、丈卓化されて遊顎として提供をうければ、料金が発生するのは理解できないことはな  

188     いが、料金が登勺二することによって和談したくてヰ▲できなくなる人が川てくるのでは？そうい  

う人たちほど、柵談が必要な人たらだと思います∪   

終末期げ〕治療ソナ法、延命についての唐思を患者の昔流があるうちに確認してJ；くことは大切で  

す。一カ、後‖“言った？言わなか／－た‘7’’ということで裁判になる事例もあるでしょう。そ  

1Rり        J）点からみると、医師側にも丈蕗化しておく必要性があるのではないかと思います。二のこと  

を考えろと（文系化）柵親友援料として、患者側（保険）に ん的な負押となくことに若†二の  

疑問があります．－   

対席齢者に“絶好’などと匹二別することが気に食わない。人間の終末ほ虻備に関係なくやって  

1t粕     くる。その時の終来期ケアがきちんとできる侠療従事者の育成と、体制準備をして欲しい、，ま  

た、それに対する対価Fiゝ1然あ／〕て良いと思う。   

191  少ない隼金ノト活着だから‖   

話し合った内容など確認L／亡がらIl常′i二．活への支障など考えるので、文書などほ希望します。  

192     診蝶軸酬改定とか言われてヰ，保険料を支払／Jているので、たとえ・部負担でも払いたくないで  

すり 医機機関になぜ？相談料せ支払わせるのか。   

間】1後期ホ齢舌終末期相談支檀斜についての意見   

㌫＝‘トで捨石）見込み〝）ない柄を憩い、カ、ノ）延命するこぃし、し1瀬増‘ん法が／fい首‖沌1厳でタ 

ほ！】   

場合、患者の唐猟tないとLて、▼の話し合し、ナぐしノ丈が十＝れ笑．hりか一）   

＝10  全ての人に無料竹澤＝ しいと甘†う   
∴い  

腐齢首＝洩ということけ、その家族用服－！、別居、い′）いノ1〉／ご彬・ハ豪族があるか．と－び〉♭－たり  

までを家族という〝）れ それに上って相続、町席など〃昭博汁牒井し小わ左い‘Eた、←三れゾ）  
＝‖  

唐人り、をヰ▲／－て「忠行・家族」〔r）「くくIJ」をするJlか㌧ 孝．t欄′ライ㌧く卜くご間断を公的仁王糠を′  

使うのほ無理があると思う 
1ト／  前牒Iきで良いと。苧】し、ます］   

1l）3  相談料は診療凱こは含まれないと．l！，、うかF」   

1机  医師や有機的が允i）な治療をしてくれたことに対するヰ，げ）だか－■ノ、支払う刷上、1然だ上ト．l   

165  柄人げ）ノ気枯らと医師などがト分諦L合えればと援料をrごして卓，良いと明いまj   

医師と患者との倍傾関係が、金」の関係になるような気がし宣す終末軌ユ ′運命」と割り  

川6      切／）て全て医師への信頼にゆだねて終わりたい、相狭ヰ，Ji企で／亡く、イ書棚によりなさ才lる阜，の  

であ′Jて欲しい】   

人′Iミ長年′トきていれば、どのようにな／〉て子fくのか先≠及び偽名及び′麦族tJ）かっていちごと  

だし、滋彦をも′Jてお互いが話し合いなし丈蕗等にまとめて脛供することほ．希望者にl：艮り作  

冊しノて頂いて、支援料の件卓）言患首やその家族にいう必軌土あると黒いますり 文書Trり、なく  

ても請求される可能作ありl，   

覗い病気など、治る見込みがない状況とな′Jた患者とか、叶齢に差別つけることなく、医者が  

16汚  患者の相談にのることほ、それが化謳「7あ′Jてあたり前げ〕二とだ1ぺ県、ます 

隼齢で【く別するの1iJjかしいと一思う「7＝歳以卜一の方て屯）、クーニナノLLr）んもいろ．74歳】lケ  

16り  

月だ／）た場合、′L年イ＝1で【ヰ別するのトtゴjかしいと鯉∵ト 隼齢で区別するのではなく、hくま  

でt）Fl分の音別であると。呪う）自i）の殿期は‖分で決めたし、とノ1エうと且う（認知症で／了し、場合  

ii。認知，．盲の鰯合【iftノノないが・j   

治る見込みがない病気になっていて、ただでさえ金がカ・かるしりに、／こんでまた相鉄や丈きで命  
Ⅰ7（）  

を取ろり〕かがわか∴Jない 

医師や有言雪肌が説明や相談をすることトL、里然なことたL、治碩骨や検査費など支払うぴ〉仁かl‾〕  

」7】     支援料を支払うことはijかしいと思います。いろいろな血ごホーム齢占のん■々の負押が多‘∴ 何の  

ために政治家がし、るのでし⊥うか′．先ソ）ことを考えると′寒気かし去ノj   

後期高齢者の方だけでなく、終末期相談支援料を必要と1‾るんii＼勢いると朋うので、‡殻定す  

治る見込みのない病気トir豆1齢箇だけと【土決Lて限・モノ（こし、ぴ）P、年齢制限キ十る時．了∴でJ；ノち、い、  

17′l  後期高齢者終来期柵談支援料J）ヰ人㍑良いことだと。？†∴＝ト、i＝粁車：）〉沃∠・要ないとノIJt、いt寸   L72     るのiiおかしし、〝）でけ  173     と思し、ますしか章，患者が亡くなるよでに良人なJ、；企を必要とする′）；土有言隻するほう／こノ）に、   相成料と称して阻隠矧聞こお金がた払われるげ）‡l′レ，’J考え⊂ヰ、∫二かしし、で十      175  隼齢ほ閑係しない方が良いと．＼モク、ノ⊥   

間11後期高齢者終末期相談支援料についての意見   

現在重視されている問診等も医療行為の一都であると．取うととt）に、医療相談にあたると思う  
2】5  

ので相談料として別当算定するのは納得できない。   

216  よ〈わからない   

医師等の負担を考慮すれば、ある程度の費用を負担するのはやむを得ないと思うが、料金の妥  
217  

当性（点すぎる）が問頗と凧う。   

終末期の対応としてほ考えなくてはならないことだが、本人に医師が確認できない場合、結局  

周りの人の意見でその人の死に方が決まってしまうと思うハ 特に文書にまでしてしまうと。た  
2！8  

だ、医療ミスだとかで裁判にされるリスクも多い医療関係者を守る意味でも必要かと思う。た  

だ点数や年齢など見直す点ヰ）多いと．思う。   

21g  75歳と限定することに緑間があるが、すべてに適用するかとしても難しい間貸である。   

220  良いことだと思う。   

終末期相談支援料の熱加、いことだと一視いますが、年令で終末と考えるのは好ましくないと思  
221  

います。人間である以1二終末はあるので、その時々で良いと思う。   

222  75歳以しこという隼齢制服の唐味がわからない。個人によって状況は実に様々であると思う。   

トク）な説寧日相談Il本腐医師のやるペき仕事の範囲だと思います。文書にする必要はないと考  

323  
えますハ r・昇を使えるのであれ‡f医師や医療従事者に必要な「教育」を行って、どこの病院に  

かかって寸）定の説明相談が行える体制作りをLていただきたい。様々な治療法の院がもっと  

連携して患者にあたる∴とヰ，必要と思．いますし   

22t  医橋保険からは相談料など払わずに、もっと医療費を安くした方がいいと果う。   

医師と患者と家族が終末期について話し合い、それを文書にすることはとてt）いいことだと思  

225     います。ただそれは後期高齢者だけでになく若年者にも当てはまる人がいると思います∪ 本人  

が希望する治蝶 ぐ痛みの緩和など）を希望する病院で診てもらえるといいと思います。   

226  終末期印政文横付がなぜ後期高齢者にのみ設けられたのか納得いかない。   

227  別にいいと思うu   

私の兄姉は75歳以Lです。医碩相談料はいらないと思います。精■放でもお金がかかりますり  

228     家族みん／亡泣いていま十‖ 私は圭だ5年あります。その後75才になりますっ相談料ほなくして  

ください。   

229  高齢者だりでなく、すべての終末期の患者さんに適用すべきでほないでしょうか。   

230  重い病気で治る見込みがない、すべての人間に対して平等に接して欲しい。   

200点がどのくらいの金額になるのかわかりませんが、できるだけ負担を軽くしていただきたい  
2：il  

です（   

2：！2   

その時に部負ホ！ができるかどうか不安です．医師や看護師、その他の医礫従事者に対して公  

的医棟保険から支払われることに関しては、当たり前のことだと思います。   

2：lニ！   

年令に関係なく人とLてヰ厳を一、㌣って欲しいっ 何でも枠組みを作ることに納得できない（支援  

料も）。   

2ニ！4  治療にあた／）てけ当然の事柄であると′碍ユう‥，   

035  応托詳細できる制席だと．リ」、う∪  

問11後期ホ齢春終末期相談支援料についての意見   

業務的に適当に行われては断るが、Il一徹を制限し 通りの文畜を作成することは医療－ノい環と  

193      して行う／くきだ〔ただいろいろな人間がいる爪P「何度わ工てく）良い」とすると支援侶が用て  

モ，患者に主／〉ては担〕J与する医師が適ってし圭うケースヰ，あるかと煙∴   

194  まだまだ身折に感じられない 

・蚤い病気、治る見込みがない状況となった場合、隼令で鰍jきするげ）㍑なぜなのか理昭でき  

ない√ノ 命の蚤さは若年でt，高齢でも変わり目沃い。隼令で鰍プきすることにより‘▲切捨て’’の  

195         感が吾め木い。・け～74歳までの診療では掩腐沃針の課牒・相談を行′Jて墾，「」／）てt，柵鮫料は謂  

求していない叫こ、後期高齢者保険になるとコスト謂果するのけ紺購いかなし、。‘‘ぞ人いじ打’  

で【tないかい ほとんどの老人は隼金生餌であると思うJ）で経済負押は大きくすへきでけこい   

1輔  支援料の額が間麒なのだと問う   

1｝丁  化方ないと思う‘，財源を考えると何でも無料というわりにIiいかないか〔J，   

家族の病状によっては医師や看講師に世話になりたい√）P、和淡料など支払一）て蜃、良いと一せブう  

198     父郎才、丹67才で亡くしているのでいろい7）脱l刑を聞いたんがH分が安心できる上∴）ノこ気が  

する。   

199  離しい質閑です：，その時になってみないと尉本的な気桔ナノ1iわかyjかわると．賢います－．   

200  75歳以1二といナ軒齢区分でけなく、iIミ齢制限け（例えば60歳以1とか決めないちが良いかなr）   

201  良い制度だと一瞥うシ 年欄制限をしなくても良いと。甲，う   

20Z  病院に入院Lていればそれだりでいいと思います、．   

203   

終末期は医棟機関はとtJかく、本人と家族にけ神聖な時期と盟われる支援料け本人〃）二れま  

での介護保険料、本人負捏料の総？央舞と考えるぺき、t昔汀招．与構だr   

これからますます胤齢首が多くなり、若い人ノ）保険料負担が人きくなり人変に了亡ると。1」†う  
2〔り  

のょうな相談は必要なんだけど、それがJJ命が払われなし、とできないとけ悲しいことです 

205  金額にもよると思うのですが、あまりにヰJ烏龍な場合1tどうかと珊、う 

20（】  相談内容を書面にLただけで、診療費がかかる根拠がモ・′〉たくわかちたい   

207  ⊥くわかりませ人   

208  患者の十分な理解が／王くて¢Jfl†飲料を支払うのはおかしいと月！う   

209  定年作0歳）まで引き卜げるべきだと思う   

2＝）  7J】1Fj上り凍結とな′〕ていますが廃棄と一トぺきでト   

医者や音譜師の義席として教えたり相談にのる〟）l－i当たり前と一i．qう、金を取ろのほ才；かLい  

∵11     丈蘇ヤ柵談をして相手他者や家族ほ納得しなか′Jた〔）…医者に⊥∴てレベ′レや知識ヰノ違うと  

思うので金を取るのはヘン、おかしい、嫌だ、当然   

患者側は．土りいな出費は選りたい聴うが、医稼吠、ト喝では柵淡料を受け取る∴とで唐音や家族  
212  

に時間を設けることができると．配う   

末期を向かえている人達を相鉄料が支払われる∴とて、特別な対根こ、Lろ診嫁となれげ夏族卓，  

∴l十  

とになるこうな気がし上す  
2いl  



間11後期1齢書終末期相性支檀矧こついての憲鼻   

患者と医師が相談し合うことは大切なので支援料は必要である。しかも何回も話し合えること  
252  

が良い。   

253  相談を十分にしたいので支援料を支払っても良いと思う。   

254   
医者に相談すると、すべてが書用として支払わなければいけないような状態になりつつあると  

思う。   

255   
話し合いを行い、その内容を文事甥にまとめて提供することを診療報酬として別に扱うのはお  

かしい。   

75才以上とは…どうなんでしょう．年齢で区切るのは？病気になって‥・年収の少ない人とか  

256  のことし考えていただきたい。   

257  あまり良い制度とは患わない。   

75才になれば自分で判断がつかなくなるし、見てくれる子どもに角應がかかるなら話し合いな  
258  

んていらないと思います。   

相談支援料の内容についてはよくわかりませんが、現在凍結されているとのことですが解除さ  
259  

れた方が良いのではないでしエうか。なぜ凍結されているのですか？   

260  支援料は無料とすべきと患います。高齢者にとって暖かい心遣いと思います。   

261   
75才以上（終末期）のお年寄りに対してでも、延命等の説明するのは医者としても義務だと思  

いますがどうでしょうか？   

262  むずかしいですね。   

文面のみの解釈ならばいいと思うが、支援料だけを見ると側面的な、すべての病院が同じレベ  
263  

ルでやるかは不明瞭な感じがする。お金が絡むと良くない気がナる。   

264  年齢区分は必穿ないと思う。相談をする人の年齢は75才以上とは限らない。   

265   
料金がかかることに書きましたが、どのくらいの料金を負担することになるのか具体的な金額  

がわからないので何とも‥・。高額でなければいいなと希望します。   

266   
同制度について知織がなかったので、現段階ではっきりとは答えにくいのですが、廃止できる  

のが望ましいと思います。   

267   
終末期相鉄支援は医療行為の中に含まれるもので、相談のみで支援料を支払うのはどうかと思  

います。   

後期高齢者の終末期の話し合いはとても必要なことだと思います‘本人の意思を尊慮すること  
268  

がとても大切だと思います。そこに料金を請求するのは間礫があると思います。   

病状の変化や過ごし方にまで相妓料を払うというのは納得いかない。治療書の一環としてとら  
269  

えて欲しい。   

患者一人につき一回限りであれば良いとは思うが、丁5才以上を対象にするということについて  
270  

は疑問が残るが‥・。   

話し合いがⅠ回＝時間柁度で終rするものか？複数回11を変えて数時間かけて作成されること  

もあると思う。ケースにより違うと思うので適正な料金はどのょうに算出されるのかわからな  
271  

い。すでに広報されているのでしょうが、私事と実感がなかったので覚えていませんけデリケ  

ートな事柄にかかる料金なので丁寧な対応・説明を行って欲しい†Jのです。   

間11後期ホ00書♯末期相談支檀料についての意見   

236  無料で良いと思います。   

237   

話し合いを文書に残すことはとても良いことだと思う。その場合、後期高齢者終末相続支援料  

も良いが、自己負担（患者負担）も増やすべきだと思う。   

年齢でくくるのは良くないと思う（例えば74才ですと上記対象にはならないということです  

238  

し）。重い病気、治る見込みのない状況は0才でも起こることだと思いますし、今卓）0才の子  

がそういう重い病気で苦しい患いをしている親もいると思うので、年齢でくくらず0才～対象  

にしたほうが良いと患います。   

239   

終末期相働は大変重要な医療行為であるために、年齢を問わずに丁寧に行って欲しいp 相談料  

の支払いは必要だと思う。   

240  やはり年齢区分は必要ないと思う。   

治る見込みがない患者さんの不安は年齢には関係ないと思いますが、すべての患者というのは  

不可能と思いますので、高齢者といわれる65歳位の人からにすればある程度納得もいくかと恩  

われます。患った時は本当に人様のアドバイス、いたわりが最良の藁ともなり感謝の気持ちと  
241  

気力が沸いてくるものと思います。それは病を経験した人にしかわからないことでもあるので  

＃しい間贈だと思います。相談料を支払うことにより、より良い充実したものにして欲しいと  

思います。   

242  本人及び家族が♯成される場合、支援の必要ありと思います。   

おかしいと患う。特に75才以上の高齢の人から。なぜという思いしかない。医者はどこまでも  

243     名目をつけてお金をむしり取りたいのかと思う。残される家族からも取るペきでない。仕事の  

一一環として相絞料なんて取るべきではないと思う。ひどすぎる。   

いろいろな人の死に出会ってきましたが、このような制度ができたことを初めて知りました。  

244  

今まではすペて口頭だったように思いますが、お医者様に負担をかける以上★用はかかっても  

仕方ないと思います。ただその説明があまりに理解できにくい専門的なことであればやっかい  

で面倒なことだなあ－と思いました。   

245   

若く働ける時代に中小企業だったため給料が少なく、それにより苦労を重ね、少しの不動産収  

入により診療費が王制になり、後期高齢者医療書も高く大変困っております。   

4月に夫を亡くした着として、私自身、終末期はこうして欲しいという希望は元気な時に身内の  

246     者に伝えておいて、いざその時には知らない方が幸せなのではないか？と思えるようになりま  

した。ですから文書等にする必要はないのではないかと思います。   

支援料支払はすペきだと思う。患者のことを一番知っていらっしやる医師、看護師にきちんと  

本アンケートでこの制度があることを初めて知りました。まさに画期的なすばらしい制度であ  

ると思う。それが現在凍結措置が講じられている由、なぜですか。ぜひ実現を強く望みます。   

249  診断書としての内容のものであるから、料金の支払はすべきと考えますり   

本人または家族が相談を求めるのであれは、相談料を支払うことに間麒ないと思う。ただし金  

額はできるだけ安い方がいい。   

251  終末期の相組ま当然のことであり頼義料は納得いかない。   247     相赦させていただき、自分の考え（願い）も話して納得して終わりたいため。  248           250  
間1t 後期高18書終末期柏緋支攫料についての正員   

健康な方は結構だが、病気になられている方を思えば本当にお気の毒です。早く良くなられて  
29‘l  

人生と楽しんでいただきたいと祈るばかりです。   

29S   
年齢区分75才以上が対象者とか限定されない方が！75歳以下はどうなるのか？絆しくわからな  

い？   

自己負担額がどの程度のものになるのか等、軋こなることもありますが、終末期相談は必要な  

296     ものと考えています。支援料が支払われることにより、適正な終末相鋲を受けることができる  

のであれば必窄なのかなとも思います。ただ高額の負担は避けて欲しいです。   

297   
年齢を限定するのは好ましくない。一人1回というのも手抜きを誘うことになる凸主旨そのもの  

は良い。   

現在75歳末浦の人が同じケースの場合は、料金など支払うことがあるのかということと、200  

298  点の報酬料が具体的にいくらなのかがわからないので判‡折に困る。ただ後期高齢者医療保険の  

導入で「生活費がまた減って困った」と言う人が多いのにまた高】締着の負担が増すのはどうか  
と思う。   

年を取ってからの方が何かと医療費もかかるが、75才以上で区切ってしまうのはいかがなもの  

299     かと思いますt日本を支えてきて下さった方々が多いと思い立すので、何かと余計な費用を払  

わせないように国で何とかして欲しいと思います。   

治る見込みのない状況というのは年齢に関係なく、椎にでも起こりうることだと患うので年齢  

300  
設定をもうけるのはおかしいと思う。また診療報酬だけを考え医師が内容重視ではなく、形式  

的に（形だけの）話し合いを行う可能†生も否定できなくもないので、まず患者とその家族の希  

望を坂祝して実施すべきであると思う。   

301  労働の対価、文書に対する★任を明確にするために支払うべきである。   

302  年齢区分は必要ないと思う。   

医師が病状に関し、相扱や祝明をするということは当たり前のことで、患者に対し信頼を持た  

303     せることも仕事だと思う。まして75才以上となれば収入的にも少ない力も少なからず、そうい  

う方々からの支援料負担ほ偏祉的な意味で反してると思う。   

患者の家族及び本人に対して適切な相談をするのは当たり前のことであり、それ以上に経済的  
304  

負荷を本人と家族に強いるのは好ましくない。   

305  7S才以上を封殺とするのはどうでし上う。   

30（）   

重い病気で治らないなら、自分の意志を書面にて提供されるための支援ならいいと思います。  

延命の意志もはっきり記入したいです。   

307  ちょっとわかりづらいと思う。   

この事顎を見て初めてこのような制度があったことを知りました‘高齢者に限らず自分が重い  
病気にかかった時には、医師や医療従事者にたくさんの相鼓をしたい、受けてもらいたいとい  

308  
うことは当然のことだと思いますし、そこに費用がかかってしまうということに疑問を感じま  

す。   

309   
合理的である。ただし「200点」の重み（妥当性）については不軌政活況題ではなく官僚によ  

る合理的な制度づくり（運用）を希望する。  

間11後期幕♯書終末期相験支檀料についての1見   

本人の意思が反映された医療を望みます。夫の時はすべてが妻である私が決めることになり家  
272  

族とも話し合いましたが、本人に聞くことはできませんでした。   

273   
閤牌点があるかもしれないけど、最後は専門の方にいろいろ数えていただきたいので、お互い  

に良い気持で迎えられるのであれば料金が発生するのもやむを得ないと思う。   

274  十分な相紋にのってくれるか不安です。200点は高額とは思いませんが。   

この支援料が斬殺されたこと自体を知りませんでした。我々の世代が年金受給される頃、さら  

275     にこの支援料の対鏡となる頃、年金での生活では不安を感じているので少しでも支援料が出る  

ことに期待します。   

276  相談料はムダ。何でもお金にするな。   

277   おかしい‥・。なんで75歳なのか。終末期患者やその家族は何歳であってもたくさんの悩みを  

抱えているのだから75歳の線引きは大反対。全終末期息着を対象とするならば良い。   

278   私の不勉強で今まで知りませんでした。が、相談支援料は1回のみ支払い、その後の話し合い  

は何度でも行えるというのなら、より一層妥当な案ではないでし上うか。   

279  相談支援料が発生することに対して矧軋   

280  よく理解できません   

281   年齢制限の必要はない。成人していれば自分の意志と★任を持って終末期のあり方を病院に伝  

え相鋲していい。   

282  全面的にサ成です。   

283  75才以上でなくても死期はやってくるので、年齢で区別するのは好ましくない。   

284   
十分な話し合い等して納得できたなら、していただいたことに対して相談料を支払うことにな  

るのは当然だと思う。ただし十分な話し合いが行われ納得ができたらということが最低条件。   

285   本人・家族・医師等の間で病状の変化、過ごし方がお互いに納得できるようなものであれば相  

紋支援料に支払は納得できる。   

28f〉  過度的にはこれでも仕方ないが、将来的には年齢区分をなくしていって欲しい。   

287   人生の終末期に医師と病状とか生活支線の話し合いが十分にできるのなら、支援料を払ってL  

良いと思う。   

288  相談支援料がどのくらいの♯用になるのかわかりませんが、その料金にもよります。   

289  支払は適切と思う。   

290   
収入も限られた高齢者の多い中で、終末期を知らされた患者にもっとやさしい国であって欲し  

い。無料にすべきと思います。   

291   
本当は支援料はなしの方がいいと思うが、なんでも金がいるので仕方ないがお金で書かせるの  

はいかがかな？国が支払うペきです8   

292  75才以上ではなく、定年を迎えた60才以上の方がいい。   

「治る見込みがない」と悲観的になっている時に、相談できるのは少しでt，心の救いになるの  

293  
で良いことだと思います。凍結せす進めていくべきでは？医師不尽といわれる中で、親身に相  

枚にのってもらえるかは疑問です山 専門のカウンセラーのような人がいればいいのでは？そう  

いう人の養成支援料も必要だと思います．   

、 丁 ［  



附＝1後期書出書終末期相談支檀斜についての意見   

310  相談等は医者として当然のことなⅤ）P、高額な支援料でなけオ1．ばいいと．机、ます。   

311  良い制度であるが、そんなに高く設定する必要はないr   

312   相談料の射い土良いと思うが、後期高齢者のみが対経という〃Jはおかしい 年齢制1ミ艮ltなくす  

ペき→タメなら誰にヰ）払わない方が良い 
：l13  あより死に際にパケパタしたくないのでたぷん相談しノない 

314  増人されることにより格差が生まれぬよう、注意しノていかわば小、ノごいと黒いづ1   

I■1分円身がその正風こなった嘲合、医療機関け相談料収入をビシネスと考えて、焦り巨＝訝∴J  

は別の方「句に動かされることt）あろからしれない   

治る見込みのない病気が患者の意志を奪ってしまうヰJJ）（例えば痴呆症）の場合に、トとんとに  

封川     患者と隣刺距事者が話し合いを行ったかどうかを【瑚」することが難しいL捏うが、相蝕を鐘声  

を支払うのは基本的には賛成。   

317  ケ川スによ′ノて適うと思うので、すべてにというのl1どうかと聴いjす   

318  医師・病院がお金が欲しいから料金を取る。医牒費が増えて用尺保険一十史j卜がり、「引（‘王困る 

319  まだよくわからないので今け何とヰ）言えませんい   

320   し、まいら後期高齢者終末期相絞支ぜ料の意味がわからないご 年寓りだけがこの制度を他う叫エ  
おかしい／亡あ～と思う。   

321  内容が主だ理解できてないので、何を揮いて良いのか迷′）ています   

高齢者の終末期を利用した、医師・医僚機閏への優瀾処置としか′l声！えま1j二ん‖ 浦＃吉摘蘭が誘〔  

322  

られて当然ですL，般的なサラリーマンの退職後の生活と医続開係者のt活を軋ればい小に医  

横間保者の所得が高額かわかります‥・なのにまだ‥・〔医師を志した人が人を助ける∴ヒiまツヨ  

たり前のことです〔   

3Z：l   治煉の繹過やその後のことの話し什い（主医療の一部であるが、そのことと底面にLたからとし  

てら相談支援料を支払うのはいかがなし牲れ   
324  診療の部で特に柵穀粒として新設される厨味が理角革できない   

325   双方が今後の方針について話し合いを持つという農本は良いと思うが、J文面女捷村l川′」こl凧  

的に行うようにならないか心配な面長憾じる   
現在では医H仁術という考えは適用しなくなり、後期高齢者卓，増えて村に1ノにくく′よろと思う  

ないかと一腎われるか▲1 

～台る見込みのない病気になるのは高齢者にp艮′JたことPけ／亡し、据二、年・齢（制僅）・で［1！誹ろノ）  

lまおかしい 終末期医蝶がまだそれほど設備ヰ，熱／－てい7こし、〃〕に病院をたら丹 一にさノしたレ．  
∴∵  

家族か重しイ封里をイ‖hなりれげなら左い射たろ‘変えずに、煎■齢のヰ－に宍瞭そ了盈鹿、写せて上‾ト′ど  

腺㈱ろ′什／ノてしま二〃冒彗1い）あり〃∵詔諸相㌍・感じ二≡豆   

】・吊浣一硝石かることにr土梢庵裾〉／ごろ卓，しハで‘寸今山庸いし湘詔て，白，齢計二女払∴】たり、l′！ざごし  

十∵＼     で卜さい し、Jこi川分たナ〉〝）絡が来ま1疋暫な‡，げ汗∵r綜特長く圭∵ト〕も で」1ニう、さ：命1†  

rJばかりでは1山、今♂）世（ハ小し里甘伏を準え亡拙い、と．Pヲいモ1   32（1     し、患者側の権拙家詠も屈ま′Jてきていると県うので、那■】の【東棟徒事占∵を必要と1る／）でi土   リ                 ＋            ：i21）  隠者中心の朕態と・恩者さんかLノこ嘲…に把掛∴欄すろこり′服しし「コ   

闘＝1後期一打腋有終末期相碑支檀料についての意見   

それだけの時間を使っていただいたのなら、支援料が導入されてもし、いと思います（患者のた  
330  

めに十分話し合うことができるようにして欲しい）。   

3：ll   最後まで納得のいく治療を受けることができるので、高齢者にとってもその家族にとっても良  
い制度であると凧う． 

332  牛を決めたり、治る見込みがないと決め付けるのは家族側としてはどうかと配う。   

333   医師が謎めるな王ノ75歳以Fであってむ相談が必醇な時は支援料を出して、患者・家族が納得で  
きるようにLたら良いり   

334  年齢区分なく相談支援料は支払われるペきです 

315   後期高齢者の場合、認知症などの他の疾患の樺息も考えられ、他に関与する医療の増人も考え  
られるため、終よ期とl；艮足しづらいと考えられるから‖   

こl：膵  何でしお金を取ればいいという間崩じゃないと思う。   

337   後期高齢者保倹料制度そのものが理解できません。個人の年金からとはまったくおかしなこと  
だと購う 

338  まだ先の話なのでわからない． 

3：19  高齢者の終末期相談には当然支援すべきであるf 

3・10  人間の尊厳に関わる間購を剃射ヒすることの難しさがわかっていない日夜対である【．   

重い病気の他者の今後の治療丸紅等を、関係者で話し合うことIi重要なことと．甲、う。これに適  

3／ll     切な額の相談料を支払うことは当たり前のことと一甲、う。この相談料支援に年齢制限を殻りない  

力が良いと考える。   

3」12  良い制度だと思う。   

75才以卜、終末期の人間から金を取るノ金のない人は相談すらできないのか。仮に余を払えば  

313     医師は親身になってくれるのか？私はそうは思わない〔中には事務的に終わらせようとする医  

師も廿てくるはず。そんな時に金を払うのは納得いかない． 

：144  患者の負担が増え、保険料♂）値卜げになると思うし   

3∠ほ  病気が良くなった場合はお世ぶになり、迷惑もかける支援料はお礼の代わりにヰと思います。   

3－1〔）  机めて聞いたことなのでよくわかりません。   

3ノ17   特別な項巨1を設けるような事柄ではないと考えるから。そのような状況に対して「説明する」  

「脱明を受ける」というのiヱ1然の医撹音†為である，   

何才で亡く／亡るか（治る見込みがなし、）どうかは判断することができず、年齢による対象内－  

3・摘     対線外が含理的Pあるかどうか疑問が伐るところですLしかし制度1二の究登的な法律として理  

解Lていますい 今後に期困します 

349  改めてくト齢「ズニ分出、ら／亡い、／ト圭で一り治療の流れで対にでき′⊂し、のか 

今までIi十分な話し合いがてきてい1こカレ，たため圭∴できたものなの／ゝり悪者や′豪族j∴≠，め≡  
こi50  

／ごい′二めに病院i・助けろたオ」J）もゾ）なグ）′う1－】1くJjから≠亡いか必要ないゃ、J）に′モーブ、える  戸   
：15l  、上くトかL■〕ない ′「まこ鱒ズ7ニーとヰノi、力・′ノた 

ゝ                        」  
！：j5ご  l   】   

間tl機期高齢者終末期相談支援料についての意見   

35二i  医師は金をもられ／山、と相談に応∵ないげ）れ   

終末期医煉に′ついては、75才以前から考えることも必要l二なってくそと′■llLいます、75 fて「キ切  

るの【1どうかと．酎、ます。主た友棲料t，覗推して取／）たーりることの互い上うにLていナニだき  

354         たいし、内容もあまり頂くなくてヰ」取る場合電、あるし、基準かにりきりし、王せん‖l史療費il愈  

首でiけ）からイ山、相鼓呵・持場料尤どし、ろい7）かカ、る時わありtl；トーきりLない女掩料ヰ  

蝕′Jたカーが良いか判断しかわよす ¢Jう少し点故が低くて電，良いかとト雪います   

：！55  11分の最後は話し合って納得したいと．隼l，うので良いと思う   

356  なぜ対穀が75才以トに限られているのかわかりません 

35丁   どれく「ノいのお金を負担しなけれげいけないのか、わからないJ）帥丁と¢．言えないで1ノ；、l  

分の病気や最後についてきt，んと説明をLてヰ，らうのはとて卓）人事なことだと一甲、いま勺   

終末期の相談についてil、病岨こ対する極めて届い見識と人生観を乳来される什諷だ．l・  

烏齢化の進む故が愕の匂．助ネソト与・深化させるつの手段だと∇！勺   

359   

イヤです、話し合いはごく瞥通のことですから 

、         358     見合った報酬を与えるのほ1然であり、その、⊥うな医師鷹富者のレヘル左′．白．♂）ろことニノ㍉か  
籾めて知りました－200点というのがいくらなのかは知り：ミサんが、仙でヰJJ5企に検算－IるJ）が  

相談することに対Lて♂〕料金かかかるということに対してiよ、i；医者様にLてらそけけ・l′）爪時  

間を割いて話し飢、をされるのだから納得がいくのですが．後期席齢葛■だりにIi艮るとい）し．  

360        にや成できません。いったい何時からこの間は若人を差別する⊥うにて亡′）てしま／）たび〉フしょ  

うかり誰で蕾，隼左・取ります。これではi三食〝1ない老人けやすrJかに牝ナ1∴とむてきない㌧です  

かJ   

：1（il  必要な仕利こついては対価が支払われるペきである 

：162  75歳の十分な1淵力のある〟はし、いですか、′仁ナ占が筈二【ノし ノノ／ご±ノit人変だと．曽∴   

：ib3  現在のところけあまり考えていま廿ん。   

】欠如や奇書蔓師が糊談を受りる相関i′什′）て話し合うのだからた建杵が乞払iり「ろげ）にい  
：i65  

jL、   

医棟機関ては医師の診察を・たとえl分受りたとしてヰ，健康保険上り多酢ハjj扱が女払ノい．いる  

：】（i6     ∴れほおかしいことである．今F】け）質問も同様な考え′ウ＝■ノ友援†斗を払j；・T）としている、才走って  

を払・うぺきでなし、 

1ト丁  丈さなどにまとめる必資性を感しません   

368   般後だからこそ【架抑り〕意見を・聞きたい それな叫こ支援†けしてJう：態を角ポiする死を血血し  

た人にや′バズり金次第／亡のかと   36イ  後期高齢者をあまりいじめないで欲Lいり電圧Lた′il子吉を・送かる⊥、■パー政リ1ノバこナ牒し、■ ますノ               √  
369   

後期虐」齢ノ古になって後ほ余分／こ言を糠などせず、できるだりや寸「Jかに′てい上し、t■家族、しf）．；舌  

Lてい乙   

患者Cり許′．！一ミヤそゾ）′豪族山考えヤ意．いこL／）てl主し、ろい′ノごう■え「＝h乙レヤ】1倖′沃‖≠困サ牒  

17（）   化L、乱エこ疎涌が／ごく／〔／〕た磯r干i三そノ）筏婿差L／ごいでこ架に死ろ・迎え／二し＼と侶1鳴占t7▲♪jを  

障諾ぃる∴と抽るしと誹∴1  」  

間11後期高齢者終末期相は支援斜についての意見   

371   患者及び家族は終末期のことは不′友であり心配です。医療機関より説明与∴受け、丈畜を受けれ  
げ本人、家族とも安心です．，終末期相談支綬料金がどのくらいなのかわからないので不安です 

i72  支援料の発生によりて医師捏 人人が真剣に取り組んでくれると食いです   

自分のことを納得いくまで話し合え、説明を受けられるのほとても良いことだと思いますが、  

ニi73     丈露にするのに自己負担がいるとかお金が絡んでくるのはちょっとおかしいような気がしま  

す。   

：17′l  文書でもらえるのは良いと悟．うが、椰級友壊料があまり飼いようだと㈹る． 

不此料求の可能性を含んでいるように感じる（たった 度でも複数の相談ヰ，同じならば）〕医  

＝75      横間係者と患者だけでなく第三者的なチェック機関があってもし、いのでほないか？ほ損料を  

支払うの1亡らげ）。例えば弁護⊥やぎJ法富士なと。   

∴のアンケーートをするまで支援料のことは知りませんでした。説明を読み、病気になっている  

376  本人け↑：私聞き間違いなどが起こるため文書にしてもらい心を落ち着かせて読むことができ  
ると・附いました。丈喜にするためには料金が発生するのはft力‘がないと思し、ます、、ただ遠慮す  

ることなく医橋従事者に何度も相談できる体制を整えてFさい。   

我々隼霹りにほお医者磯＝と言えば†可度ヰノ相談できて自分のことを教えてt，らうのに治席以外  

377     はお金につながる上うに度む問ったことがないので診療証明とか、他医療所への紹介状など  

け有料と思し、ますが元々見て招いているiユ医者さんに相談料などの支払いをするのにH・）   

粗放支援料の詳しい説明を読んで支払うことにより親身に粗放して頂けるのであれば仕方がな  
37再     いのかなと思いましたL．しかし／支払いができない人のために何か良いプランができることを望  

仁   

37リ   〔1分が¢、し治る組込みがない状況になったら話し合いを千丁いたいと思うかごノい 家族に余計な負  

糾iかけたくなし、し、無駄な延命治療は望まない√J   

3月け  必要な卓】J一だとは思うが対象が75歳以上でなくてヰ，ヰ，つと幅広くしてもらえろといし、   

：lRl   隼齢を限定することほJ㌫小しいノ個人差の病気なので年齢に閑様なく支援料を使えるようにし  
た差■が良い 

382  「束師、看護師側“ニー，精神的にヰ）時間的にレ負担があるので報酬は必要だと偶う。   

3月：璽   なぜ75歳以上なんでしょうか？病気け隼齢こ関係ないも，のですし、公的医療保険はすペての年  
齢に対応していると思います（、   

回答になっていないかも知れませんが私の考えを伸し上げます。l、支援料に一〕いてはよくわか  

㌣     りません、、2、75歳以卜とした年齢設定そのものが不明確です‘，終末医療については躊厳死を希   望していますが、具体的に注射、点滴などの使用l）史書にLて欲しいと想ってい生す。   
治る見込みがないと言えば勘、人でもそうなる可能惟は多い。高齢者のみに限らず全日を対象  

にして欲い、。F束碩機関に1回だり支払われるとその後車眉と持ちかけてヰ．医療職関によ／jて  

こ185        ト士  J射舌し含′）たから！」と症りこない所が廿てくるのではないか？医棟従事者の増軋質の  

向上に税金に使われて欲Lい まず安JL、して相談できる所、経で‡．平等に嘗定してくれる所に  

化せられる所を作って欲しい〔   

＿9宗†   



ノ  

問11後期書齢書終末期相談支檀I引こついての意見   

404  説明を参考にしたがあまりよく理解できない。自分がその党名削こなってみなけれは。   

ヰ05  卜分な話し合し、や説明、相談をして頂けるなら支払ってもいいと思う。   

10fl  医療機関として文書作成及び相談は当然のことだと思うので。   

4（け  相談料などいらない。   

治るは込みがない状況となった患者のことについて医師とゆっくり話し合えることは心強いで  
408  すが、75歳以上とか年齢を決める／くきでないと思います。   

話し合っていれば文霹は不軌転院の場合は先生が説明を添えて下さいました。申し送りなど  
409  

もありましたu   

410  すべての終末期の方を対象にすべき。   

本人の望む形で最後を迎えさせてあげたいと家族なら経でも思うこと。ただこの件に関してほ  
41l  

今まで知りませんでした。   

412  よくわからない。   

後期高齢者支援料またその年齢になィ〉ていないのであまり考えたこともないし、75歳前後にな  
4t3  

りましたら探く考えようと思います小   
高齢者になりお金がある人はいいがない人は益々生活が苦しくなり生きていくのが大変だと息  

414  

った。   

200点と言われても実際払う金傾がどれくらいなのかわからない。本人の負担がない方がありが  
415  

たい。   

75歳以上の全員が金に因っているとは思いません。負担のできる方は払う、できない方は無料  
416  

と思います。   

治る見込みがない状況において、年齢で区別するのはおかしいと思う。75歳という区別を設け  
4t7  

す再度検討が必要ではないか？   

終末期を迎えることが明らかな状態でその後のことについて相互に納得できればいいと思う0  
418  ただ形式的だけの可能性とか年齢的に制限ということが今いち中途半嶺な制度だと思う。   

治る見込みがない状況になっている時点でたくさんの負担がかかっているのに少しでも金額を  
419     抑えたい。しかし相談などで時間を割いている医師などが相談料がないのも変。どちらとも言  

えず難しい間l鰐だと思う。   

竜い病気になってしまう年l和ま75歳以上とは限らないので高齢者が対象というのはどうかと思  

420     います。相談料をもらう以上医療従事者は★任を持って対応して頂きたいです。人生最後まで  

全うするという意味で相談などができる手段があるのは蒸し、ことではないと思し、ます。   

自分の終末をどうするのかカ針や希望を聞くのは良いとは思いますが、相談料が絡んでくると  

42l     強制でもなくすることは難しいのではないでしょうか。私自身ははっきりさせたいとは思いつ  

つ、それを受け入れるのはまだ難しいと思います。   

医師を守るためのものなのか疑問に思う。残された家族の心の負担を減らすものか？必要だろ  
422  

うと思うが終末期を迎えた患者に冷糾こできるだろうか。   

間11醜期高齢者終末期相談支檀料についての意見   

医師と患者という間柄ならいろいろ相談に乗るのも当たり前でも、今お医者棲も忙しいので手  
386  

を煩わすということで支援料もありかな？と考えます－．   

後期高齢者に限ることなく終末期柏餅支援料についてはあってしかるべき内容だと思います。  

387     介護保険が導入されてから医療がすさんでいっているように思えてなりません〔人生の最後は  

医療機関に関わるのでもっと充実した医療を実施して欲しいと思います。   

388  後期高齢者終末期相談支援料を支払い行うことをします。   

389  後期高齢者の名称は外したカが良い。   

390  後期高齢者終末期相談支援料は必要がないと思う。   

後期高齢者終末期相戯支援料には賛軋但し年齢制限はしない方がいい。若い人だって重い病  
391  

気にはかかる人だっている。   

392  終末期は年齢に関係なく訪れるものであり、年齢で区別されるのはおかしいと思う。   

自分がどう死を迎えたいのか。周りの人（家族）に気兼ねすることなく自分の思いを示す絶好  

のチャンスだと考えています。人生最後の自己圭頒です。死後その思い（削、）を遺族がどう  

393        理解して実行してくれるかはわかりませんが（様々な居い入れがあって）遺族の迷いを取り除  

くためにも必要と患っています。意見など違いはあるでしようが親族間とのトラブルをなくす  

ためにも（気まずさ）。   

今のところ何ともわからないです。支援料が必要とも思いますし、また勤務中の仕事と思いま  

394     す。大事な相談のため個人の間照と思いますが、心配することもありえるので二重の支払いの  

ような気持ちになるのと、勤務中の仕手の範囲内なら必要なし。   

後期高齢者終末期相働支援料があろから医療従事者は相談に取り組めるのではと思うし、患者  
395  

や家族にとっても有意義なものであると思う。   

3！I6  反対です。75歳という基準もわからないです。   

後期高齢者そのものが反対ですし、その終末期の相談に文書を書いたところでどうなるでしょ  
397  

う。自然に終末を静かに送れればいいんではないでしょうか。   

私が重い病気で治る見込みもないなら親しい人、友人、家族に囲まれて最後を送りたいと考え  
398  

ています。相談支援料はどちらでもいいと思いますが。   

患者としてならばお医者様と十分な話し合いをすることは「当然そうあるべきこと」と思えま  
すし、逆にもし医療を行う側だとしたら時間的負担などを考えると料金が発生するものでなけ  

39g        れば業癌として成立しないと思うことも致し方ないと郡、ます。ただ「診療費を支払う」ので  

あればその話し合い、提供される文書は料金に見合う（実際どれくらいの金額なのかはわかり  

ませんが・・・）クオリティのものであって欲しいと考えます。   

400  内容によりますが納得です。   

杜会保障削減の折、病院で最後を迎えづらくなっていると聞いております。このような相談支  

401     援ほ必要だと思います。またある程度死を納得できる後期高齢者より若い方（20～60代）にも  

というより若いからこそこういった支援が必要だと思います。   

402  何度も話し合いや文書の変更ができるのはいいと思う。   

403  相萩してもらうのは有料でいくらかかるかを明触こ患者へ伝えてから相談にのれば良い。   

－100・  

間11後期t齢書終末期相憤支援矧こついての未見   

444   

医師は支援料を受け取るべきではない。看護師、その他は業務の域を超えているため受け取っ  

てb良い。   

支援料が導入されるということ、されていたという事実も知らなかった。なぜ年齢区分をする  
445  

のか？年齢区分ほ必要ないと思う。   

話し合い、文書作成を行うたびに相談料を支払って良いと思う。何度行っても200点では医師  

446     らの時間と業務の負担が多すぎて割りに合わないのでは。医療機関側は元を取れないような診  

療は行いたくないので結局この制度は使用されなくなりそう。   

何かにつけてこれからはこういう制度はやむを得ないと思う。まして命に関わることであれば  
朋7  

変えられないので当然かなとも思います。初めて耳にしたのでよくわかりませんが。   

448  自分の病状を詳しく知っておきたいと思うので、何度も詣し合いができるのは良いと思います。   

449  家族と医師との相談は必要であり本人と家族と医師の話し合いも治療のつと思う。   

450  妥当だと思います。   

451  特別に75歳以上ということで取り上げて言うのは差別のような気がします。   

452  年齢区分がおかしい。全ての匡け引こ対して差別していると思う。   

終末期の医標は年齢に関係なく必軋ただ相談支援としてわけるのか、今現在の医療報酬の中  

453     でやるペきかわかりません。治る見込みがない状況となった時に相談できる場所があるという  

のは心強いと思います。   

75歳以上とせずすべての人に実施して欲しいです．参考資料はこれでいいと思います。支援料  

454     が200点は高いのか安いのかあまり病院を利用していないのでわからないです。1点がいくらな  

のか・・・？   

患者は終末期を迎えると精神的に不安定になるので、終末期の相談はとても良いことだと剛、  
455  

ます。   

456  支払う必要はないと思う。   

相談料が支払われることでお金目当てで相続を受ける印象が少しあるが、それでもきっかけと  

457     なり親身に相談を受ける人が増えるなら良いと思う。ただ思い病気の人は75歳より若い人い、  

るのでその人達の立場がどうなるのか不安（若いという理由で相萩が適当になるなど・・・）。   

これは後期高齢者だけに支援される制度のように感じられます。こんな制度が決まったなんて  
ことは周知されていません。いつ決まったのですか？死ぬ人は75歳以上であると思っているの  

458  

でしょうか？終末期は病気の人なら経でb迎える可能性があります。病院にすら告知説明書が  

ない制度は絶対に反対です。   

459  良いと思う。決して無駄なお金ではないと思うから。   

i三人が●●●に通院していました時説明は30分以上かかり予約時間は1時間以上遅れるのは当  

たり前でしたので、彼の方が気になりなかなか質問はできませんでした。主人は●●●の緩和  
イ60  

ケアの先生が自宅に来て下さり、こちらの方が気が楽になりました。相談支援料があればこち  

らも気が奏です小   

憫11後期高齢者終末期相談支援網についての意見   

確定率l00％の来るべき自体に突入している私どもではありますが、料金については考え方が多  

423     種あるものと思い決定づけることでないように思われますが小 ・つの目標でもあるような気も  

します。心の支えとも思われますが。   

現在53歳のため特に考えたことはありません。今後ネットなどでもっと調べて見解を自分なり  
424  

に出したいと思います。   

医師からの説明を受ける時素人には理解できない言葉が多く、その場だけでは説明されたこと  

425     がよく理解できません。文書としてあれば後でいろいろ調べることもできるし、家族に説明し  

やすいはすです。   

自分自身まだ30代なのでピンとこないが自分が75歳になった時の経済状態にもよる。相談支  
426  

援料＝イ可でもお金がかかる現在どちらとも言えない。   

料金を支払うことには少し抵抗感があります。保険料も支払っているのだから無料にするのが  

427     良いのでは？保険料を払わないのであれば実費でも仕方ないとも思います。死に対する不安は  

誰にもあります。   

428  75歳以上の方のみ限定するのではなく、終末期相談をした方すべてを対象にしても良いと思う。   

429  妥当と思います。   

430  医療行為の範囲と考えます。   

431  75歳末洒は所得に応じて負担額を変えた方が良いと凪います。   

432  支援科そのものに♯成です。ただし年齢制限とか後期などの名称には大反対。   

433  算定して文書などにまとめる意義がよくわからない。   

434  一番は患者がどうして終末期を過ごすかであって医師や看護師が決めることではない。   

決まったことなので支払うことはやぶさかでないが、終末期相談支援料としてはあまりにも名  
435  

が希い。何かBltの名にするか（話しあい手数料とか）。   

後期高齢者こそ話が大事で家族など医療従事者と軌こ話し合うべきでそれにお金がかかるのは  
436  

どうかと思う。それが保険からだとしても！   

437  それよりも前に高齢者の医療費の負担を少なくするとかに公的なお金を使って欲しい。   

438   

今まで長い期間保険料を支払って来ましたが、現在の緊迫した状況を考えるとやむを得ないと  

思う。   

75歳以上と区切らないで全年齢を対射こした方が良いけ終末期の治療を望んでいるものは食年  
4：19  

齢にいると思う。   

440  制限そのものがよくわからないので何とも言えない。   

441  年齢区分は必要ないと思う。メディアでこのことを取り上げてみては。   

このような支援料という支払い方ではなく、もっと医療機関に援助（国から）があるべきだと  
442  

思う凸   
若くしてガン、不治の病気など30代、40代でも終末期を余儀なくされる人はこれから多くなる  

443     ことと思います。高齢者だけではないと患います。1人ばっちでも家族がいてし偶気によって終  

末期が来るのです。もっと広く考えた方が良いと思います。   

ー10ユー   ．IOt－  

‾ ∵「㌍   



間11後期ホ齢書♯末期相談支檀料についての意見   

∴＝⊥hスなどを絶ていると介言蔓保険が本ゝ1に囲／ノていう人々にはれ£†）紹  

、 

が余裕のない人々it／こい ナニだ本人ノ）愚人】ナと家族r／）温かい亨いてり7ごいだと  

訝りる制度とヰ，J．！J、えまけんし   

軒鉦／）帝望を一豪族にい〕か／－ていうた捌こヰ）終来期にノ八、て言・モし合し、  

4【う2  け良いことだと尉う。叫金を支払うことイ）什んがないかと苫∵   

病院で診断書などの種類を鉦托する塩合卓－料金を取らオーているのですか↓‾  

4（i：i     ヰ、什んがないと．附い三宝すぃ笥定が＝・巾〃わで話しノ汁いI土仰狂でモノjJえろ！  

ト「、   

461  すごい良いごとだと月！／います 

465  年齢【丈二分を謀りること自体が∫JかしいJ  

愚者の家族の相鉄が時間と金額などで点刑Llてしまう。後期高齢削）伊」   

j66  ■′くる状況はまれなこと‾P、医師や看護師に温かく見車〕てい）い醐iにJ  

とって悔いが代らないと．県う   

後期高齢者から柏絞料を取るr′）はかわいそう！家族が友払いのできる人l  

・167  許〔Jしの人などは生活がき／〕いと思∴   

伸＝こ限り：：00点なら文書とLて托すことi二王確実にされるなら（そ爪後に耳  

4（消  しっかり話し合ってし′Jかり道を選ぶことのできる機会がf才えられるゾ）メ   

二のょうな話し合い、文書作成に榊淡料という糾】で支払わ再出れば／ご〔  

469  なしい〔理想と現実吊適巨ということか 

47〔）  率血に言／ノて上くわかりません 

白分の柄気について医師などと約款またそれを彬に稚すことは怨古としノ  
47】     のでそこに柵淡料が発生することi叫ましくないと・甲子、1‥75歳以」■とい  

意味はないと一～誓う 
細かい点iiよくオ）からないが大筋で鞍戚できる。形∫じ的にな仁ノず人間？†  

欲しい。   

本人と′家族の某持ナノl士違うと．悍う「けF】身Ii覚悟を決めて身の回りル  

4丁：！  愚者に牒け）ろ経費や祖後の治男をできろだけかなえて段取りをし′てJ；き   

辻咽でけ医師不足で間脚リー多い時代に本アンケーートれ⊥うに番血F首吊  

く医糠機関があるとは刑えない、柄ア】でありきたり洲印刷物を軋るぃが「  
174  そグ〕相席で汁備費以外にfこ＋金を取る／亡。人び）戯が拷艶なるように各人rノ）＃  

それぞれに対処できるとけ肥れ府い 
お金を支払ナノなくてHl・分′ご糾厳や琉球を受1ナらオlないか（jやI上り家族  

無料でやるならlパ容り）イこ卜う）さヤ弓無二師酎）負粧こも，なるやノ）ぱ州■力  

費用などが電なるため肴   
75歳以上♂）区分が限定されていること乃止ニミ1な剰‡】が1）小・：〕なし、車＼  

のなので平等か一）公、1仁な法であって欲い、∪   

間11後期高齢者終末期相駄支檀料についての意見  

制J堅として妥、1なヰ、のと思1）れる】  

後期高齢者のノバ仙人の血でも厳しいと思い：呈す．・少しでモー安く治蠣相扱が受けられるのが毎   
▲179   

ましいと机、三す ≠  

軒病で治ろ払込みⅥ府い状弼一とな′〉た場合、隼齢に関係なくして欲しい、例えば植物人間にな   

車用  ってしまったりした場合、本人の爵附で丈生きrいるとけ酔えないので殺人罪になることがな  

いょう延命嚢肩を外すことができるょう掛、たい。   

′lき‖  男女律の中三齢甚分である∴11を考慮すると適当な時期】亡の（相談料の）決め方と思う∩   

柵談支援下Ⅰを医療保険から支払わオ1る州t75歳以1二でなく、㈹才以上とかにすれば良い‖但し  

182  現在保険料から支払うのは反対だ 

18：‡  それで良いと思う 

．摘4  年齢に関係なく相談に乗るぺきだと思う 

4H5  終末を迎えた患者、鵬舌をした家族に苦痛げ）感謝をして頂くといいですい  

診察料と同じように料金が華≠するのは特に剛創まないと思うが、それが高齢者のみという埋  

由がよくわからない。  

㍑如け必要ですが負抑こならないような金額であれば支払いは可能だとは思いますっ高すぎた   
487   り経済的、生活的に困難な場合もあるので必ず支払いができるかは難しいと思う〉   

ケースバイケースで卓〕つとしなやかであって欲しいです。臼然の流れでありたい■自分の力で  
∫188  食事が取れなかったりしたら私はそわままを選びます。   

病気で死亡されるカは年齢に関係ないと思われます。よって重し、病気と艶められた患者さんに  
4錮  

ヰ〉全員相談料を取って治槻方法などを決めた方が良いと思われる。   

75歳前であっても治る見込みのない柄気の人も大勢おられますし、病人に関係ある人通が十分  

490     に話し合うことが人り」であり文書に首いても人それぞれで病状がどう変わるかい）かりません  

〝＝ニその都度話し合って相談料点いら／か、と思います。   

年齢i1必要ではなく若し、人でヰノ終末期を相談して電Jらうことが大穂であり、特にまだ十分働け  

19l     る世代であれば伐る家族の1滴らありどう対応していくかを相談するとで支援料を支給して十  

分な話し合いへの補助として欲しいn だから年齢が75歳以l二に対しては‡）かしい。  

fト齢でLズ切らず必要とする患ぎをすべて対象とするr丈霹化することによって人生の区切川が   
49こ）   は′Jきりする∩ 患者の考えを優先すろことを明文化する。   

和軌i凰を本人だけでなく医療関係者のためにt，必蓉なことだと思いま1。、なの■Pそこで相談  
19：l  料といご）t，♂1を取るのは違・－）んじやないかなと．射、ます。   

19Ll  考えはいろいろありますが、すでに洗まノ〕ていることなので何を云′〕てら変わらず∩   

▲195  年齢に関係なく必嬰な人にltすべきだと偲う   

〔りナの寿命はRO才くらいだと．思うので望む人は支援料を払い、望まない人は払う必要がないと  

甲、ニ刷で「】分の苛烈でどtJrノか選ぶようにすればいいと思う，治る礼込みがないし、粁′、循み  

19G  たいに始らないので無駄な治横けやめるペきだと射っているい10年もしたら高齢者が増えるの  

で年齢匝二分は必窄だと一瞥う   

いろいノ’〕選択できる   
いくトIJ）で牛†判i二  

医師にりJ‥とミ）▼ ヒ  

〕付政友ば料に 
⊥い1た【ま良いしLリい  

者が11耀的／ご意i之をl′里  

j†【せしたんが王族に  

1良いと′畢うが、 ▲人  

敢〔JAlないことヰ、g、ず）  

F）／亡いのは心情的にむ  

て当然の種別た予甥H  

う年齢で線引き与する  

本を軋る医療でを）′jて  

幣岬をLたい  

たいと思うだ7〕  

こ適した吏ナ処ノ′ほを首  
唱の＝である十拭∵  

終末も，裸．セるJlりうが、  

とし〔はゃむilI／山  

ぃない∴とだ、し い∴  

ての人に死It．竜lノれるヰJ  

－104－  

問1t 後期ホ齢手絡末期相談支檀料についての未見   

51l  必要ない。   

家族も本人も安心して相談できるょうになると思う。料金が払われているなら詳しく相続でき  
5】5  

る。医師も力を入れて取り組むようにな′〕ていいと思うり   

現在の医稼、介護現場はとてヰ）忙しくて人声不足だと聞いております。その割りには報酬が少  

5Ⅰ6     ないので辞めていく人卓，多いとも閲し、ております、，安心、安定した老後を過ごすためには多く  

のスタッフがいる方が安心です。報酬が増えれげスタッフも締めていかないと思うからです。   

唐津のあるうちに延命治撹の喫、イこ要など話し合いの卜‥良い制度だと思います。それに伴う  
517  

費悶を支援するのは当然良いことと思いますく   
後期高齢者、上り50代60代の人に必要なのではないでしょうか‖75歳以1二の加〕症状進行は遅  

51日  

いでしょうしい   
519  J沖膏りからお金を取るのは良くない。   

520  相談支援料はサービスにすべき。   

52l  終末期延命治標を必要としない〝〕ではっきりと責任を待つため． 

話し合し、は良いと凧いますが、肯定い何のみでなくもう少し回数を増やLてむいいのではと  
522  

凪います。   

523  後期高齢甘は録複ま－Pの生活支軋病状など納得のいくよう話し合いをして欲しいい   

52ノl  治る見込みのない人達については無料でも良いのでIi？   

病院で終末期を迎えることより自分の好きな所で自由に最後を迎えたい人が多いのでいいと思  
525  います。そのために必要な知稚も家族の心得もできるし。支壊料はあればいいと思います。   

高齢になるにつれて、頼る身内がいないなどの関越や金銭的な間朋が多くなるのはわかるけど、  

52G     勘、世代がこれから高附こなった時にけもっと様々な支援が受けにくくなるだろうと思うと、  

下の世状亘支援してあげるようにして欲Lい。   

527  企を取ることでちゃんと話してくれるならそれt，ありかと思います。   

医師の説明に対してiう金が出るというのがますおかしい。この制度はない方が良い。制度が始  

528     ま／）たら不止二受け取りとかがまた増加するだろうし、医師への不信感が上り高まるきっかけに  

なりかねない，   

頗制でけないこととやノのみの算定ということで患者の負担は大きくないと思う「病院を移／）  

529  た場合の内容の変更11容易なことを確保して欲しいい75歳以上のみというのはなぜr7   

5こ‡0  賛成Lます．しか1ノ脅卿こつい‾〔は賛成とは言えない部分が川てくる（公的医機保険料）∪   

厳密な統計ほよく知りませんが友人、知人が平均的にこの年齢（75歳）に「相族長援料」が必  

5：11     要のように思いますい人生のラストコースにこれらに支援料が州されてしかるべきと思います0  

それがための保険料と糾、ます。家族にとってt汗、いことでしょう。   

75歳以Lリ）人だけが対象になるのはおかしいと思う。．電い病気、治る見込みがない棉気になる  

5二I2  人は了供でも掛、人でらたくさんいると思うので、皆同じにすることが当たり前だと思う。   

5：！こl  i援科の支払いで破凄まで命の埠腋を守りたい。   

5こi■1  逆iこ了5炭山トに一九、て【t錐鯛策と（．て無料に1／てもいい〔∩で了上？  一山一一叫一山・－W ---1 

515  電鉄や純難げ）和談に架／ノrくれそう、  

問＝l後期ホ鈴音絡末期相談支援抑こついての意見   

話し合し、が行われその内容を丈齢こしてくれろのはいいと′摺、うが、相談料が登ヰする・ハほ少L  
ノ197  

納得できない部分もある   
19R  あまりいいとは智、オーないr   

終末期の愚者の家族にと／）ては助かる（治療費い7L⊥うが、皐）しそのため保険料の友払いが  

柑9     多くなっても関るのですが「葦隻期菌鈴音支援料」がT5歳以L．の万の全体でどれだけ利糊されて  

いるのかその点し気になります，   

患者と医梶関係者が良い加1に向か／Jて話L合うにあ王∴て金額が堰≠するのが何とわ小骨・議  

／亡気がLます．〉木1に親身にな／）て考えてFさる方〈）あれば、報酬り）たダ）の病院モー起∴るけす  

500  愚者のためのミーーティングに時間をかけている所にほ、う然必要だと′しqうし、†可て∵ノという病院  

に支援料が払われるのほ我慢ができないこ   
50l  私が患者だとしたら相談に乗って欲しいと思うかL■ノ〔   

502  介言隻などの必要性を家族金具（規族）が理解できる． 

弱者に対Lてまたお隼寄り、年金勺瀾げ）やりくりの・いのij金ち・請求十ることl王女f二吏トこないと  
503  

駅うので年齢制限ほ良くないI   

治る見込みのない柄気にどんどんjj企を使うげ）（iF…としてけちと′）と考えてし・まい三すそ   

504  れによ／，てお金が足りないというのであれば、I］分としては延命は望みこ【せんが、それを－確認  

すると医師にお金が支払われるといノ＝刀l土ちエ／）と違和感がありj∵仁   

終末期を迎える際に医師と十分な話し合し、の硯を持ナノ、文書として巧．いの確謎を教わろことは  

5（15     好ましいと取う‖現場にかたる医師などにけ！当然なが〔J丈さ作成の事務的作￥に専念してし王  

わ′亡いように気を付けてt，らいたい。   

506  大変良いと思いますJ高齢者が病気になると大勢のノバこ迷惑をかりま寸   

望にはめて機械的に進めていかれそ）な気がするu和談するにしてヰ）甘相できか医師や密謀師  

でないとり分の意思を伝えることは難しいと用∴（確認げ）ために丈斉を作ることはいいと凧う  
5t）7  

が仁㌢形だりの料金表として文書を作り、友援料を払1のit愚者にと■′ノて好重しくないと思う  

印鉄の内苓ほ1つだりでけないと一県1ので一律に2n（りさ、と■J、ろの毛一大雑把すぎるとJ・！ノう   

女媛料の制度は、当然と′～具われるが丈登などP摩供した囁含J）み支払われ、丈斉〝〕掛狂がない賜  

50り  妥、う／f考え方だと思い主す）   

今の75歳とい・1のは旨と速いとても苦しいで十軋トト以lで良いのでは仰戯支援㌣Ⅰというも  

510     のがいく亡＝，なのか知りたいい／高額なF）まりいしい、く翫棟がイこ透軋 二れか〔J（／用木け」毎齢首  

の閂になってい〈。支援料なる〈，のどこかJ）帯／ノて来るのれ   

話し合／〕て史書にするというのl土医師亡どり）什．如）ノー〕でⅠtないかなあと一幣う√、75歳以ヒゾ〕ん  5（1日     合は支払われないのが不可隠75歳末瀾P阜，ニ〝）制度は必要甘－とJ■．－ヲ、います                 5】1     はお金が少ないとIけ間でごわ九ているのにこれ以上二取るゾ）か▲▲と確急に丹jノ  512  ．疎齢者ノ）場合家族を支えて再食詰し合し、とな／）た咋、相談支援料があろ持†酎、かるし′）；川二い亡   いと某う′。でも基本的iこトt治塘卜に机、て√瀾呼】．話し合いに1；企がこう・小うLハJtQ仁tLく／仁い    相談lユ舟▲る程度必酎ごとヱ相子，けれとそ冊与川百中こヤ気特‡）Lノ哨亡、J・1＝十L∵上与）ろとJ㌣号   ）し、■史書附婁モを・今上）仁場＝′「ト川上ろJJ．L恒：′′ご・こ∨／ヰJし′こいい，）をr虔し、乙  



間11後期t鹸書♯兼期相談支檀料についての土臭   

536  考慮するも難しく、死ぬのも大変だと感じた。   

治る見込みがない状況となった患者さんに卸し終末期の相談を行うことはとても大切なことだ  
5：】7     と患います。患者さんや家族にとって支援料が支払われるのは必要なことだと思いますが、病  

院からの不正請求などには十分気を付けて欲しいと思います。   

538  後期高齢にこだわらす終末期の柏餅支援が公的に行われたらいいと思う。   

539   75歳でもまだまだ若い人も多い時代に線引きをするのは自分がその年になった時に生きる意欲  

をなくしてしまいそうでやめて頂きたいです。取るのであれば全員から取って頂きたいです。   

540  話し合い、文書の取りまとめに料金がかかってくることがいまいち理解できません。   

541   年金も不安定なこれからの時代に収入もなく丁5歳という高齢で終末期を田吸状況で左右されて  
しまうのはいかがと思う。   

542   本当に患者の家族のためになる制度なのか…理解しにくいところがある。ただ医療従事者への  
支援だけにもなってしまわないようにすべき。   

543  年齢限定、以外、参考説明の内容を支持すも。終末期は年齢に関係なく訪れる。支援料の「200  

点」は削、のか、安いのか、その根拠は？判断不漁凍結梼直の理由は？不軌   

544  支援料欄入により、保険料が高くなったり、75才以下の人達に負担がかかれば不満である．   

545  できれば家族だけで話し合いたいので、「支援料」は元々必要ないと思う。   

546   対象年齢からして、本人に判断できないケースもありえる．延命としての治療にかかるものは  
どうかと患う。   

547  お金をとるのであれば患者、家應が納得するまで十分に話し合えるようにして欲しい。   

後期と分ける理由は？他の年齢ではそういったものがあるのかないのかわからない。もしあれ  

54ぎ  

ば、「後期・‥」と区別して他の年齢のそういったものに比べ、安いのなら（リスクが高いいい  

かとは思います．ただ、話し合いや文章等事務的に受け入れられるのかは不軌心の準備だけ  

で一杯では…。   

549  凍結措匿はとてもいいことです。   

550  年齢差別は好ましくない。   

55l  あることさえ知らなかった。   

552   このアンケートで初めて知りました。知らない人の方が、多いと思います。何で75歳以上の人  
限定なのか、わかりません。若くても終末期を迎える人はいるのに阜   

55：I   どのような内容かわからないけど、しっかりした脊類ならばそれなりの料金を払う必要がある  
かt）しれないが、治癒♯の－割として含まれても良いと思う。   

554  必窄ないと患う。   

年齢区分を設定することに間應があると思う。矧こ高齢者は個人の生活や仕事、家族関係など  

で同じ年齢であっても虚弱であったり10年以上若いような生活、身体、精神を維持できたりす  

555        る人がいて、個人差が若年層より広がるように思えます∩よって、触こ75歳以上で線引きす  

ることは＃しく、意味をあまり持たないように患います。50代からも将来に不安を持つ軌、者  

が助けを求めるケースもあると思います。   

仰Il後期高齢者嶋末期相絨支攫料についての士見   

556   相談を治療として考えることはおかしいこととは思いませんが、それに対する支援料の発生は  
納得いくものではないように思います。   

557  国が全額支払うべきだ。   

患者に対して話し合いを行い、アド／くイスをすることは井成です。開脚ま支援料の内容だと考  

えます小国民に対して細かな支援科内容を発表し、毎年月ごとにどれ程の支援料、経費が使わ  

55B        れたか、明触こし、対象者以外にも全国民に発表する必要があるかと思ってます。医師不足の  

現状は、自分でも深刻だと思いますが、不正に悪用されないよう管理体制を徹底して欲しいと  

考えます。   

本来あるべき医師の仕事が失われ、患者へのいたわりや人格の書厳がなくなってしまうように  

559     思われる。最後の時を迎えるに当たり、国の為に頑張った人達のことを役人の考えで行うべき  

ではないと考える。   

終末期相談支援科についてほ全く知りませんでした。必要だと思うが、それが何故後期高欄者  

560     と言われる人相定なのか、理解できません。また、報酬旧払うべきと思うが、高額であっては  

ならないと患います。   

56l  良いと思います（相談の仕方がちょっとわかりづらいです）‘   

562   主人も私も自然体を望んでいますので、病状の変化も鋭明も必要ない（75歳に掛、年齢に近い  
為）。   

相談や話し合いだけならその場で終わるので、支払うことはないと思うが、文書等にまとめる  

のには医師も時間を割かないといけないので、支払った方がいいと患います。年齢により、対  

563        象者を決めるのではなく、支払い能力があるなしとか家族とか人それぞれなどで年は関係ない  

と思う。また、医療費はもう少し安くして。初診料が高し、小医師のレベルによって医横倉も蛮  

えるべきだと思う。   

564  75歳以上で線引く理由がよくわからない。相談支壌自体は必要かと思う。   

相談にのって下さる医師や看護師の方の時間を頂くことに対して医師不足が言われる中、相応  

565     の料金を払うことによって医師不足が解消されるのなら、素晴らしいことですが、基準の甘さ  

から、不正処理が横行する気がしてなりません。   

566  医療介護関係者としての意識、★任感の造成になると思う。   

5（17   年齢制限ではなく、所得に応じて相談料を決めるべきだと患う。但し、無料ではなく、有料で  
互いに理解できるようになるといいと思います。   

何故75歳という年齢制限ができたのか疑問である。人によっては75歳に達してなくても希望  

568  する人い、るであろう。私はまだその対象年齢に達していないが、もL治る見込みがない病気  
になれば、相談したいと思うし、このアンケートを記入して初めてこのようなものがあること  

を知った．もっと広く情報開示して欲しい。   

569  治療を受ける患者は平等であ／Jて、年齢によって区別するペきではないと考えます。   

570  後期終末期相政文援料という青葉を初めて知りましたので、よくわかりません∩   

571  r寧に真剣に政経んでくれるのならば支援料も仕方がないかとも一早ユう．   

572  75才と年齢を区切ってしまうのは、おかしいと思う。   

伽11後期高齢者終末期相談支櫻料l＝ついての意見   

実際の医療の現場ではこのような話し合いは行われていないのでしエうか？このような支援料  

573     がなければ話し合いの場を持ってもらえない現状であるとしたら悲しいですね！このような支  

援料があるなしに関わらずそのような話し合いは必要ではないでしょうか。   

574   どうして相談支援料を75才以上にしぼるのか理解できない。全ての患者に適応すべき。医療者  
は忙しい中説明に時間をかける訳で、仕事の一郭だから。   

・後期高齢者のみと対照するのはどうかと思う。終末期は年齢に関係なくあるt，ので、むしろ  

若年者や壮年～初老期の方々の方がインフォームドコンセント等の話し飢、は必要であると培  

575        う。相談支援料を導入するのなら、対象者は全ての人にするぺきだと思う。・治梶方針や、  

病状説明は必ず行うものである為、わざわざ点数を付けなくてもいいのではないかと思うが、  

医師不足、赤字経営で病院存織が＃しくなる今後には必要とされるかもしれないが、導入する  

なら全ての人が対象の方がいいと思う¢   
576  年齢ではなく、全ての末期患者にあるべきだと思う。   

577  家族の為に良いと思う。   

578  遺族年金生活者ですので、必要だと思います。   

「後期・・・Jのことを聞くのは初めてであったということが、まず反省です。新聞を読んだりし  

579  なければいけないなと思いました。何故75才以上なのか、疑問です。さっばりわからない。年  
齢は関係ないのではないか？この制度がないと、終末期の相鉄をしてもらえないのか。そこも  

疑問。   

580  終末期柏餅支援料があるということをこの調査表を排み、初めて知りました。相談料として支  
払うのは当然と思います。高齢者とは限らすゎ   

年が経つにつれて高齢者の数が増えていくと思う。75才にもなると、年金書らしで経済的にも  

581  肉体的にも精神的にも苦しくなっていくだろう。普ほど子供の数も多くなくせめて子供はト3  
人であろう。あてになるのは年をとったらお金になると思う。75才にもなると、ア′レバイトも  

ない。   

582   支援料についてそれに見合った話し合いが十分に行われることを望みます。今後、こういった  
制度を悪用したり、不正に利用したりすることがあった場合、対応策はト分なのでしょうか。   

自分自身が少しでも病状がわかると思いますので「★カはもう生きる望みがない」と決定きれ  
583     たら、病気と“たたかうサニとができない気がします。料金を支払うと強制的に期限を決めら  

れ、決定しなければならず、耐えられるか心配です。   

何の為に支払うのかわからない。何故年齢制限を設けてまでお金を取る必要があるのか。当然  

584     の医標行為ではないのか？ヰねたい事はたくさんあるが、相談料がいるのならやめておこうと  

いうことになるのか。文事料（現診断書革も含め）にしても何故お金がいるのかわからない． 

585   治る見込みがない患者と医師との終末期医頗についての話し合いは十分な話し合いは必要と思  
いますが、相談料は要らないと思います。   

586  残された家族に負捌こならないように希望する。   

587   相談料として支払わなければ医師や看護師は動かないのか小と思う。患者という時点で、話し  
合いや入院中のケアをするのは当たり前のことではないのかと思う。   

間11後期★鈴音終末期相談支援網についてのt見   

588  受け取ることによって書任が重くなり、偽装を言った場合詐欺になる。   

589  文事で表してもらえるのは良いことだと思うが、金額によると思う。   

590   具体的な内容はよく知りませんが、医師・看護師、その他の医療従事者と経と話し合ってし  
どんな形でも、同じ報酬がもらえるとしたら、手抜きみたいなことが起きないか少し心配です。   

591   後期高齢者医療費も収入が少ない者にとってひどいと思います。ので、終末期相損料について  
も同じく反対です。収入の少ない者にとってもう少し温かい医療であって欲しいと思います。   

医師と患者が話し合いをLて、その後の療養について愚者の理解を得る為に是非行ってもらい  

592     たい支竣だと思う。患者も家族も今後の病状の変化に対処するよりどころになり、安心できる  

と思うので、支援料遼は支払われるペきである。   

593  当然だと思う。   

必ず最期は腐ることで、その時の相談話し合いに対して別料金がかかるということは反対です  

594     ね。おかしいと思います。文書にまとめて医療訴訟の対策の為に残す為ではと考えられるので  

関越をなくす意味では必要かなとも削、ます。   

595   200点が幾らかもわからず、上手に回答できす申訳ありません。今回初めてこのような中身を知  
りました。行政に縮らず、自分白身でも多くのことを理解して、深めていかねばと感じました。   

596   ケースバイケースで必ずしも最善の結果が得られるか疑問が残るが、気持ちの面で多少でも楽  
になればと思う。   

597  相談ほ・般的絶頂の内のはず。特別に枠を設けるのはおかしい。   

598  先にも謡いたが、仕事として当然の報酬である。   

599  終末期相談支援料は妥当ですが、後期高齢者という年齢区分には反対です。   

治る見込みがない状況の時、本人はもちろん、家族も不安を抱えると思いますので、医師や看  

600  稚師の親切な対応，説明はとても必要なことだと思います。兼期のガン患者を受け入れるホス  
ビスを増やして頂けるように要望します。支援料はできるだけ安価に抑えて頂けるといいと思  

います。   

60l  病気に年齢は関係ないと思う。   

602   75才になって頭脳明晰ならばそれも必要かな？医者が忙しすぎて患者とゆつくり詣－「時間がな  
いので、相談支援料なるもので患者との接点が多くなって良いかなり   

・治る見込みがないのであれば、病院ではなく田舎の自宅で療養したい等の意見（希望）もあ  

ると考えます′． ■患者の意志を尊重することは良いことだと考えます。但し、文章に残す、  

603         記訊こ伸すことは必要なのか蛭間です。医師の信頼関係の中で話し合いの範囲で良いので  

は？・また、年齢♂）設定は75歳は高すぎだとも考えます。70歳とか、65歳以上でよいので  

は？   

604   1・話し合いの内容を取りまとめ文書化する必要があるのか。お互いの値頗関係の間廠なのか。  

2．文副ヒすると相談支援料がいるのほ致し方ないと思う、   

私自身がその立毒削こなってみないとわかりませんが、弛もなりたくてそうなったわけではない  

605     のですから、家族い引こ相談することい台療等十分な理解が得られるか電）しれないし、年齢の  

制限は別としてあった方が言いように一剛、ます。  
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問＝1後期書出著終末期個劇支檀料についての意見   

∴れから、ますます若人社会となり、入院、入所できるところが少なく自分たちだけでは（蒙  
622  

族）決められない。専門の人に相談できるとすごく良い。   

623  その時になってみないと今の時点では自分がなって加、のでわからない〔   

票くないヰ）のと考えますJ7t〕才、65才の時にこの制度を利用できないので、不平感が勺ミまれて  

ト∵l  ：ると黒います、上丁、75才以トの粋がない方が良いと牌います，   

支櫻料はとても良いことですが、75歳以上に限定してしまうのは良くない。勺三括が苦しいのは  
625  

みんな緒です。   

n26  病状を家族が珊解することにより、対術を考えやすい 

治る見込みのない患い病状再生まれて死ぬまで若かろうと訪れるので、このことに関してほ後  
627  

期高齢者に開hてとするのはおかしいと考えます   

628  終末期相談となると卓）う先¢」ないのだから相談支棲料を払う必要はないように思う。   

話L合し、を持つことは良いと」門、う．ノ それに対して相鉄料が診額費の ▼粁として支払う∵セが贋  

h29       いとけりH）ないが、その支払いの年齢を75歳以トと年齢区分を決めるのIi妥、当だとはよ毒J、わ／ごいr  

それカヰ何歳が妥当なのかと問われたところで、妥当の年齢がすぐには馴、浮かてメませんが。   

630  入院その他－Pお金がかかるのに相談しただけでまたi；金が必要なのは因ります   

本来であるならば治ろ見込みがなくて‡Jその後の翻たや変化等け知る権利があり、当然のこと  

（；3l     と一瞥いますが、その内容を文動こまとめた場合、料金が発生しても致し方ないことなげりいなと  

思いま寸 
しi32  病状戊明や支援lよ治棺の首と考えろ、   

633  終末期相談け誰にで≠）起こることな〝〕で、後期高齢者を区別するのはおかしい 

113Jl  若くして末期を迎えるJ′のケアtゝ考えるべき（   

隼齢涛小畑朴ケた上で〝）相談員選科がどうして設定されるのか、わからない，後期高齢層といわ  
（；：i5  

れる人のみというのはとうしてか   
75才以上に限定すべきでほないと．甲▲います1とは言うむのの、句1除区分を設けないとしトナない  

l6。6     と鮎、ます〔ノ私としてト1bO才以トであれば終来期を迎えている愚者を対象としてら良いのでは  
と考えます 
75歳以トな仁j尚更本人と家族、介諾者にそれらを行うことは、当たり前と考えます（、そ「に支援  

6：17  

料と名の付いた料金が龍′卜するのトi、とても不思議なことと考えます 

†i：ミ汚  医師と患者が話L合いを行うことは、一当たり前軋こと。相談料が支払われるのは、鉦うゝしい。   

6：19  その時点にな仁｝／ハ、とわか‘て）／～い√   

h′川  後期高齢を終よ期柑狭長凄拙ニ／ついて知ら／よか／⊃た   

トー   

1失脚某隙か〔）支払オ∫れるL∴ j∴りiしユノーか才．1憩いますり：吏lノ■r．患者さんか 珊風車凋む一）  

†、く12       て州也です．，俣糠ミ、ス等カニ起：ろ畔し 色ノ√相談してで蕃にしてJ；く二とに良し、二とだ！一Il】う   を軍t∫た7）うと。埜！ご1  l   定・州寺吼点数琴丘偲療従事者に割いてもらう為 その削Rを払うの‡i閲腐′ゞし、と酎1′ 佃   し、句ニ齢に関わ［ノず、終末期となろ唐者ほいる那P、そゾ）⊥うな人〃ノ章一娠に中二／つとFべ様ノ）支餞  
が、それに対し∴TJ）押斜．川上に支払ゴ′′よ〈て良いノ〕■では互いですか。   

GO6  国民年金等での支払が可能／£範囲なら良いと思う。   

川～支援料がヰ入されたこと1i丸川ませんでした‖治礫を受りていろのに女朋粒を女骨J巧H  

607     れげ、何†J教えられないということですか？相談しないと治療ヰ．才ニ7Jそかにされそうし鵬手に  

死ぬのを持てということり   
間11後期ホ齢者終末期相談支穫料についての意見  
相談の為に医師や看護師に時間を空けて用巨こ浩ですか〔ノ、和露紆十王t支払寸心るノこきでJl・」上り  

ホOR  

点は裂かな‘7   

6（伯   

的だったらどんなhのかとノ甲います   

61r）  q＝齢を75才以トと区分する∴とi士変な気がします   

今後のことで不安が多いと．町う   

61：三  むゃみに延命するよりは良いと．せユつ 
75歳以上でト1なく、全ての人を対穀に】．た方が良いと思う若い人ほど家庭げにとや金金蔓忘盲「  

√、   

613   

う必要はないと思います、∫   

何故75歳以1▲対象なのかがわかJJない、軋、柄気、治る紀込みかない状況の話Lか∴仁軒紅  
61′】  するなら、尊厳死ヰ）謎めたぃでグ）後期高齢者来期相談支援料な「）納得できます 

最近り 人暮らしの若人が増加し、子供t，道くに住んでい／こいケ・スが多く、末期の耶j＝こと  
615  

′．ては心のケアーを含めて∴相談支援は不・可欠であると県う。   

終末期真跡i勺1齢に関わらす、一言」じだと．ll†】、う∩ 隼齢によって支援料び藩がサニじる♂）は納得でき  
6】〔i  

ない 

だとノ▼さj、・＝汀で、改めて史授料を吏だ、      ノ  
話し合えばいいのでほなし、でしょうか∪ ただ、話し合し、げ閥がt）たナlることで、【一】分が終末潤  

6】7   

に話し介ったのなF）相談料が瑞牛すろ♂）ほ化ナノのない二とか¢，しれなし、た′∴医療職！雀】ほ終  

末期の人全てに機械的に行いそうな気がす乙   
専門的な情報を有料で提†箕すろことは主だ【1ノ本文化には馴染まないかゎしれ／亡いが、時間と’で  

6＝i  

力がかかることなので、ft方がない   

あること【鯛IrJなか／）たです（∴吏だその牛丼齢）にな／」てい／ごい（／で、深く考－えた∴がち  

619  ■  

医学か全くわからない払風こと・∴て後期高齢畜終末期仰妓セい／〕てヰ・牌者も￥樵ヰノ附1！上、腹培  

620     従♯者に徒・‾）しかないと。㌧ L、本当にそ√〉－料r族と愚者ノノ気持ナ〉：二1■′〉てできろか上．1！いま」  終末期にその後のん針等を、本人、家族、医療関係者等が話し合うことを希望する人′1ル、た－・       だと知／．てしまうノ）ほ怖いような∪ でも、知りたい－Lうな気がする．、本当に人1け二仁を「鱒  
二の制度がただげ）制ノ堅で終才）つて欲しくなし、’丁－す（丈軒二顆すた－り’律ほ叫d巧い什㌻∴   

7い乱以上に捗り、「i」負押が1ここ・ヒ・いう∴∴ヤのでしユ′）か？だと たL－∴ 対象者小熱が牛粧  

1ソ上にF膵すろ肯嫌がわA、りてせハ  62】       れにHて、か／仁り′レたいと人事プ，わオ1るリーでくl齢i二l別系なく【‘†J李け’与■ナ■′二して飲」・、で」75莱  」   

ll∵・  

間11後期高齢者終末期相隣支緩料についての意見   各病院の付加サービスとしてし一）かり、料金設定して行うみ向で進めてい叫Lf射、け）てはりり  
ii（i7     と上1ナ、い烹す。し／〉カ、りと知識、覚悟を貪一持ちの後胤葛齢者にに、不撃なのでは？ないでしょう  

か‘7   

75歳以仁で末期だといわれた人に負担をし7，といニ〉のは、どうなのでし上うか、 死を血前に  
糾沌  して「お金」と言フ′のト1∴哀族げ1気持ちを考えると心が痛む剛、です「 

円      ‖   
－、。9  
∃   

後期高齢者という言葉も間断だし∴たして終末期という言薫け／′ヨソクです 隼齢に関係たく  
．ミ7。 川  

榊蹟支援を行い支援料を支払えばいし、と。勘、ます 

′ノ  「  今まで生懸命の勤めてきた人にとってけ、支援料とかの料金圭で考えさせられるのけ酷だと  ≒Ii71   
黒います 
終末期の患者が診療に対して医師と話しノ合いを持ち、それを文書としノ丁まと才）ている∴とにほ  

1 li72     おおむわ同意できます。しかし、万人がその機会を閤ていろわりでにない以ヒ、公的機関上り  
ーノ川i費が妥当であるのかけ、人きな疑問であると考えます。   

lう73  高齢者に限るペきではないと居い焦すい   

200たとは、具体的に料金とし．ての実感がない。・部負担（対象者）Flどのくらいになるのか、  
674  イ明であり、アンケートに答えにくい面があると居います．】   

私自身がただ30代なので、今ピンときません。75才以卜の方なら、杓吏わかりづらし、ような  
n75  気がL去す′また導入さオ1ノることすら知らない方寸〉いるのでは？   

支払うのほ当然予／と鰻、う、、史二番等り）作供をお顔し、したのだから、相談料としノて 都支払‾）のは  
†i76  

1然だと思う「   

治る見込みがない場合、心J）ケア∵が・番犬切になってくると酎、ます医師や看護師との詣  

（i77     し．斜、の申で、気持f，が酎）れる部分が大きいと．腎います′それに対して、診確報酬が発乍二す  

るのほ、当然のことと思います 

678  納得のいく話し斜、ができるなら、払っても良いと思う＞   

情報に感謝します。認耗不足故に美し、当たり倉見は酬、つきません√、しかし、いつか親族に起  
679  

ニり縛ることと思いますレ）で、た■】分の考えを考膚したいと観いますv   

治擦して阜ノ粗旨味だから、死を調べとし、う方向へ考えを家族や患者本人に植え付けるのは良く  
6月0  

ない 
退隋をした篠の1澗が 愛した後、少しでヰ）負担を減らすことができ、な心」て最後まで相談  

68】  をすることができるのil望ましいr75才という点では、70才‘が望ましい，   

算定け1【［吋）み、話し合いは何磯でt，変更・】r能ということだし、急変の対尉こも応じてくれる  
（消2  

とし、うことなので、賛成です。   

頼り  高齢者が贈り口し．ている税（L後胤tラi齢古来期相談支援料は当然†fわれるべきlつと思います。   

む阻村を支払わなくてほ和談でき／ごいのけ、どうかとh思うが、自分が利用するかト！その時点  

になト巧い十トかL－ノ亡い   

田＝t 後期ホ齢看終末期相談支檀料についての意見  

1143  隼齢府ことに′）いてl主再考を・附いますが、と戊拙主Ilj然ナでとノー・！トていミす ＿W【」   
6・‖  支援料を支払うことで患者が相談しやすく′Jうノ）で11とi一筆い王†  ，   

h45  金額に⊥りjすが、多少なら酬紬ノてもいい伸  

話しノ合いほカルテに】ムづいて旨′と∴と仏者の話し合いであるから、失桝丁為の部で有」！ト†董／J  

桐6  て誇榔帥ろぺき  

647  支援料という表郷i好ましくない 「後期高齢者終末期厘糠柚酎斗」でⅠい   

（1硝  

1                             引  

相談に対十る知醜の射きりJ、時間を糾、ている折で、そ丁に津川が発生寸かハほ住ん∴いと・一一－ブ  
649     う 必要がない人は細説しないと糟うのて．必習と．腎う人がJj金を払／〕てでh文裔を杓したい  

等摘望すると即ので、当たり前と酎  ⊆   

650  75歳で［≠リJることがゴミかい、「和談支援糾そし／）ヰ．のヰ，l記♂〕凍n（業務の 環）jiかしい 1   
li51  謎漁がなかった為改めて勉強をしてみたいです  

1   

652   合し、された人にほやけり時間キ割いて相談された方々加）で、史凄柵i支払って欲し′し、   

iにl，書きました⊥うに、何故この掛こ†ご′ノてお金を取ろことばかり考えろJ）ですか 払ほ了  

653  ん／亡制／彗Tにガソカリです．ノ「東棟保険からやy）させてもど」いたいです 

柵淡料を払うのii何だか経済的に食中！が．多）／′て嫌だが〔アナ；療費にお射てかかる為）、1L】i限りで  

655  †姉貴b相憾できるげ）なら良いのでけ・といJトうしかし負貯ま余隠こよる 軌、病気などで治る見込みがか榊と′亡．′た時、充分に家族、紺や看護帥が1柚子J「                 ‖           、  654  t，うすぐ（あと2隼で）75才になります‘‘碓湖南齢古一終来期仰談支横料mほ取√）オ1十くない     、   
後期高齢蔚挺斬り渡そのヰ）のに反甘である何故75歳1、1Lと・トろけか？制度そのLJヰ札止∴  

G5（i                         ていただき・机一、し∵人・との花道が飾れる上ニ）にして欲Lい死んでし、く人間に対†ノて節た斯j  

棚支鮒捕ろなんてことトtレノてのほカ▲廿呪う  ＿」   
657  相談料にあ／）てらし、いと。呪うが、金額に書い15 

終来期はその人の最期のて†二きぎまで、t、／－とそ）人りけ州であいそ八を弛んされう【ケニ㈲凋横車J】  
ハ5月  

経剣そのヰ．のですので、相即斗Lr一女払いはl当然と酎、ます 】   
慰し、病気やア吾る見込みが烏い状況に七：つて、そ（吊吏（7凋ごLんを心配するのけ拝も齢有［、り卓）ア＝j  

徴的なこしと疇」あると思う♂）て甘いことだと侶が  

6（iO  今舶に細ヒが進帖医柵那瑚紺摘で患’り∴■‾）し′こ利根必削∴早’ （i5リ     fト削川だと上り，う♂）で、守針二分は亡・削いと粗い絆しかL、モrしり相談者対穀7す－，r・ト    」    ‥⊥－－－1  創引  仕れがわいですわ 
、碓念だl仁ヒ   

（う（i2  支援するのlまいいが、保険料が卜がそJ〕でl、t／亡いかと心配です   

カウンセラーーげ欄と■・机上うなもげけこ：と■サJ、うが、楽や施術でl！ノごい‾十、〃〕報酬11小繋たとぺ  

ぇる（矧二l小甘の組込ヰ訂托し一畳合にこナノ言j〔減がLり人サ・1  6（i3                〔1（i4  ど刷、こて′≠，起二．ノニ′、－り二雄∴ゾ）－7、叶僻十川い・ノ′∴こ†亘り∵∵圧 L、－け1   
l汀バ  j・   
n〔i（）  ・隼酢区分が†即観でに／こいか ・種瑚ト木酢打与■7う鳥篭とr‘人的ミ÷ノ）／イlてて／ごL、ノノこ1ii   

＿114．   －】1ト  



冊11後鋼萬■肴繊末期佃朋支攫■についての意見   

現在、医師不足がテレビの画面をにぎわしている。嫌な言葉だが、態者のたらい廻し等、平和  

685  に生を終わりたいと願っている者にとって次々とイこ安な情報が耳に飛び込み、精神的な圧力  

を感じている。生まれてくる新しい生命にとっても消えていく後期高齢者にとっても平等に不  

安のない社会になって欲しいと切に念じている。   

68（ミ   
柄院側の一方的な押し付けでなく、患者、家族側としては相秩、話し合いができることは良い  

ことです。   

687  終末期相談支援料というのが何故75才以上の後期高齢者のみに必要かわからない．   

688  いらん！！おかしい   

689  国に負搾して頂きたいです。家族や子供に負揮をかけたくないです。   

どうして後期高齢層のみを対象とするのでしょうか？泊る見込みがないと宣告される人は後期  

6gO  の方ばかりではありません。むしろ若い人連の方が深刻な悩みや不安を抱えているのではない  

でしょうか。また、相談支援料の算定は必要なしと思います。算定の項目を増やす必摩がある  

のでしょうか。診療内に日々少しずつ鋭明指導を行うようにすれげいいと恩います。   

691  終末期に関する話し合いも医療であると考えられるのなら、支援料が支払われても良いと思う。   

692   医師は患者の病状を見て家族に詣しをするのは当たり前のことと思います。その為の料金を支  

払うのは妥当ではないと思います。   

693  相談（話し合い）は充分にしていいと思うが、お金の負担はなくてい、いと思う。   

694  生活や病状に応じて多少はやむを得ない。   

695   
高齢者より若いうちにガンなどで終末期を迎える人の方がもっと相談の必要があるような気が  
します．   

お金がない人は、この後期高齢者末期相談支援料が受けられないということになるが、その辺  

696     の差別が出ると思う。病院のベッド数や医師の人数や柄院維持の間幽があるが、もっと増やし  

て欲しい．この先病人も家族も不安がある。   

医師等も業として行うので、支援料が支払われるのは、当然と思う。患者等の立場とすれば無  

697     償の相秩捏しづらいものはないと思う。医師は報酬を受け取るのだから、気の済むまで相談が  

できるようになると思う。   

698   治る見込みがない状況であっても本人が希望する限り命ある限り延命措置をした方がいいと思  
つ。   

（；g∈〉   話し合いは絶対に必要なのになんでお金が終心のか？その相談を受けるのも形にするのも医者  

の義胤 何でもお金とくっつけるから不正等が増える。病院に勤めていたから知っている。   

700   終末期の迎え方を家僕と本人 医療提供者が共有することは有意義で、ムダな延命治療が減る  

と思われる。しかし、年齢区分の必要はないと思う。   

7（〉1   現代のニーズに合わせた考え方なのでしょうか。自分の行動を他人のせいにする等、人間性が  

問われる漬頃、必要なのかな～？   

巾11後期高♯手絡末期相横支攫料についての憲1   

生物は必ず死を迎えますが、何故日本の後期高齢者の終末期にだり相談支援料を支払うのか、  

71）2  この画期的な考えに変な愚図を感じます。そもそも重い病気にかかった場合、治療に一〕いて柵  

談したり鋭明したりするのは患者の年齢の上って区別すべきものではない若です。支払うなら  

・律に何度でも。   

70：！  患者、家族に良い結果になれば甘一成。   

704   
今ほ充分とは言えない年金だけで、過ごしているので、そんなに‡；食も払えない。子供達も苦  

しい生活の【Pお金を出すのは大変だと思う。国が相続支援料を出してもらったらと思う。   

治横行為は患者と医師等との共同作業であり、それについて話し合いを行うのは当然のことで  

705     ある。これは、千本的に病気の重さ及び患者の年齢に関わることではないと考えるので、支援  

料lt必要なものである。但し、その点数に検討の余地あり。   

70（i  診療費用一部負杓→負担率次第と考える。   

番間麒なのは、医師、看護師、医療従事者がどれ程の人間であるのか。人生経験、他人を思  

いやれる心、様々なものを十分理解できる人が理想であって、学歴、社会的立場が上の人間と  

707   
いうことは全く関係ないのであって、本当に患者の身になって相談できる人であることが望ま  

れると思います，医療従事者に関係なく選ばれた人との相談であるなら相談支援料を支払うこ  

とに1）いては♯成します。ただし、患者本人が相談を希望すればですが。内容が求めている方  

向からずれてしまったかもしれません、すいません。   

708  相薮支援料は報酬としてはまずい、200点は廃止すべき。   

709   話し合いや文書等の提供等は、治療、医療の一環だと考えます。なので、相談料を支払うとい  

う考え方がわからない。   

710   医師や看護師、その他の医療従事者が患者及びその家族と共に理解を得る為に話し合いを行う  

ことは、文書等にまとめて提供するとしても何もかも金というのは淋しい心だと思いますむ   

年齢区分しない末期相談支援料が良い。人は75才以上生きられるとは限らない。   

712   
賽際にその時になってみないとよくわからないが、充分な相談をした上で、適切な告が出せる  

ならば、t）ちろん費用を支払っても良いと思う。現実には難しいとは思いますが。   

7Ⅰ3   お金のある人はいいけれど、重い病気で治る見込みがない状況なら私なら後者終末期相談支援  

相鉄なんていらない。   

714   初めて聞く言葉でした。年齢に関係なく曳たい病気になる人達、子供等も屠るので、限定しな  

くても良いのかと思います。   

715   支援料が支払うことのできる後期高齢者はいいけれども、支払う能力のない高齢者と家族は希  

望していてもどうなるのかと考えます。   

かけがえのない・人一人を大切にする意味で、相談する方にも相談される方にt，、後期終末期  

71（ち     和談支援料は必要だと思う。そして、間9にあるように年齢により対象者を決めるペきでない  

と思う。   

717   後期高齢者終末期相談支援料があるなんて机めて知りました。75歳以上になると、お金がない  

と生きていくのが難しくなるのですね。   

718  後期高齢者と限定しないカがいいと恩います。   

一I15．  

間11後期高齢者終末期相談支檀料についての意見   

719   
内容としては良いことであると思うが、医療費の一部負掛こついては低所得者への配慮が必要  

ではないかと思うn   

720  失礼ではないだろうか。   

721   年齢区分が設けられていることの意味が見出せない。なぜこのようになったのか経緯を知りた  
い。   

722   

終末期相磯支援料としての考え方や内容については賛成できるが、凍結されている現在政治家  

レペ′レでの議論ではなく、国民レペ／レでの濃輸が必要だと思う（議論すべきである）。   

実際に診療したのではなく相談というのはあい蓋いであるが、医師によって質がかわってしま  

723     うと支援料の基準公平性がなくなると思われる。相談内容をきちんと国に報拝するシステムを  

作るといいのでは。   

724  医療間係着の方々の時間を割いていただくので、当たり前のことです。   

725   

75才の平にこだわらす自分の病気のことは知っておきたい。自分のことは自分の体の動けるう  

ちに知っていたいし身近の整理もしたいしそれとなく皆にお別れもしたい。   

726  当然のことと思います。   

・後期高齢者と謳ってありますが、現在75才以下の力も治る見込みのない重い病気にかかって  

727     いる方が多いのではないでしょうか。   

728   

・年齢制限があるのも今一つ考えもの。話し合いの度合いもあると思いますが、医師や看護婦  

がそれだけ対応してくれるかも間堵があるのでは・・・。   

72g  金額にしていくらぐらいなんでし上うか？   

7：10  後期高齢終末期相談支援料は、希望者のみにして欲しい。   

73l  患者家族に負担がかかるのがやむをえない。   

732  特に後期高齢者に限定するのはなく、癌で終末期を迎えた人に必要であると考える。   

733  年齢を設定するのに異論を考える。   

734  終末期は年齢を関わず、同じように安心して相談していただけるように希望します。   

735  医師・看護師にも十分な勉強とその家族に対する親切・優しさの対応を求めます。   

736   良いことだと思います。末期相鉄は遠慮がちな人と積極的な人と差ができるので、皆に相談し  
てくれるのは良いことだと患います。   

73丁  後期高齢者の為になるのであれば、いいと思う。   

738   

前期・後期という区分こそが不帰のヰ，とである。この言葉が格差に結びつくように患う∪年齢  

区分はする必碧はないと思う。   

739  75歳以上の方を対象とする根拠がわかりません。   

740   

患者や患者の家族の立場になったことを考えると文事で残してbらえることは良いことだと思  

うし、その際お金がかかったり動いたりすることは仕方ないことだと思う。   

74l   

なんとも言えないが、支援料があるからやるみたいな感じで、冷たい気がしてあまり♯成がで  

きない■、   

742   年金のみや年金のない高齢者より、お金を払うことはかなりムリがあると思いますが、75歳と  
いう年齢にはかなり不満があります。  

間11撞期高♯有終兼期相談支檀料についての意見   

後期高齢者終末期相談員援料が導入されたことは知りませんでした。導入される前でも話し合  

743     いとか相談とかはあったと思いますが、i割こ支援料が導入されると今まで話し合いや相扱がさ  

れたことでbお金を払わないということでなくなるのでは‥・と思います。   

744  じっくり話し合い納得できれば相談料としていいのではないか。   

745   
なぜ高齢者に限定なのか、全く理解できない．重い病気にかかった時に困るのはむしろ今現在  

子育て中の親世代。   

746   終末期医療の問題は、75才以上という区切りではなく年齢に関係なく経でも相談対応するもの  

である。意鍼のしっかりした来期息着は希望すれば全員対象とすべきである。   

747  無駄な治療は本人も苦しむだろうから、納得できる説明で良いと患う。   

748  あまりよくわからない。   

なぜ後期高齢者に限るのですか？若くして終末期になられた方々にはどのような対応をするの  

7d9     か、そしてそれは相萩支援料をとるようになっているのですか？とるなら（医師の時間をとる  

のだから）料金を払っても良いと思うが、これは年齢には全く関係ないと思う。   

750   終末期といって75歳以上の年齢区分をするのでなく、重い病気や治る見込みがない患者は年齢  

関係ない、終末期（余命6ケ月）などと判断するのも難しいのでは。   

7Sl  このようなことは無料で処理きれるペき。   

752   金額はどのくらいかかるのかわかりませんが、皆平等に誰でも相談した方が良いと思います。  

それには支払われることは好ましくない。   

753   家族が十分と思える説明をしていただけるのか不安です。医師・看護師すべて医療に関わる力  

は忙しいです。そんな中時間を作っていただけるのか不安です。   

754  なぜ75歳なのかがわからない。   

755  相鉄料というのが不明。なぜ金がかかるのか。それも仕事の一つなのに。   

756  その場にならないとわからない。   

757  それを専門とする人が存在するのであれば、支援料についてはある程度はやむをえないと思う。   

T58  年齢区分が妥当かは疑問である。   

759  医療に係わる人を増やす為には良いと思う。   

760   この仕事をやれは、医穣従事者には実際に負担が増えるのだから、その分の輔慣は必要である。  

医者の仕事の一一環と決め付けるのは酷である。   

名前しか聞いたことがなかった。初めて内容を知った。自分は終末欄ではないが普段治療を受  

761     けていると、今の状態、これからなる状況・治療法など自分が理解して説明をしっかり受けて、  

というのはありがたいし必要だと思う。   

病弱で妻子がなく、人暮らしをしている00代後半の弟がいる。終末期は私が腱在であれば面  

倒をみるつもりだし、私が先に逝った時は子供たちに託すつもりでいる。「延命治療は望まな  

7（】2        いJということ以外は聞いていない。他聞いておきたいことはあるが姉弟でも遠慮がある。第  

三者（医硬関係者）を介して闘いてもらえれば明解が得られると思う。従って相談料は当然だ  

と思う匂   

．11g＿   



間Il機期高齢者終末期相性支檀料についての意見   

782  金額によりますり 200点け金額にしていくらですか？   

783  後期高齢者という名前は付けない方が良い。   

78■1   

患者の十分な用解を得る為に話し合いをわい、医師や看護師に今後ナ想される病状の変化に加  

え、柄状に農／丸、た介ミ隻を含めた生活友層してFさい。   

後期高齢者終末期相談支援料、患者l人一）き】回の踊定だから良いと思うが、これが話し合い  
785  

を子iうたびに笥定されるのではだめです，   

7別i  病如こなる人1三縄條ない。f▲供でヰ，大人P‡）色々な病気になるっ そんなこともわからんか！   

支援料を支払うことによって、公平な立場で相談できるように思います。今までの考え方（私  

7R7  なりの）ですと、‡；時間をとらせて申し訳ない気持ちでいっぱいになると思います。   

7RR  「後期高齢者終末期相談支援料j（200点）～ほどれくらいの金額ですか？   

診療費が支払われることは、好ましいことなのか好ましくないことなのか判断は難しいと思い  
78？  

：たす。   

790  不必曹   

79l   

終末期相談支援料の支払いほ、後期高齢者のみに限定すべきではなく、全て胤齢者を対鏡とし、  

年齢に上／Jて線引きすべきではない。   

紬も75才になるまではまだ15年ヰ）先だし、自分の場合はもっと先の詣ですので、その頃には  

792     この制度も変わ′）てると思うので今は何とも言えません。あまり興味がないといった方が近い  

感情かもしれません。   

79：l  今i土まだよくわかりません。   

794  後期高齢者は終期相談支援料は支払う必要はない。   

795  75才以l二と区分して支払う必熟まない。   

79G  対象を「75歳以L」とする合確約理由が知りたい。75歳以上に制限する必窄はないと思う｛   

なぜ75歳以上が対象なのかわからないn 重い病気、病気の度合いに年齢は関係ないのではない  

797      かと思う。またその心配鷹、悲しみ度、不安度など心は年齢ではないと．呪う。≡トゲ年欄に／〕い  

て支援糾ま…病気度やもろt｝ろによって差をつけるべき。   

例えば、ガンなど治る見込みがない病気の場合には㌃できるだけ長く生きていたい」とか「短  

〈ても充実した自分なりの時間を過にしていたい」など患者に上って考え方はさまざまであり、  

またその本人の乳甘は薄奄されなりればならないほずですrという意味で希望する人には終末  
798  

期相談ほ欠かすことができない医療行為の一部と考えます。医師等医療従事者が行う医療行為  

であれば、そこに費用負担が乾生するのは当然です。となれほその費用負料こついて公的保険  

が適用されることは自然であり，また当然と考えますゥ   

799  お世話されれば年金に関係なく、介譜料というか手数料というものは当然だと私は酎、ます。   

800  人変良いことと思います。高齢になると働くことt，できない、収入も少ない、体力がないむ   

801   

医礁機関が相談にとられる時間や手間（ト調べや準備）を考えると、無料というのは医僚機関  

だりに負担を強いるのでは。（適正な価格であれば）あっても良いのではないか。   

HO2  75歳以上二でなく全ての重い患者に支払われるべき。   

間11後期高齢者終末期相談支檀抑こついての意見   

話し斜、ほ人事だと思いますが そこに料金が発牛することにさ土納得㌣きまサん治轢い 照  
763  

であり、そげ）人を知る（闊酎 し．で大切なことだと考え壬寸   

764  相談支援糊i必要で【1／亡い上．粗いモす 

7fI5  なぜ75才以卜を対談に十ろのか   

命郁にも上ると悟いますが、n分が病腐一や終来期をきf）んと′受け人れL、ノれ、その終末掛川應ご  

7（i6  L力をE‘】～ナで決めたいと．軋った時に、利用できるナfJノ良いと勘、モす   

長隼、社会に貢献してこりした高齢首に対し．ては、戸一学し、支援1無料金け無料が良いl照い  

ますレ   
老齢に1ごり卜分／亡判断がてき／亡い終末脚＝こ／∫り ノトきる札j△みけ－／畑＼＼を色々／亡管を′ノ〉／亡いで  

7fiR      一Lかされるのほいやです‖ 組込みけ）／よい人ほ㌢く終末を迎えたんが皆（家族）ノ〕．為に卓．1主いと  

配う‖ 話しノ合う必要はない【   
相談支援料などの報酬制度が／ごりれほ、親身な終末期医療を受りら1しないのかと‖本人【ハ心に  

7f19     射し淋しさを感じます。しかしそ1せざるを得なし、なLてJ、とりあえずその制度の話し合いを進  

め、すみやかに実子「して欲しいと．軋い託す。   

77（）  医師の判断に任せる。   

文章を読んで畑内容がよ〈｝）か「J／～いノ「ノナまでi．川警だったが、こ〔／）制度で援助されうよう  

771     にな′ノた」といぅ愚昧なけ）か「こういう話しでH、＋丈斉に王とめる」二とn体が初めてfrオーれ  

るという∴となのか全然わからない 
772  患者本人に終末期についてのト分な話し合いの機会が得ちれることとなり好ましい．   

医療従事者が話し含し、をした際に、柵談料を払うことけいいと思うけれど、二れを利別してお  

金を稼ごうとする懐古がたくさん川てくるだろうかrJ、チ⊥ツクする機関が必要だと．捏う。閲  
7了3  

時に患者の家族などのクレームや要求が増すことがあると一やヲ，う〔ノ この2／つを解決できる／亡ら支  

援料を払・二二とはいし、と．餌う   

774  診蠣費の負和が増えるかFノ（隼金額は少なくよけし、オ拍1凱t無理）′   

伸談した瓢柄の文蔚を希望してもゃ料なら諦めざるを特ない人持多いiユずだて g勇者切捨このよ  
775  

うな制度には新聞反対するものである‘   
TTト  初めて㈲いたことであれなんですが、あまりいる⊥うな∴とでけないかなと黒い宣しr‾L   

終末期というのIl苦し、方で卓Jあること／」：のにどうして後期高齢者と決す）ているげ）か、押爾てき  

777     ない＿ そのと、相談したしわ金がかかるなんて居じられない。それでなくてレけ金がかかるの  

に■・かえ′）て相談することをため「．′）てしこたいそ・うP▼寸   

778  実際にけビンとこない   

何を和談しノてし費用がかかる時代なので仕方がないとも）言えないが、憩1引iそれまでに．診察料  

779     等を支払1）ているのにそれ以1はl転校機関に支払う必軌tないと．望、う ましてや高齢石小らな  

んてiうかしいと凧う。公的といってbめぐ／）て負担しなりればならなくなるitず。   

7RO   

医師の仕事に対する紺酬なので支払われる′くきだと．配し、ますが．そオti二村する個人的負裾土で  

きるだり一友くして欲しいと．巴．し、ますぐ   

7f‖  後期高齢者にあまり負担をかけない寿が良いと思います 

ー120－  

間11後期高齢者終末期相談支檀矧こついての意見   

病気への治療とアフター（相談）を別のものと考えることは足か否か。考えは様々だと思いま  

821     す。病気になった時ほ保険会社へ提目する診断書は有料ですが、考え方はこれと同じなのでし  

上うか。   

822  本当に医師が親身になって相談にのってくれるならいいと思うが＝㌧   

823  後期高齢者終末期相談ということ自体、おかしいと思う。   

心配や不安がたくさんある思いで、患者本人が納得できるまで相談して欲しいです。ただ75才  
824  

前だったらどうなるのでしょうか。   

825  患者と医師との信搾感がなくなるのではないか？義務で話しているように聞こえる。   

75才以ヒという年齢を限定することは違うと思います。年齢で病気なるわけでIiありませんか  
82f）  

ら。   

後期高齢者と限定するのではなく、すべての終末期患者に対して終末期医療が必要ではないか  
827  

と思います。   

828  相談料が支払われることで相談しやすくなるように思います（特に家族は）。   

829  終末期相談だけでなく、生きる為の相談にも支援料は支払われるべきだと思います。   

今厳しい家計の中で医療費もかかるので、それ以上の負担は本人にとっても苦しいし、その為  
830  

に保険料を支払っているのにおかしい。   

治る見込みがない病気について、家族と医師が治榛や生活のことで話し合うことは、有料であ  
831  

／つても必要なことだと思う。   

832  75才以下でも治る見込みのない重い病気の人bその対射こ入れるペきだと思う。   

相談支援料を支払われることは当然だと思います。色々と関係者の方に親切に指導していただ  
833  

くことで自分も安心して医撹に専念できると思うから。   

終末期であると医師が判断した場合、患者の十分な理解を得る為に話し合いを行い、その内容  

834     を文書等にまとめて提供する場に相談料が発生するのは当たり前で、また病院にいくと何％か  

の負担で治療が受けられると同じで、末期相談支捜料も必要と考えます。   

話し合いをすることは重要だとは考えますが、患者本人に対してそれを行うことは疑問を感じ  

835     ます。患者全且が自分の病気を受け入れられるとは考えられないことです。ですから、相談支  

援料にしては全ての患者に対してあてはまるか壁間なので、t成とも反対とも言えません。   

836  終末期相談支援料は、75才以上の年齢の線引きは？   

837  終末期相談支援料は、所得の高い・低いの関係はどうなのか？   

838  一回は限り支払いならいいし、何回b話し合いを行っていただけるならいいと思います。   

839  高額でなければ支払っても良いと思います。   

わざわざ支援料として表明しなくても、希望するしないにかかわらす診療動こ含んだらいいか  
糾0  

と思う。   

84t  必要な制度であり、一早く凍結解除されるべきだと考える。   

842  最終ページの参照説明文を朋んだ結果、相談支援料を払っても良いとの判断に達しました。   

843  自分がその立場になってみないとわからない。   

84・l  支援するとなると無駄に使う人がいそうなので、自己負担が好ましい  

問11後期ホ齢看終末期相談支檀料についての意見   

現在、自分が仕事もほとんどなく国民保険料を支払うの蜃，大変です．支援料に対する隼齢も先  

SO3     のことで、今の考えほ色々なことがあれば、また私達がお金が芳しくなるから支援料u必要カ  

いと思います。   

804  当然のことと思います。   

RO5   

75歳以Fであっても患い病気で亡くなる可能惟lま卜分にあるので、年齢で区分するのけどうか  

と思うrJ   

ROfl  支ほ料をノ支払ってト分な話し合い・相談ができれば良いと恩う   

807  年齢で区別するのは間辟。   

堅い病気などで医師から過ごLノ／や病状の変化をイ云えられるのけづたり前なのかと思いモした  

808     が、実際は違うんですね。私自身その壬仁場（患者）になっていないのでわかりませんが、後期  

高齢者終末期相談支援料はおかしいのかなと思います‘   
809  なくてしよい。   

話し合いの内容が患者にと′Jて、ある稚度理解ができ、また患者本人げ）心の支えになるbので  

810     あれば・・・等、かなり難しい要素があるようにも思うし、相談支援料についてけもう少しノあらゆ  

る角度から検討されるべきものではないかと考えてし、る。   

別1  高齢での支払いは、経済的にもきついので支援してし、ただけることはありがたいと患いますり   

余命が決められているなら、金はとらないガが良いい ただでさえ医療金など高額なのにい …少  
引2  

し相談等の内容を変え、患者の負担金を少なくできるようにして欲い、。   

家族に世話になっている高齢者がいたとして家族に負担をかけられないしとか、家族側がそん  

f‖3     なことにお金を払うなんて・・・と思った結果、十分な相談ができなくて間遠った方向にその後進  

んでいったら・・・と服うと、金額が発生するのはあまり女fましくないと．即、ますく   

相談するのは良いことだが、情報提供については医療者としての義務である為、そこで料金を  
針目  

とるのほおかしいハ   
史書にまとめたものを希望しないので、現時点でほ必智惟を感じない、文書にまとめないと支  

R15     援料が支払われないのであれば文書を希望しない者に対してt，文需の提供をすすめられるので  

はないかと不安である，   

ると思います√、後期高齢首終末期相談支援料It必要だ  

いて専門的知識から患者のミ）場iこたって相続してもら  

ったことlこ対して、当然ではないかと思います（文謬化により内容が確諾でき、医撹樽閲とも  

合意の内容が共有できることIi制度的にも大きな前進と．勘、ます‖ 従って相談支援料ほ、当然の  

報酬と考えるペきではないだろうか！   

料金をとるということはそれなりに詳しい説明が受けられると思うぐ無料の場合、その期待が  

医礫保険全体を見直す時期だと思うり 医師不足・患者ゾ〕タライ回し等に／八、ても国の制度が不  

820  終末期頼政支援料は年齢は区分‖せず関が負担す11げよい  



間1t 後期高齢者終末期柏餅支檀料についての暮見   

知り合いにホスピスに行って患者さんと一緒に話をしたり相談を受けたりとボランティア活動  
865     をされている方の話を聞いているので、もし自分がその立場になったら、相談にのってもらっ  

て専門家の意見を聞きたい。   

866  色々考えたがわからない。   

75歳以下に終末期の人t）いるのではないだろうか？その人連の相談支援料みたいなものは年齢  
867  

制限はなくても良いのでは。   

868  年老いた方に最期まで料金を払わせるのは良くない。   

相按料がかかるのはやむをえないことだと思う。若くても重い病気にかかることもあります。  
86g  

年齢区分は必要ないと思います。   

話し合いは必要だと思うし、時間を熱いてもらう以上、費用がかかるのは当然だからあるべき  
870  

とは思う。   

高齢者のみがそうなる可能性があるわけではないのに、年齢制限があるのは間違っていると思  
87l  

う。   

自分自身または家族が「その時」を迎えた時に、冷静でいられるはずがない。第三者である医  

872  
療のプロを交えあらゆる角度から現実を騰まえ、ベストな方法をさぐりそれぞれが幸せに生き  

る為の手段を整理する。生かされているのではなく、各々が生きる為にも必要な制度だと考え  

ます。   

873  挫期高絆者に限定しなくても良いのでは？   

8丁4   

何でもお金がかかるのはあまり納得いかないが、終末期の相絞等、確実に結す時間・機会せ与  

えてもらえるのは安心感がある。   

875   
医師としては当然のことのように思われますが、相談料として払うのは商品を買うに当たって、  

色々と相鮫して購入するのですが、それにお金を別に取られるのと同じように居います。   

876  難しくてよくわからない。何とも言えない。   

8丁7  必要性についてょくわからない。ないとどう困るのかがはっきりしていない気がする。   

878   
治る見込みがない状況になることは75歳以下でb同じ状況で、なぜ75歳以上に槻定するのか  

よくわからない。75歳以下でも同様な制度があるのですか？   

879   医療従事者からアドバイスをもらった方がより専門的な意見を得られそうだし、相隣をしても  

らったら対価を払うものだと思います。   

880  75才以上を目安にしている理由はわかりません。   

88l  診察内の中で説明していただきたい。   

882  ★成はできない。   

883   
金鉄が発生することで相紋をためらう人が出てくるかもしれないことを考えると、相談支援料  

という考え方がおかしいと思う。   

884   
75才以上にかかわらず、保I代でも重い病気などで治る見込みのない状態の人い、るのと思いま  

すので、なんとも複雑な気持ちです。   

885  できれば65才以上（思い病気の人に限り特例があればよいかと思い立す）。   

間11後期高齢者終末期相鋏支檀料についての豪農   

845  文書にしてくれるのはありがたい。無知経で医師の説明がおそらく理解できないので。   

848  後期高齢者終末期柏餅支援料は導入すべきでない。   

本来医師は患者の終末期まで患者や家族と話し合いをするのが当然であって、相談料を得よう  
847  

とするのは間違っていると思う。   

848  その時になれば支援料は仕方ないと患います。家族（息子）に教えておきます。   

849   

相続支援料があるのはおかしいと思います。医師がすべき仕事なのではないのでしょうか！！今  

までどおりお金がもらえない方が良いと思います。   

自分の最期の過ごし方を相談できるのは医師や看護師だけで、でも相談することによってお金  

850     の支払いが発するとは何とも冷たい感じを受けるものです。制度となった今は仕方がないと綿  

めるしかないとは思いますが、終兼ケアのできる施設等を増やして欲しいです。   

医療機関がビジネスとして相肢科傾ぎに足らないかい患者・家族と十分医師の確担ができるか、  

851     必ず法の抜け穴をつかれると思います。しっかりとした法整備と公平な監視・監甘機関を設け  

るペきと思います。   

852   

私の家族で主人の兄が後期高齢者保険を払っていますし、兄自身は年金も少ないのに保険料が  

高くてかわいそうです。   

853   今後終末歴魔の増加によって、医師等の負担が増えるというのであれば、医師の増加をはかる  

とか別の方法を考えるべきではないか。   

854  終末を含めた話し合い、医療の根本ではないか。   

855  75才まで日本を支えて幸た高齢者に負担をかけるのはどうかと思う。   

856   
なぜ後期高♯者のみそのような制度を作ったのか疑問であるb特定の年齢層を対動こした制度  

は反対である。   

857  支援料が支払われるから適当に説明するような制度になりそうで心配である。   

858   診療方針の言古し合いが息着が納得のいくまで話し合ってbらえるのなら一回限りの算定は良い  

と思います。これからも患者の気持ちを一番に尊重してもらえることを願っています。   

859   

よく理解できてないので具体的なことはわかりません。年齢にかかわらず医師などには相談料  

を支払うことがあってもいいような気もします。個人が負担するのでなければ。   

860   高齢者への負担はできるものならば、ない方が良いという考えです。健康面・経済面で不安な  

患者の担当医になった時、その患者の肉体面・精神面を最期まで診察するのが、医師の仕事だ  

と思います。それに対して相談料を支払うのはおかしいと患います。   

良いことだと患います。自分の末期について本人で決めたい、また家族や他の人に負担をかけ  

たくないこともある。   

必要であると思うが、今の自分では何と表現していいのか思い浮かばない。50～60歳くらいに  

なれば、今とは違う意見が思い浮かぷと思う。   

864  何とも言えない。私の場合は必要ありません。   高齢者には負担がない方が良いです。  861       862       863  
．12）．  ．124．  

問11捜神木齢書♯末期相旗支援斜についての景見   

886   あなたは終末期ですよと言われると、個々の考え方が違うと思います。私は家族と話し合い自  

然にまかせたいと思います山   
朋7  患者本人が病状を十分理解し得る状態か？   

まず「後期商鉾者終末期相族支援料」という言葉を初めて知りました。内容についても今まで  

郎8     深く考えたこともありませんでした。ただ、高齢者に限らず終末期の治療執ま全国民が平等に  

おこなわなければならないと思います。   

889   
人間は経でも重い病気の場合、終末期を迎えねばならないので、医療従事者によって患者が安  

心して穏やかに・一日一日を終えることができるならば、相談支援料は必雪だと思います。   

自分が病気になった場合、病気の重い軽いにかかわらす、医師や看護師から押しく内容につい  

て説明をお聞きしたいと考えております。ですから、相談料をとることや終末期と年齢75才以  

890        上と限定する理由がよくわかりません。医師や看護師との話し合いの時作＝こ対する報酬という  

ことなのでしょうか。人間が人間らしく最期を迎える為に、医療機関に支援料を支払うという  

ことに違和感を持ちます。   

891   話し合いをした方としない方との差別など生することはないでしょうか。確かに病気の方全員  

に話し合いをすると医療樽朋の負担が大きくなることは理解できます。   

892   
治療の【濁とすれば、お金を支払うのは仕方がないかもしれないが、75歳以上という年齢が支  

払いの基準になっているのはおかしいと思う。   

893  医師等は仕事の－一部として働いている（指し合い）のだから仕方ない。   

私の場合は、現在夫と共に健康に恵まれ、あまり終末期に対する不安も今は特にありません（明  

894  
日はわからないことは考えることもありますが）。60才一65才くらいの年利でもかなり病弱な  

人を見かけることもあり、相談・支援も必要性があるように受け取れる方い、るのではないで  

し上うか。   

その人ごとに体力気力などが異なり、75才と区切って決められるものではないと思います。75  

895     才にならず若くても必要となることがあるのではないかと思います。そのようになると75才の  

後期高齢者終末期頼政支援料と決めてしまうのは私としてはちょっと考えさせられます。   

896  単純に患者への支重菱をもっと増やして欲しいと思う。   

ただでさえ年金で苦しくなっている高齢者から…という気持ちもあるが、最期の時を色々話し  

897     合えることで精神的に落ち着くことが効果としてあるとするならいいかl〉と思います。   
「後期高齢者終末期相談支援料」・・・聞いたことはありましたが知りませんでした。私自身も両  

898  躁の年齢が共に70歳を超えているので、とても身近な間屡になってきていると患います。頼政  

支援料は1回限りの算定とのことですが、制度そのものは家族にとってはありがたいものだと  

思います。   

899   医療者と患者家族の考えが必ず－1致するとは限らないので、十分な話し合いとそれを文章化す  

ることは、後々の間皆が起きた時、必萎だと考えます。   

900   
利用する人はすれば良いと思う。必要なければ文書を受け取ることもないが、年齢制限（75才  

以上）を守るペき。   

間11後期高齢者終末期相談支檀割についての意見   

901   
支援料が公的医療保険から全額支払われるのか、患者側にもある捏度の負相がかかるのか、t】  

う一つ内容がつかめないが、もしかかるとしたら、経済的な配慮を考えて欲しい。   

902  医撰経♯のない素人には、医療機関等へお願いするしかないので、仕方のないことかなと思う。   

後期高齢者終末期相萩支援料のことは、初めて聞く言葉で、あまりよくわかりません。指し合  

903     いをすることは本人、家族にとって良いことだと思いますが、そのことに料金がかかるのはど  

うかなと思います。   

904  良いと思う。   

905  後期高齢者の年齢（75才）に線を引くこと事態がわからない。   

908  料金が不明だが、あっても良いと思う。   

907   まずは、この制度の周知を徹底し、利用するかどうかを含めた国民の理解を†黒める為の努力を  

もー）とすべきだと思います。   

908  相談料が必要となると、相談したくてもできない方も居られるのではないか？と考えます。、   

主人の父（姑）が91才、実母が84才で私の家で最後をみとりました。患者本人は、75才以上  

909     には十分な理解を得る話し合いは必要ないと思います。家族には丈蘇等の提供して欲しいと思  

いますので、支援料は必要であると思います。   

自分自身（75才以上の愚者）が自分の最期について意思決定をできるので、惑くはないと思い  

ますが、中には、本当は延命療養をしたいと思ってし この年齢の患者の場合、介護をする自  

910         分の子供やその配偶者に気を遣い（もしくは強要され）自分の意思を出せない場合があると思  

います。ですので、年齢区分を外し、皆→律の制度にすれば患者さんもその家族も「そういう  

制度だからしょうがない」ともっと気を楽にして相鉄に望めるのではないのか？と思います。   

911   制度的にはいい制度とは思いますが、本当に必要ときれる方が受lナられるのか？医師によって  

基準が曖昧になっていないか不安もあります。   

話し合い、文書にまとめて内容の提供を行うことは良いことだと思う∧ しかし、すべての医額  

912  
機関で同じレベルの提供ができるのか不安。また、全ての後期高齢者を対象とするとなると、  

医撰機関へ大きな負担がかかるのではないか。年齢制限は設けす素数とすれば負担も減り支援  

料も不要になると患う。   

913   
事前に死を自覚したら気持ちの持ち方が重要だと思う。その時専門的な方との話し合いは大切  

なことです。   

914   
患者やその家族が納潤した上で治療を行うことl．医療の一・つだと児う。支援料が何のl］的でど  

のように使われるのかよくわからない。また、75才以上と年齢制限は必要なのか（．   

9ほ  75歳以上ではなく、65歳からでもいいぐらいだと思う。   

支援料については、終末期治療の話し合いは当り前のことだと考えていたので、それに対して  

916     相談料が医療機関に支払われるというのは、違うような気がしました。また、人の終末期に年  

齢は関係ないと思います（勉強不足で導入されたこの制度そのものを知りませんでした）．，   

診療費の金額がわからないが、その金郁に担った内容なら、支払うことはできると思う。病院  
9t7  

仰の点数稼ぎの可能作も考えてしまうり   

・125・  －126－   



問11後期ホ齢者終末期相談支檀料についての意見   

・高齢者に対してお金（税金）を使いすぎていると剛、ます。・もっと今から生まれてくる赤  

934  

ちゃんの為に、確婦人科の支援をして欲しいと思います。もし不運にも死産した場合に、医師  

が高額の賠償金支払うケースがあると一乾し、ますが、そこに税金を使って医師のリスクを減らせ  

ばもっと産婦人科の医師が増えると思います 
終末期をどう過ごすか、本人は電，ちろん家族几とても不安なので、相談でき、更に支援料が導  

935  
人されるのはありがたいことだと思う、   

り36  隼齢区分ii関係なく、死を迎える前までの話し合いは専門的知擁を交えて必要と思う。   

75才の基準に一）いて、例えば病状によって75才以下でも文書で取りまとめる必専があるようで  

937     あれば、実施するべきだと考える。また、75才以下に支援粋がかかるのかどうか、知りたい‖  

t）しもかからないならば、75才以L二に算定されるのはおかしいと思う 

938  75歳以トではなく、身寄りのない方や相談料支払いの困難な方を対象にしたらいいと思う。   

間1】後期高齢者繊末期相陳支檀斜についての意見   

実際どのくらいの費用がかかるのかわかりませんが、それが払え／ごいが為に本人の希望が1串ら  

91日     なかったり．幣うような生活が送れなかったりするのでしたら、支払い囲維な人に限り支援叫が  

あれば良いと思います。   

【‖り  75歳以1二の高齢者に限定しないカがいいと。賢いモす 

920  よく理解できていないので、意見が言えません‘，   

終よ期を迎えた方について、その病状や治療ム■法、過ごしノノにつし、て十分話し余1二とH良い  

ことだと一冊う。しかし、その相談や丈斉の取りまとめが有料になると言うのはどうかと根う  

92l        文書にまとめないことにより間劇が起こったり、それを百科にしないと医療機関に負担か一重二し 

たり、十分な相談が右えないということであ1tげ化んがないと配うが、それならば年齢H制限  

するペきでほないと思う（   

自分の考えや家族の考えを相談できることはいいことだと思います，みんながストレスろ・たオ  

922  ない為にも医師や看護師さんと〟）つながりの為にもいいと似い去す 

現在の老人の方ほ今までたくさん保険なとで固から捕幼がきていたので．二れからの人jきJ）為  

923     に負担してt▲らいたい。釆／ユ要は（40代）守ってくれる子世代が少ないので、相当／ご負担ト’な／）  

てくるから。今から国で考えていて欲しいです。   

924  75才以1二と年齢を限定すること事態納得できません。何故75歳以1二わのか‘7   

このように制度化しなければ今まで供師達ほ十分な詣し合いや文章の倍供を打っていなかった  
925  

のか・■・？と疑問を抱いた。支援料がなくとも、医標機関佃‖ま当然成すペきことだと．印、う、′   

終末期相放支援料は初めて円にすること‾ごす。軋は延和ま希望していません。できれば王で終  
926  

りを迎えたいと考えております。   

927   

このような取組を行うに当たり、拘束する時間とチ間を考えると設定寸る金額が少なすぎると  

思うし、制限が多すぎて何の掛こ増人した制度なのか、理備に苦しみます，   

義父と実母を掛Jて亡くしていろいろと考えることが多くありましたハ 煤と娘と二つの、7．軌こ  

克った時、話し合いの難しさ、自分の立場の難しさ、詳L合いなど役に立たなかったと．1さ～、つた  

辛い日々（今回のアンケートに冷附こ判断し答えられない今の私を惰りなく申し訳なく射って  
928  

る方、介護する方の私が精神的に参り病院通いの日々でした．】返†銅；遅れり7し訳ござい。tせん  

でした〕   
自分ほ今健康なので、現実味はないのですが、いつ病気になるかわからないので、75才とし、う  

930  l】本におけ5老人の割合が増えたので、仕カがないと思う 

おります、、死の旅に出る患者、送る家族、現実にプチl当った時、埋観でiiない何かがあり、送  

933  先々を見すえて山したお【射）行軌ほ卍高柳できますか、仇7ノ朋掛、 929     ラインほ引かすに何歳でも対応できるようにした方がいいと一幣いますノ    √  93l  良いと思う  93ニI  相談支援料は必誓だと思いま1‾。家族t，なく 人暮らLJ）多い高齢者烏多く、隼㊥だl†rノ）二1   活は大変ですり    、  ．．＿▼＿」   
＿12畠－  

［：垂享］  

間j． 貴院の診療科目について按当ナるものを全てお選びください。（○はいくつでも）    なお、貴院が一膨療所で複数の科目を漕ばれた場合、主たる診療科日の番号せご記入ください。  平成20年度鯵事轍酬改定幅巣検証に係るれ董（厚生労■雀委託書集）  

後期高齢者終末期相鉄支援料の井定状況に係る調査  
網 査 票  

川 内科  10 アレルギ・一科   19 小児外科  28 作柄科  

02 呼吸器科  1Ⅰリウマチ科  20 産婦人科  29 ニうl甘科  

0〕消化器科（胃腸科）12 外科  21廃村  ユ0 レ、ヒリトン了ン科  

肘 循環器科  13 整形外科  2Z 婦人科  ユⅠ放射線科  
U5 小県科  14 形成外科  23 眼科  3三 昧酔科  

（旭 瑞相科  15 1さ容外科  241r患いん∴う科   ユ3 僻事斗  

∩7 沖美婆科  Ib 脳神経外科  ヱ5 曳く管食道科  ）4 鳩山師科  

0只 神経内科  け 呼吸器外科  26 皮膚科  ユ5 小児歯科  

0（）心棟内料  IS 心腱血管外事斗    27†必尿器料  jb 附科創作外f斗  

（複数〟）診療科目を選ばれた一般診療所のみ）才三たる診療科目の番号をご記入ください →  

間4． 鼻院において∬枚基準の届出をしているものとして膝当するものをお選びください．（○はぃつ）  

0Ⅰ在宅擦養支援診城所    0ヱ 在′と療養文壇病院  05 01・02の南1出無し  

●特に指示がある場合を除いて、平成20年10月1日現在の状潔についてお答えください。  

●数▲を記入する椚で、蝕当する方暮が■い場合は「OJ（ゼロ）をご記入ください。  

●本■霊＃のご記入日・ご記入書lこついて下轟にご記入下さい。  

】闊査震ご紀入日  平わモ20年（    ノ ブ‡（   ）Fl   

ご記入担当者名  
連絡先電話書号  
連絡先FAX♯号  

■絶末期の■■方針■の指し合いの責t状況についてお叩いします。  

■★眈の概況についてお門いし手す。  

間コ， 書院の開設者について按当するものをお選びください。（○は卜つ）  

帽ト㌢iサ鴨省側）‘′行踏法人ヨ17病院機構J叫、／穴子▼去人恥／†r赦扶人労働片静境域朋欄欄り∴亘射  

公的l王瞭f後閑〔都道昭県，JIF†付F」ノ不磨1二き」巨袖】温子l余＊篭湖け申す農軋聖埠鴫輿障・1体ポ・†；ミ）  

Ⅰ士会保険間悌Lれ†も（ケ項トき保醸牒二：千旦fr∴叫i一語掌鑑振興甘銭，仁11ゝ妬J【坤廓†左隣祁l′ナt†腐組合畑」犠庸1‡、陸川、ナ  

匪棺法人  
側／、  

そ爪他tノ＼益び∴，了拍〉J′、‡l諾鶴見？J、／、引喩㌣協♪IIJ7－他′、了い  

⇒憫20（t姓工）へお▲みください   

【†用6で、話し合いを ■02果施している」と回答された施設のみご記入ください【】   



稚魚 絆兼期の鯵  うえヤ、虜■と凛  じていることがありました  
らÅ彿にご七人〈ださい  

間13②75■以上で文書提供した▲暑が0人と回書された九敗は間20（義轟T）へお1みください。  

■生期嘉納書縫末期相■支擾料の算定状況書についてお伺いします。  

■♯末期の■■方針■の静し削、結果をとりまとめた丈■の攫供状況についてお小机、します。  

※ 後期高齢者終末期頼政支援料は、平成ヱ0年7月1日よ  り凍結措置が講じられていますが、平成20年6   

月ユOl」までに、後期高齢者終末期相談員撰料に係る文書等の提供を行った場合については、当抜文書等   
の提供を行った愚者に限って、平成20年7月l日以降も、診礫報酬を算定することができます－ 

【関川で、「0ユ算定した」と回答された施設のみご記入ください】  【間10で「O一倍供していない」  と回答された施設のみご記入ください。】  

♯鳶期の相方珊瑚黒ぬづ暮嘩め栄樹野i削軸 をお欝びください。価モの伽輔しだ恥具体的松内♯沌犬しでください．（0は  
いくつでも）  

01これまで患者や家族から文書提供の車望が出されなか／）たから  

02 文削ヒを意欄することで、効果的な話し合いが行えなくなるから  
Oj 話し合いでは、息者や家族の反応をみながら吉葉を凛び慎曳に伝えるが、同じようなニュアンス  

を文書で伝えることは難しいから  
04 その他→下■に人体的に記入してください  

劇lふ’軸摘如一崩まセに撞婦榊薩♯兼紳輔支離醸し慈鳥書のうち、涙  ′ 期鵬味方針等¢篇細い軌こ、網状が旭した♯食榊緻方㈹ま時の鵬  
め♯豊響が†不■J－tたはr柵であった者の人■を珊入く  

⇒間20（t♯貫）へお遭みくださ  

【間10で、「02－【部の許し合い結牒について提供している」または「03 全ての話し合い結果につい  
て提供している」と回答された施設のみご記入ください」  

い  

チ上で、蔚■と■じていること  
がありましたら、具体的kご記入くだか、．   

一13l－  －1〕2一  

礫割高か者静夫榊鱗支■粁の点数・算定事件執ごついて改書すべき点がありましたも、具体的に  
ご町ください．  

鮫闘は以上です。ご協力まことにありがとうございました。  
記入■れがないかをごヰ牡の上、12月198（■）までに円封の遭信用封≠に入れてご投函ください。   

■t期嘉廿書縛末期相■文壇＃l＝ついてお仰いします。   
けべての九牧でご回書ください．】  

ぅでも）  

Ol診療報酬で評価することは妥当である  

02 終末期の話し合いむ診療報酬で評価することは妥当だが、話し合いの結果の文書提供を算定要件と  
すべきでない  

Oj 75歳以上に限定せす実施すべきである  

餌 終末動こ限らず病状の急変や診療方針の変モ等の話し合いを評価すべき  
05 後期高齢者終末期相続支援料の点数（2加点）が高すぎる  

06 後期高齢者終末期相談支援料の点数（200点）が低すぎる  

07 診療報酬で評価するのは時期尚早である  

08 t〉ともと診療報酬によって評価する性質のものではない  

09 後期高齢者終末期相談支援料を知らない  

10 その他  



平成20年度糾問改定幅果♯鉦に係るれ壬（す生労■雀委耗事t）  

終末期の診療方針書の惜し合いに関する椚査  
事 例‡円 主 翼   

■平成20年4月1日－g月30日までに、★鏡において、♯末期の絨方針書に関する髄し合いを綿   
した■書付、1人につき1丁ずつ、担当の■卿）   
空走がご記入ください。  

●▲書楕の年かや、繍期柵書終末期相麒支納の責定の■■にかかわらず．■董対t期間lこ縛末期の鯵   
■方針■に関する話し合いを行った▲著樺全てが対tとなります。  

■綿は、▲書樺やご豪族lこは、決しておよしにならないようお■いいたします。  

間3 聴し合し、の■の▲書やご書換の糠子についてお伺いします。  

く1）言占L合いについて、患者様およびご家族け、それぞれどのように受け汗才）ていたようでしたか。話し合い  

直後のことを思い出して1‖I答してくださいい話し合いを何度か行った場合にほ、最後の話し合い後の様子  

に／）いてi，答えくださいl話し合し、を担当された方が院内にいないなどの理由で、許し合い直後の様f・が  

わか〔）／亡い場合「わからない」をi撃んでくだ、きい。（○はつ）  

D患者様本人の様√  

01話し合／）てよかったと感じていているようだった  

02 どナノらかといえば、話し合ってょかったと感じていているょうだった  

Oj どちらカーといえほ、話し合わなけれはよかったと感じているようだった  

04 話L合わなければよかったと感じているょうだった  

05 わからない  

0（〉 本しIi話し合いに同席Lなかった  

り）★院の施設コード  

♯鷺紋■の畿繊のコ【－ドモーiだしてください．  

（2）本巣の記入者   01 音譜師   0コ 医師   Oj その植   

間1 当汝■肴樽の1性・状♯■についてお伺いします。  

（り患者穫の年齢と性別   （  ）歳  男 ・ 女   

（2）話し合い時の療兼状況   Ol般病棟 02療養病床 03外来通院 0木精閻診廟   

（ユ）主斗網（番号）   

蝋劃■の痍■ヨ一対陀”れてくたきい．  

（4）撞期ホ■蓉終来期相麟支縫製の算定  Jl算定した  02算定していなし   

②ご家族の様／ 

Dl話し合ってよかったと感じていているようだった  

0ユ どららかといえば、話し合′〕てよかったと感じていているようだった  

0）どちらかといえば、話し合わなければよか′）たと感じているようだった  

04 許し合わなければよか一ノたと感じているようだった  

05 わからない  

0¢ 家族は話し含いに同席しなかった  

間2 t蓋し合いの状況についてお向いします。■■た■■に暮づいて記入してください．  

（l）詳し合いの臥付  ／  

・時間  時間（約）ウ〉  時間（釣 ）分  時間（約 ）分  時間 し組 1分   

（すべての日付）  

（2）頓し合いに暮加した  01患者横木人   05 白院の看護職貝 OR薬剤師  12そ叫也職R   

ことがある●穫  02親族  06他院の看護職員 09社会福祉ナニ 】ユそ即†也   

（ナべてに○）   03日院の医師   07れ間者護八子ノレ 】u介謹疇個  

糾他院の医師  の看護職員  ‖事拷磯貝   

（3）騎し合いの内容  0】予測される病状の変化   

1（0はいくつでも）  02 柄状の変化に対応した医療1▼ノ）対処方法の説明  

0ユ ご家族にかかる臭i体的負揮の淡漸  

04 療養場所についての相談・ポ，－肇  

05 介護や勺二．清支援に一九、ての相談・希望  

0（〉 延命に関する軸欽・麻里  

07 費用に・ノいて〔り榊炭・希望  

08 最期の時折迎えんの相談・特筆  

09 その他  

〔 

且帆二  

〕   

（2t 話し合し、が、患者悸・家族へ皐，たらした影響について、当てはまるものを今てお選びください。及ぼした  

影tが．酎、出されない場合は、【10特になし」を選択してくださいむ  

Ol イく安が軽減されたようだった  

02 患者様にとってよりよい（臼分らしい）決定に生かされたようだった  

0〕愚者様と家族の間で聴いが共有されたようだ／」た  

（川 床城提供者への信頼か深まったようだった  

05 医療提供者への不信感をもったようだ′Jた  

Ob 愚者様の元気がなくなったようだった  

07 家族の悲しみが深まったようだった  

08 迷いや混乱がノⅠ一したようだった  

（均 その他  

只体的に  

〔  
10 特にな【  

し農血J、続きよ1「  

▼116－  

問4 【間3で101史書等の提供を希望する⊥ と回答された方にうかがいます】文書等の提供を  

希望する理由をおi筆びくださいっ「05その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くださ  

い。（○はいくつでも）  平成20年度鯵療報酬改定結果検証に係る鯛査（厚生労働省委托事業）  

終末期の治療方針等についての話し合いや   

文書等の提供についての意識調査  

q】説明を受けたことについて、後で確認したいから  

0三 給し合った方針を、後で確認したいから  

0ユ 参加できない家族も含め、家族で今月で、話し合いの内容を共有したいから  

（洞 医療側にも、合意」た内容を共有してほしいから   

05 その他  

具体的に  

〔  

間1あなたは、ご自身が1い鋼気などで、治る見込みがない状況になったとき、その後の病状の   

変化や過ごし方について、医師や■護臥その他の医♯従事者と結し合いを行いたいですか小   
話し合い時点で、あなたの意札は、はっきりしていると想定してください。（ロは1′り  

0】詣し合いを行いたい    ⇒間2へ進んでください。  

02 話し合いを行いたくない  →問6へ進んでください。  

0∋ わからない  ⇒間7へ進んでください。  ⇒間7へお進みください。  

間5【間3で「02 文書等の提供を希望しない」と回答された方にうかがいます】。文書等の提供を  

希望しない理由をお選びくださいb rO7その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くだ  

さい。（○はいくつでも）  

問2 【間1で「0】話し合いを行いたい」と回答された方にお向いします】医師や看謹臥 そIJ   

他の医療従事者との惜し合いの内容として、具体的にどのようなことを希望しますか「09そr   

他」の場合には、具体的な理由についてご言己入ください。（こ）はいくつでも）  
0】文書等の作成を前提とすると、十分な話し合いが行われなくなる恐れがあるから  

02 文書等に残すと、病状や今後のことなどが不安になりそうだから  

03 文書等の作成は、延命措置の中止などの意思決定を迫られるような気がするから  

04 文書等に残すと、気持ちや状況がかわった場合に、変更できないような気がするから  

05 文書等には、通り一i靂のことが書かれるばかりではないかと考えるから  

06 医師、看護師、その他の医療従事者との関係がギクシヤクするかもしれないから  

07  

0】子調はれる病状の変化（病気の経過とと†）に起こりうる諸症状や身体機能の変化、日常生活へぴノ文庫  

など）の説明  

02 病状の酎こに姉訂した医療上の対処方法〔症状の媛軋苦痛グ）除去などの医療杓処置）♂）説明  

03 家族にかかる具体的負担の鋭明  

04 療養場所lこついての相妓・希甲  

05 介護や生活支蝶についての相鉄・桁軍  

Ob 延命に関する相談・希望  

07 費拝＝こついての相談・希望  

個 最期グ）暗グ）迎え方の相談・希望  

⇒間7へお進みください，   

間：う あなたは、医師や看護臥その他の医療従事者と話し合いを行√Jた場合、結し合いの内容を  

とりまとめた文書響の捷供を希望しますか（、（○は1つ）  

⇒閻4、庶人rく「亨－、   

」間5へ遮ノし 亡く／   

÷閻フー、】！－′レー′ ■二1し  

Ol史書等グ）僚供を希甲寸る  

02 文書等の作供を希望しノ了し  

り1 どちJJとl）いぇ4ハ  



間6 【開】で、その後の病状の変化や過ごしカについて、医師や有言隻師、その他の医療従事者と   

「02 言責し合いを行いたくない」と回答された方にお伺いします】話し合いを行いたくない理   

由をお選びください。「09その他」の場合には、具体的な理由についてご記入くださいジ（○は  

いくつでも）  

間9 平成20fI三4月に、後期嘉■書轟末期相麟支攫料1が導入されました。これは、重い病気で、  

治る見込みがない患者に対して、その後の病状の変化や過ごし方について、医師や看護師、そ  

の他の医擦従謳吾が患者及びその家族とともに患者の十分な理解を得るために押し合いを行い、  

その内容を文書等にまとめて提供を行った場合に、公的医探保険から医標機関に支払われるfFl   

談料で、75歳以上の方を対象とするものです。相談料の設定を、75▲以上という年■に■   

定することについて、あなたはどのようにお考えになりょすか。（○はlつ）  

潅後メ臥稿締着終末期相談支援料についての言草しい説明は、最終ペーージをご参照ください。  

0】治療方針を相談できる人、相続したい人が他にいるから  

ロコ 医師や看護師、その他の医療従事者の説明を「分に理解できないと思うから  

03 自分の意見がうまく伝えられないと恩うから  

一拍 意思や希望を聞かれてl、、巨】分では決められないと一幣うから  

05 話し釦、の結果、自分が望まない銅＝こ決まってしまうかもしれないから  

06 話し合う必蓉性を感じないから  

07 病状や今後のことを知るのがこわいから  

0持 家族に心象三をかけるから  

09 その他  

0175歳以卜という年齢庄分が妥当だと思う  

02 年齢区分は必要であるが、別の隼齢区分を設けるペき ヰ1体的に（  ）  

0ユ 年齢区分は必要ないと思う（年齢により対象者を決めるペきでない）  

04 わからない  

⇒悶11へお進みください。  

問10 1問7で「02 診療費が支払われることは好ましくないJと回答された方に伺います】な  

ぜそのようにお考えですか。理由をご記入ください。  

開7 【全ての方にお伺いします】医師や看護師、その他の医療従事者が、重い病気などで治る見   

込みのない患者との間で終末期の治療方針についての十分な話し合いと文書等の提供を行った   

場合に、公的■■保醜から匿靡■Hに対して相■科が支払われることを、あなたは、どのよう   

にお考えですか。話し合い後に文書等の提供を受けた患者は、相談料として診棟費の一部角担  
を支払うことになります。（○は1つ）  

問11【すべての方に何います。】平成20年4月に、牡期嘉廿書♯末期相す支攫鶉※が導入さ   

れょした。これは、重い病気などで、治る見込みがない状況となった患者に対して、その後の   

病状の変化や過ごし方について、医師や看護師、その他の医療従事者が患者及びその家族とと   

もに患者の十分な理解を得るために話し合いを行い、その内容を文脊等にまとめて提供を行っ   

た場合に、公的医療保険から直擬機関に支払われる相談料で、75歳以上の方を対象とするも   

のす。あなたは故期暮齢書♯末期相麒支援凱こついて、どのようにお考えですか。ご意見を自   

由にお書きください。  

※後期高齢者終末期相談支援料についての詳しい説明は、最終ページをご参照ください。  

01診療費が支払われることは好ましい  

02 診療費が支払われることは好ましくない  

03 どちらともいえない  

⇒間8へお進みください  

⇒間10へお進みください山  

⇒閤11へお進みください。  

閉8 【間7で「01診療費が支払われることは好ましいJと回答された方に伺います】なぜその  
ようにお考えですか。理由をご記入ください。  

暮あなたご自■のことについてお伺いし辛す。   

問12 あなたの性別はどちらですか。  

01男惟  02 女性  

間13 あなたの年片をご記入ください。   

可   l歳（平成20年10椚日紬  

・】40－   ・139－  

閏14 あなたは、医療・介維関係で、患者さんやそのご家族と直接対応する仕事に就いたことが   

ありますか。現在、過去含めてお答えください。  

①医療関係の仕事（○は1つ）  

01ある  02 ない  

②介護関係の仕事（○は1つ）  

01ある  02 ない  

間15 あなたやご家族の方で、遇去5年くらいの㈹に、ホ気やけがで入鏡したことがある方はい  

らっしやいますか。（○は1つ）  

0】自分が入院した   

02 家族が入院した  

0）自分、斉族ともに入院した  

04 その他（   

05 わからない   

0‘入院したものはいない  

間16 あなたは、■去5年くらいの憫に、身近で、大切な方を亡くした経験がありますか。（○は   

いくつでも）  

01家族を亡くした  03 友人を亡くした  

02 親戚を亡くした  別 姓験をしていない  

間17 間16で「0Ⅰ家族を亡くした」～rO3 友人を亡くした」と回答された方に伺います。そ   

のとき、終末期の話し合いに参加されましたか  

01き加した  02 さ加しなかった  

「▲期幕仙書♯末期相麒支檀鋼lこついて」（●肴）   

● 平成20年4月の診療≠酬改定に上り、職期ホ鈴音終末期相鮫支援料」（200点）として、患者本人と医  

師響の医療従事者が終末期の診療方Iト軌こついて話し合いを行い文書をとりまとめた場合の評価が薪投さ  

れました。  

● これは、‾般的に艶められている医学的知見に基づいて終末期であると医師が判断した患者について、医師  

や看護師、その他の医療従事者が共同し、息着とその家族等とともに、診療内容を含む終末期におけるま養  
について、患者の十分な理解を得るた捌こ話し合いを行い、その内容を文書等にまとめて提供した場合に患  
者1人につき1回に限り算定するものでナ。  

● 算定するのは1回のみですが、話し合いは何度行ってもよく、話し合いの内容をとりまとめた文書等につい  

ても何度でも変更することができます．  

● 顕し合いの内容は、現在の病状、今後予想される病状の変化に加え、病状に基づく介護を含めた生活支援、  

病状が急変した場合の治療等の希望、そして急変時の搬送の希望などです。また，患者の自覚的な意思を書  

暮し、終末期と判断した息着であっても、医師は患者に意思の決定を迫ってはならないときれています。  

● なお、この後期高齢者終末期相隣支援料は、平成20年7月1日より横紙塘燈が講じられています。  

ご協力ありがとうございました。  

㊤  
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（別紙）  

平成21年度に実施する後発医薬品の使用促進策について  

後発医薬品の使用促進のため、これまで、以下の施策を行ってきたところ。  

① 「後発医薬品安心使用促進アクションプログラム」（平成19年10月：別添）に基づ   

く後発医薬品の安定供給、品質確保等、主に企業に向けた施策  

② 平成20年度診療報酬改定による処方せん様式の見直し等、主に医療関係者に向けた   

施策  

平成21年度においては、これまで実施してきた施策に加えて、以下の取組を行う。  

後発医薬品の使用促進について  

1 平成20年度診療報酬改定において、保険医療機関及び保険医療養担当規則、保険薬   

局及び保険薬剤師療養担当規則等（以下「療養担●当規則等」という。）により、  

（D 保険医については、投薬等を行うに当たって後発医薬品の使用を考慮する努力義務  

② 保険薬剤師については、後発医薬品への変更可能な処方せんを持参した患者に対す   

る後発医薬品に関する説明義務及び調剤の努力義務   

を規定したところである。  

しかしながら、検証部会が平成20年度に実施した「後発医薬品の使用状況調査」に   

よると、一部に、後発医薬品を使用しなし＼との強い意思表示をしている医療機関・保険   

医や後発医薬品に関する患者への説明及び調剤に積極的でない薬局が見受けられる。  

（1）保険者・患者（被保険者）に対する施策  

企 保険者による被保険者（患者）に対する普及啓発等  

「ジェネリック医薬品希望カード」を原則すべての被保険者に対して配布する  

等、保険者の取組が進むよう、各般の施策を実施。  

・また、長期服用者に対する「後発医薬品に切り替えた場合の自己負担の美観の  
お知らせ」といった積極的な取組も促進。   

塵 後発医薬品の普及啓発のためリーフレットの作成・配布  

2 ついては、平成21年度の後発医薬品の使用促進策の一環として、別紙の取組に加え   

て、各地方厚生局が行う医療機関及び薬局に対する調査（適時調査卜指導（集団指導、   

集団的個別指導等）の機会を捉えて、以下のとおり、療養担当規則等における後発医薬   

品の使用促進に係る規定（以下「後発医薬品使用促進規定」という。）の遵守状況の確認   

や必要な指導を行うこととしたい。  

（1）医科及び歯科   

・調査・指導の際に、必ず外来患者及び入院患者に対する後発医薬品の使用状況（「後  

発医薬品への変更不可」欄に保険医の署名等がある処方せんの発行割合を含む。）を  

確認するとともに、後発医薬品使用促進規定の周知徹底と必要な指導を行うこと。  

（2）薬局   

・ 調査一指導の際に、必ず薬剤師による患者への後発医薬品に関する説明状況及び  

後発医薬品の調剤の状況を具体的に確認するとともに、後発医薬品使用促進規定の  

周知徹底と必要な指導を行うこと。   

・特に、後発医薬品に関する説明については、患者が後発医薬品を選択しやすくな  

るよう丁寧な説明を行うよう指導すること。  

（2）医療関係者等に対する施策  

立 地域で薬局の後発医薬品取扱いリスト等を作成し、地域内の医療機関で共有化す   

ることを推進  

金 学会発表、研究論文等により、後発医薬品の品質に関する懸念を示す情報が得ら   

れた場合等において、厚生労働省lこおいて試験検査を実施し、その結果を公表  

塗 都道府県における後発医薬品使用促進協議会の拡充  

金 パンフレット・ハンドブックの作成・配布及び品質等に関するシンポジウムの開   

塵   



後発医薬品の  安心使用促進アクシ  ヨンプログラム（  

『平成24年度までに、後発医薬品の数量シェアを30％（現状から碍増）以上』という政府の目標達成に向け、患者及び医療  

関係者が安心して後発医薬品を使用することができるよう、①安定供給、②品質確保、③後発品メーカーによる情報提供、  

④使用促進に係る環境整備、⑤医療保険制度上の事項に関し、国及び関係者が行うべき取組を明らかにする。  

回 ○安定供給の指導の徹底   
・医療関係者からの苦情の受付、メーカ∵の指導・指導内容の公表等   

圏●慧三言慧慧。。％（1。年度中）．卸に在定がな」、雛、卸への即。配送75％（2。年度示，   
●在庫の確保   

・社内在庫・流通在庫1か月以上（19年庚申）・品切れ品目ゼロ（21年庚申）   

③後発品メーカーによる情報提供  

［亘］ 0鮒文事の充実を綿   
・添付文書には、添加物、生物学的同等性試験データ、安定性試験データ、文献請求先等を記載すること   
・20年3月末までに改訂 → 後発品メーカーは、自主的に、19年12月までに前倒し対応   

○後発品メーカーの情報提供体制の強化を指導   
・研究開発データ、収集した副作用情報、関係文献を整理・評価し、医療関係者へ情報する体制の強化  

圏磨禁雷㌶讐警、∴－ム」－ジへの掲載等、賢摘求への迅速な対応（l昨庚申，  

医療現場の声  

・MRの訪問がない   

・「先発メーカーに聞いて  
欲しい」など情報が先  
発メーカー頼み   

等  

㊥  



（参考）  

後発医薬品の使用促進に係る規定について  

○ 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和32年厚生省令第15号）  

第二十条（診療の具休的方針）及び第二十一条（歯科診療の具体的指針）において、以  

下のとおり規定  

・投薬を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。  

・注射を行うに当たっては、後発医薬品の使用を考慮するよう努めなければならない。  

○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚生省令第16号）  

第七条の二（後発医薬品の調剤）において、以下のとおり規定  

・保険薬局は、後発医薬品の備蓄に関する体制その他の後発医薬品の調剤に必要な体制   

の確保に努めなければならない。  

第八条（調剤の一般的方針）において、以下のとおり規定  

一 保険薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に係る後発医薬品が次条に規定する厚生   

労働大臣の定める医薬品（注）である場合であって、当該処方せんを発行した保険医等   

が後発医薬品への変更を認めているときは、患者に対して、後発医薬品に関する説明を   

適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤す   

るよう努めなければならない。  

注）薬価基準収載医薬品を指す。   
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1．医科  

新たな保険適用 区分A2（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日  
薬事法承認番号 k∵示・二▲′  i、「‡？販売名ふ－「叫こて∴壬Ⅹ・ゝ’Y、J；り甘rF，ごヅ≠さ品瑚萬泳動二こノ蔓‘、‡・  ．輝胡緑地頑埼層険i用希望者恥ti堰誓ミニ∴一之ーミ†等   か鉛丹腋定さ■報i算定匿■機器の区分 

21500BZZOOlOlOOO  3D立体内視鏡装置   有限会社新興光器製作所  内視鏡   
21500BZYOO327000  多目的X線装置システムINNOVA   シーーイ一様河メディ加ルステム株式会社  診l析用X繰装置   
215008ZYOO32TOOO  ナシ‾クル映像化処理装置   
219AGBZXOOO90000  コ一つWX－1   興和株式会社  眼底三次元画像解析装置   
22000BZXO1355000  JMS輸液ホ’ンフ’oT－888   株式会社シェイ・エム・エス  注入ホ’ン7てⅢ〉   

22000BZXO1356000  JMS輸液釘ンフ‾oT－808   株式会社ゾ工イ・エム・エス  注入木‾ンフてⅡ）   

220AABZXOO193000  育子内視鏡EC－3000MP   富士フイルム株式会社  内視鏡   
220入A8ZXOO196000  t子内視鏡EG－3000WR   古土フイルム株式会社  内視鏡   
220人ABZ）（00208000  t子内視鏡EC－250MP5   富士フルム株式会社  
220AABZXOO209000  t子内視鏡EC－250〉VM5   

内視鏡  
富士フイルム株式会社  内視鏡   

220AABZXOO216000  電子内視鏡EC－590WM   内視鏡   
220AABZXOO220000  電子内視鏡ER－2TOFP   富士フイルム株式会社         富士フイルム株式会社  
220AABZXOO241000  モ子内視鏡EN－450P5／20   

内視鏡  
富士フイルム株式会社  

220AABZXOO248000  電子内視鏡EB－470S   
内視鏡  

富士フイルム株式会社  
220AABZXOO255000  電子内視鏡ED－450XT8／8   

内視鏡  
富士フイルム株  式会社   内視鏡   

220AABZXOO258000  電子内視鏡ED－530XT8   富士フイルム株  式会社   
220ÅABZXOO25TOOO  t子内視鏡EG－530NH   

内視鏡  
富士フイルム株  式会社   内視鏡   

220AABZXDO259000  電子内視鏡EL－450FP   富士フイルム株  式会社   
220AABZXOO264000  ℡子内視鏡EG－450G   

内視鏡  
富士フイルム株  式会社   

220AABZXOO267000  電子内視鏡EG－450WR5／H   
内視鏡  

富士フイルム株  式会社   内視鏡   
220AA8ZXOO270000  電子内視鏡EG－590ZW   富士フイルム株  式会社   内視鏡   
220ÅABZXOO275000  電子内視鏡Elj－R410   富士フイルム抹  式会社   
220AABZXOO277000  電子内視鏡EC－250しP5   

内視鏡  
富士フイルム扶  式会社   

220八人BZXOO2丁9000  電子内視鏡EC－450LP5   
内視鏡  

富士フイルム株  式会社   内視鏡  
220AABZXOO291000  電子内視鏡EC－450RD5／M   富士フイルム扶  式会社   
220AABZXOO296000  内視鏡FR－120F   

内視鏡  
富士フイルム株  式会社   

220AFBZXOO259000  広画角テシール眼撮影装置RetCamシ小ル   
内視鏡  

株式会社日本ルミナス  眼底カメラ（Ⅰ）   

220AFBZXOO2引）000  広画角デシ●クル眼撮影装置鮎tCamⅡ   株式会社日本ルミナス  眼底カメラ（Ⅱ）   

220AG8ZXOO306000  コーワnonmvdα－DIⅡ   興和株式会社  眼底カメラ（Ⅰ）   

220AKBZXOOO63000  フィンンが一子イブアリl’ルスオキシメータMD300Cl   泉工匠科貿易株式会社  ハ▼ルスオキシメータ   
220AL8ZXDOO64000  フルンカ▼一子イワフ‾リl‾ルスオキシメータMD300C2   泉工医科貿易株式会社  ハ▼ルスオキシメータ   
22100BZXOOO16000  Auraオフサルミックヤグレーサ 株式会社日本ルミナス  眼科用レーサ’手術装置   
221008ZXOOO90000  X穏骨密度測定装置LEXXOS   セティ株式会社  X接骨密度測定装置（Ⅱ）   
22100日ZXOO200000  ハートスタートMRx 株式会社フィリッフ‾スエレ外口こクスゾヤハ▼ン  除細動器   
22100BZXOO200000  心電計（Ⅱ）   

22100BZXOO200000  モニタ   
22100BZXOO245000  総合呼吸抵抗測定装置MostGraphl）1   チェスト】朱式会社  呼吸抵抗計   
22100BZXOO262000  へ●ット●サイト■モニタBSM－6301ライフスコづ▼TR   日本光電工業株式会社  モニタ   
221008ZXOO262000  体液i等測定装置（Ⅰ）   
22100BZXOO362000  自動体外式除細動暴AED－2100加ルーライフ   日本光電工業株式会社  除細動器   
221AA8ZXOOO2gOOO  超音波診断装置Viam（〉SSA－640A   八’ナソニック四国エレ外口ニクス株式会社  超音波検査装暦（Ⅱ）   
221AABZXOOO45000  ／ンコンタクトトノメータNT－4000   株式会社ニデック  眼圧計   
221AB8ZXOOO39000  上部消化管汎用ETオスコー7’oLYMPUSGIFTYPEYOO23   オリンハ’スメナイ加ルステムス▼株式会社  内視鏡   
221AB8ZXOOO43000  EndoEYE腹腔・胸腔E’デオスコーフ‾oLYMPUSLTFIYPEVPuS   オリン八’スメディ加ルステムス●株式会社  内視鏡   

新たな保険適用 区分A2（特定包括）（特定の診療報酬項目において包括的に評価されている区分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日   
∴薬事法承認書号・・  ，・．        ■†） こ㌔Jし・立 ヤ販売名∴こJこ1「‘刀⊥．；プ：■Y・‘i11・，′、′1、ゝ：瞞二】■∵雪飛㍉‡・ヰ▲トや．i†∵  、や把；一班一艇斌保険適用希望者ヰ莞Iバ外∴三・仁宮．と  ′チ舶特定鯵よ線引算定医■機番の区分 
221ABBZXOOO62000  日立MRイメーソング装置AIRISVento   株式会社日立メディコ   MRI装置   

221A8BZXOOO63000  日立MRイメーシ‘ンケ装置OASIS   株式会社日立メデーコ   MRI装置   

221ABBZXOOO65000  子●ゾタル式乳房X線撮影装置S8l8nia   株式会社日立メデ月   診断用×強要覆   

221ABBZXOOO68000  エアウェイマネゾルトモハ■ィ）L，スコー7．OLYMPUSMAFTYPEGM   オリンハ’スノティカルシステムス■株式会社   内視鏡   
221ABBZXOOO89000  エアウェイマネシールトモl；イルスコーフ’oLYMPUSMAFTYPETM   オリンハ▼スノデイカルシステムス■株式会社   内視鏡   
221ABBZXOOOT2000  日立MRイメーシンケ装置AIRISEliteトOP   】集式会社日立メディコ   MRI装置   

221ACBZXOOO12000  スキャンXデュオ   朝日レントケーンエ業株式会社   笛科エックス線撮影デゾクル映像化処理装覆   
221ACBZXOOO14000  超音波画像診断装置HD15   株式会社フィリワフ▼スエレ外口ニクスシ’ヤハ’ン   超音波検査装す（Ⅱ）   

221ACBZXOOO18000  OEC9900シリース ゾーイー横河メディ加ルステム株式会社   診断用X線装置   
221ACBZXOOO18000  テ▼シ▼クル映像化処理装置   
221ACBZXOOO25000  据置型デジタル式汎用X検診断装置DeRn厄m6000   シ■－イー横河メディカルシステム株式会社   

221ACBZXOOO25000  
診l折用X線装置  
ナシ’クル映像化処理装置   

221ACBZXOOO25AOl  据置型デジタル式汎用X線診断装置Deflnium6000   ノーイ一様河メディ加ルステム株式会社   診断用X線装覆   
221ACBZXOOO25AOl  テシタル映像化処理装置   
221ÅCBZXOOO29000  X線CT組合せ型ホ’シ■トE］ンCT装置DiscoveryPET／CT600   シーーイ一棟河メディ加ルステム株式会社   ホ‾シ■トロンCT裳t   

221AC白ZXOOO2900D  C丁場影儀眉   

221ACEIZXOOO33000  超音波画像診断装置CXシリース   株式会社フィリヮ7’スエレクトロニクスシーヤハ‾ン   超音波検査装覆（Ⅱ）   

221ACBZXOOO34000  フィリッフ▼スCT装置MXシリース‾   株式会社フィリヮフ‾スエレ外口ニクスゾヤハ▼ン   CT撮影装置   
221ADBZXOOO28000  AEPモニタ   フクダ電子株式会社   
221人DBZXOOO30000  マルチカスモシ▼ユールPoetlQ   

誘発反応測定装置  
フクタt子株式会社   モ＝タ   

221ADBZXOOO34000  カーディライトESF」300DX   フクダ電子株式会社   心t計（Ⅱ）   

221ÅG8ZXOOO64000  スーハ■ぅイサーーPX   東京医研株式会社   
221AG8ZXOOO64000  

221AHEIZXOOOOlOOO  エキシライトーマイクロ   
光】浸治療器（Ⅰ）      光線治療器（Ⅱ）  

株式会社ウィスー・アス   光靂豊治療器（Ⅱ）   

221人IBZXOOO22000  レン入’スターLS900   ゾヤハ▼ンフォーカス株式会社   
221AIBZXOOO22000  

角膜曲亭半径計測装覆  
t子瞳孔計   

221AKBZXOOO43000  デルマレイー400   東芝医療用晶株式会社   光線治療倭（Ⅱ〉   

221AKBZXOOO60000  サづインPO   株式会社小池メナイ加レ   八’ルスオキシメータ   
221ABBZXOOO48000  大腸t’デオスコー10LYMPUSPCFTYPEYOO13   オリンハ’スメディカルシステムスー株式会社   内視議   

r   



新たな保険適用 区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日   
薬事法承ま書号  販売名、   1・ 保険適用希望者・ノ：一ニlJ■；：てゝ   －；L‾ご－し払・▲上・ナ＼・  －∵∫斗卜決定機能区分－J   

214008ZZOO498000  スクリューシステム   ナカシマメディ加レ株式会社   
一償還価格（円）  

060固定用内副子（スクリュー）（1）一般スクリュー（生体用合金l）   
／l■クスタ一株式会社   

￥7280   
216008ZYOO181000  ∪VAPDキット  001腹膜透析液交換セット（り交換キット   ￥577   

21600BZYOO687000  エースクラツ7’s4スハ’ィナルシステム  トナラウン享一入クラブ7株式会社  064脊椎画定用材料（4）稚体フック   ￥78．600   

21700BZYOO596000  MEDACTAフエモフルヘット CoCr  メタクタシヤ／＼ン株式会   057人工股  用 斜（2）大■ 側材（刀大 骨ステムヘッド   ￥122DOO   

2り00BZYOO630000  MEDACTAフエモラルヘット’ss  メタりタシ▼ヤハ▼ン株式会社   057人工股関節用材料（2）大腿骨側材料（3）大腿骨ステムヘッド   ￥122000   

Z1800日ZYIDO34000  げクタハーィホ’－ラ加フ▼   メダウタゾヤハ’ン株式会社   057人工股関節用材料（2）大腿骨側材料④人工骨頭用イ′くイポーラカップ   ￥15DOOO   
21800BZYlOO60000  コンテンホサートフランゾト■カッフ▼   日本ストライカ一株式会社   057人工股関節用材料（1）骨盤側材料Q）ライナー   ￥67400   

21800BZZlOO45000  骨補填材オスフェリわ60   オリンハ’ステルモハ■ィオマテリアル株式会社  078人工骨（り汎用型（か吸収型イ多孔体   1mし当たりV16．40（】   

2180DBZZlOO87000  人工膝関節（PSM）   ナカシマメディ加レ株式会社  
21800BZZIDO870DO  

￥334．000  

058人工膝関節用材料（り大腿骨側材料（刀全置換用材料Ⅷ）        058人工膝関節用材料く2）脛骨側材料②全置換用材料（Ⅱ）   

21800BZZlOO87000  
￥199，000  

058人工膝関節用材料（3）膝蓋骨材料②膝蓋骨置換用材料（Ⅱ）   
218008ZZlOO87000  

‡48．600  

058人工膝関節用材料（4）インサート   ￥73，300   
21900BZGOOOlOOOO  7クトリーフ   ●ムー’                                  株式会社メ丁イ加しユーアノトエイ   080合成吸収性骨片接合材料（10）シートメッシュ型（1）   
21900日ZGOOOlOOOO  

￥76．160  

080合成吸収性骨片接合材料（1りシート・メッシュ型（皿）   ￥】18．650   

219A帽ZXOOO85000  VHK 脈ハートシ山レリサーハ  マッケ・シヤハ▼ン 式会社   】27人工心 回路（6）個別機能品0）ハードシェル静脈リザー／ト   ￥41300   

22000BZXOl131000  セルフロッキンゲ人工指関節（Co－Cr  068人工指関節用材料（り人工手指関節用材料②その他の人工手指関節用材料ア近位側材料   ￥122000   

Mo合金製）   068人工指関節用材料（り人工手指関節用材料②その他の人工手指関節用材料イ遺位側材料   ￥100000   

220AABZXOO342000  胃優クリニ加レキット   クリエーりディック株式会社   037交換用胃痛カテーテル（り胃留置型e）／くルーン型   ￥8，740   
220ABBZXOO335000  セオンENカテーテル   ゼわメディカル株式会社   026栄養カテーテル（り経主用n）一般用   
220A日BZXOO335000  

￥204  

005在宅耳たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル（り経鼻用0）－ 用   
220ABBZXOO335000  

￥204  

026業著カテーテル（り経鼻用（謬結腸栄養用   
220ABBZX〔氾3350（X）  

￥1．670  

005   た L恵       子ィス′さ－ ルカテーテル1州鼻（劫1星腸一 用   ￥1670   

220ADBZXOOl13000  へ‾ンロース▼トレーンAR   富士システムス’株式会社  029吸引留置カテーテル（2）受動吸引型（1）フイルム・チューブドレーンイチューフ型   ‡976   

220AIBZXOOO57000  ユーシンシリコーンフォーリーハ■ルーンカテーテル  株式会社ユーシンメディカル   039膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル（6）圧迫止血   
220AIBZXOOO57000  

￥4．530  

O18膀胱留置用ディスポーザフルカテーテル（6）圧迫止血   ￥4530   
220AIBZXOOO73000  心内血貯血槽HC   マッケ・ゾヤハ‾ン株式会社   127人工心肺回路（8）個別機能品（かカーディオトミーリザーバ【   ￥37．100   

22100BZIODOO4000  エクリス・モノフロックス丁ム   株式会社佐多商会   085人工肩関節用材鶉（2）上腕骨側材料   ‡624．000   

22100BZXOOO95000  JMS8ZOPESシリース Neo   株式会社シュイ・工ム・エス   006在宅血液透析用特定保険医療材料（回路を含む。）（りダイアライザー⑤ホ⊂トーファイ′ト型  ￥1．890   

及び積層型（キール型）（膜面積1．5rイ未満）（Ⅴ）  

221DOBZXOOO95000  006在宅血液透析用特定保険医療材料個路を含む。）（りダイアライザ】閥ホローファイ′ト型  ￥2，020   

及び積層型（キール型）（膜面積1．5ポ以上）（Ⅴ）  
22100BZXOOO95000  040人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）（1）ダイアライザー⑤ホローファイバー聖及び  ￥1，890   

積層型（キール型）（膜面積1．5ポ未満）（Ⅴ）  
2210DBZXOOO95000  040人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。）（りダイアライザー岨ホローファイバー型及び  ￥2．020   

積層型（キール型）（膜面積1．5rバ以上）（Ⅴ）  

221DO8ZXOO190000  ALN下   柁フィルト回  具 ット  ソリュ ソ】ン ェ会   133       テーテル8血管内異物除  カテーテル  血   ‡50700   

22100BZXOO200000  ハートスタ」・MRズ   株式会社フィリッフ▼スエレ外口ニクスシ’十ハ’ン  115体表面ペーシング用電極   ￥4，450   

221008ZXDO2D7000  大転子クリップ   ナカソマメ丁イ加レ株式会社   075画定用金属線（2）大転子専用締結器   ￥141．DOO   

22100βZXDO214000  ETPTCAハルーンカテーテル   会社エント●テック   130心臓手術用カテーテル（1）経 的冠動脈形成術用カテーテル（1）－几刑   ￥127000   

22TOOBZXOO233000  セワァーSR   セントシ‘ユートー■メディ加儀式会社   112ペースメーカ（2）シングルチャンバ（Ⅱ型）   ￥1．030．000   

22100BZXOO234000  セファーDR   セントシュートメナィ加し株式会社   112ペースメーカ（6）デュアルチャン′く（Ⅳ型）   ￥†．330．000   

薬事法承認番号 販売名 保険適用希望者‘ト   新たな保険適用区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日  J・   －  ∴・・  フニさ・1； ．主い∵未決定機能区分 

22100BZXOO235000  AOTeleFIxシステム（滅菌）   シンセス株式会社   
償還価格（円）  

064脊椎国定用材料（3）脊椎プレート（L）   ￥165，DOO   
221DOEIZXOO235000  064         ′ 5   スlユー   」   ￥87000   
221008ZXOO236000  AOPangeaC8nnUlatedScrewシス  064脊椎固定用材料（1）脊椎ロッド   

テム（滅菌）   

￥52．800   

22100BZXOO236000  AOPangeaCannuratedScrewソス  064脊椎固定用材料（6）脊椎スクリュー（可動型）   
テム（滅菌）  

‡114，000   

22100日ZXDO237DOO  サミット木口コ」・セメノトレスス丁ム  ソ］ンソン・エントソ］ンソン株式会社  057人工股関節用材料（2）大腿骨側材料①大腿骨ステム（Ⅰ）   I57（）．000   
22100BZXOO238000  丁イス未一サフ山担管トレナーンス丁ノトE64（氾DO  リンハメ丁イ加ルステム㌃株式会  034 日 ステントセット1一般」任）－   Jアステント  ￥5．840  

22100BZXOO246000  ネオホ’－ンX   株式会社エム・工ム・ティー   078人工骨（り汎用型（1）非吸収型イ多孔体   1mL当たり￥16．900  

22100BZXOO248000  078人工骨（2）専用型魯）稚弓・林間用   ￥44．800   
22100BZXOO24（；000  078人工骨（2）専用型6）稚休園定用ア1椎体用   ￥207．000   
22】00BZ）：00246000  078人工骨（2）専用型の肋骨・胸骨・四肢骨用   ‡32．300   
22】00BZXOO247000  エノ丁八一コロリース丁ントソス丁ム  日 メト ロニック ェ会   130I、     テーテル 3   托 ステントセット 3      l   

シンセス抹式会社   
￥378000   

22100BZXOD249000  AOSynapseシステム（滅菌〉  064脊椎固定用材料（4）稚体フック   ￥78600   
22100BZXOO249000  064脊椎固定用材料（6）脊椎スクリュー（可動型）   ￥114．000   
22100BZXOO249000  064脊椎固定用材料（7）脊椎コネクター   ￥49．000   
22100BZXOO249000  064脊椎固定用材料（8）トランスバース固定器   ￥75．500   

22100BZXOO249000  064脊椎固定用材料（り脊椎ロッド   ￥52．800   
22100BZXOO250000  エンフライスDR＋   フクタ’電子株式会社   112ペースメーカ（6）デュアルチャン／く（Ⅳ型）   

22100BZXOO251000  エンフフィスSR＋   
￥1．330．000  

フクタ電子株式会社   11Zベースメーカ（2）シングルチャン′く（Ⅱ型）   ‡1，030．000   

22100BZXOO253000  AOPangeaMonoAx181Scre＼Vソス  064脊椎固定用材料（5）脊椎スクリュー（固定型）   
テム（滅菌）   

￥87．000   

22100日ZXOO253DOO  AOPangeaMonoAxlalScrewソス  064脊椎固定用材料（4）椎体フック   ￥78600   
テム（滅菌）   064脊椎固定用材料（1）脊椎ロッド   ￥52800   

Z2100BZXOO253000  064脊椎固定用材料（7）脊椎コネクター   ￥49．ODO   
22100BZXOO253000  064       ・8 ランスバース   の－   ￥75500・■・   

22100BZXOO254000  マルチホールネイルシステム（γ繰滅菌）  ナカシマメデ功ル株式会社   073篤左内釘（1）髄内釘（か横止め型   ￥197000   
22100BZXOO254000  073髄内釘（2）横止めスケノユー（1）標準型   ￥26．900   
22100BZXOO254000  073謎内釘（3）ワッシヤー・ナット   ￥24．400   

22100BZXOO255000  AOUSSⅡDuaトOpenIngScrewソ  064脊椎固定用材料（5）脊椎スクリュー（固定型）   ￥87000   
ステム（滅菌）   064脊椎固定用材料（4）稚体フック   ￥78．6DO   

22100BZXOO255000  064脊椎固定用材料（8）トランス′トス固定器の一部（※）   ￥75500※   
22100日ZXOO255000  064脊椎固定用材料（9）稚体ステーブル   ￥47700   
22100日ZXOO255000  064脊椎固定用材料（7）脊椎コネクター   ￥49000   
22100BZXOO255000  064脊椎固定用材料（10）稚体ワッシヤー   ￥14．600   
22100EIZXOO259000  フロンティアⅡ   セント・シューl∴メティ加レ株式会社   112ペースメーカ（7）トリプルチャンバ   ￥1、540000   
22100BZXOO263000  フロンティアCRT－P   フクタ’電子株式会社   112ペースメーカ（7）トリプルチャンバ   ‡1．540，000   
22100BZXDO264000  MAN¶Sスハインソス丁ム   日本ストライか1熟式会社   064脊椎固定用材料（6）脊椎スクリュー（可動型）   ￥114，000   
22100BZXOO2640DO  064脊椎固定用材料（1）脊椎ロッド   ￥52．800   

之2100BZXOO265000  メイフ横骨1皇位端フレートソス丁ム（滅菌）  メイラ株式会社   060固定用内副子（スクリュー）（1）一般スクリュー（生体用合金Ⅰ）  ￥7．280   
22100BZXOO265000  061固定用内副子（フレート）（7）骨端用プレート（生体用合金Ⅰ）   ￥96．100   
221008ZXOO355000  TALENT胸部ス丁ントクフフトソス丁ム  日本メトトロニッタ株式会社   146大動脈用ステントグラフト（1）胸部大動脈用ステントクラフト   ￥1．620．000   

22100BZXOO363000  キフンカフセル内視鑓   キフン・イトシンゲ株式会社   148カプセル型内視鏡   ￥77，200   

22100BZYOOOO20DO  コロフレックス   ヒー・フラウンエースウラツフ‾株式会社  130心腹手術用カテーテル（3）冠動脈用ステントセット（1）一般型   ￥258，000   

221ÅBBZXDOO88080  トレナーソチエーフ PBD－YOOO2  オリンハスメティ加ルステムス■株式会社  033桂皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用カテーテルセット（4）経鼻法セット   ‡26，300   

221A日日ZXOOO89000  3ルーメンハルーンB－YODO4  オリンハ‾スメディカルシステムス▼株式会社  136胆道結石除去用カテーテルセット（2）経内視鏡′くルーンカテーテル②トリプルルーメン   ‡48．500   

鎗        221AD8ZXOOO23000  PVソフト気6内チューフ   富士システムス株式会社   027気管内チューブ（りカフあり（かカフ上部吸引機能なし   ‡1．090  
221ADBZXO〔旧23000  027気管内チューブ（2）カフなし   ‡717  



新たな保険適用 区分B（個別評価）  （材料価格として個別に評価されている部分）保険適用  
－」1日■亮㍉王保  用希望 サヰこ二■祈貯汀夕環｛虜且㌦－i盲‘＼ふノ  

開始年月日：平成21年5月1日  
1－㌢・・チトl．∴・・、、ふ、1l・ヽ，．■、・、l．、・■、▲1・＼J′  

ユーシン膀胱痍造設キット  株式会社ユーシンメディカル  221A旧ZXOOOOlOOO  031腎瘍又は膀胱蝶用カテーテル及  カテーテルセット（3）造設用セット  
221A旧ZXOOO19000  027気管内チュー  カフ上部吸引機能あリ  

品単体では算定できないが、  保険収載されている他の製品と組合せた  決定機能区分に該当する場合において、  
当該償還価格を算定できるものである。  

2．歯科  
新たな保険適用 区分A2（特定包括）（特定の診療  的に評価されている区分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日  酬項目において包   

販売名  －  者項隼噂御  伊那御鉢鱒甥網代彗聯極紀弊紙  
221138ZX【氾012000  

新たな保険適用 区分B（個別評価）（材料価格として個別に評価されている部分）保険適用開始年月日：平成21年5月1日  
美事法i認♯号   販売名  者葺▲〉－ご‥：fこレ＼！  ・ヽ涙  Ⅵンl声・泄断ゎ中将や阿部ru山h；￥一t一掛恒緑．・石÷ケ決定■能区分  償還価格  （円）   

214008ZYOO‖0000  タイタンモリー   メ・・tl二俣l菓適用希望  01  矯正用線   （1専殊角型）  1本  Y432   

21400BZYOOlTO000  01  矯正用捜   （特殊丸型）  1本  I370   

214008ZYOO171000  コルネ▼ロイフ▼ルー   山八歯材工業株式意社   01丁】粛正用績    （角型）  1．本  I26l   
214008ZYOOlTlOOO  01  】靂正用線   （丸型）  1木  ￥393   

220AG8ZXOO357000  ヘリオシール   lvoclarVivad8nt株式会社   04  歯科充J暮用材料Ⅰ  1亡￥704   

・▲；  ●… ・…●  ゾーシーMけイル   株式会社シ∴一シーデンタルアロタークツ  04  歯科充】王用材料Ⅰ  1E￥704   
221AFBZXOOO21∝旧  へ▼イシ入日I   山八歯材工業株式会社   041纏   歯床用アクリリック   樹脂（粉末JIS適合  晶）  1E￥5   

221AF8ZXOOO之1α：旧  042義   闊床用アクリリック   一肘脂（液JIS適合畠  Ⅶ   ∩ヽしl◆   

221AFBZXOOO26∝旧  イルソンⅡ   株式会社クエ朴   042義   菌床用アクリリック   樹脂（液JIS適合品  Ⅶ   mL￥4   
22】AFBZXOOO26M  041蓋   歯床用アクリりック   樹脂（粉天JIS適合  品）   1月￥5   

221AlくBZXOOO66000  エ本■セγンシんハ▼－   堤田★金属工業株式会社   012歯科鋳造用銀合金 宥21雷（銀60，も以上インジウム5％以上JIS適合晶）  1庄￥106   

221AKBZXOO867000  シ‾－シーG－ルーテルケ   株式会社ゾーシー   046歯科用合着・一室t材料Ⅰ（粉末t；夜）  ロ  

⑥  

｛  ‾ 「1町   
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要  

○ シァル化糖鎖抗原KL－6  

区分：E2（新方法）（測定方法が新しい項目）   

測定内容：血清中のシァル化糖鎖抗原KL－6の測定   

主な対象：問質性肺炎が疑われる患者及び治療中の患者   

有用性：   

シァル化糖鎖抗原KLM6の測定は、EIA（Enzymeirnmunoassay）法又は  

ECLIA（Electrochemiluminescenceimmuno assay）法によるものが保険適  

用になっている。今回はそれに加え、ラテックス凝集比濁法において薬事法上  

の承認がされたところである。ラテックス凝集比濁法によるKL－6の測定は、  

従来の二法と高い相関を示す一方、既知濃度の測定するときは既知濃度の8  

5％～115％と高い正確性を示し（従来法80％～120％）、検体前処理  

が不要で、測定時間が10分と大幅に短縮され（従来法は2時間半以上）、院  

内検査等により結果が即日診療に反映可能となるなど、臨床上のメリットがあ  

る。  

参考：   

KL－6は1985年に河野らが発見したシアロ糖蛋白抗原であり、Ⅱ型肺胞上  

皮細胞等に発現する分子量100万以上の巨大分子で、クラスター9に分類され  

ているMUC－1に属するムチンである。問質性肺炎で血清中のKL－6倍は、健  

常者及び他の呼吸器疾患に比較して有意に高く、感度及び特異度の分析におい  

て、血清中のKL－6値は診断的有用性の高い指標であることが確認されてい  

る。さらに、血清中のKL－6値は問質性肺炎の活動性症例では非活動性症例  

に比較して有意に高いことから疾患活動性の把握に利用されている。   
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保険適用希望のあった新規の検査項目の概要   

○ 尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18総量  

区分：E3（新項目）（測定項目が新しい項目）   

測定内容：尿中のサイトケラチン8・サイトケラチン18総量の測定   

主な対象：移行上皮膀胱癌患者  

有用性：   

尿中サイトケラチン8・サイトケラチン18は、新たな尿路上皮膀胱癌のマ  

ーカーとして既存マーカー（尿中BTAや冊P22）にない高い感度と特異度を有し、  

初期診断マーカーとして優れている。  
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参考：   

膀胱癌の診断において膀胱鏡検査は最も確実な診断法であるが、検査費用が  

高くかつ侵襲的検査であることから、他の確実性の高い検査により不必要な勝  

胱鏡検査を除外することが望まれている。尿細胞診は膀胱癌に対する感受性が  

低いため、膀胱鏡検査を十分補う検査とはなっていない。   

現在薬事法上の承認を受けている腫瘍マーカーとしては尿中BTAと刷P22が  

ある。尿中BTA検査は膀胱癌により破断された基底膜の尿中断片複合体を検出  

する検査である。また、NMP22（NuclearMatrixProtein22）とは細胞死に伴  

い可溶化型となり尿中へ移行する細胞核内蛋白で、尿中MP22検査は同蛋白を  

検出する。今回のサイトケラチン8・サイトケラチン18は細胞骨格を形成す  

るフィラメントの構成蛋白の一つで、上皮性組織に由来する癌細胞内に高濃度  

で検出される蛋白である。   
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（2）ネクサパール錠200mg（ソラフエニブトシル酸塩）  

・追加となった効能・効果：  

切除不能な肝細胞癌   
・用法・用量：  

1回400mgを1日2回経口投与する。   

・薬価：  

200mgl錠 5，426．20円   

・標準的な費用：  

5，426・20円／200mg錠 × 4／目 ×14．2日 ＝約30月万円  

※該当診断群分類の平均在院日数は、14．2日   

・当該医薬品を使用するDPCでの診断群分類：  

MDCO6 消化器系疾患，肝臓・胆道・膵臓疾患  

（060050ⅩX99Ⅹ30x，060050ⅩⅩ99Ⅹ31Ⅹ，060050ⅩX9703xx，060050ⅩⅩ9713ⅩⅩ，）   

・当該医薬品を使用していない症例の薬剤費（平均＋1SD）  

22，669点  

DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について  

1新規に薬価収載された医薬品等については、DPCにおける診療報酬点数表に  

反映されないことから、以下の基準に該当する医薬品等を使用した患者について   
は、包括評価の対象外とし、出来高算定することとしている。   

前年度に使用実績のない医薬品等については、当該医薬品等の標準的な使用  
における薬剤費（併用する医薬品も含む）の見込み額が、使用していない症例  

の薬剤費の平均＋1SD’を超えること。  

2 効能追加の薬事承認がされた医薬品のうち、アリムタ注射用500mg（ペメトレキセド   

ナトリウム水和物）及びネクサパール錠200mg（ソラフェニブトシル酸塩）については、新  

規に追加された効能に対して使用した場合は、この基準に該当する冬め、当該効   

能に対して本剤を使用した患者については、出来高算定することとする。   

＜参考＞   

（1）アリムタ注射用500mg（ペメトレキセドナトリウム水和物）   

・追加となった効能・効果：  

切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌  
・用法・用量：  

1日1回500mg／m2（体表面積）を10分間かけて点滴静注し、少なくとも  

20日間休薬する。これを1コースとして投与を繰り返す。  

・薬価：  

500mgl瓶 240，300円  

・標準的な費用：  

500mg／m2xl．5m2＝迅り退→2バイアル  
240，300円／レミイアル × 2バイアル＝約48万円  

※ 成人の標準的体表面積を1．5nぜとして算出   

・当該医薬品を使用するDPCでの診断群分類：  

MDCO4 呼吸器系疾患  

（040040xx9904ⅩⅩ，040040xx9914ⅩX，040040xx97Ⅹ4xx）   

・当該医薬品をイ吏用していない症例の薬剤費（平均＋1SD）  

46．067点  

；、・   
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調査客体抽出の流れ  

（1、）  調査客体抽出依頼（参考資料1）  

大臣官房統計情報部企画課審査解析室（以下、   
統計情報部）へ調査客体の抽出依頼  

・
・
・
・
・
・
・
▼
 
 

（2）調査客体抽出プログラム作成 亡＝＝＞∴■○層化無作為抽出のイメージ（病院の場合）  

申去軍芋た㌘かく〕 
上 1／5  

・
・
・
・
・
…
・
・
…
＝
…
＝
・
…
・
・
…
・
＝
・
＝
・
・
＝
＝
 
▼
 
 

統計情報部にて抽出依束引こ基づき調査客体  

抽出プログラムを作成  

200床未満 ・・・   

200床以上 ・・・   

200床未満・・・   

200床以上 ＝■   

200床未満 ・・・   

200床以上 ・・・   

200床未満 ‥－  

1／5  

1／5  

1／5  

1／5  

1／5  

1／5  

1／5  

（  

（  

る
 
 

て
 
つ
 
 

【
丁
 
 

行っていない  

※抽出に使用するデータには、財政状況のデータは含まれていない。   

＝三〉〔潤香専馴、委員長立ち創、  

（3）  調査客体抽出  
・
＝
・
・
1
・
・
▼
 
 

（4）調査客体抽出終了（参考資料2）  

統計情報部より調査客体抽出終了の連絡  

調査客体抽出後の名簿データのイメージ（病院）  



（参考資料1）  

第17回医療経済実態調査（医療楼蘭等調査）要綱  

1．調査の目的   

病院、一般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局における医業経営等の実態を明   

らかにし、社会保険診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的とする。  

2．調査の内容   

病院、【般診療所及び歯科診療所並びに保険薬局について∴施設の概要、損益の  

状況、従事者の人員及び給与の状況等の調査を行う。  

3▲ 調査の対象   

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及   

び1か月間の調剤報酬明細書の取扱件数が300件以上の保険薬局を対象とする。   

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、   

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核   

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院並びに刑務所、船内等に設置される   

一般診療所及び歯科診療所は除外する。   

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び  

1か月間の診療時間が100時間未満であると推定された医療機関は調査対象か   

ら除外する。  

4．調査の客体及び抽出方法  

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査   

客体とする。  

（1）病  院  

ア 層化無作為抽出法による。  

イ 第1の層化は、DPC対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな  

い病院に分類し、この区分によって行う。  

ウ 第2の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない  

病院に分類し、この区分によって行う。  

エ 第3の層化は、病床数が200床以上、200床未満に分類し、この区分に  

よって行う。  

オ 第4の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

1  

2  

事  務  連  絡  
平成21年3月27日  

大臣官房統計情報部企画課審査解析室長 殿  

保険局医療課保険医療企画調査室長  

弟17回医療経済実態調査（医療機関等調査）に係る調査客体  

の抽出について  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）を別添調査要綱（病院、一  

般診療所、歯科診療所、保険薬局分）により実施する予定であるので、調査  

客体の抽出についてご協力方宜しくお願いいたしたい。   

なお、病院、一般診療所、歯科診療所については、医療施設調査の医療機  

関情報に基づき調査対象施設の名簿の作成を依頼する（指定統計調査専調査  

票使用申請書の提出については、別途行うこととする。）   

また、保険薬局については、「医療捜阻医療費の最近の動向（医療1後閑メデ  

ィアス）」の基本データに基づき調査対象施設の名詩の作成を依頼する（届出  

統計調査等調査票使用中請書の提出については、別途行うこととする。）  

（3）歯科診療所  

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

り 第2、第3の層化は、病院と同じ地域分類（弟5、第6層化）によって行う。   

エ 第4の層化は、常勤の歯科医師数を、1人、2人以上の区分に分類し、この  

区分によって行う。  

オ 抽出率は1／50とする。  

（4）保＝険薬局  

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1∴努2の層化は、病院と同じ地域分類（第5、第6層化）によって行うb  

ウ 第3の層化は、開設者（個人、法人）の別に分類し、この区分によって行う。  

エ 抽出率は1／25とする。  

5．調査主体  

中央社会保険医療協議会  

6．調査の時期  

平成21年6月の1月間と平成21年3月未までに終了する直近の事業年（度）   

の1年間について実施する。  

7．調査の事項  

調査票に掲げる事項とする。  

8．調査の方法  

（1）調査は、郵送方式及びホームページを利用した電子調査方式により行う。  

（2）調査業の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。  

9．結果の公表  

調査の結果については、中央社会保険医弄協諮会の議を経て、速やかに公表する。   

カ 第5の層化は、全国の都道府県を次の9の地域に分類し、この区分によって   

行う。  

都  道  府  県  
北 海 道  
東   北  
関   東  

東   海  
北   陸  
近   縁  
中   国  
四   国  
九   州  

北海道  
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島  

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、  

新潟、山梨、長野  

岐阜、静岡、愛知、三重  

富山、石川、福井  

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山  

鳥取、島根、岡山、広島、山口  

徳島、香川、愛媛、高知  

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、  

沖縄   

キ 第6の層化は、全国を国家公務員の地域手当における敵地区分の6区分とそ  

の他の地域に分類し、この区分によって行う。（級地区分については別紙参照）   

ク 第7の層化は、肝般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除  

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、  

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、  

この区分によって行うp   

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については1／L、  

その他については1／5とする。  

（2）一般診療所   

ア 層化無作為抽出法による。   

イ 第1の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。  

り 第2の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。   

エ 第3の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って  

いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。  

オ 第4の語化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。  

カ 第5、第6の層化は、病院と同じ地域分炉（第5∴第6層化）によって行う。  

キ 抽出率は1／25とする。  

2  
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※ 名称に「自衛隊」がつく病院、一般診療所   

（7）その他持株な病院等   
① ハンセン病療養所   
※ 名称に「国立腐養所上がつく病院  

② 療礫周   
￥ 名称に「採淳圃Jがつく病院  

③ 重症心身障害児施設   
笈 名和こr重症心身障害児施設jがつく病院   

（8）刑務所に設置されている一般診療所、歯科診療所   
※ 名称に「刑務所jがつく一般診療所∴歯科診療所   

（9）船内に投正されている一般診療所、歯科診療所  
医療課で除外   

（10）歯科併設の一般診療所  
医療施設折査（静態・動態：一般診療所）のデータにおいて診療科冒のうち「歯   

科」、r矯正歯科j、「小児歯科上「歯科口腔外科」に該当している施設   

（11）臨床検査センター  

医療施設碑査（静態：一般診療所）のデータにおいて診療所の種類が「・検査   
業務を主とする診療所Jに該当している施設   

く12）夜間診療所  

医療施設調査（静態：一般診療所・歯科診療所）において「表示診療時間の状   
況1が18時以降のみに該当している施設   

（13）巡回診療所  

医療施設調査（静態：一般診療所）において「診療所の種類」が「巡回診湊を   
専らとする診療所」に該当している施設   

（1ヰ）1月の診療時何が1㈹時間未満  
医療施設調査（静態：一般診療所・歯科診療所）においてー表示時間の状況J   

の「表示診療時間の状況jにおいて1月の診療時間が100時間未満と推定される   
施設 創紆Jノ   

（15）特定の期間（季節）にのみ診療を行う一般診療所  
医溌施設調査（静憶・動態：一般診療所）のデータにおいてー特定の期間（季   

節）にのみ診廉を行う診療所j に該当している施設   

3 層化   

（1）共竜  
一 2 －  

6  

調査客体の抽出条件について  

1 n査対象  

社会保険の診療を行っている医療機朋及び保険薬局   
医療施設調査（静態・動態二病院・一般診療所・歯科診療所）のデ」タにおいて  

「社会保険診療等の状況」欄のrl保険医療横臥に○が付されている施設を抽   
出。   

医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディアス）の基本データにおいて1ケ   
月の現剤報軌明細書の取扱件数（支払基金分＋国保中央会分）が300件以上の保   
険薬局を抽出。  

2 除外される施設   

く1）開設者が匿育機関  
医療施設調査（静態・動態：病院）のデータにおいて、「開設者jが「医育機  

軌 に該当している病院   

（2）特定人のために開設されている閉鎖的な医療機瀾   
① 医療施設間査（静態・動態：一般診療所）のデータにおいて、「開設者」が  

「会社lに該当している一般診療所  

② 老人ホーム内にある診療所  
※ 名称に「老人ホーム」がつく一般診療所を除外  

③ 障害者施設等内にある一般診簾所  
※ 名称に「障害者ユ一障害児」がつく【股診療所を除外  

④ その他特定人のた捌こ開設されている閉鎖的な医療機関  
※ 名称に ト ‥医務室」がつく一般診療所を除外   

（3）感染症病床のみを有する病院  
医窺施設調査（静悔・動態：病院）のデータにおいて許可病床激のうち全てが  

感染症病床である病院   

（4）結核療養所  
医療施設調査（静態・動態：病院）のデータにおいて許可病床数のうち全てが   

結核病床である病院   

（5）原爆病院、診療所  
※名称に「原爆」がつく病院、一般診療所   

（6）自衛陳病院、診療所  

‾l‾  

5  

主たる診療科目の区分については、医療施設調査（静態・動態：一般診療所）  
の診療科目の情報から区分  

③ 介護療養施設サービス事案を行っている一般診療所、行っていない一般診療  
所の区分  
介護サービス施設・事業所より介護療養型医療施設情報より区分  

嘩）院外処方の有無別の区分  
医簾施設朋査（静態：一般診療所）のデータにおいて院外処方せんの発行状  

況より区分   

（4）歯科診療所   

（9 院外処方の有無別の区分  
医療施設調査（静態：歯科診療所〉のデータにおいて院外処方せんの発行状  

況より区分   

（診 歯科医師1人、2人以上の区分  
医療施設諷査（静態・動態：歯科診療所）の従事者数から区分   

（5）保険薬局  

① 開設者の分類  
医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディアス）の基本データより、開  

設者（個人、法人）の別に分類   

（D 全国の都道府県を9地区に区分   
・病院・一般診療所・歯科診療所については医療施設調査（静態・動態）にお  
ける都道府県番号で層化   

・保険薬局については医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディアス）の  
基本デ」サにおける都道府県番号で層化   

（診 全国を国家公務員の地域手当の敵地区分とその他の地域に分規   
・病院・一般診療所・歯科診療所については医療施設調査（静態・動態）にお  
ける市町村番号で層化 騨gノ   

・保険薬局については医療機関医療費の最近の動向（医療機関メディアス）の  
基本データにおける住所内容で層化   

（2）病院  

① 特定機能病院、歯科大学病虎、子ども病院、DPC対象病院の抽出  
医射附こおいてリストを作成  

② 介護療養施設サービス事業を行っている病院、行っていない病床の区分  
介護サービス施設・事業所調査の介護療養型医療施設情報より区分  

③ 病床数が200床以上、200床未満の区分  
医療施設調査（静態・動態：病院）のデータにおいて許可病床数情報より区  

分  

④ 院外処方の有無別の区分  
医療施設調査（静態：病院）のデータにおいて院外処方せんの発行状況より  

区分  

⑤ 一般病院と精♯科病焼の区分  
医療施設調査（静態・動態：病院）のデータにおいて許可病床数のうち全て  

が精神病床である病院は精神科病院、それ以外は一般病院   

（診l猟敗者の分類（朋∂）  
医療施設間査（静態・動態：病院）の開設者情報から分類   

（3）一般診療所  

① 入院患者の有責別の区分  
入院患者の有無の区分については、医療施設調査（静態：一般診療所）の診  

療状況（9月30日の在院患者数・9月中に新たに入院した患者数・9月中の  
退院患者漱）から、いずれか1つの項目において1人以上入院患者があれば、  
入院患者が有、3つの項目全てにおいて入院患者がいない場合は入院患者が無  
に区分  

② 主たる診療科の区分（：珊イノ  
ー 3 －  
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国家公務員の地域手当に係る銀地区分  （別紙2）  

（別紙1）  
滅地・ Tt■■  ■道府県   市町‡書名事   
1■絶  ●阜■  ♯別区   

2■地  ま鍼凧  取手市   

（20市】  ■i■  †■■   
t書■  

■t川■   

大慶府  
ヨ■】■布   

3鐘地  手■●  つくば市   

（27市）  嶋王県  

＋t■   

t書●  神奈川れ   
彙知≠  毛古1市．刈谷市．1田ホ  

大飯府  吹田市、事減市、ヰt川市．書面市、古石市  

兵慮県  西富市、宝塚市  

＝fI事前  

：二・    7k戸市，土三真布、守谷市   

（36市）  ■1■  

十1■   
1哀■  三■市、★I■市．1村山市、あきる■l市  

■要＝≠  

彙知鶉   
三1■  鮪丘市  

tt■  震ゎ府   
大Ii府  堺市、土中ホ，麹田市，枚方ホ．茨木市．八尾市∴■大阪市  

兵庫晃  神戸市．尼サ市  

tlt  兼良市、大和書山市  

■  
5鰻地  ニ・■ 一  仙台市   

54市  ま城■  日立布、古河市、牛久市、ひたちなか市   

1■r  栃木≠  手わ富市  

川魚市、川口市．行田市、所沢市、■惟市．加須市、兼松山市、魅谷市，戸田市、入間市、覇書市．三拝市   犠玉凧  

十■●  覆l■市．抜書市、柏市，布肝市．白井市  

■■叫■  
山製■   
■■■  Il内市∴乱r折 ■貯書市  

i・  薫戸市、曹胃市、西■市∴大府市∵知虜司  

責市、四日市市  

守山市、繁文市  

真書府  宇治市、t同市、京田辺市  

大鑑府  岸和由市、鼻大澤市、貝塚市．泉佐野布．ta＃市、河内長野市、和泉市、羽曳野市．藤井寺市  

伊丹市．三田市   長井れ・  

・乱L    ★賀l】■R 了h 量tl■訴   

89市   

18■r  丁■■  

折本欄   
■色黒  嘲＃周L■■市．太田市  

埠王れ  れ谷市．曹白紳市、鴻巣ホ．上尾ホ、事加市、久さ市、坂戸市、比企揮鳩山町、麓増玉瓢東川辺町、  

北1轟ぷ驚嶺町．北葛■暮杉戸町  

干葉嘱   野田市．1倉市、真山市．八街市、印旛古酒々丼町、印旛覇業町  

－■   ●書■  

1暮蕪川県  

T山■   

石川¶  金沢市  

打井■  柵井市  
1▼●  

●●■   

－，r・・  浜松巾、三■璃．富士富市、書土市、対日市、娩1市、掛‖市、袋井ホ  

更知県  1Iく市、R疇市．一冨市．半田市、■8井市＿津島市．安城市∴犬山市．江南市ノ小牧市、稲沢市、  

書力布．知立ホ．愛西市、弥丁市＿百事白井郡豊山町．西加茂欄二好町  

三1県   桑名市．名和市．伊∫市  

さ損ホ．曇浜ホ  

向日市．‡l菓聯未着町  

ヽ■●  柏原ホ、九■ホ、田儀も市．交野市．『璃市．ま■界隈取町＿魚用払田尻町、■河内雄太二子叫■  

兵庫彙  鰻跨市㌧明石市．加古川市、≡本市  

衰良岬  緩井市、書芝市、宇陀市．生鶏群耳埠町、北t城塑王寺町  

和歌山県  和歌山市、躊本市  ■山■  
広▲欄   
山口れ  僧■市  香川■  
テヾJ  

t■■   

診療時憫100時間未満の考え方について  

表示診療時間の状況  

月  火  水  木  金  土  日  休日  午 前   ロ  1  ロ  ロ  1  1  ロ  ロ  午 後  2  2  2  2  2  2  2  2  18時以降  3  3  3  3  3  3  3  3  

平成17年医療施設群査（静態）の「表示診療時間の状況」午前・午後（月～日）  
でOiした■が8■以下のものが100岬¶兼十のものと判断し、7以上のもの旦坤  

迫主星こととする．   

（考え方）  

○ 通常考えられる診療時間を基準に考える。  

1日8時間診療とし、土曜日は半日（4時間）、日曜は休診と考えると、   
「1週間の診療時間＝8時間×5日十8時間×1／2＝44時間」となります。   

・44時間分の○の数（施設調査の（15）表示診療時間の状況のこと）は11個で   

あるので、01個分の時間は4時間となります。   

・1月当たり100時間未満となる○の数は、   

「100時間／4時間＝25（1月当たりの○の数）」  

1週間当たりの○数は、   

「25×7／30＝5，83≒ 6（1週間当たりの○の数）J  

Oの数が1週間6個までは1月100時間未満と判断し、○が7個以上のものを   

抽出する。  

¶般診療所に係る主たる診療科別の区分  

開設者区分について  医療施設湘査   医療織満実短調査   
内科  内科   
呼吸き内科  
ヰモ！器内科   

洞1ヒ署内科（胃闊内科）  

胃茶内科  
神蜂内科   
繍尿病内科（代謝内科）  

血液内料   
感染症内科   
心療内科   
小児科   小児科   
精神科   ‡l神科   

外科   外科   
l呼吸省外科  

循環器外科（心R・血管外科）  

乳腺外科   
消化器外科（■場外科）  

気甘食道外科  
形成外科   
美春外科  
脳神経外科  
小児外科   
靂形外科   整形外科   
産婦人科  産婦人科   
ま料  
婦人科   
眼科   狙科   
耳計咽喉科   耳井咽喉科   
皮■料   皮∬科   
泌尿彗科   その他   
肛門外科  
リハビリテーション科   

アレルギー科   

放射捜科  麻酔科   リウマチ科 病理診断料  臨床検査鞘  緻急科   

医療施設調査  医療経済実態言巧杢   

厚生労働省   国立  

独立行政法人国立病院機構   

3  国立大学法人   

4  独立行政法人労働着健醜福祉縫構   

5  その他   

都道府県   公立   

市町村   

8  地方独立行政法人   

9  公的  

10   

北海道社会事業協会   

1Z  厚生連   

柑  国民健康民族団体連合会   

14  全国社会保険協会連合会   社会保険関係雇人   

厚生年金事業振興団   

船員保険金   

健康民族組合及びその連合会   

共済組合及びその連合会   

柑  国民健康保険組合   

20  公益法人   その他の法人   

医療法人   医環法人   

22  学校法人   そめ他の法人   

23  社会‡冨祉法人   

24  医療生協   

会社   

26  その他の法人   

個人   個人  

12   



抽出率表（第17回医療経済実態調査（医療機関等調査））  

以外   1／5   

一般診療所  1／25   

歯科診療所  1／50   

保険薬局  1／25  



第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）  

病院の属性別内訳  （参考資料2）  

事  務  連  絡  
平成21年4月16日  

母数  標本数   
合計  8．244  1．648   

DPC対象病院の指定の有無  
1 有   904  181  
2 無   7．ユ40  1．467   

介護療養施設サービス事業の有虫  
1 有   l．775  355  
2 無   6．469  1，293   

病床数  
1 200氏以上   2．485  496  
2 200床未完   5．759  1，152   

院外処方の有無  
1 有  5．628  1．124   

2 無  2，616  524   
都道府県の地域分類  

1 北；毎i芦   575  114  
2 東北   609  121  
3 関東   2．218  443  
4 東海   685  137  
5 北陸   28l  54  
6 近畿   1．183  238  
7 中国   648  129  
8 四国   4【10  100  
g 九州   1．565  3】2   

国家公務員の地域手当にお  ナる級地区分  
11級地   367  72  
2 2級地   297  62  
3 3級地   553  109  
4 4級地   829  170  
5 5級地   527  99  
6 6級地   1．226  248  
7 その他   4．445  888   

精神病院か否か  
1 精神病院でない   7．190  1．439   
2 三精神病院である   1．054  209   

開設者区分  
1 国立   185  34  
2 公ヨニ   958  193  
3 公的   275  60  
4 医療5主人   5，494  1．095  
5 社会保険関係法人  121  22  
6 その他の法人   737  143  
7 個人   474  101   

保険局医療課保険医療企画調査室長 殿  

大臣官房統計情報部企画課審査解析室長  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）に係る調査客  

体の抽出について（回答）   

平成21年3月27日付け事務連絡「第17回医療経済実態調査（医  

療機関等調査）に係る調査客体の抽出について」により依頼のあっ  

た標記について，別紙のとおり抽出したので送付します。  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）  
一般診療所の属性別内訳  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）  
歯科診療所の属性別内訳  

母数  標本数   
合計  60．610  2．424   

入院患者の有無  
1 有   6．965  279  
2 無   53．645  2．145   

主たる診療科  
1 内科   29．551  1．182  
2 小児租   4．208  168  
3 精神科   1．379  55  
4 外科   3．752  150  
5 翳形外科  5．319  213  
6 産婦人科  3．048  122  
7 眼科   4．797  192  
8耳鼻咽爬托  3，855  154  
9 皮膚科   3．046  122  

10 その他   1．655  66   
介護療養施設サービス事業の有無  

1 有   709  29  
2 無   59．901  2，395   

院外処方の有無  
1 有   38．936  1．560  
2 無   21．674  ；●・   

都道府県の地域分類  
1 北海：直   2．145  88  
2 東北   4．493  1丁8  
3 関東   21．248  853  
4 更；毎   6．371  254  
5 北陸   1．487  5了  
6 近畿   9．203  367  
7 中国   4．654  189  
8 匹】国   2．364  97  
9 九州   8．645  341   

国家公務員の地域手当におt  ナる姐地区分  
11】敦地   5．307  214  
2 2級地   2．653  107  
3 3徳地   5．747  233  
4 4級地   丁．356  298  
5 5級地   4．117  161  
・ 拙‥   9．324  388  
7 その他  26．106  1．023  

合計  
母数  標本数  
55，760  1．115   

院外処方の有無  
1 有  lヰ．273  285   

2 無  41．487  830   

都道府県の地域分類  
1 北海】蒼  2．642  52  
2 東北  3．541  7t  
3 関東  2乙024  441  
・   ＝＝ ＝＝  6，095  122  
5 北陸  1，065  21  
6 近鼓  8．885  178  
7 中国   3．294  66  

8 四国  1．751  35  
9 九州  6．463  129   

国家公務員の地域手当にお  ナる級地区分  
11級地   6，132  123  

2 2級地  2．771  56  
3 3級地  5．775  115  
4 4級地  6．826  137  

5 5級地  4．119  82   6 6級地  8．120  160   7 その他  22．017  442  常勤の歯科医師数         11人  4ヰ．0（‖  8了2   2 2人以上  11．759  243  



第17匝l医療経済実態調査（医療機関等調査）   
病院の属性別内訳 一全数調査対象－  

（特定機能病院、ことも病院、歯科大学病院）  

第17回医療経済実態調査（医療機関等調査）  
保険薬局の属性別内訳  

合計  128   
DPC対象病院の指定の育無  

1 青   92  
2 無   36   

′†護療寮施設サービス事業の有精  
1 青  
2 無  127   

病床数  
1 200床以上  103   
2 200床未満  25   

院外処方の有無  
（6施設は静矧こ情報なし）l  117  

2 無   5  

都道府県の地域分類  
1北海垂＿「▼  5  

2東北      － 8  
3 関乗   48  
4 東海   ‾  14  
5 北陸   4  
百 20  
7 中国   8  

8 四国   5  

9九州   16   
国家公務員の地域手当における組地区∬  

11級地   18  
2・2級地  二 5  
3 3級地  
4 4級地   21  
5 5級地   10  
6 6級地   18  
7 その㈹   40   

精神病院か否か  
l 精神病院でない   128  

0   

開設者区分  
1 国立   51  
2生重＿．．＿  

3公的   
4 医療法人   
5 社会保険関係法人  0  

6 その他の法人  45   7 個人  百  




